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1. 概要 

固体廃棄物保管室は、β・γ固体廃棄物 A（布、紙等の雑固体廃棄物）及び β・γ 固体

廃棄物 B（照射試験等に伴う固体廃棄物）を廃棄物管理施設へ移送するまでの間、発生が予

想される量を保管できる容量としている。 

なお、保管に当たっては、ドラム缶等の保管容器に収納して汚染拡大防止措置を講ずる

こととしている。 

本資料は、固体廃棄物保管室及び固体廃棄物の保管容器の寸法、形状を考慮した保管の

状態を確認し、原子炉設置変更許可申請書に記載される所定の保管能力を有していること

を評価するものである。 

 

2. 固体廃棄物保管室の仕様 

固体廃棄物保管室の設備仕様を表 2.1、形状及び寸法を図 2.1に示す。 

 

3. 保管容器 

固体廃棄物を収納するドラム缶、金属製保管箱、ペール缶等の保管容器の種類、数量、

寸法等を表 3.1 に示す。保管容器の寸法、数量から算出した合計の容積は約 30m3となり、

200Lドラム缶換算約 150本に相当する。ただし、保管容器のうち移動型の容器については、

固体廃棄物の種類、量、形状等に応じて保管能力の範囲内で、表 3.1 で示した寸法、形状

と異なる保管容器を使用する場合、あるいは表 3.1で示した数量と異なる数量を保管する場

合もある。 

 

4. 保管能力の評価 

3項で示した保管容器を固体廃棄物保管室に保管した状態を図 4.1及び図 4.2に示す。図

に示すとおり、200L ドラム缶換算約 150本（約 30m3）に相当する保管容器を当該室内に保

管することが可能であり、所定の保管能力を有していることを確認した。 
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表 2.1 固体廃棄物保管室の設備仕様 

 

 

 

 

表 3.1 保管容器の種類、寸法等 

種類 数量 寸法 名称 備考 

 

保 

 

 

管 

 

 

容 

 

 

器 

 

 

箱 

 

 

型 

6 基 幅 140cm×高さ 190cm×奥行 100cm 箱型(1) 固定型 

1 基 幅 140cm×高さ 190cm×奥行 80cm 箱型(2) 固定型 

1 基 幅 71cm×高さ 195cm×奥行 80cm 箱型(3) 固定型 

1 基 幅 120cm×高さ 148cm×奥行 73cm 箱型(4) 固定型 

6 基 幅 120cm×高さ 80cm×奥行 69.5cm 箱型(5) 移動型 

缶 

 

型 

5 基 直径 60cm×高さ 90cm 缶型(1) 移動型（ドラム缶） 

100基 直径 30cm×高さ 40cm 缶型(2) 移動型（ペール缶） 

 

  

設置場所 構造 保管能力 

原子炉建家 

地下 2階 

空間容積：約 50m3 

(床面積：約 25m2、高さ：約

2m） 

200Lドラム缶換算：約 150本相当 

（ドラム缶、金属製保管箱、ペール缶等） 
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図 2.1 固体廃棄物保管室の寸法、形状 
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図 4.1 保管容器を固体廃棄物保管室に保管した状態（平面図） 
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図 4.2 保管容器を固体廃棄物保管室に保管した状態（A-A断面図） 
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1. 概要 

固体廃棄物保管室では、β・γ固体廃棄物A及びβ・γ固体廃棄物Bを廃棄物管理施設へ移送する

までの間、ドラム缶等の容器に収納し保管する。 

当該室に保管する固体廃棄物からの放射線による放射線業務従事者等の受ける線量は、保管する

固体廃棄物の個数、放射能量及び影響を受ける周辺室等の線量率を原子炉施設保安規定に従い管理

することにより、定められた線量を超えないように管理する。 

本資料は、当該室に保管能力（200Lドラム缶換算：約150本相当）相当分の固体廃棄物を保管した

場合の人が常時立ち入る場所及び管理区域境界における実効線量について評価するものである。 

なお、周辺監視区域外の実効線量への影響は、固体廃棄物保管室が原子炉建家地下 2階に位置し

ており、固体廃棄物保管室を含む原子炉建家の壁、床、天井及び地盤の遮蔽を考慮すると無視でき

るほど小さい。 

 

2. 評価条件 

2.1 線源 

(1) 固体廃棄物中に含まれる放射性核種のうち、他の核種に比べ存在比率が高く、ガンマ線エ

ネルギー量の高いコバルト-60(60Co)とする。 

(2) 固体廃棄物保管室内には、表 2.1 に示す保管容器（200L ドラム缶換算：約 150 本相当）を

モデル化し、その内部にカートンボックスに収納した固体廃棄物等を可能な限り保管した状態

を想定する。 

(3) β・γ固体廃棄物 A の線源強度は、平成 20 年度から平成 29 年度までの固体廃棄物の引き

渡し実績に基づき算出した 1 cm3当たりの放射能量(1.71 Bq/cm3)に線源の体積を乗じた値とす

る。 

(4) β・γ固体廃棄物 B の線源強度は、表面実効線量率が 2 mSv/h となるドラム缶の体積線源

とする。 

 

2.2 線源配置 

線源配置の鳥瞰図を図 2.1、線源の配置及び評価モデルを図 2.2及び図 2.3に示す。 

 

2.3 遮蔽物 

固体廃棄物保管室の構造上、遮蔽効果が期待できるものについては、その材質及び厚さを遮蔽

物として考慮する。評価に用いる遮蔽物の概要を表 2.2に示す。 
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3. 評価の方法及び結果 

3.1 人が常時立ち入る場所における線量評価 

(1) 評価方法 

2 項の評価条件に基づき、点減衰核積分法簡易計算コード QADを用いて計算し、表 3.1に示す

ＨＴＴＲの遮蔽設計基準の区分に応じた設計基準線量率と比較して評価を行う。 

なお、評価点は、ＨＴＴＲの遮蔽設計基準の区分を考慮し、放射線業務従事者に最も影響が

大きくなる地点を選定する。 

(2) 評価結果 

固体廃棄物保管室周辺について、評価点を図 3.1 及び図 3.2、評価点における実効線量を表

3.2に示す。 

評価点 K-1（原子炉建家Ⅰ系（排気 B系統）換気空調機械室）の線量当量率は、最大で 1.0×

10-3 mSv/hとなる。また、評価点 K-2（固体廃棄物保管室上部エリア）の線量当量率は、最大で

2.3×10-2 mSv/hとなる。 

上記の評価結果から、人が常時立ち入る場所の線量当量率は、ＨＴＴＲの遮蔽設計基準の区

分に応じた設計基準線量率を超えないことを確認した。 

 

3.2 管理区域境界における線量評価 

(1) 評価方法 

2項の評価条件に基づき、点減衰核積分法簡易計算コード QADを用いて計算し、「核原料物質

又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成 27

年原子力規制委員会告示第 8号)」(以下「線量告示」という。)と比較して評価を行う。 

なお、評価点は、非管理区域のうち最も影響が大きくなる地点を選定する。 

(2) 評価結果 

管理区域境界について、評価点を図 3.1及び図 3.2、評価点における実効線量を表 3.3に示す。 

評価点 H-1 の線量当量率は、最大で 1.9×10-6 mSv/h となり、3 月間を 500 時間とした場合、

9.5×10-4 mSv/3月となる。 

上記の評価結果から、線量告示に定める管理区域の設定基準 1.3 mSv/3 月を下回ることを確

認した。 
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表 2.1 保管容器の種類、寸法等 

種類 数量 寸法及び構造材 名称 内容物の種類 備考 

 

 

 

 

 

 

保 

 

 

 

 

管 

 

 

 

 

容 

 

 

 

 

器 

 

 

 

 

 

 

 

箱 

 

 

型 

6 基 

幅 140cm× 高 さ

190cm×奥行 100cm 

SUS304（厚さ 0.1cm） 

箱型(1) β・γ固体廃棄物 A 

 

1 基 

幅 140cm× 高 さ

190cm×奥行 80cm 

SUS304（厚さ 0.1cm） 

箱型(2) β･γ固体廃棄物 A 

 

1 基 

幅 71cm× 高 さ

195cm×奥行 80cm 

SUS304（厚さ 0.1cm） 

箱型(3) β・γ固体廃棄物 A 

 

1 基 

幅 120cm× 高 さ

148cm×奥行 73cm 

SUS304（厚さ 0.1cm） 

箱型(4) β・γ固体廃棄物 A 

 

6 基 

幅 120cm× 高 さ

80cm×奥行 69.5cm 

SUS304（厚さ 0.1cm） 

箱型(5) β・γ固体廃棄物 A 

 

 

 

 

 

缶 

 

 

型 

4 基 直径 60cm×高さ 90cm 

炭素鋼（厚さ 0.12cm） 

缶型(1) β・γ固体廃棄物 A  

1 基 缶型(2) β・γ固体廃棄物 B  

100基* 
直径 30cm×高さ 40cm 

炭素鋼（厚さ 0.04cm） 

M1 β・γ固体廃棄物 A 
3 個×2段×4個並べたもの 

（幅 90cm×高さ 80cm×奥行 120cm） 

M2 

(2 式) 
β・γ固体廃棄物 A 

3 個×2段×5個並べたもの 

（幅 90cm×高さ 80cm×奥行 150cm） 

M3 β・γ固体廃棄物 A 
3 個×2段×2個並べたもの 

（幅 90cm×高さ 80cm×奥行 60cm） 

M4 β・γ固体廃棄物 A 
1 個×2段×2個並べたもの 

（幅 30cm×高さ 80cm×奥行 60cm） 

＊ 缶型（100基）は、並べて保管した場合に隙間が存在するが、隙間にも固体廃棄物が存在するものと

して評価する。 
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表 2.2 遮蔽物の概要 

物質名 密度（g/cm3） 設定場所 

普通コンクリート 2.10 ・建家壁、床、天井 

炭素鋼 7.85 ・保管容器（缶型） 

SUS304 7.91 ・保管容器（箱型） 

 

 

 

 

 

 

  



 

添 2 ― 2 ― 5 

 

表 3.1 ＨＴＴＲの遮蔽設計基準 

区   分 設計基準線量率 

管 理 区 域 内 

A：週 48時間以内立ち入りのところ 6 μSv/h以下 

B：週 10時間以内立ち入りのところ 60 μSv/h以下 

C：ごく短時間しか立ち入らないところ 500 μSv/h以下 

D：通常は立ち入り不要のところ 特に規定せず、 

立入時間で管理 

 

 

 

表 3.2 実効線量評価結果（人が常時立ち入る場所） 

評価位置 
基準値 

（mSv/h） 

計算値 

区分 
線量当量率 

（mSv/h） 

K-1  6×10-3 1.0×10-3 
A：週 48時間以内の立

入りのところ 

K-2 6×10-2 2.3×10-2 
B：週 10時間以内の立

入りのところ 

 

 

 

表 3.3 実効線量評価結果（管理区域境界） 

評価位置 
基準値 

（mSv/3月） 

計算値 

実効線量 

（mSv/3 月） 

線量当量率 

（mSv/h） 

H-1 1.3 9.5×10-4 1.9×10-6 

 

 



 

 

 

図 2.1  固体廃棄物保管室内の線源配置（鳥瞰図） 

添
2
 
－

 
2
 
－

 
6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 線源の配置及び評価モデル（平面図） 
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図 2.3 線源の配置及び評価モデル（A-A断面図） 
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図 3.1 線量当量率の評価点（平面図） 
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図 3.2 線量当量率の評価点（A-A断面図） 
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2-3．保管廃棄施設に係る「試験研究の用に供する原子

炉等の技術基準に関する規則」への適合性 
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本申請のうち保管廃棄施設の設置に係る設計及び工事の計画と「試験研究の用に供する原

子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合性は、以下に示すとおりで

ある。 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
― ― ― 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 ― ― 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 ― ― 

第六条 地震による損傷の防止 無 ― ― 

第七条 津波による損傷の防止 無 ― ― 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 ― ― 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 ― ― 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 ― ― 

第十一条 機能の確認等 無 ― ― 

第十二条 材料及び構造 無 ― ― 

第十三条 安全弁等 無 ― ― 

第十四条 逆止め弁 無 ― ― 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
無 ― ― 

第十六条 遮蔽等 有 1 項、2項 
別添－1 

に示すとおり。 

第十七条 換気設備 無 ― ― 

第十八条 適用 ― ― ― 

第十九条 溢水による損傷の防止 無 ― ― 

第二十条 安全避難通路等 無 ― ― 

第二十一条 安全設備 無 ― ― 

第二十二条 炉心等 無 ― ― 

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ― 

第二十四条 一次冷却材 無 ― ― 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 ― ― 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 ― ― 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 ― ― 

第二十八条 冷却設備等 無 ― ― 

第二十九条 液位の保持等 該当なし ― ― 

第三十条 計測設備 該当なし ― ― 

第三十一条 放射線管理施設 無 ― ― 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十二条 安全保護回路 無 ― ― 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 ― ― 

第三十四条 原子炉制御室等 無 ― ― 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 ― ― 

第三十六条 保管廃棄設備 有 1 項、2項 
別添－2 

に示すとおり。 

第三十七条 原子炉格納施設 該当なし ― ― 

第三十八条 実験設備等 無 ― ― 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

該当なし ― ― 

第四十条 保安電源設備 無 ― ― 

第四十一条 警報装置 無 ― ― 

第四十二条 通信連絡設備等 無 ― ― 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当なし ― ― 

第五十三条 適用 ― ― ― 

第五十四条 
原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 
無 ― ― 

第五十五条 計測設備 無 ― ― 

第五十六条 原子炉格納施設 無 ― ― 

第五十七条 試験用燃料体 無 ― ― 

第五十八条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 ― ― 

第五十九条 準用 ― ― ― 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当なし ― ― 

第七十一条 第六章 雑則 無 ― ― 
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別添－１ 

（遮蔽等） 

第十六条 試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において当該試験研究用等原子炉施設から

の直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線

量限度を十分下回るように設置されたものでなければならない。 

２ 工場等（原子力船を含む。）内における外部放射線による放射線障害を防止する必要があ

る場所には、次に掲げるところにより遮蔽設備が設けられていなければならない。 

一 放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること。 

二 開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要

がある場合は、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられていること。 

三 自重、熱応力その他の荷重に耐えるものであること。 

 

１．固体廃棄物保管室に起因する周辺監視区域外の実効線量への影響は、「添付書類 2-2 

保管廃棄施設に関する説明書（遮蔽）」のとおり、固体廃棄物保管室が原子炉建家地下

2 階に位置しており、固体廃棄物保管室を含む原子炉建家の壁、床、天井及び地盤の遮

蔽を考慮すると無視できるほど小さく、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に

関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成 27 年原子力規制委員会告

示第 8号)」に定める周辺監視区域外の線量限度 1ｍSv/年を下回り、第 1項に適合する

設計となっている。 

 

２．一 固体廃棄物保管室に保管する固体廃棄物からの放射線による放射線業務従事者等

の受ける線量は、固体廃棄物の数量等の管理及び影響を受ける周辺室等の線量率

の測定により、定められた線量を超えないように管理する。 

なお、「添付書類 2-2 保管廃棄施設に関する説明書（遮蔽）」のとおり、固体廃

棄物保管室に保管能力（200L ドラム缶換算：約 150 本相当）相当分の固体廃棄物

を保管した場合の実効線量の評価により、人が常時立ち入る場所について、ＨＴ

ＴＲの遮蔽設計基準の区分に応じた設計基準線量率を超えることはないこと、管

理区域境界については、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

等の規定に基づく線量限度等を定める告示(平成 27 年原子力規制委員会告示第 8

号)」に定める管理区域の線量 1.3 mSv/3月を下回ることを確認した。これらのこ

とから、固体廃棄物保管室周辺の壁、床等は保管廃棄施設に係る必要な遮蔽能力

を有する。 

二 ダクト貫通部、ハッチを考慮した実効線量の評価により、固体廃棄物保管室周辺

の壁、床等は保管廃棄施設に係る必要な遮蔽能力を有することを「添付書類 2-2 

保管廃棄施設に関する説明書（遮蔽）」のとおり確認しており、措置の必要はない。 

 



 

添 2 ― 3 ― 4 

三 遮蔽は原子炉建家の壁、床等の建家躯体であり、建家の強度評価によってその強

度を確認している。また、熱応力その他の荷重はない。 

 

以上により、第 2項に適合する設計となっている。 

  



 

添 2 ― 3 ― 5 

別添－2 

（保管廃棄設備） 

第三十六条 放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところによるものでなけ

ればならない。 

一 通常運転時に発生する放射性廃棄物を保管廃棄する容量を有すること。 

二 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。 

三 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる

化学薬品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないこと。 

 

２ 固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置される施設は、放射性廃棄物によ

る汚染が広がらないように設置されたものでなければならない。 

 

１．一 放射性廃棄物を保管廃棄する設備として、固体廃棄物保管室を設ける。固体廃棄

物保管室は、「添付書類 2-1 保管廃棄施設に関する説明書（保管能力）」のとお

り、固体廃棄物を廃棄物管理施設へ移送するまでの間、発生が予想される量を保

管できる容量を有している。 

二 保管廃棄する固体廃棄物は、ドラム缶等の容器に封入するなどの措置を講じ、放

射性廃棄物の漏えいを防止することを規定類に定めて管理する。 

三 固体廃棄物は、崩壊熱等により加熱されるおそれは無い。また、化学薬品等の腐

食性の物質を含む放射性廃棄物は、他の放射性廃棄物と区別し、必要な措置を講

じて容器に収納することを規定類に定めて管理する。 

 

以上により、第 1項に適合する設計となっている。 

  

２．保管廃棄する固体廃棄物は、ドラム缶等の容器に封入するなどの措置を講じ、放射性

廃棄物による汚染の拡大を防止することを規定類に定めて管理する。 

 

以上により、第 2項に適合する設計となっている。 
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1. 概要 

ＨＴＴＲにおいては、建設の設計段階から溢水影響を考慮した設計及び機器配置を実施

している。具体的には、工学的安全施設、安全保護系等の安全機能を有する系統で多重性

又は多様性及び独立性を要求される系統は、必要に応じて各系統を十分な距離をとって分

散配置する若しくは障壁を設ける等によって、一方の系統の破損等が他の系統にその影響

が波及し、その安全機能が喪失しない設計としている。また、区画の入口扉の開閉方向、

機器の基礎高さ等の考慮を実施するとともに、重要安全施設又は安全機能の重要度が特に

高い安全機能を有する安全施設（以下「重要安全施設等」という。）である計装設備や電

源系統が設置されている非管理区域において発生する溢水を原子炉建家最下層に設置され

た一般排水設備に集積し、排水が可能な設計としている。 

本評価書は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（以下「設置許可基準規則」という。）第九条（溢水による損傷の防止等）」の要求事項を

踏まえ、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 26年 8月 6日原規技発第 1408064 

号原子力規制委員会決定）」（以下「溢水評価ガイド」という。）を参考とし、重要安全施設

等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損な

わない設計となっていることを確認するものである。 

 

1.1 溢水防護に関する基本方針 

重要安全施設等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合において

も安全機能を損なわない設計とする。具体的には、溢水の影響を評価するために想定す

る原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生

じる火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水、地震時の機器の破

損（スロッシングを含む。）により生じる溢水に対して、原子炉を停止でき、放射性物

質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態

を維持できる設計とする。さらに、使用済燃料の貯蔵機能を維持できる設計並びに使用

済燃料貯蔵プールについてはプール水の供給配管に接続口から注水を行える設計とする

ことで冷却機能及び給水機能を維持できる設計とする。 

また、原子炉施設内において放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理

区域外へ漏えいしない設計とする。 

ここで、設置許可基準規則第九条及び第十二条並びに溢水評価ガイドの要求事項を踏

まえ、以下に示す設備を、これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護

対象設備」という。）として選定する。 

a. 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために

必要な設備 

b. 使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備 

試験研究用等原子炉施設内における溢水として、原子炉施設内に設置された機器及び
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配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置され

る系統からの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生

じる溢水を考慮し、溢水防護対象施設が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全

機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわ

ない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水に関しては、溢

水防護対象設備の配置を踏まえて、最も厳しい条件となる溢水を考慮し、溢水防護対象

設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.2 溢水より防護すべき設備 

溢水防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適

切に維持するために必要な設備及び使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要

な設備とする。 

耐震 S クラスの設備及び自然現象における重要安全施設等が溢水に対してその安全機

能を損なわない設計とし、その溢水防護対象設備を表 1.1に示す溢水防護対象設備(1)（防

護区分Ⅰの設備）として選定する。 

なお、実験・照射の関連機能（核分裂生成物の放散防止）を有する実験設備は現在の

原子炉施設に設置されていないことから、本設工認申請における溢水防護対象設備に当

該設備を含めていない。 

また、ＨＴＴＲにおいては安全評価として実施している内部事象を起因とした「運転

時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」に対処するために必要な設備に対しては、

内部溢水についての対策を強化した信頼性の高い設計とし、その溢水防護対象設備を表

1.2に示す溢水防護対象設備(2)（防護区分Ⅱの設備）として選定する。 

使用済燃料貯蔵設備については、原子炉建家内の貯蔵プール及び貯蔵ラック並びに使

用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セル及び貯蔵ラックを溢水防護対象設備として選定する。ま

た、貯蔵プールの冷却機能及び給水機能を維持するため、プール水の供給配管の接続口

までを溢水防護対象設備として選定する。 

なお、以下に示す設備については溢水の影響評価の対象外とする。 

(1) 容器（タンク）、熱交換器、配管、スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャ、

使用済燃料貯蔵プール・貯蔵ラック及び使用済燃料貯蔵建家内設備の貯蔵セル・貯

蔵ラックについては、静的機器であり、溢水の影響を受けたとしてもその安全機能

を喪失することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(2) フィルタユニット内に格納されているフィルタ（図 1.1）、配管の一部を構成して

いる逆止弁、原子炉圧力容器内に格納されている炉心構成要素・炉心支持鋼構造物・

炉心支持黒鉛構造物及び広領域中性子束検出器、スタンドパイプ内に格納されてい

る制御棒系の駆動機構（図 1.2）並びに補助ヘリウム循環機の電動機（図 1.3）につ
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いては、密閉性が確保された容器の中に格納されており、溢水の影響を受けること

がなくその安全機能を喪失することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(3) 安全弁については、図 1.4に示すように単純かつ水が浸入しない構造であり、さ

らに動力を必要としないため、溢水の影響を受けたとしてもその安全機能を喪失す

ることがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(4) 原子炉格納容器隔離弁については、図 1.5に示すように当該隔離弁に付属する電

磁弁で作動用の圧縮空気を制御することにより作動させており、電磁弁の制御電源

は安全保護シーケンス盤から供給されている。原子炉格納容器の隔離が必要となる

場合には、安全保護シーケンス盤で当該隔離弁の電磁弁への制御電源が断となるこ

とで電磁弁が閉となり、作動用の圧縮空気が当該隔離弁に供給されなくなることで

当該隔離弁が作動するため、当該隔離弁が溢水の影響を受けたとしてもその安全機

能を喪失することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(5) 屋上に設置されている補助冷却設備の補助冷却設備空気冷却器及び配管について

は、屋外に設置され、かつ耐候性を有しており、溢水の影響を受けたとしてもその

安全機能を喪失することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 
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表1.1 溢水防護対象設備(1) 

安全機能 構築物・系統・機器 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器配管系 

過剰反応度の印加防止 スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャ 

炉心の形成 炉心構成要素、炉心支持鋼構造物、炉心支持黒鉛構造物 

放射性物質の貯蔵 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール・貯蔵セル・貯蔵ラック 

1 次冷却材の内蔵 1次ヘリウム純化設備（原子炉格納容器隔離弁まで） 

原子炉の緊急停止・未臨

界維持 

制御棒系 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの過圧防止 

1次冷却設備の安全弁 

原子炉停止系への起動

信号の発生 

安全保護系（停止系） 

安全上特に重要な関連

機能 

中央制御室 

事故時のプラント状態

の把握 

事故時監視計器の一部 

安全上特に重要な関連

機能 

直流電源設備、安全保護系用交流無停電装置 

 

 

  



 

添 3 ― 1 ― 5 

 

表1.2 溢水防護対象設備(2) 

安全機能 構築物・系統・機器 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器配管系、原子炉冷

却材圧力バウンダリの一部を形成する弁 

過剰反応度の印加防止 スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャ 

炉心の形成 炉心構成要素、炉心支持鋼構造物、炉心支持黒鉛構造物 

放射性物質の貯蔵 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール・貯蔵セル・貯蔵ラック 

1 次冷却材の内蔵 1次ヘリウム純化設備（原子炉格納容器隔離弁まで） 

原子炉の緊急停止・未臨

界維持 

制御棒系 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの過圧防止 

1次冷却設備の安全弁 

工学的安全施設及び原

子炉停止系への起動信

号の発生 

安全保護系（停止系） 

安全保護系（工学的安全施設） 

炉心冷却 補助冷却設備、炉容器冷却設備 

放射性物質の閉じ込め、

放射線遮へい及び放出

低減 

原子炉格納容器隔離弁 

非常用空気浄化設備 

安全上特に重要な関連

機能 

中央制御室 

事故時のプラント状態

の把握 

事故時監視計器の一部 

安全上特に重要な関連

機能 

非常用発電機、補機冷却水設備、制御用圧縮空気設備、直流電

源設備、安全保護系用交流無停電電源装置 
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図1.1 フィルタユニットの構造 
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図1.2 制御棒駆動機構の配置図 
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図1.3 補助ヘリウム循環機の電動機の配置図 
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図1.4 安全弁の構造図 
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図1.5 隔離弁の動作原理 
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2. 溢水源の想定 

溢水源としては、発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定するＨＴＴＲ内に設置された機器及び配管の破損

（以下「想定破損」という。）により生じる溢水 

(2) ＨＴＴＲ内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水 

(3) 地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水 

(4) 屋外に設置されている屋外タンクの破損等により生じる溢水 

想定破損により生じる溢水では、溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし、地

震起因による溢水では、溢水防護対象設備の設置された建物・区画内において流体を内包

する配管及び容器（タンク、熱交換器等）を溢水源となり得る機器として抽出した。 

 

2.1 想定破損により生じる溢水 

想定破損により生じる溢水について、ＨＴＴＲにおいて溢水源となり得る系統・機器

（容器及び配管）は、水、蒸気、油等の流体を内包する全ての系統・機器として、系統

図により抽出した。溢水源となり得る設備を以下に示す。 

(1)  炉容器冷却設備 

(2)  補助冷却設備 

(3)  補機冷却水設備 

(4)  一般冷却水設備 

(5)  加圧水冷却水設備 

(6)  液体廃棄物の廃棄設備 

(7)  一般排水設備 

(8)  空調用冷水装置Ⅰ 

(9)  空調用冷水装置Ⅱ 

(10) 消火設備 

(11) 純水供給設備 

(12) 淡水供給設備 

(13) プール水冷却浄化設備 

(14) 蒸気供給設備 

(15) 1次ヘリウム純化設備冷水供給系 

(16) 非常用発電機 

なお、配管については 2.1.1に示す考え方により配管を分類し、2.1.2に示す考え方に

より破損を想定した。 
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2.1.1 配管破損の分類 

想定破損により生じる溢水について、溢水源のうち配管の破損については溢水評価

ガイドを参考に高エネルギー配管及び低エネルギー配管の2種類に分類し、完全全周破

断又は配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通

クラック」という。）による破損を想定する。 

なお、高エネルギー配管及び低エネルギー配管の分類は、「溢水評価ガイド付録Ａ」

を参考として、配管内部の圧力及び温度の状態により以下のとおりとする。 

(1) 高エネルギー配管は、呼び径25A（1B）を超える配管で、プラントの通常運転時

に運転温度が95℃を超える、又は運転圧力が1.9MPa[gauge]を超える配管とする。 

(2) 低エネルギー配管は、呼び径25A（1B）を超える配管でプラントの通常運転時に

運転温度が95℃以下で、かつ運転圧力が1.9MPa[gauge]以下の配管とする。ただし、

運転圧力が静水頭圧の配管は除く。 

また、高エネルギー配管として運転している時間の割合が当該系統の運転している

時間の2％又はプラント運転期間の1％より小さければ、低エネルギー配管として扱う

ものとする。 

 

2.1.2 配管の破損想定 

(1) 高エネルギー配管の破損想定（没水及び被水による影響） 

高エネルギー配管については、任意の箇所で完全全周破断又は貫通クラックによ

る破損を想定する。破損の想定は、ターミナルエンド部とターミナルエンド部以外

について実施する。 

ＨＴＴＲにおける高エネルギー配管は、加圧水冷却設備、補助冷却設備及び暖房

用の蒸気供給設備の 3設備である。想定破損評価における高エネルギー配管の破損

の形状については、「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考として、完全全周破断を想

定して溢水影響を評価しているが、一部の高エネルギー配管の評価対象（呼び径 25A

（1B）を超える）に対し、以下の考え方に基づき評価する。ただし、補助冷却設備

については、待機運転時においては約 70℃であり、運転している時間の割合が当該

系統の運転している時間の 2％又はプラント運転期間の 1％より小さいため、低エネ

ルギー配管として取り扱う。 

a. ターミナルエンドは完全全周破断として評価する。 

b. ターミナルエンド以外は、配管の発生応力Snが許容応力Saに対する以下の条件

を満足すれば、想定破損の形態を条件に応じて変更し、評価する。 

なお、この考え方を適応する場合は、非破壊検査等を継続的に実施している場合

とする。 

①呼び径25A（1B）を超える配管で、原子炉格納容器バウンダリの高温ガス炉第

3種管にあっては、Sn≦0.8Saの条件を満足する場合、破損想定はないものと
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する。ただし、加圧水冷却設備について、系統の配管が原子炉格納容器を貫

通している高温ガス炉第3種管と同等の性能を持っていることが確認できる

配管については原子炉格納容器バウンダリの高温ガス炉第3種管の配管とし

て扱う。 

②呼び径25A（1B）を超える配管で、①以外の高温ガス炉第3種管、高温ガス炉

第4種管又は非安全系の配管にあっては、Sn≦0.4Saの条件を満足する場合、

破損想定はないものとする。ただし、Sn≦0.8Saの条件を満足する場合、任意

の箇所での貫通クラック破損を想定する。 

(2) 高エネルギー配管の破損想定（蒸気放出による影響） 

高エネルギー配管については、任意の箇所で完全全周破断又は貫通クラックによ

る破損を想定する。破損の想定は、ターミナルエンド部とターミナルエンド部以外

について実施する。 

ＨＴＴＲにおける高エネルギー配管について、蒸気影響を考慮する必要がある配

管を含む設備は加圧水冷却設備及び蒸気供給設備である。補助冷却設備については、

待機運転時においては約 70℃であるため、蒸気による溢水の影響を考慮する必要が

ないため、蒸気による溢水の影響評価より除外する。 

このうち、加圧水冷却設備の配管については、「想定破損について、高エネルギ

ー配管に対する応力評価結果が Sn≦0.8Sa の条件を満足し、肉厚測定を実施した箇

所」を除いて破損を想定する。 

また、蒸気供給設備の配管については、「想定破損について、高エネルギー配管

に対する応力評価結果が Sn≦0.4Saの条件を満足し、肉厚測定を実施した箇所」を

除いて破損を想定する。 

ここで、蒸気供給設備から供給される蒸気が蒸気源となり得るかについて検討を

行った。 

蒸気供給設備から蒸気が噴出するおそれのある箇所は原子炉建家 1階及び地下 1

階である。このうち、原子炉建家 1階については原子炉建家Ⅱ系換気空調装置等が

稼動しており、蒸気が噴出したとしても原子炉建家外に排出されることから、溢水

源として考慮する必要はない。 

原子炉建家地下 1階については、以下のように評価する。蒸気供給設備配管破損

時の伝播図を図 2.1に示す。H-334室で噴出した蒸気は H-333室及び H-334室に充満

する。H-334室の端には換気空調設備の排気口が設けられており、噴出した蒸気は排

出される。蒸気供給設備の供給蒸気量は 2250kg/hであること、換気量は 9.67 m3/min

であることから、H-333室及び H-334室に充満されるまでの時間は 28.9分となる。 

この時間があれば、換気空調設備の異常の検知及び運転員によるボイラーの停止

を行う時間は十分にある。よって、蒸気供給設備は評価より除外する。 

(3) 低エネルギー配管の破損想定 
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低エネルギー配管については、任意の箇所で貫通クラックによる破損を想定する。

ただし、配管の発生応力が Sn≦0.8Saの条件を満足する場合、かつ、非破壊検査等

を継続的に実施している場合、破損想定はないものとする。 

 

 

  



 

添 3 ― 1 ― 15 

 

 

図2.1 蒸気供給設備配管破損時の伝播図 
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2.2 火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水 

ＨＴＴＲにおいては、自動作動するスプリンクラーは設置されていないことから、火

災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水として消火栓からの放水を

考慮する。ただし、二酸化炭素消火設備や消火器等を用いて消火活動を行うことを前提

としている区画については、当該区画における放水を行わないものとして溢水を想定し

ないこととする。 

 

2.3 地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水 

ＨＴＴＲにおいて、水、蒸気、油等の流体を内包する系統のうち、基準地震動 Ssによ

る地震力に対する耐震性が確認されていない耐震 B、Cクラスに属する系統を溢水源とし

て選定する。 

ただし、耐震 B、C クラスであっても基準地震動 Ss による地震力に対して耐震性が確

保されるものについては、溢水源として想定しないこととする。 

また、地震による使用済燃料プールのスロッシングについても溢水源として想定する。 

 

2.4 屋外に設置されているタンクの破損等により生じる溢水 

ＨＴＴＲにおいて、ＨＴＴＲ原子炉建家周辺の屋外に設置されているタンクの破損等

により溢水が発生するものとする。 
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3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

3.1 溢水防護区画の設定 

溢水防護対象設備(1)及び溢水防護対象設備(2)が設置されている全ての区画を溢水防

護区画として設定する。また、現場操作に必要なアクセス通路についても評価を行うこ

ととする。 

溢水防護区画は、壁、扉、堰等で他の区画と分離されている区画として設定している。 

なお、ケーブルトレイについては、溢水防護対策として水系配管よりも上部に設置し

ているため没水評価からは除外し、溢水防護区画としては設定せず、敷設経路の確認及

び被水影響として評価している。設定した溢水防護区画を図 3.1に示す。 

 

3.2 溢水経路の設定 

溢水防護対象設備が設置されているＨＴＴＲ原子炉建家において、扉、ハッチ、目皿

等の設備を考慮した上で、溢水防護区画内漏えい又は溢水防護区画外漏えいを想定し、

溢水水位が最も高くなるように溢水経路を設定する。 

なお、溢水防護として実施している対策による効果は考慮するものとする。 

溢水経路の設定の考え方を図 3.2 に示す。溢水経路の設定については、具体的には以

下のとおりである。 

(1) 扉、壁貫通部、堰については、各区画において溢水水位が最も高くなるように設

定する。すなわち、評価する溢水防護区画内で生じた溢水に起因する没水の評価で

は、溢水防護区画の溢水水位を高く評価するために全ての扉、壁貫通部、堰におい

て漏水せず、溢水防護区画内のみに滞留するものとして溢水水位が最も高くなるよ

うに設定する。一方、評価する溢水防護区画外で生じた溢水に起因する没水の評価

では、当該扉、壁貫通部、堰は開口部として溢水防護区画へ流入するものとして評

価する。 

(2) ハッチ、目皿について、溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、ハッチ、

目皿からの流出は基本的にないものとして評価する。ここで、ハッチ、目皿からの

流出を溢水防護対策として実施又は機能を期待する場合には、流出するものとする。

一方、上階で生じた溢水に起因する没水の評価では、ハッチがない単純な開口部と

して、上階で生じた溢水がそのまま当該フロアに落水してくるものとして評価する。 

(3) 排水については地下3階の排水ポンプによる排水を考慮する。 

 

3.3 現場へのアクセス性について 

現場へのアクセス性について、ＨＴＴＲ原子炉建家は基本的に現場へのアクセス通路

が 2 箇所設けられていることから、運転員の現場へのアクセスを阻害することは考えづ

らい。よって、ＨＴＴＲで溢水が生じたとしてもアクセス性は確保されている。 
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図3.1(1/8) 溢水防護区画（原子炉建家地下3階） 
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図3.1(2/8) 溢水防護区画（原子炉建家地下中3階） 
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図3.1(3/8) 溢水防護区画（原子炉建家地下2階） 
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図3.1(4/8) 溢水防護区画（原子炉建家地下1階） 
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図3.1(5/8) 溢水防護区画（原子炉建家1階） 
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図3.1(6/8) 溢水防護区画（原子炉建家2階） 
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図3.1(7/8) 溢水防護区画（冷却塔地下1階） 
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図3.1(8/8) 溢水防護区画（冷却塔トレンチ） 
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図3.2(1/3) 溢水経路の設定（評価対象区画内に溢水源がある場合） 
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図3.2(2/3) 溢水経路の設定（評価対象区画と同じフロアの評価対象区画外に溢水源があ

る場合） 
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図3.2(3/3) 溢水経路の設定（評価対象区画と異なるフロアに溢水源がある場合） 
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4. 溢水の影響評価方針及び防護設計方針 

設定した溢水源及び溢水量に対して、溢水防護対象設備が没水、被水及び蒸気の影響を

受けて、安全機能を損なわないものとする。 

また、溢水評価において現場操作が必要な設備に対しては、必要に応じて、環境の温度

及び放射線量を考慮しても運転員による操作場所までのアクセスが可能なものとする。 

なお、必要となる操作を中央制御室で行う場合は、操作を行う運転員は中央制御室に常

駐していることからアクセス性を失わずに対応できる。 

 

4.1 溢水の影響評価方針 

4.1.1 没水の影響に対する評価方針 

「2. 溢水源の想定」にて設定した溢水源から発生する溢水量と「3. 溢水防護区画

及び溢水経路の設定」にて設定した溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位

に対し、溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれがないことを確認する。 

具体的には、発生した溢水による水位が、機能喪失高さを上回らないこと満足して

いれば溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれはない。機能喪失高さについては、

溢水防護対象設備の各付属品の設置状況も踏まえ、没水によって安全機能を損なうお

それのある最低の高さを設定する。 

溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方の例を図4.1に示す。 

溢水防護区画ごとに当該エリアで機能喪失高さが最も低い設備を選定し、機能喪失

高さと溢水水位を比較することにより当該エリアの影響評価を実施する。 

発生した溢水水位(H)は、以下の式に基づいて算出する。 

H=Q/A 

H：溢水水位(m) 

Q：流入量(m3)･･･設定した溢水量及び溢水経路に基づき評価対象区画への流

入量を算出する。 

A：有効床面積(m2)･･･有効床面積は、建家図面から各部屋の床面積を求め、

そこから、現場で測定した各部屋の床面に設置されている

機器等の面積を除いて算出する（測定方法の詳細は図4.2参

照）。 

  

4.1.2 被水の影響に対する評価方針 

「3. 溢水源の想定」にて設定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散によ

る被水及び天井面の開口部又は貫通部からの被水の影響を受ける範囲内にある溢水防

護対象設備が被水により安全機能を損なうおそれがないことを確認する。 

具体的には、以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象設備が安全

機能を損なうおそれはない。 
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(1) 溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を生

じないよう、以下に示すいずれかの保護構造を有していること。 

a. 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」における第

二特性数字4以上相当の保護等級を有すること。 

b. 実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等によ

り確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされていること。 

(2) 溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、

同時に安全機能を損なうことのないこと。 

 

4.1.3 蒸気の影響に対する評価方針 

「3. 溢水源の想定」にて設定した溢水源からの漏えい蒸気の影響を受ける範囲内に

ある溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なうおそれのないことを確認

する。このとき、空調条件や区画を考慮して評価する。 

具体的には、蒸気漏えい発生時の環境条件が溢水防護対象設備の仕様を上回らない

ことを満足していれば溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれはない。 
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機器 機能喪失高さ 

弁 
電動弁は弁駆動装置の下部。空気作動弁は各付属品のうち最低高さの付属品

の下端部 

ポンプ・ファン ポンプ・ファン又はモータの基礎＋架台高さのいずれか低い箇所 

計器 計器類は計器本体又は伝送器の下端部のいずれか低い方 

電源・盤 電源装置、電源盤の基礎＋架台高さ 

図4.1 機能喪失高さ 

  

▽基準床レベル

コンクリート基礎

鋼製架台

機能喪失高さ

ポンプ

モータ

▽基準床レベル

機能喪失高さ

鋼製架台

電気盤
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図4.2 構築物等の面積の算出方法 
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4.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

4.2.1 没水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれか又

は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤により溢水の発生を早期に検知し、中央制

御室からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。 

(2) 排水設備により溢水を排水し、溢水防護対象設備が没水せず、安全機能を損なわ

ない設計とする。 

(3) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による流入防止対策を図り溢水の流入を

防止する設計とする。壁等は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入を防止

できる設計とするとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷

重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(4) 溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし、溢水防護対象設備の機能喪失高さが、

溢水水位を上回る設計とする。 

 

4.2.2 被水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれか又

は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による流入防止対策を図り溢水の被水を

防止する設計とする。壁等は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入を防止

できる設計とするとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷

重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(2) 消火水の放水による溢水に対しては、溢水防護区画において区画壁等の設置によ

り区画分離を行い、屋内消火栓を使用した消火活動の際に発生する被水の影響を受

けない設計とする。 

(3) 電源盤等の設備については、固定式消火設備等の水消火を行わない消火手段（二

酸化炭素消火設備、消火器等）を採用し、被水の影響を受けない設計とする。 

(4) 被水する溢水防護対象設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級

(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する機器を用い、被水

の影響を受けない設計とする。 

(5) 溢水防護対象設備に対し、保護カバーやパッキン等による被水防護措置を行うこ

とで、被水の影響を受けない設計とする。 

(6) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備は、溢水が発生した場合でも同

時に安全機能を損なうことがないよう別区画に設置する設計とする。 

 

4.2.3 蒸気の影響に対する防護設計方針 
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溢水防護対象設備が放出された蒸気により安全機能を損なわないよう、以下に示す

いずれか又は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤により蒸気の溢水の発生を早期に検知し、

中央制御室からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計

とする。 

(2) 溢水防護区画外の蒸気放出に対しては、壁等による流入防止対策を図り蒸気の流

入を防止する設計とする。壁等は、放出された蒸気流入を防止できる設計とすると

ともに、溢水の要因となる地震等により生じる環境や荷重条件に対して当該機能が

損なわれない設計とする。 

(3) 放出された蒸気を原子炉建家外へと逃がすブローアウトパネルを設け、溢水防護

区画へ影響が及ばない設計とするとともに、溢水の要因となる地震や火災等により

生じる環境や荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(4) 蒸気に曝される溢水防護対象設備について、蒸気に対して耐性を有する計器を用

いるものとする。 

 

4.3 溢水対策機器 

各々の溢水防護対象設備に対する溢水の影響評価で、防護対策が必要となった場合に

は、以下の防護対策機器を考慮して影響評価を行い、溢水防護対象設備を防護する。 

(1) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤 

溢水の発生を検知し、中央制御室に警報を発信し運転員へ知らせるために、漏水検知

器（既設）並びに漏水警報盤（既設）及び副盤（既設）を設置する。漏水検知器は、原

子炉建家及び冷却塔に設置し、漏水警報盤及び副盤は中央制御室に設置する。 

運転員は、漏水の検知により溢水源のポンプ停止、弁の閉操作等により漏えい箇所を

隔離し、溢水量を低減する措置を講ずる。 

図 4.3に漏水検知器の配置を示す。 

(2) 排水ポンプ 

原子炉建家内の非管理区域で発生した溢水を建家外に排水し、溢水量を低減するため

に排水ポンプ（立軸ディフューザー型）（既設）を 2基、原子炉建家非管理区域地下 3

階に設置する。 

排水ポンプは、被水の影響を受けない防滴仕様とし、没水しない位置に設置する。ま

た、排水ポンプ 2基それぞれについて別系統より電源を供給することとする。 

図 4.4に排水ポンプの配置を示す。 

(3) ブローアウトパネル、耐圧扉 

H-209室（加圧水冷却設備室）の配管破損により発生した蒸気が他区画に影響を与えな

いように建家外に放出させるため、当該区画にブローアウトパネル（既設）及び耐圧扉

（既設）を設置する。 



 

添 3 ― 1 ― 35 

 

図 4.5に耐圧扉、ブローアウトパネルの概要を示す。 

ブローアウトパネル、耐圧扉は基準地震動による地震力に対して機能を損なわないも

のとする。評価は、下記の計算式にて評価を行った。 

なお、扉は枠に収まっているため面内方向及び鉛直方向に荷重が発生しないものとす

る。 

せん断力QS(N) 

         Q𝑠 = W ∙ 𝐶𝐻 

W：扉重量(N) 

CH：水平震度(-) 

地震によるせん断応力τs(MPa) 

         τs =
Qs

Ab ∙ nb + Ak ∙ nk
 

Ab：ヒンジピンの断面積(m2) 

nb：ヒンジピンの本数 

Ak：カンヌキの断面積(m2) 

nk：カンヌキの本数 

圧力によるせん断力 Qp(N) 

         Q𝑝 = p ∙ A 

p：差圧（MPa) （扉の耐圧性能) 

A：扉面積(mm2) 

圧力によるせん断応力τp(MPa) 

         τp =
Qp

Ab ∙ Nb + Ak ∙ Nk
 

Ab：ヒンジピンの断面積(m2) 

nb：ヒンジピンの本数 

Ak：カンヌキの断面積(m2) 

nk：カンヌキの本数 

せん断応力τ(MPa) 

         τ = τ𝑠 + τ𝑝 

材料の許容応力を決定する場合の基準値 F*(MPa) 

         F∗ = 1.2 ∙ 𝑆𝑦 又はF∗ = 0.7 ∙ 𝑆𝑢（値が小さい方を選択） 

           Sy：設計降伏点 (MPa) 

           Su：設計引張強さ(MPa) 

        ヒンジピンの材質からせん断許容応力 fs(MPa)を算出 

         𝑓𝑠 =
1.5F∗

1.5 × √3
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ブローアウトパネル及び耐圧扉の基準地震動 Ssに対する耐震性評価手法及び結果につ

いて表 4.1に示す。ブローアウトパネル及び耐圧扉とも基準地震動 Ss に対して耐震性能

を有していることを確認した。 

(4) 防滴仕様である機器及び計器 

防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがある機器及

び計器については、水の浸入に対する防護措置（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭によ

る保護等級(IP コード)」における第二特性数字 4 以上相当の保護等級を有する）がなさ

れた設計とする。 

(5) 密封構造（被水防止構造）である機器 

防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがある機器に

ついては、機器を密封構造（被水防止構造）として溢水に対する防護措置がなされた設計

とする。 

(6) 耐環境仕様である計器 

防護対象設備のうち、蒸気の影響により機能を喪失させるおそれのある計器について

は、蒸気環境下（湿度 100％）において耐えるための防護措置（「JIS C 0920 電気機械

器具の外郭による保護等級(IP コード)」における第二特性数字 7 以上相当の保護等級を

有する）がなされた設計とする。 
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表4.1 ブローアウトパネル及び耐圧扉の基準地震動Ssに対する耐震性の評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 

τ(MPa) 
許容値 

fs(MPa) 
Ssに対する 

耐震性 

ブロー 

アウト 

パネル 

ブロー 

アウト 

パネル 

ヒンジ せん断 13 142 〇 

耐圧扉 

T-13 
ヒンジ 

カンヌキ 
せん断 9 142 〇 

T-51 
ヒンジ 

カンヌキ 
せん断 20 142 〇 

KD-15F ヒンジ せん断 36 142 〇 
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図4.3(1/8) 漏水検知器の配置（原子炉建家地下3階） 
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図4.3(2/8) 漏水検知器の配置（原子炉建家地下中3階） 
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図4.3(3/8) 漏水検知器の配置（原子炉建家地下2階） 
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図4.3(4/8) 漏水検知器の配置（原子炉建家地下1階） 
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図4.3(5/8) 漏水検知器の配置（原子炉建家1階） 
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図4.3(6/8) 漏水検知器の配置（原子炉建家2階） 
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図4.3(7/8) 漏水検知器の配置（冷却塔地下1階） 
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図4.3(8/8) 漏水検知器の配置（冷却塔トレンチ） 
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図4.4 排水ポンプの配置（原子炉建家地下3階） 
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H-502→屋外 3.5kPa(360mmAq)以下で開 

H-209→H-208 6.8kPa(700mmAq)以上の耐圧性能を有する 

H-209→H-233 6.8kPa(700mmAq)以上の耐圧性能を有する 

H-502→H-503 6.8kPa(700mmAq)以上の耐圧性能を有する 

 

図4.5 耐圧扉及びブローアウトパネルの概要 
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5. 想定破損による溢水の影響評価 

想定破損による溢水に対し、溢水源ごとの溢水量を算出し、「3.2 溢水経路の設定」にて

設定した溢水経路をもとに、影響評価を実施する。評価方針としては、あらゆる箇所での

溢水の発生を想定した上で、想定破損の溢水による溢水防護対象設備への溢水影響の確認

及び機能喪失の判定を実施し、多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同

時に損なわれないことを確認する。 

多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれるおそれがある

場合は、溢水源、溢水経路又は溢水防護対象設備に対して、拡大防止対策、影響緩和対策

又は発生防止対策を組み合わせることで安全機能を損なわないものとする。 

 

5.1 想定破損による没水の影響評価 

溢水源である配管の想定破損による没水を考慮し、溢水防護対象設備の没水影響評価

を行う。 

 

5.1.1 没水影響評価における配管破損の想定 

破損を想定する機器は配管とし破損形状は内包する流体のエネルギーに応じて高エ

ネルギー配管及び低エネルギー配管の2種類に分類した。溢水速度は配管によって異な

るが、代表配管としては最も溢水速度が早く、かつ、その保有水量も最も大きい補機

冷却水設備を基本的に各部屋における想定破損の代表配管とする。また、大口径の同

設備の配管が存在しない場合にも、この考え方に基づき、最も厳しい配管を適切に選

定し代表配管として評価する。 

(1) 高エネルギー配管の想定破損について 

加圧水冷却設備は原子炉建家内及び屋上に配置されているが、屋上については、

原子炉建家内に溢水が流入することがないことから、没水影響評価からは除外する。

また、原子炉建家内について、原子炉格納容器内及び H-209室を除いて 2.1.2の条

件（Sn≦0.8Sa）を満たすことを地震動 Sdを用いて確認できていることから、没水

影響評価では原子炉格納容器内及び H-209 室のみ高エネルギー配管の破損を想定す

る。 

また、蒸気供給設備については、系統内に蒸気しかないことから、没水影響評価

からは除外する。 

(2) 低エネルギー配管の想定破損について 

ＨＴＴＲ原子炉施設内にある液体を内包する全ての低エネルギー配管について、

「貫通クラック」を想定する。想定破損位置は、没水評価時には最大水量となる位

置とし被水評価時には最も被水する可能性が高い位置での破損を想定する。 
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5.1.2 評価方法 

機器の破損等により生じる溢水について、多重化された設備の破損による溢水では、

破損した系統と別の系統は健全であり、当該設備の安全機能は維持されているものと

する。評価は、非管理区域、管理区域及び格納容器内の3つに分類して行い、各階にお

いて溢水量が最大となる機器を選定するが、3分類ともハッチ等を通して下階へ落下す

ることが想定されるため、上階の溢水量に大きく影響を受けることから、各部屋の溢

水量の算出は上階から実施するものとする。また、溢水量が最も厳しい配管を代表配

管として評価を実施し、その他の配管破損については当該評価結果に包含されること

を確認する。 

なお、評価方法（経路・対策等）が異なる場合については、個別に評価を行うもの

とする。 

被水の影響評価は以下の判定を各段階で実施し、いずれかの判定を満足した場合に

は評価終了とした。以下の判定を全て満足しない場合には、対策を考慮し、再度評価

を行った。 

A:溢水防護対象設備の溢水水位が、当該設備の機能喪失高さを下回るか 

B:溢水防護対象設備が多重化・区画化等されていることにより同時に機能喪失

しないか 

C:溢水防護対象設備が想定破損発生時には機能要求がないか 

D:溢水防護対象設備が耐没水性を有していることにより機能喪失しないか 

溢水量を算出する際の、基本手順及び対応を以下に示す。 

(1) 配管からの溢水量の想定 

配管からの流出流量は、以下の式を用いて算出する。 

Q = A × C × √(2 × 𝑔 × 𝐻) × 3600 

ただし、 

Q：流出流量(m3/h) 

A：破断面積(m2) 

C：損失計数 

g：重力加速度(m/s2) 

H：水頭(m) 

上記式において、高エネルギー配管については完全全周破断や貫通クラック等を

適切に想定し、低エネルギー配管については貫通クラック等を適切に想定する。ま

た、地震による破損については、完全全周破断を想定する。条件の詳細は、以下の

ように設定する。 

①断面積 

完全全周破断については、配管内径面積とする。貫通クラックについては、配

管内径の 1/2 の長さと配管肉厚の 1/2 の幅を有する貫通クラックとする。 
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②損失係数 

本評価式を用いる全ての配管において、損失しないものとして保守的に 1.0を

設定する。 

③水頭 

ポンプによる流動の場合、低エネルギー配管については最高使用圧力に基づく

水頭とする。ポンプ等の動的機器のない加圧された状態の水頭については、系統

の圧力に想定破損位置における静水頭を加えた水頭とする。静水頭による溢水の

場合には、破損想定位置から当該破損箇所に影響を及ぼす位置までの水頭を適切

に設定する。静水頭による溢水の場合には、破損想定位置から当該破損個所に影

響を及ぼす位置までの水頭を適切に設定する。 

(2) 隔離時間 

溢水の発生後、溢水を検知し隔離するまでの隔離時間を、漏水検知器が発報する

までの時間、運転員が現場に到着し溢水源の配管を確認後配管に接続されているポ

ンプを停止するまでの時間、元弁の手動隔離までの時間を考慮し、以下のとおり設

定した。 

①溢水の発生から、漏水検知器が発報するまでの時間：0～4.8分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。溢水評価対象の区画のフロアの水位が 2cmとな

るまでの時間 

②漏水検知器の発報確認から、運転員が現場に到着するまでの時間：2～4分 

溢水評価対象ごとに適宜設定 

③現場到着後から、溢水配管のポンプを停止するまでの時間：0～4分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。ただし、ポンプを停止する必要がない溢水評価

対象については考慮しない。 

④溢水配管のポンプを停止後から、溢水配管の手動弁を閉操作するまでの時間：0

～10分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。ただし、手動弁を閉操作する必要がない溢水評

価対象については考慮しない。 

 

5.1.3 評価結果 

没水の影響評価を行った結果を表5.1に示す。評価の結果、対策を施す等により溢水

防護対象設備が判定基準のいずれかを満足することから、原子炉の停止機能、原子炉

の冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵機能が維持さ

れることを確認した。 
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表5.1(1/30) 没水の影響評価結果（H-125室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 安全保護系用交流無停電電源装置 B、安全保護系用充電器盤 B 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 
○ 補機冷 B B2F 10B 91.3  19.2 85.8 

 

c. 溢水防護対策 

a.排水ポンプによる排水、b.漏えい検知システムによる検知、c.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

72.1 1.4 1.7 72.1 2.0 2.4 72.1 3.0 3.6 18.9 6.0 1.9 0.6 ― 10.2 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

11.9 10.0 ○ 
 

○   ○   ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(2/30) 没水の影響評価結果（H-126室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 安全保護系用交流無停電電源装置 C、安全保護系用予備充電器盤 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 B B2F 10B 91.3 19.2 122.9 

 

c. 溢水防護対策 

a.排水ポンプによる排水、b.漏えい検知システムによる検知、c.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

72.1  2.0 2.5 72.1  2.0 2.4 72.1  3.0 3.6 18.9 6.0 1.9 0.6 ― 11.0 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

8.9 10.0   ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(3/30) 没水の影響評価結果（H-127室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象

設備 

安全保護系用交流無停電電源装置 A、安全保護系用充電器盤 A 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 B B2F 10B 91.3  19.2 163.8 

 

c. 溢水防護対策 

a.排水ポンプによる排水、b.漏えい検知システムによる検知、c.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

72.1  2.7 3.3 72.1  2.0 2.4 72.1  3.0 3.6 18.9 6.0 1.9 0.6 ― 11.8 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

7.2 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(4/30) 没水の影響評価結果（H-181室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 安全保護系用蓄電池 B 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  浄水 B3MF ― ― ― 31.9  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.5 0.5 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

1.6 20.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

  



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 55 

 

表5.1(5/30) 没水の影響評価結果（H-182室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 安全保護系用蓄電池 A 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 浄水 B3MF ― ― ― 60.2  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.5 0.5 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

0.8 20.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(6/30) 没水の影響評価結果（H-215室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補助ヘリウム循環機 A 回転数制御装置 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 B B2F 10B 91.3  ― 81.5 

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止・扉の開放 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3  1.1 1.7 91.3  2.0 3.0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 4.7 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.7 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※現場確認後、扉を開く時点での水位が最高水位となるため、②までの評価としている。  
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表5.1(7/30) 没水の影響評価結果（H-216室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補助ヘリウム循環機 B 回転数制御装置 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 B B2F 10B 91.3  ― 66.8 

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止・扉の開放 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3  0.9 1.4 91.3  2.0 3.0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 4.4 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

6.6 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※現場確認後、扉を開く時点での水位が最高水位となるため、②までの評価としている。 
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表5.1(8/30) 没水の影響評価結果（H-217室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補助冷却設備 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  補機冷 B B2F 10B 91.3  ― 50.4  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止・扉の開放 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3  0.7 1.1 91.3  2.0 3.0 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 4.1 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

8.0 42.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※現場確認後、扉を開く時点での水位が最高水位となるため、②までの評価としている。 
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表5.1(9/30) 没水の影響評価結果（H-272室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補助冷却水流量（計器） 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 B B2F 10B ※ ※ ※ 

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

※ ※  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※本区域は H-217の上階にあり、溢水が発生した場合は H-217 で検知可能なため、評価を省略した。 
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表5.1(10/30) 没水の影響評価結果（H-310室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 非常系パワーセンタ B、非常系モーターコントロールセンタ B 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 A B1F 10B 91.3  ― 358.9  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3 4.7 7.2 91.3 2.0 3.0 91.3 3.0 4.6 29.5 6.0 3.0 0.6 ― 18.4 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.1 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(11/30) 没水の影響評価結果（H-314室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象

設備 

中性子計装盤Ⅰ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅰ、炉容器冷却設備計装盤Ⅰ、放射能計装盤Ⅰ、制御棒スクラム装置盤 A 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 A B1F 10B 91.3  ― 298.7  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3 3.9 5.9 91.3 2.0 3.0 91.3 3.0 4.6 29.5 6.0 3.0 0.6 ― 17.1 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.7 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(12/30) 没水の影響評価結果（H-315室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 安全保護ロジック盤 B、安全保護シーケンス盤 B、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅰ 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 A B1F 10B 91.3  ― 295.1  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3 3.9 5.9 91.3 2.0 3.0 91.3 3.0 4.6 29.5 6.0 3.0 0.6 ― 17.1 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.8 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(13/30) 没水の影響評価結果（H-318室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 安全保護ロジック盤 A、安全保護シーケンス盤 A 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 A B1F 10B 91.3  ― 284.2  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3 3.7 5.6 91.3 2.0 3.0 91.3 3.0 4.6 29.5 6.0 3.0 0.6 ― 16.8 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.9 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(14/30) 没水の影響評価結果（H-319室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 中性子計装盤Ⅱ・Ⅲ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、炉容器冷却設備計装盤Ⅱ、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、放

射能計装盤Ⅱ・Ⅲ、制御棒スクラム装置盤 B 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 A B1F 10B 91.3  0 298.8  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3 3.9 5.9 91.3 2.0 3.0 91.3 3.0 4.6 29.5 6.0 3.0 0.6 ― 17.1 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.7 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(15/30) 没水の影響評価結果（H-321室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 非常系パワーセンタ A、非常系モーターコントロールセンタ A 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 補機冷 A B1F 10B 91.3  ― 365.2  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員による溢水源ポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3 4.8 7.3 91.3 2.0 3.0 91.3 3.0 4.6 29.5 6.0 3.0 0.6 ― 18.5 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.1 10.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(16/30) 没水の影響評価結果（H-411室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 非常用発電機 B、自動始動盤 B、非常用発電機盤 B 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 冷水Ⅰ 1F ― ― ― 252.4  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 15.7 15.7 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

6.2 26.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(17/30) 没水の影響評価結果（H-412室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 非常用発電機用燃料移送ポンプ B 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 冷水Ⅰ 1F ― ― ― 252.4  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 15.7 15.7 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

6.2 25.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(18/30) 没水の影響評価結果（H-417室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 中央制御盤（主盤、副盤） 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  冷水Ⅱ 1F ― ― ― 66.1  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14.3 14.3 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

21.7 26.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(19/30) 没水の影響評価結果（H-421室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 非常用発電機 A、自動始動盤 A、非常用発電機盤 A 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  冷水Ⅱ 1F ― ― ― 66.1 

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14.3 14.3 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

21.7 26.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(20/30) 没水の影響評価結果（K-101室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 炉容器冷却設備 A制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ A、計装（炉容器冷却水流量） 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  補機冷 B B2F 10B 91.3  ― 152.6 

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員によるポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3  2.0 3.0 91.3  4.0 6.1 91.3  3.0 4.6 36.4 6.0 3.6 0.6 ― 17.9 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

11.8 23.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(21/30) 没水の影響評価結果（K-102室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 炉容器冷却設備 B制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ B、計装（炉容器冷却水流量） 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  補機冷 A B3F 5B 33.0  ― 179.9  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員によるポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

33.0  6.5 3.6 33.0  4.0 2.2 33.0  3.0 1.7 16.9 6.0 1.7 0.6 ― 9.7 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.0 23.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(22/30) 没水の影響評価結果（K-201室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 非常用空気浄化設備排風機 A・B、非常用空気浄化設備排気フィルタユニット A・B 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○   補機冷 B B2F 10B 91.3  ― 160.8  

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員によるポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

91.3  2.1 3.2 91.3  4.0 6.1 91.3  3.0 4.6 36.4 6.0 3.6 0.6 ― 18.1 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

11.3 43.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(23/30) 没水の影響評価結果（G-194室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補助ヘリウム循環機 A・B 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  補機 B B3F 2B ※ ※ ※ 

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員によるポンプの停止・弁の閉止 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

※ ※  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※床に開口部があり、下階へ全量落下するため評価しない。  
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表5.1(24/30) 没水の影響評価結果（G-292室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  冷水Ⅰ B1F ※ ※ ※ ※ 

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

※ ※  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※床に開口部があり、下階へ全量落下するため評価しない。  
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表5.1(25/30) 没水の影響評価結果（G-293室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  冷水Ⅰ B1F ※ ※ ※ ※ 

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

※ ※  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※床に開口部があり、下階へ全量落下するため評価しない。 
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表5.1(26/30) 没水の影響評価結果（G-393室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 計装（補助冷却器出口ヘリウム圧力）、計装（補助冷却器ヘリウム流量） 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 冷水Ⅰ B1F － － － ※ 

 

c. 溢水防護対策 

a.漏えい検知システムによる検知、b.運転員によるポンプの停止・弁の閉止 

  

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 15.7 15.7 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

50.0※ 80.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※床を貫通しているダクトの吸気口が設置している高さで評価している。 
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表5.1(27/30) 没水の影響評価結果（N-290室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 計装（原子炉格納容器内圧力） 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 冷水Ⅰ B1F ※ ※ ※ ※ 

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

※ ※   ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※床に開口部があり、下階へ全量落下するため評価しない。 
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表5.1(28/30) 没水の影響評価結果（N-390L室） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 計装（格納容器内エリア放射線量率） 

 

防護区分 Ⅰ、Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

 ○ 冷水Ⅰ B1F ※ ※ ※ ※ 

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

※ ※  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※床に開口部があり、下階へ全量落下するため評価しない。 
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表5.1(29/30) 没水の影響評価結果（冷却塔ポンプ室(1)） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補機冷却水設備 B循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  一般冷 B1F 全量放出 ― ― 168.6  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 130.0 130.0 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

77.1 59.0 ○  ○   ○   ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 
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表5.1(30/30) 没水の影響評価結果（冷却塔ポンプ室(2)） 

a. 設備名及び防護区分 

溢水防護対象設備 補機冷却水設備 A循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） 

 

防護区分 Ⅱ 

 

b. 溢水源の情報 

溢水源の所在 代表配管 流出流量 

(m3/h) 

排水流量 

(m3/h) 

溢水評価面積 

(m2) 評価区画内 評価区画外 配管名 設置フロア 配管呼び径 

○  補機冷 B B1F 全量放出 ― ― 119.7  

 

c. 溢水防護対策 

― 

 

d. 溢水量の算出 

① 漏水検知システムに

よる検知までの溢水

量 

② ①から運転員による

現場確認までの溢水

量 

③ ②から運転員による

溢水源のポンプ停止

までの溢水量 

④ ③から運転員による

溢水源の弁閉止まで

の溢水量 

⑤ ④からの

追加放出溢

水量(m3) 

⑥ 系統内保

有水の放出

による溢水

量(m3) 

全溢水量 

(m3) 溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

溢水 

流量 

(m3/h) 

時間 

(min) 

溢水量 

(m3) 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 170.0 170.0 

 

e. 溢水の影響判定 

溢水水位 

(cm) 

機能喪失高さ 

(cm) 

没水の有無 多重化、区画化の有無 判定基準 
総合評価 

没  水 没水せず 多 重 化 、 区 画 化 非多重化、非区画化 A B C D 

5.0※ 59.0  ○ ― ― ○    ○ 

A:溢水水位が機能喪失高さを下回る  B:多重化・区画化等により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:耐没水性により機能喪失しない 

※ 発生した溢水は冷却塔トレンチへと流出するが、トレンチ入口部にある段差の高さで評価している。 
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図5.1(1/28) 伝播図（H-125） 
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図5.1(2/28) 伝播図（H-126） 
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図5.1(3/28) 伝播図（H-127） 
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図5.1(4/28) 伝播図（H-181） 
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図5.1(5/28) 伝播図（H-182） 
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図5.1(6/28) 伝播図（H-208） 
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図5.1(7/28) 伝播図（H-215） 
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図5.1(8/28) 伝播図（H-216） 
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図5.1(9/28) 伝播図（H-217） 
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図5.1(10/28) 伝播図（H-310） 
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図5.1(11/28) 伝播図（H-311） 
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図5.1(12/28) 伝播図（H-314） 
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図5.1(13/28) 伝播図（H-315） 
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図5.1(14/28) 伝播図（H-316） 
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図5.1(15/28) 伝播図（H-318） 
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図5.1(16/28) 伝播図（H-319） 
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図5.1(17/28) 伝播図（H-320） 
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図5.1(18/28) 伝播図（H-321） 
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図5.1(19/28) 伝播図（H-411） 
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図5.1(20/28) 伝播図（H-412） 
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図5.1(21/28) 伝播図（H-417） 
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図5.1(22/28) 伝播図（H-421） 
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図5.1(23/28) 伝播図（K-101） 
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図5.1(24/28) 伝播図（K-102） 
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図5.1(25/28) 伝播図（K-201） 
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図5.1(26/28) 伝播図（G-393） 
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図5.1(27/28) 伝播図（冷却塔ポンプ室(1)） 
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図5.1(28/28) 伝播図（冷却塔ポンプ室(2)） 
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5.2 想定破損による被水の影響評価 

溢水源である配管の想定破損による被水を考慮し、溢水防護対象設備の被水の影響評

価を行った。 

 

5.2.1 被水影響評価における配管破損の想定 

破損を想定する機器は配管とし、破損形状は内包する流体のエネルギーに応じて高

エネルギー配管及び低エネルギー配管の2種類に分類した。 

(1) 高エネルギー配管の想定破損について 

加圧水冷却設備は原子炉建家内及び屋上に配置されているが、屋上については、

原子炉建家内に溢水が流入することがないことから、被水評価からは除外する。ま

た、原子炉建家内について、原子炉格納容器内及び H-209室を除いて 2.1.2の条件

（Sn≦0.8Sa）を満たすことを地震動 Sdを用いて確認できていることから、被水評

価では原子炉格納容器内及び H-209室のみ高エネルギー配管の破損を想定する。 

(2) 低エネルギー配管の想定破損について 

ＨＴＴＲ原子炉施設内にある液体を内包する全ての低エネルギー配管について、

貫通クラックを想定する。想定破損位置は、最も被水する可能性が高い位置での破

損を想定する。 

 

5.2.2 評価方法 

被水による影響評価では、評価対象の溢水防護対象設備が設置されている溢水防護

区画内に溢水源（被水源）となる配管が存在する場合、5.2.1に示した配管の破損を想

定し、その結果当該溢水防護対象設備は被水するものとして影響を評価する。 

被水の影響評価は以下の判定を各段階で実施し、いずれかの判定を満足した場合に

は評価終了とした。以下の判定を全て満足しない場合には、対策を考慮し、再度評価

を行った。 

A:溢水防護対象設備が設置されている区画に破損を想定する溢水源がなく、上

部の天井面に開口部又は貫通部がないか 

B:溢水防護対象設備が多重化又は区画化により同時に機能喪失しないか 

C:溢水防護対象設備が想定破損発生時には機能要求がないか 

D:溢水防護対象設備が防滴仕様（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護

等級(IP コード)」における第二特性数字 4 以上相当の保護等級を有する）又

は密封構造（被水防止構造）の機能を有していることにより機能喪失しない

か 

 

5.2.3 評価結果 

被水の影響評価を行った結果を表5.2に示す。評価の結果、溢水防護対象設備が判定
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基準のいずれかを満足することから、原子炉の停止機能、原子炉の冷却機能、放射性

物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵機能が維持されることを確認した。 
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表5.2(1/2) 被水の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

被水源の有無 
防護対策 

判定 結果 

被水源有 被水源無 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-125 安全保護系用交流無停電電源装置 B、安全保護系用充電器盤 B Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-126 安全保護系用交流無停電電源装置 C、安全保護系用予備充電器盤 Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-127 安全保護系用交流無停電電源装置 A、安全保護系用充電器盤 A Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-181 安全保護系用蓄電池 B Ⅰ、Ⅱ ○ 
 

－  ○ 
  

○ 
 

H-182 安全保護系用蓄電池 A Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-215 補助ヘリウム循環機 A回転数制御装置 Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-216 補助ヘリウム循環機 B回転数制御装置 Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-217 補助冷却水循環ポンプ A,B Ⅱ ○ 
 

・防滴仕様    ○ ○ 
 

H-272 補助冷却水流量（計装） Ⅱ ○ 
 

・防滴仕様    ○ ○ 
 

H-310 非常系パワーセンタ B、非常系モーターコントロールセンタ B Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-314 
中性子計装盤Ⅰ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅰ、炉容器冷却設備計装盤

Ⅰ、・放射能計装盤Ⅰ、制御棒スクラム装置盤 A 
Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  

  
○ 

 

H-315 
安全保護ロジック盤 B、安全保護シーケンス盤 B、補助冷却設備安全保護

計装盤Ⅰ 
Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  

  
○ 

 

H-318 安全保護ロジック盤 A、安全保護シーケンス盤 A Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-319 

中性子計装盤Ⅱ・Ⅲ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、炉容器冷却設

備計装盤Ⅱ、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、放射能計装盤Ⅱ・Ⅲ、

制御棒スクラム装置盤 B 

Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  

  

○ 

 

H-321 非常系パワーセンタ A、非常系モーターコントロールセンタ A Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-411 非常用発電機 B、自動始動盤 B、非常用発電機盤 B Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
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表5.2(2/2) 被水の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

被水源の有無 
防護対策 

判定 結果 

被水源有 被水源無 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-412 非常用発電機用燃料移送ポンプ B Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-417 中央制御盤（主盤、副盤） Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

H-421 非常用発電機 A、自動始動盤 A、非常用発電機盤 A Ⅱ  ○ － ○  
  

○ 
 

K-101 
炉容器冷却設備 A制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ A、計装（炉容器冷却

水流量） 
Ⅱ ○ 

 
－  ○ 

 
 ○ 

 

K-102 
炉容器冷却設備 B制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ B、計装（炉容器冷却

水流量） 
Ⅱ ○ 

 
－  ○ 

 
 ○ 

 

K-201 
非常用空気浄化設備排風機 A・B、非常用空気浄化設備排気フィルタユニ

ット A・B 
Ⅱ ○ 

 ・防滴仕様 

・密封構造（被水防止構造）  
  ○ ○ 

 

G-194 補助ヘリウム循環機 A・B Ⅱ ○ 
 

・密封構造（被水防止構造）   
 

○ ○ 
 

G-292 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ ○ 
 

－   ○ 
 

○ 
 

G-293 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ ○ 
 

－   ○ 
 

○ 
 

G-393 計装（補助冷却器出口ヘリウム圧力）、計装（補助冷却器ヘリウム流量） Ⅰ、Ⅱ ○ 
 

・防滴仕様   
 

○ ○ 
 

N-290 計装（原子炉格納容器内圧力） Ⅰ、Ⅱ ○ 
 

－ ○  
  

○ 
 

N-390L 計装（格納容器内エリア放射線量率） Ⅰ、Ⅱ ○ 
 

－ ○  
  

○ 
 

冷却塔ポ

ンプ室(1) 
補機冷却水設備 B循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） Ⅱ ○ 

 
・防滴仕様   

 
○ ○ 

 

冷却塔ポ

ンプ室(2) 
補機冷却水設備 A循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） Ⅱ  ○ ・防滴仕様 ○  

 
 ○ 

 

A:区画に溢水源がなく、上部に開口部又は貫通部がない  B:多重化又は区画化により機能喪失しない  C:機能要求がない  D: 防滴仕様（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭によ

る保護等級(IPコード)」における第二特性数字 4以上相当の保護等級を有する）、密封構造（被水防止構造）により機能喪失しない 
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5.3 想定破損による蒸気の影響評価 

高エネルギー配管の破損により生じる蒸気発生源の有無、伝播経路、溢水防護対象設

備の耐環境仕様等の観点から、溢水防護対象設備の蒸気影響評価を行った。 

 

5.3.1 蒸気影響評価における配管破損の想定 

破損を想定する機器は配管とし、破損形状は内包する流体のエネルギーに応じて高

エネルギー配管及び低エネルギー配管の2種類に分類した。 

(1) 高エネルギー配管の想定破損について 

加圧水冷却設備は原子炉建家内及び屋上に配置されているが、屋上については、

原子炉建家内に蒸気が流入することがないことから、蒸気影響評価からは除外する。

また、原子炉建家内について、原子炉格納容器内及び H-209室を除いて 2.1.2の条

件（Sn≦0.8Sa）を満たすことを地震動 Sdを用いて確認できていることから、蒸気

影響評価では原子炉格納容器内及び H-209 室のみ配管の破損を想定し、防護区画に

対して最も影響が大きい位置での破損を想定する。 

また、蒸気供給設備については、防護区画に対して最も影響が大きい位置での破

損を想定する。 

(2) 低エネルギー配管の想定破損について 

低エネルギー配管については、配管内に低エネルギーの液体を内包しているため、

蒸気影響評価からは除外する。 

 

5.3.2 評価方法 

蒸気の影響評価は以下の判定を各段階で実施し、判定を満足した場合には評価終了

とした。以下の判定を全て満足しない場合には、対策を考慮し、再度評価を行った。 

A: 溢水防護対象設備が設置されている区画に破損を想定する溢水源がなく、区

画外からの蒸気の伝播がないか 

B:溢水防護対象設備が多重化又は区画化により同時に機能喪失しないか 

C:溢水防護対象設備が想定破損発生時には機能要求がないか 

D:溢水防護対象設備が耐蒸気仕様（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保

護等級(IPコード)」における第二特性数字 7以上相当の保護等級を有する）

の機能を有しているか、又は溢水防護対象設備を防護するために必要な蒸気

防護措置がなされているか 

 

5.3.3 評価結果 

蒸気の影響評価を行った結果を表5.3に示す。評価の結果、想定した蒸気の影響に対

して必要な対策を実施することにより、判定基準のいずれかを満足するため、原子炉

の停止機能、原子炉の冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備
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の貯蔵機能が維持されることを確認した。 
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表5.3(1/4) 蒸気の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

蒸気源の有無 
防護対策 

判定 結果 

蒸気源有 蒸気源無 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-125 安全保護系用交流無停電電源装置 B、安全保護系用充電器盤 B Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-126 安全保護系用交流無停電電源装置 C、安全保護系用予備充電器盤 Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-127 安全保護系用交流無停電電源装置 A、安全保護系用充電器盤 A Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-181 安全保護系用蓄電池 B Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-182 安全保護系用蓄電池 A Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-215 補助ヘリウム循環機 A回転数制御装置 Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-216 補助ヘリウム循環機 B回転数制御装置 Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-217 補助冷却水循環ポンプ A,B Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○    ○ 

 

H-272 補助冷却水流量（計器） Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○    ○ 
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表5.3(2/4) 蒸気の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

蒸気源の有無 
防護対策 

判定 結果 

蒸気源有 蒸気源無 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-310 非常系パワーセンタ B、非常系モーターコントロールセンタ B Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-314 
中性子計装盤Ⅰ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅰ、炉容器冷却設備

計装盤Ⅰ、放射能計装盤Ⅰ、制御棒スクラム装置盤 A 
Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-315 
安全保護ロジック盤 B、安全保護シーケンス盤 B、補助冷却設備

安全保護計装盤Ⅰ 
Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-318 安全保護ロジック盤 A、安全保護シーケンス盤 A Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-319 

中性子計装盤Ⅱ・Ⅲ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、炉容器

冷却設備計装盤Ⅱ、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、放射能

計装盤Ⅱ・Ⅲ、制御棒スクラム装置盤 B 

Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-321 非常系パワーセンタ A、非常系モーターコントロールセンタ A Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-411 非常用発電機 B、自動始動盤 B、非常用発電機盤 B Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-412 非常用発電機用燃料移送ポンプ B Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

H-417 中央制御盤（主盤、副盤） Ⅰ、Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 
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表5.3(3/4) 蒸気の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

蒸気源の有無 
防護対策 

判定 結果 

蒸気源有 蒸気源無 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-421 非常用発電機 A、自動始動盤 A、非常用発電機盤 A Ⅱ ○※ 

 
・ブローアウトパネル及び耐圧扉による

蒸気の大気への放出 
○  

  

○ 

 

K-101 
炉容器冷却設備 A制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ A、計装（炉

容器冷却水流量） 
Ⅱ  ○ － ○  

 

 ○ 

 

K-102 
炉容器冷却設備 B制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ B、計装（炉

容器冷却水流量） 
Ⅱ  ○ － ○  

 

 ○ 

 

K-201 
非常用空気浄化設備排風機 A・B、非常用空気浄化設備排気フィル

タユニット A・B 
Ⅱ  ○ － ○    ○ 

 

G-194 補助ヘリウム循環機 A・B Ⅱ ○ 

 

・密閉構造   

 

○ ○ 

 

G-292 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ ○ 

 

－   ○ 

 

○ 

 

G-293 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ ○ 

 

－   ○ 

 

○ 

 

G-393 
計装（補助冷却器出口ヘリウム圧力）、計装（補助冷却器ヘリウ

ム流量） 
Ⅰ、Ⅱ ○ 

 
・密閉構造 

・耐環境仕様 
  

 

○ ○ 

 

N-290 計装（原子炉格納容器内圧力） Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  

  

○ 
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表5.3(4/4) 蒸気の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

蒸気源の有無 
防護対策 

判定 結果 

蒸気源有 蒸気源無 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

N-390L 計装（格納容器内エリア放射線量率） Ⅰ、Ⅱ  ○ － ○  

  

○ 

 

冷却塔 

ポンプ室

(1) 

補機冷却水設備 B循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） Ⅱ  ○ － ○  

  

○ 

 

冷却塔 

ポンプ室

(2) 

補機冷却水設備 A循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） Ⅱ  ○ － ○  

  

○ 

 

A:区画に溢水源がなく、天井面に開口部又は貫通部がない  B:多重化又は区画化により機能喪失しない  C:機能要求がない  D:溢水防護対象設備が耐蒸気仕様（「JIS C 0920 電

気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字 7以上相当の保護等級を有する）の機能を有しているか 

※ 溢水防護対象区画内に蒸気源はないが、H-209室からの流入が考えられるため「蒸気源有」としている 
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5.4 想定破損による溢水影響評価結果 

想定破損による溢水（没水、被水、蒸気）の影響評価を行い、原子炉の停止機能、原

子炉の冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵機能が維持

されることを確認した。  
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6. 消火水の放水による溢水の影響評価 

火災時の消火水系統からの放水による溢水に対し、溢水源ごとの溢水量を算出し、火災

消火時に想定しうる溢水経路をもとに、影響評価を実施する。評価方針としては、火災時

の消火水系統からの放水による溢水の溢水防護対象設備への影響の確認及び機能喪失の判

定を実施し、多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれない

ことを確認する。 

多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれるおそれがある

場合は、溢水源、溢水経路又は溢水防護対象設備に対して、拡大防止対策、影響緩和対策

又は発生防止対策を組み合わせることで安全機能を損なわないものとする。 

 

6.1 評価条件の設定 

(1) 溢水量の算定 

火災時の消火水系統からの放水による溢水を想定し、溢水防護対象設備に対する溢

水影響を評価した。 

なお、溢水防護対象設備が設置されている区画には、自動作動するスプリンクラー

が設置されていないことから、消火栓による消火活動に伴う没水影響について評価し

た。火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置を図 6.1に示す。 

火災発生時には、1 箇所の火災源を消火することを想定するため溢水源となる区画

は１箇所となる。また、放水量は放水時間を設定して算出した。 

a. 消火栓からの消火活動における放水時間は、建物内について、20 分に設定した。 

b. 屋内の消火栓からの溢水量の算出に用いる放水流量は、消防法施行令第十一条に

規定される「屋内消火栓設備に関する基準」により、消火栓からの放水流量の0.3 

m3/minを溢水流量とした。設定した放水時間と溢水流量から評価に用いる消火栓か

ら放水による溢水量を以下のとおりとした。 

0.3 m3/min×20 min＝6 m3 

(2) 溢水の発生を想定する区画 

ＨＴＴＲ内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水

源として消火栓からの放水を考慮する。ただし、二酸化炭素消火設備や消火器等を用

いて消火活動を行うことを前提としている区画については、当該区画における放水を

行わないものとして想定しないこととする。 

(3) 火災による防護対象設備への影響 

評価にあたっては、火災が発生した区画にある溢水防護対象設備は、火災の影響に

より機能喪失していると想定する。ただし、火災発生箇所から離隔距離が十分大きい

場合や、同一区画内で火災が発生しても影響がないような対策がとられる場合は機能

喪失を想定しない。 
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なお、火災そのものによる防護対象設備への影響に関しては設置許可基準規則第

八条「火災による損傷の防止」に関する審査にて評価することとし、ここでは放水

による溢水影響を評価することとする。 

評価に当たっては、消火活動により当該区画の扉を開放する場合、扉の開放を考

慮した有効床面積を用いて評価した。 
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図6.1(1/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（原子炉建家地下3階） 
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図6.1(2/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（原子炉建家地下中3階） 

 



 

添 3 ― 1 ― 124 

 

 

 

図6.1(3/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（原子炉建家地下2階） 
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図6.1(4/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（原子炉建家地下1階） 
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図6.1(5/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（原子炉建家1階） 
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図6.1(6/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（原子炉建家2階） 
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図6.1(7/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（冷却塔地下1階） 
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図6.1(8/8) 火災時に消火水を放水しない区画及び消火栓の配置（冷却塔トレンチ） 
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6.2 消火水の放水による没水の影響評価 

6.2.1 評価方法 

評価は、5.1.2に示した想定破損による没水の影響評価にのっとり行う。 

 

6.2.2 評価結果 

上記の火災による影響を考慮に入れ、想定破損による没水の影響評価時の溢水量と

消火水の放水による溢水量の比較を表6.1に示す。消火水の放水による没水について、

消火水の放水による溢水量は、ほとんどの設備について想定破損における没水の溢水

量を上回ることがなく、想定破損における没水の影響評価結果に包絡されることを確

認した。また、扉を開放して消火を行った場合でも、溢水防護対象設備が多重化又は

区画化により同時に機能喪失しないことを確認した。 

ただし、H-181室及びH-182室の防護区画について、消火水の放水による溢水量は想

定破損における没水の影響評価結果に包絡されないため、その防護区画について評価

を行った。評価を行う際に設定した溢水経路を図6.2に示す。この経路では、消火用ホ

ースを通すために扉が開放されており、溢水が関連する区画へと伝播するものと考え

る。このような溢水経路を設定し、評価を行った結果を表6.2に示す。評価した溢水高

さは、溢水防護対象設備の機能喪失高さを上回ることなく、さらに溢水防護対象設備

が多重化又は区画化されていることから、同時に機能喪失しないことを確認した。 

なお、排水設備の能力は0.32 m3/minであり、消火水の放水流量0.3 m3/minを上回る

ため、消火水の流下による原子炉建家地下3階の溢水防護対象設備は没水しないことを

確認した。 

評価の結果、消火水の放水による溢水に対し影響がないことが確認され、原子炉の

停止機能、原子炉の冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の

貯蔵機能が維持されることを確認した。 
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表6.1(1/3) 想定破損による没水の影響評価の溢水量と消火水の放水による溢水量の比較 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

想定破損 

溢水量(m3) 

想定破損への包絡性 

包絡性有 包絡性無 

H-125 
安全保護系用交流無停電電源装置 B、安全保

護系用充電器盤 B 
Ⅰ,Ⅱ 9.56 ○ 

 

H-126 
安全保護系用交流無停電電源装置 C、安全保

護系用予備充電器盤 
Ⅰ,Ⅱ 10.33 ○ 

 

H-127 
安全保護系用交流無停電電源装置 A、安全保

護系用充電器盤 A 
Ⅰ,Ⅱ 11.16 ○ 

 

H-181 安全保護系用蓄電池 B Ⅰ,Ⅱ 0.50 

 

○ 

H-182 安全保護系用蓄電池 A Ⅰ,Ⅱ 0.50 

 

○ 

H-215 補助ヘリウム循環機 A回転数制御装置 Ⅱ 15.43 ○ 

 

H-216 補助ヘリウム循環機 B回転数制御装置 Ⅱ 11.84 ○ 

 

H-217 補助冷却水循環ポンプ A,B Ⅱ 11.51 ○ 

 

H-272 補助冷却水流量（計器） Ⅱ ※1 ※1 ※1 

H-310 
非常系パワーセンタ B、非常系モーターコン

トロールセンタ B 
Ⅱ 17.20 ○ 

 

H-314 

中性子計装盤Ⅰ、主冷却設備安全保護計装盤

Ⅰ、炉容器冷却設備計装盤Ⅰ、放射能計装盤

Ⅰ、制御棒スクラム装置盤 A 

Ⅰ,Ⅱ 15.96 ○ 

 

H-315 
安全保護ロジック盤 B、安全保護シーケンス

盤 B、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅰ 
Ⅰ,Ⅱ 15.90 ○ 

 

H-318 
安全保護ロジック盤 A、安全保護シーケンス

盤 A 
Ⅰ,Ⅱ 15.68 ○ 

 

H-319 

中性子計装盤Ⅱ・Ⅲ、主冷却設備安全保護計

装盤Ⅱ・Ⅲ、炉容器冷却設備計装盤Ⅱ、補助

冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、放射能計装

盤Ⅱ・Ⅲ、制御棒スクラム装置盤 B 

Ⅰ,Ⅱ 15.98 ○ 
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表6.1(2/3) 想定破損による没水の影響評価の溢水量と消火水の放水による溢水量の比較 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

想定破損 

溢水量(m3) 

想定破損への包絡性 

包絡性有 包絡性無 

H-321 
非常系パワーセンタ A、非常系モーターコン

トロールセンタ A 
Ⅱ 17.31 ○ 

 

H-411 
非常用発電機 B、自動始動盤 B、非常用発電

機盤 B 
Ⅱ 10.00 ○ 

 

H-412 非常用発電機用燃料移送ポンプ B Ⅱ 10.00 ○ 

 

H-417 中央制御盤（主盤、副盤） Ⅰ,Ⅱ 0.00 ○ 

 

H-421 
非常用発電機 A、自動始動盤 A、非常用発電

機盤 A 
Ⅱ 2.00 ○ 

 

K-101 
炉容器冷却設備 A制御盤、炉容器冷却水循環

ポンプ A、計装（炉容器冷却水流量） 
Ⅱ 8.05 ○ 

 

K-102 
炉容器冷却設備 B制御盤、炉容器冷却水循環

ポンプ B、計装（炉容器冷却水流量） 
Ⅱ 8.06 ○ 

 

K-201 
非常用空気浄化設備排風機 A・B、非常用空気

浄化設備排気フィルタユニット A・B 
Ⅱ 18.85 ○ 

 

G-194 補助ヘリウム循環機 A・B Ⅱ ※1 ※1 ※1 

G-292 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ,Ⅱ ※1 ※1 ※1 

G-293 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ,Ⅱ ※1 ※1 ※1 

G-393 
計装（補助冷却器出口ヘリウム圧力）、計装

（補助冷却器ヘリウム流量） 
Ⅰ,Ⅱ 15.0※2 ○ 

 

N-290 計装（原子炉格納容器内圧力） Ⅰ,Ⅱ 15.0※2 ○ 

 

N-390L 計装（格納容器内エリア放射線量率） Ⅰ,Ⅱ 15.0※2 ○ 
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表6.1(3/3) 想定破損による没水の影響評価の溢水量と消火水の放水による溢水量の比較 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 

想定破損 

溢水量(m3) 

想定破損への包絡性 

包絡性有 包絡性無 

冷却塔 

ポンプ室

(1) 

補機冷却水設備 B循環ポンプ、計装（補機冷

却水流量） 
Ⅱ 170.0 ○ 

 

冷却塔 

ポンプ室

(2) 

補機冷却水設備 A循環ポンプ、計装（補機冷

却水流量） 
Ⅱ 170.0 ○ 

 

※1 当該フロアには床面に開口部があり、溢水が流入したとしても下階へ落水する、又は溢水源がないことから評価を

実施しない。  

※2 空調用冷水装置Ⅰの保有水量 
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表6.2 没水の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 
代表配管 

機能喪失高さ 

(cm) 

溢水水位 

(cm) 

結果 

良 否 

H-181 ・安全保護系用蓄電池 B Ⅰ,Ⅱ 
浄水 

（B3MF） 
20.0 8.6 ○  

H-182 ・安全保護系用蓄電池 A Ⅰ,Ⅱ 
浄水 

（B3MF） 
20.0 8.6 ○  
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図6.2(1/2) 消火に伴う没水の溢水経路（H-182室） 
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図6.2(2/2) 消火に伴う没水の溢水経路（H-181室） 
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6.3 消火水の放水による被水の影響評価 

6.3.1 評価方法 

評価は、5.2.2に示した想定破損による被水の影響評価にのっとり行う。 

 

6.3.2 評価結果 

上記の火災による影響を考慮に入れ、消火水の放水による被水影響評価を表6.3に示

す。 

評価の結果、消火水の放水による被水に対し影響がないことが確認され、原子炉の

停止機能、原子炉の冷却機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の

貯蔵機能が維持されることを確認した。 
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表6.3(1/2) 被水の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 
防護対策 

判定 結果 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-125 安全保護系用交流無停電電源装置 B、安全保護系用充電器盤 B Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-126 安全保護系用交流無停電電源装置 C、安全保護系用予備充電器盤 Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-127 安全保護系用交流無停電電源装置 A、安全保護系用充電器盤 A Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-181 安全保護系用蓄電池 B Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-182 安全保護系用蓄電池 A Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-215 補助ヘリウム循環機 A回転数制御装置 Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-216 補助ヘリウム循環機 B回転数制御装置 Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-217 補助冷却水循環ポンプ A,B Ⅱ ・防滴仕様 
 

  ○ ○ 
 

H-272 補助冷却水流量（計装） Ⅱ ・防滴仕様 
 

  ○ ○ 
 

H-310 非常系パワーセンタ B、非常系モーターコントロールセンタ B Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-314 
中性子計装盤Ⅰ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅰ、炉容器冷却設備計装盤Ⅰ、・放射能計装盤Ⅰ、制御棒

スクラム装置盤 A 
Ⅰ、Ⅱ － 

 
○  

 
○ 

 

H-315 安全保護ロジック盤 B、安全保護シーケンス盤 B、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅰ Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-318 安全保護ロジック盤 A、安全保護シーケンス盤 A Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-319 
中性子計装盤Ⅱ・Ⅲ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、炉容器冷却設備計装盤Ⅱ、補助冷却設備安全

保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、放射能計装盤Ⅱ・Ⅲ、制御棒スクラム装置盤 B 
Ⅰ、Ⅱ － 

 
○  

 
○ 

 

H-321 非常系パワーセンタ A、非常系モーターコントロールセンタ A Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-411 非常用発電機 B、自動始動盤 B、非常用発電機盤 B Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
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表6.3(2/2) 被水の影響評価結果 

防護区画 対象設備名 
防護対象 

施設区分 
防護対策 

判定 結果 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 良 否 

H-412 非常用発電機用燃料移送ポンプ B Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

H-417 中央制御盤（主盤、副盤） Ⅰ、Ⅱ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 

H-421 非常用発電機 A、自動始動盤 A、非常用発電機盤 A Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

K-101 炉容器冷却設備 A制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ A、計装（炉容器冷却水流量） Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

K-102 炉容器冷却設備 B制御盤、炉容器冷却水循環ポンプ B、計装（炉容器冷却水流量） Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

K-201 非常用空気浄化設備排風機 A・B、非常用空気浄化設備排気フィルタユニット A・B Ⅱ 
・防滴仕様 

・密封構造（被水防止構造） 

 
  ○ ○ 

 

G-194 補助ヘリウム循環機 A・B Ⅱ ・密封構造（被水防止構造） 
 

  ○ ○ 
 

G-292 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

G-293 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

G-393 計装（補助冷却器出口ヘリウム圧力）、計装（補助冷却器ヘリウム流量） Ⅰ、Ⅱ ・防滴仕様 
 

  ○ ○ 
 

N-290 計装（原子炉格納容器内圧力） Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

N-390L 計装（格納容器内エリア放射線量率） Ⅰ、Ⅱ － 
 

○  
 

○ 
 

冷却塔ポ

ンプ室(1) 
補機冷却水設備 B循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） Ⅱ ・防滴仕様 

 
  ○ ○ 

 

冷却塔ポ

ンプ室(2) 
補機冷却水設備 A循環ポンプ、計装（補機冷却水流量） Ⅱ ・防滴仕様 

 
  ○ ○ 

 

A:区画に溢水源がなく、天井面に開口部又は貫通部がない  B:多重化又は区画化により機能喪失しない  C:機能要求がない  D: 防滴仕様（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭に

よる保護等級(IPコード)」における第二特性数字 4以上相当の保護等級を有する）、密封構造（被水防止構造）により機能喪失しない 

※ 溢水源がないことから評価を実施しない。 
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6.4 消火水の放水による溢水の影響評価結果 

火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による没水、被水の影響評価を行

い、溢水の影響を受けることがなく、原子炉の停止機能、原子炉の冷却機能、放射性物

質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵機能が維持されることを確認した。 
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7. 地震時における溢水の影響評価 

地震に起因する溢水に対し、溢水源ごとの溢水量を算出し、設定した溢水経路をもとに、

影響評価を実施する。評価方針としては、地震に伴い発生した機器・配管の破損よって生

じる溢水による溢水防護対象設備への溢水影響の確認及び機能喪失の判定を実施し、多重

性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれないことを確認する。 

多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれるおそれがある

場合は、溢水源、溢水経路又は溢水防護対象設備に対して、拡大防止対策、影響緩和対策

又は発生防止対策を組み合わせることで安全機能を損なわないものとする。 

 

7.1 地震時の没水の影響評価 

流体を内包する機器のうち、基準地震動 Ss によって破損が生じる可能性のある機器に

ついて破損を想定し、その影響を評価する。評価における網羅性を確保するため、複数

系統、複数箇所の同時破損を想定し、伝播も考慮した上で各区画における最大の溢水量

を算出し、溢水防護対象設備への影響を評価する。 

 

7.1.1 没水の影響評価における機器・配管の破損及び溢水量の算出 

(1) 溢水源の特定 

地震に起因する溢水は、地震により破損する機器（配管、容器）及び使用済燃料

プールのスロッシングを溢水源として考慮する。耐震 Sクラス相当の機器について

は基準地震動 Ssによる地震力によって破損は生じないことから溢水源として想定し

ない。B、Cクラス機器であっても基準地震動 Ssによる地震力に対する耐震性が確保

されているものについては溢水源から除く。 

使用済燃料貯蔵プールの概略図を図 7.1に示す。使用済燃料が装荷されている貯

蔵ラック内は気体で満たされており、貯蔵ラックの外側を水冷することにより使用

済燃料を冷却する構造となっている。使用済燃料貯蔵プールのスロッシングによる

溢水については、貯蔵プールには貯蔵ラックと厚さ約 2mのプール上蓋が設置されて

おり、スロッシングによる溢水が発生するおそれがないことから、想定する溢水源

としない。 

(2) 耐震 B、Cクラス機器・配管の耐震性評価 

基準地震動 Ssによる地震力に対して、耐震評価対象となる耐震 B、Cクラス機器・

配管の構造強度評価を実施し、耐震性が確保されることを確認する。機器の評価条

件を表 7.1、配管の評価条件を表 7.2に示す。 

評価対象設備は、炉容器冷却設備、補助冷却設備、補機冷却設備、一般冷却水設

備、加圧水冷却設備、液体廃棄物の廃棄設備、一般排水設備、空調用冷水装置Ⅰ、

空調用冷水装置Ⅱ、消火設備、純水供給設備、淡水供給設備、使用済燃料貯蔵設備、

蒸気供給設備、1次ヘリウム純化設備冷水供給系、非常用発電機である。 
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a. 耐震評価の概要 

耐震 B、Cクラス機器及び配管の評価手法として、3次元多質点はりモデルを用

いた地震応答解析による評価、定ピッチスパン法による評価、応答倍率法による

評価及び「JEAG 4601 原子力発電所耐震設計技術指針」で用いられる算定式に基

づく評価があり、定ピッチスパン法による評価には振動数基準定ピッチスパン法

と応力基準定ピッチスパン法がある。 

定ピッチスパン法は、個々の配管を詳細にモデル化せずに、想定する振動数や

応力に応じたサポートの最大支持スパンを設定する設計手法である。配管系の各

区間について、20Hz程度の振動数を目標として支持スパンを設定する手法が振動

数基準定ピッチスパン法であり、配管応力が目標の応力値以下となるように支持

スパンを設定する手法が応力基準定ピッチスパン法(以下「応力定ピッチ法」とい

う。)である。 

応答倍率法は、既往評価で得られた応力評価結果を用いる評価手法であり、既

往評価時と再評価時の床応答スペクトルの応答比を乗じることで耐震評価を実施

するものである。 

耐震 B、Cクラス配管の耐震性評価については、3次元多質点はりモデルを用い

た地震応答解析と定ピッチスパン法による評価に分類し、評価を実施する。評価

フローを図 7.2に示す。 

耐震 B、Cクラス機器の耐震性評価については、応答倍率法による評価と「JEAG 

4601 原子力発電所耐震設計技術指針」で用いられる算定式に基づく評価に分類

し、評価を実施する。 

b. 評価基準 

内部溢水影響評価で実施する耐震 B、Cクラス配管の耐震性評価は、地震を起因

とした配管からの溢水が溢水影響評価上に影響するか否かを確認することが目的

であることから、「JEAG 4601 原子力発電所耐震設計技術指針」で用いられる算

定式及び評価基準値を適用する。 

c. 評価手法 

①3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析評価 

建設時の図面における解析用支持スパンを反映した3次元多質点はりモデル

を作成し、基準地震動Ssの評価用震度及び床応答スペクトルを用いた静的解析

及びスペクトルモーダル解析を行い1次応力と1次応力+2次応力を確認する。算

出した1次応力及び1次応力+2次応力がJEAGで規定する許容応力状態ⅣASでの許

容応力0.9Su（1次応力）及び2Sy（地震動のみによる1次応力+2次応力の変動値

が2Sy以下であれば、疲れ解析不要）以下であることを確認する。 

②定ピッチスパン法を用いた評価 

既往の設工認「Ⅲ-ニ-5 配管の耐震支持方針」(第3回申請)平成4年4月9日付
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け4安(原規)第47号)に示すとおり、配管系を剛にし、地震による過度の振動が

ないようにするために配管系の各支持間隔について20Hzあるいは、応答の増幅

が小さい振動数を基準として定められた基準間隔長以下となるように支持して

いる。 

現状の設置スパンが、許容応力状態ⅣASでの許容応力0.9Su（1次応力）及び2Sy

（地震動のみによる1次応力+2次応力の変動値が2Sy以下であれば、疲れ解析不

要）から求められる計算スパン以下であることを確認する。 

③応答倍率法を用いた評価 

応答倍率法は、既往評価で得られた応力評価結果を用いる評価手法であり、

既往評価時と再評価時の床応答スペクトルの応答比を乗じることで耐震評価を

実施する。応答倍率法の方法は大きく2つあり、既往の耐震評価で得られた「地

震時の応力」と「地震時以外の応力」を合わせた全応力に応答比を乗じて発生

値を算出する方法(方法1)及び「地震時の応力」のみに応答比を乗じて発生値を

算出する方法(方法2)がある。 

応答比の算出方法は、評価対象設備の再評価時及び既往評価時の水平震度、

鉛直震度を用いて、以下に示す算出式により算出する。 

応答倍率法による耐震評価で用いる応答比の算出方法を示す。応答比は、分

母を既往評価時の床応答スペクトルにおける水平震度と鉛直震度の二乗和平方

根(SRSS)より算出し、分子は再評価時の床応答スペクトルより算出する。算出

した1次応力及び1次応力+2次応力がJEAGで規定する許容応力状態ⅣASでの許容

応力0.9Su（1次応力）及び2Sy（地震動のみによる1次応力+2次応力の変動値が

2Sy以下であれば、疲れ解析不要）以下であることを確認する。 

             
√𝐶𝐻

2+(1+𝐶𝑉)2

√𝐶𝐻0
2+(1+𝐶𝑉0)2

：方法1の応答比(α1) 

                
√𝐶𝐻

2+𝐶𝑉
2

√𝐶𝐻0
2+𝐶𝑉0

2
：方法2の応答比(α2) 

CH ：再評価時の地震動の水平震度(図7.3参照) 

CV ：再評価時の地震動の鉛直震度(図7.3参照) 

CH0 ：既往評価時の地震動の水平震度(図7.3参照) 

CV0 ：既往評価時の地震動の鉛直震度(図7.3参照) 

d. 耐震B、Cクラス機器・配管の耐震性評価結果について 

耐震 B、Cクラス配管の基準地震動 Ssに対する耐震性評価結果について表 7.3

に示す。また、3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析及び定ピッチスパン
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法の評価結果を表 7.4及び表 7.5、アイソメ図及びモデル図を図 7.4～図 7.184に

示す。 

また、耐震 B、Cクラス機器(ポンプ、容器等)の基準地震動 Ss に対する耐震性

評価結果について表 7.6に示す。評価結果は、「JEAG 4601 原子力発電所耐震設

計技術指針」の評価対象部位に基づき、全ての部位の評価を行い、評価上最も厳

しい評価部位の値を記載している。 

なお、表中で「未評価」としているものは、評価対象の機器・配管について耐

震性評価を行わず、当該機器・配管が破損するものとして取り扱う機器・配管を

示している。 

(3) 溢水量の算定 

地震時の溢水量の算定にあたり、耐震クラス B、Cクラスの機器について同時破損

を想定し、隔離による漏えい停止には期待できないものとして、建家内の各区域に

おいて機器が破損した場合の溢水量の算定を行った。区画内の溢水源として想定す

る機器（配管、容器）の属する系統の保有水のうち、当該フロアを含む上層階分の

保有水量を溢水量として算出する。区画内の各溢水源からの溢水量を合計し、当該

区画における地震に起因する溢水量とする。 

各フロアの溢水量を表 7.7、溢水発生区画を図 7.185に示す。 

 

7.1.2 評価方法 

図7.186に地震時における鉛直方向の伝播図、図7.187に溢水伝播図を示す。地震時

の溢水伝播評価においても想定破損時の伝播評価と同様、溢水伝播モデルを用いて溢

水発生区画から最終滞留区画までの溢水経路に位置する溢水防護区画の溢水水位を評

価する。評価に当たっては複数系統、複数箇所の同時破損であることを考慮の上、想

定し得る最高水位を算出する。 

 

7.1.3 評価結果 

7.1.2で設定した溢水経路を基に、区画及びそれらの溢水源、溢水量、面積を設定し、

各区画の溢水水位を算出する。評価結果を表7.8に示す。評価の結果、対策を施す等に

より溢水防護対象設備が判定基準のいずれかを満足することから、原子炉の停止機能、

放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵機能が維持されることを確

認した。 
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表7.1 機器の評価条件 

手法 JEAG等に基づく構造強度評価 

地震波 基準地震動 Ss 

床応答スペクトル(FRS) ±10％拡幅 

水平と鉛直地震力による荷重の組合せ 二乗和平方根(SRSS) 

減衰定数 
水平:1.0％ 

鉛直:1.0％ 

許容応力状態 ⅣAS 

評価項目 
JEAGに基づく Sクラス機器等の評価項目 

（例）胴本体、支持部 基礎ボルト 等 

 

 

表7.2 配管の評価条件 

手法 JEAG等に基づく構造強度評価 

地震波 基準地震動 Ss 

床応答スペクトル(FRS) ±10％拡幅 

水平と鉛直地震力による荷重の組合せ 二乗和平方根(SRSS) 

減衰定数 
水平:0.5%（保温材有りの場合 1.0%） 

鉛直:0.5%（保温材有りの場合 1.0%） 

許容応力状態 ⅣAS 

評価項目 
１次応力 

１次+２次応力 
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表7.3(1/2) 耐震B,Cクラス機器の基準地震動Ssへの耐震性評価 

設備名 機器名称 
Ss耐震性 溢水源 

溢水源としての考え方 
耐震性有 耐震性無 該 当 非該当 

炉容器冷却設備 

炉容器冷却水サージタンク 〇   〇  

炉容器冷却水冷却器 〇   〇  

配管 〇   〇  

補助冷却設備 

補助冷却水加圧器 〇   〇  

補助冷却水補給タンク  〇 〇   

補助冷却水空気冷却器 〇   〇  

配管 
原子炉格納容器内及び H-217室  〇 〇   

それ以外 〇   ○  

加圧水冷却設備 

純水タンク 〇   〇  

加圧水加圧器  〇 〇   

加圧水空気冷却器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

配管 
原子炉格納容器内及び H-209室  〇 〇   

それ以外 〇   〇  

液体廃棄物の廃棄設備 

機器ドレン系 廃液槽 〇   〇  

機器ドレン系 ドレンピット 〇   〇  

床ドレン系 廃液槽 〇   〇  

洗浄廃液ドレン系 廃液槽 〇   〇  

配管  〇 〇   

一般排水設備 
一般排水設備排水槽 ― ― ― ― 地下 3階の床面より低い位置にあるため溢水源として考えない 

配管 〇   〇  

空調用冷水装置Ⅰ 

冷凍機 〇   〇  

冷水タンク 〇   〇  

膨張タンク 〇   〇  

原子炉建家Ⅰ系空調器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

放射能測定室系空調器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

配管 〇   〇  

空調用冷水装置Ⅱ 

冷凍機 〇   〇   

冷水タンク 〇   〇   

膨張タンク 〇   〇   

原子炉建家Ⅱ系空調器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

電気設備室系空調器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

中央制御室系空調器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

配管 〇   〇  
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表7.3(2/2) 耐震B,Cクラス機器の基準地震動Ssへの耐震性評価 

設備名 機器名称 
Ss耐震性 溢水源 

溢水源としての考え方 
耐震性有 耐震性無 該 当 非該当 

消火設備 
消火用充水槽 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

配管 〇   〇  

蒸気供給設備 配管 〇   〇  

淡水供給設備 
浄水供給設備 電気温水器 ― ― ― ― 漏水した場合、屋外に排水されるため溢水源として考えない 

配管 〇   〇  

使用済燃料貯蔵設備 

プール水冷却器 〇   〇  

プール水フィルタ  〇 〇   

使用済燃料貯蔵設備貯蔵プール 〇   〇  

配管  〇 〇   

1次ヘリウム純化設備 

冷水供給系 

 

1次ヘリウム純化設備冷却器  〇 ○   

1次ヘリウム純化設備再生系冷却器  〇 ○   

冷水装置  〇 ○   

膨張タンク  〇 ○   

配管  ○ ○   

2次ヘリウム純化設備冷却器  〇 ○   

2次ヘリウム純化設備再生系冷却器  〇 ○   

非常用発電機 

A系燃料小出槽 〇   ○  

B系燃料小出槽 〇   ○  

配管 ○   ○  
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表7.4(1/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

非常用発電機 

主配管（1/8） 

（主燃料槽 A～注油口ユニットボックス A） 
23 

1次 21  261  〇 
EDG-1 

1次+2次 21  294  〇 

主配管（2/8） 

（主燃料槽 A～燃料小出槽 A） 
64 

1次 73  261  〇 
EDG-2 

1次+2次 87  294  〇 

主配管（3/8） 

（主燃料槽 A～燃料小出槽 A） 
50 

1次 47  261  〇 
EDG-3 

1次+2次 47  294  〇 

主配管（4/8） 

（燃料小出槽 A～非常用発電装置 A） 
23 

1次 70  261  〇 
EDG-4 

1次+2次 98  294  〇 

主配管（5/8） 

（主燃料槽 B～注油口ユニットボックス B） 
7 

1次 97  261  〇 
EDG-5 

1次+2次 186  294  〇 

主配管（6/8） 

（主燃料槽 B～燃料小出槽 B） 
17 

1次 67  261  〇 
EDG-6 

1次+2次 89  294  〇 

主配管（7/8） 

（主燃料槽 B～燃料小出槽 B） 
62 

1次 38  261  〇 
EDG-7 

1次+2次 39  294  〇 

主配管（8/8） 

（燃料小出槽 B～非常用発電装置 B） 
22 

1次 35  261  〇 
EDG-8 

1次+2次 46  294  〇 
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表7.4(2/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

加圧水冷却設備 

135PP11 

（加圧水空気冷却器～アンカー点) 
13 

1次 89  363  〇 
135PP11 

1次+2次 64  386  〇 

135PP12 

（加圧水空気冷却器～アンカー点) 
59 

1次 81  363  〇 
135PP12 

1次+2次 69  386  〇 

原子炉格納容器貫通部 P115 

 （格納容器貫通部～サービスエリア貫通部） 
10 

1次 74  363  〇 
CV-26 

1次+2次 63  386  〇 

原子炉格納容器の貫通部配管 P116 

（格納容器貫通部～サービスエリア貫通部） 
14 

1次 74  363  〇 
CV-27 

1次+2次 64  386  〇 

原子炉格納容器の貫通部配管 P119 

（格納容器貫通部～サービスエリア貫通部） 
8 

1次 110  363  〇 
CV-34 

1次+2次 136  386  〇 

原子炉格納容器の貫通部配管 P120 

（格納容器貫通部～サービスエリア貫通部） 
21 

1次 93  363  〇 
CV-35 

1次+2次 101  386  〇 

１次加圧水冷却器入口配管 （未評価） × ― 

１次加圧水冷却器出口配管 （未評価） × ― 

２次加圧水冷却器入口配管 （未評価） × ― 

２次加圧水冷却器出口配管 （未評価） × ― 
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表7.4(3/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

補機冷却水設備 

プール水冷却浄化設備冷却水配管（1/4） 

（アンカ点～プール水冷却器 A） 
16 

1次 46 325 〇 
SCW-1 

1次+2次 81 406 〇 

プール水冷却浄化設備冷却水配管（2/4） 

プール水冷却器 A～アンカ点（2/2） 
11 

1次 31 325 〇 
SCW-2 

1次+2次 34 406 〇 

プール水冷却浄化設備冷却水配管（3/4） 

アンカ点～プール水冷却器 B 
1 

1次 26 325 〇 
SCW-3 

1次+2次 41 406 〇 

プール水冷却浄化設備冷却水配管（4/4） 

プール水冷却器 B～アンカ点 
1 

1次 31 325 〇 
SCW-4 

1次+2次 48 406 〇 

補助冷却水循環ポンプ冷却水配管（1/2） 

（補機冷却設備 A系統アンカ点～ 

補助冷却水循環ポンプ） 

31 
1次 76 325 〇 

CWP-1 
1次+2次 135 406 〇 

補助冷却水循環ポンプ冷却水配管（2/2） 

（補機冷却設備 B系統アンカ点～ 

補助冷却水循環ポンプ） 

26 
1次 76 325 〇 

CWP-2 
1次+2次 135 406 〇 

主配管（6/26） 105 
1次 54 325 〇 

CCW-06 
1次+2次 71 406 〇 

主配管（7/26） 118 
1次 46 325 〇 

CCW-07 
1次+2次 45 406 〇 

主配管（8/26） 91 
1次 81 325 〇 

CCW-08 
1次+2次 174 406 〇 

主配管（9/26） 6 
1次 27 325 〇 

CCW-09 
1次+2次 94 406 〇 

主配管（10/26） 1 
1次 38 325 〇 

CCW-10 
1次+2次 40 406 〇 

主配管（11/26） 57 
1次 22 325 〇 

CCW-11 
1次+2次 14 406 〇 

主配管（12/26） 4 
1次 8 325 〇 

CCW-12 
1次+2次 77 406 〇 

主配管（13/26） 1 
1次 72 315 〇 

CCW-13 
1次+2次 209 366 〇 
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表7.4(4/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

補機冷却水設備 

主配管（14/26） 40 
1次 38 325 〇 

CCW-14 
1次+2次 30 406 〇 

主配管（15/26） 206 
1次 80 325 〇 

CCW-15 
1次+2次 98 406 〇 

主配管（21/26） 266 
1次 152 325 〇 

CCW-21 
1次+2次 277 406 〇 

主配管（22/26） 114 
1次 35 325 〇 

CCW-22 
1次+2次 59 406 〇 

主配管（23/26） 37 
1次 40  325  〇 

CCW-23 
1次+2次 67  406  〇 

主配管（24/26） 8 
1次 45 325 〇 

CCW-24 
1次+2次 52 406 〇 

主配管（25/26） 29 
1次 140 316 〇 

CCW-25 
1次+2次 195 378 〇 

主配管（26/26） 261 
1次 174 325 〇 

CCW-26 
1次+2次 322 406 〇 
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表7.4(5/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

補助冷却設備 

主配管（1/12） （未評価） × ― 

主配管（2/12） 14 
1次 118 315 〇 

ACS-02 
1次+2次 215 336 〇 

主配管（3/12） 1 
1次 44 315 〇 

ACS-03 
1次+2次 18 336 〇 

主配管（4/12） （未評価） × ― 

主配管（5/12） 1 
1次 42 315 〇 

ACS-05 
1次+2次 22 336 〇 

主配管（6/12） 42 
1次 37 315 〇 

ACS-06 
1次+2次 12 336 〇 

主配管（7/12） 10 
1次 46 315 〇 

ACS-07 
1次+2次 46 336 〇 

主配管（8/12） 36 
1次 43 315 〇 

ACS-08 
1次+2次 21 336 〇 

主配管（9/12） 103 
1次 52 315 〇 

ACS-09 
1次+2次 48 336 〇 

主配管（10/12） 118 
1次 36 315 〇 

ACS-10 
1次+2次 9 336 〇 

主配管（11/12） （未評価） × ― 

主配管（12/12） 26 
1次 59 315 〇 

ACS-12 
1次+2次 65 336 〇 
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表7.4(6/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

炉容器冷却設備 

主配管（1/40） 463 
1次 17 315 〇 

VCS-01 
1次+2次 68 366 〇 

主配管（2/40） 14 
1次 146  316  〇 

VCS-02 
1次+2次 122  378  〇 

主配管（3/40） 1 
1次 10 316 〇 

VCS-03 
1次+2次 5 378 〇 

主配管（4/40） 1 
1次 8 316 〇 

VCS-04 
1次+2次 5 378 〇 

主配管（5/40） 256 
1次 49 316 〇 

VCS-05 
1次+2次 51 378 〇 

主配管（6/40） 17 
1次 9 316 〇 

VCS-06 
1次+2次 3 378 〇 

主配管（7/40） 1 
1次 5 337 〇 

VCS-07 
1次+2次 2 468 〇 

主配管（8/40） 13 
1次 8 337 〇 

VCS-08 
1次+2次 3 468 〇 

主配管（9/40） 1 
1次 23 316 〇 

VCS-09 
1次+2次 21 378 〇 

主配管（10/40） 27 
1次 9 316 〇 

VCS-10 
1次+2次 7 378 〇 

主配管（11/40） 291 
1次 40 316 〇 

VCS-11 
1次+2次 46 378 〇 

主配管（12/40） 8 
1次 19 365 〇 

VCS-12 
1次+2次 16 386 〇 

主配管（13/40） 8 
1次 10 365 〇 

VCS-13 
1次+2次 5 386 〇 

主配管（14/40） 1 
1次 11  365  〇 

VCS-14 
1次+2次 6  386  〇 

主配管（15/40） 1 
1次 11 365 〇 

VCS-15 
1次+2次 7 386 〇 
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表7.4(7/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

炉容器冷却設備 

主配管（16/40） 143 
1次 37 316 〇 

VCS-16 
1次+2次 51 378 〇 

主配管（17/40） 6 
1次 44 316 〇 

VCS-17 
1次+2次 68 378 〇 

主配管（18/40） 50 
1次 10 316 〇 

VCS-18 
1次+2次 3 378 〇 

主配管（19/40） 1 
1次 12 315 〇 

VCS-19 
1次+2次 43 366 〇 

主配管（20/40） 7 
1次 88 405 〇 

VCS-20 
1次+2次 122 350 〇 

主配管（21/40） 418 
1次 118 315 〇 

VCS-21 
1次+2次 253 366 〇 

主配管（22/40） 534 
1次 227 316 〇 

VCS-22 
1次+2次 303 378 〇 

主配管（23/40） 1 
1次 8 316 〇 

VCS-23 
1次+2次 4 378 〇 

主配管（24/40） 1 
1次 8 316 〇 

VCS-24 
1次+2次 4 378 〇 

主配管（25/40） 209 
1次 28 316 〇 

VCS-25 
1次+2次 33 378 〇 

主配管（26/40） 305 
1次 41 316 〇 

VCS-26 
1次+2次 63 378 〇 

主配管（27/40） 1 
1次 5 337 〇 

VCS-27 
1次+2次 2 468 〇 

主配管（28/40） 12 
1次 10 337 〇 

VCS-28 
1次+2次 5 468 〇 

主配管（29/40） 1 
1次 23 316 〇 

VCS-29 
1次+2次 21 378 〇 

主配管（30/40） 313 
1次 62 316 〇 

VCS-30 
1次+2次 73 378 〇 
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表7.4(8/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

炉容器冷却設備 

主配管（31/40） 107 
1次 57 316 〇 

VCS-31 
1次+2次 66 378 〇 

主配管（32/40） 19 
1次 16 365 〇 

VCS-32 
1次+2次 12 386 〇 

主配管（33/40） 1 
1次 10 365 〇 

VCS-33 
1次+2次 5 386 〇 

主配管（34/40） 8 
1次 13 365 〇 

VCS-34 
1次+2次 7 386 〇 

主配管（35/40） 1 
1次 12 365 〇 

VCS-35 
1次+2次 8 386 〇 

主配管（36/40） 35 
1次 57 316 〇 

VCS-36 
1次+2次 104 378 〇 

主配管（37/40） 37 
1次 43 316 〇 

VCS-37 
1次+2次 63 378 〇 

主配管（38/40） 569 
1次 82 316 〇 

VCS-38 
1次+2次 151 378 〇 

主配管（39/40） 1 
1次 47 315 〇 

VCS-39 
1次+2次 64 366 〇 

主配管（40/40） 10 
1次 75 405 〇 

VCS-40 
1次+2次 94 350 〇 

 

  



 

 

 

添
3 ―

1 ―
 156 

表7.4(9/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

空調用冷水装置Ⅰ 

原子炉格納容器貫通部 P202 

（アンカ点～隔離弁 2617VI2） 
7 

1次 12 363 ○ 
CV-49 

1次+2次 87 428 ○ 

原子炉格納容器貫通部 P203 

（アンカ点～隔離弁 2617VI1） 
7 

1次 17 363 ○ 
CV-50 

1次+2次 102 428 ○ 

原子炉格納容器貫通部 P203 

（アンカ点～空調器 2611VU1） 
1 

1次 33  363  ○ 
CV-101 

1次+2次 119  428  ○ 

原子炉格納容器貫通部 P202 

（アンカ点～空調器 2611VU1） 
32 

1次 94  363  ○ 
CV-102 

1次+2次 177  428  ○ 

 

表7.4(10/10) 3次元多質点はりモデルを用いた地震応答解析による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 評価部位 評価点 分類 
計算応力 許容応力 

判定 モデル図番号 
(N/mm2) (N/mm2) 

一般冷却水設備 主配管 205 
1次 119  325  ○ 

一般冷却水設備 
1次+2次 161  406  ○ 
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表7.5(1/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

一般 

排水設備 
有 

B3F 

15 4.82 3.60 3.60 1.64 ○ 

20 5.49 4.11 4.11 1.85 ○ 

25 6.24 4.67 4.67 2.08 ○ 

32 6.90 5.17 5.17 2.33 ○ 

40 7.33 5.50 5.50 2.48 ○ 

50 8.16 6.13 6.13 2.76 ○ 

65 9.10 6.84 6.84 3.08 ○ 

80 9.64 7.25 7.25 3.29 ○ 

100 10.62 8.01 8.01 3.67 ○ 

B2F 

15 4.68 3.50 3.50 1.64 ○ 

20 5.34 3.99 3.99 1.85 ○ 

25 6.07 4.54 4.54 2.08 ○ 

32 6.71 5.03 5.03 2.33 ○ 

40 7.13 5.35 5.35 2.48 ○ 

50 7.94 5.96 5.96 2.76 ○ 

65 8.85 6.65 6.65 3.08 ○ 

80 9.37 7.05 7.05 3.29 ○ 

100 10.32 7.79 7.79 3.67 ○ 

B1F 

15 4.57 3.42 3.42 1.64 ○ 

20 5.21 3.90 3.90 1.85 ○ 

25 5.92 4.44 4.44 2.08 ○ 

32 6.55 4.91 4.91 2.33 ○ 

40 6.96 5.22 5.22 2.48 ○ 

50 7.75 5.82 5.82 2.76 ○ 

65 8.64 6.49 6.49 3.08 ○ 

80 9.15 6.88 6.88 3.29 ○ 

100 10.08 7.60 7.60 3.67 ○ 

1F 

15 4.34 3.24 3.24 1.64 ○ 

20 4.94 3.70 3.70 1.85 ○ 

25 5.62 4.21 4.21 2.08 ○ 

32 6.21 4.66 4.66 2.33 ○ 

40 6.60 4.95 4.95 2.48 ○ 

50 7.35 5.52 5.52 2.76 ○ 

65 8.20 6.16 6.16 3.08 ○ 

80 8.68 6.53 6.53 3.29 ○ 

100 9.56 7.21 7.21 3.67 ○ 

2F 

15 4.33 3.24 3.24 1.64 ○ 

20 4.89 3.66 3.66 1.85 ○ 

25 5.52 4.13 4.13 2.08 ○ 

32 6.19 4.64 4.64 2.33 ○ 

40 6.55 4.91 4.91 2.48 ○ 

50 7.24 5.44 5.44 2.76 ○ 

65 8.03 6.03 6.03 3.08 ○ 

80 8.48 6.38 6.38 3.29 ○ 

100 9.28 7.00 7.00 3.67 ○ 
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表7.5(2/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

一般 

排水設備 
無 

B3F 

15 5.49 4.11 4.11 1.78 ○ 

20 6.30 4.71 4.71 2.02 ○ 

25 7.10 5.32 5.32 2.27 ○ 

32 8.05 6.03 6.03 2.56 ○ 

40 8.66 6.50 6.50 2.75 ○ 

50 9.74 7.32 7.32 3.08 ○ 

65 11.02 8.28 8.28 3.47 ○ 

80 11.98 9.02 9.02 3.77 ○ 

100 13.65 10.30 10.30 4.28 ○ 

125 15.17 11.47 11.47 4.75 ○ 

150 16.50 12.49 12.49 5.17 ○ 

200 18.91 14.34 14.34 5.93 ○ 

250 21.04 15.98 15.98 6.6 ○ 

300 22.97 17.50 17.50 7.21 ○ 

350 24.27 18.48 18.48 7.62 ○ 

B2F 

15 5.27 3.94 3.94 1.78 ○ 

20 6.05 4.53 4.53 2.02 ○ 

25 6.82 5.11 5.11 2.27 ○ 

32 7.73 5.79 5.79 2.56 ○ 

40 8.32 6.24 6.24 2.75 ○ 

50 9.36 7.03 7.03 3.08 ○ 

65 10.58 7.95 7.95 3.47 ○ 

80 11.51 8.66 8.66 3.77 ○ 

100 13.11 9.89 9.89 4.28 ○ 

125 14.56 11.01 11.01 4.75 ○ 

150 15.85 12.00 12.00 5.17 ○ 

200 18.16 13.77 13.77 5.93 ○ 

250 20.20 15.35 15.35 6.6 ○ 

300 22.06 16.80 16.80 7.21 ○ 

350 23.31 17.74 17.74 7.62 ○ 

B1F 

15 5.10 3.81 3.81 1.78 ○ 

20 5.85 4.38 4.38 2.02 ○ 

25 6.59 4.94 4.94 2.27 ○ 

32 7.47 5.60 5.60 2.56 ○ 

40 8.04 6.03 6.03 2.75 ○ 

50 9.05 6.79 6.79 3.08 ○ 

65 10.23 7.69 7.69 3.47 ○ 

80 11.13 8.37 8.37 3.77 ○ 

100 12.68 9.56 9.56 4.28 ○ 

125 14.08 10.65 10.65 4.75 ○ 

150 15.32 11.60 11.60 5.17 ○ 

200 17.56 13.32 13.32 5.93 ○ 

250 19.54 14.84 14.84 6.6 ○ 

300 21.33 16.25 16.25 7.21 ○ 

350 22.54 17.16 17.16 7.62 ○ 
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表7.5(3/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

一般 

排水設備 
無 

1F 

15 4.65 3.48 3.48 1.78 ○ 

20 5.34 3.99 3.99 2.02 ○ 

25 6.02 4.51 4.51 2.27 ○ 

32 6.82 5.11 5.11 2.56 ○ 

40 7.34 5.51 5.51 2.75 ○ 

50 8.26 6.20 6.20 3.08 ○ 

65 9.34 7.02 7.02 3.47 ○ 

80 10.15 7.64 7.64 3.77 ○ 

100 11.57 8.72 8.72 4.28 ○ 

125 12.85 9.72 9.72 4.75 ○ 

150 13.98 10.59 10.59 5.17 ○ 

200 16.03 12.16 12.16 5.93 ○ 

250 17.83 13.54 13.54 6.60 ○ 

300 19.46 14.83 14.83 7.21 ○ 

350 20.57 15.66 15.66 7.62 ○ 

2F 

15 4.43 3.31 3.31 1.78 ○ 

20 5.08 3.81 3.81 2.02 ○ 

25 5.73 4.29 4.29 2.27 ○ 

32 6.50 4.87 4.87 2.56 ○ 

40 6.99 5.25 5.25 2.75 ○ 

50 7.87 5.91 5.91 3.08 ○ 

65 8.90 6.69 6.69 3.47 ○ 

80 9.68 7.28 7.28 3.77 ○ 

100 11.02 8.31 8.31 4.28 ○ 

125 12.25 9.26 9.26 4.75 ○ 

150 13.33 10.09 10.09 5.17 ○ 

200 15.27 11.58 11.58 5.93 ○ 

250 16.99 12.91 12.91 6.60 ○ 

300 18.55 14.13 14.13 7.21 ○ 

350 19.60 14.92 14.92 7.62 ○ 
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表7.5(4/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

空調用 

冷水装置 

Ⅰ、Ⅱ 

有 

B2F 

15 4.53 3.65 3.65 1.50 ○ 

20 5.15 4.15 4.15 1.70 ○ 

25 6.03 4.86 4.86 1.94 ○ 

32 6.67 5.38 5.38 2.17 ○ 

40 7.12 5.75 5.75 2.31 ○ 

50 7.92 6.40 6.40 2.58 ○ 

65 9.43 7.61 7.61 2.99 ○ 

80 10.16 8.20 8.20 3.22 ○ 

100 11.38 9.20 9.20 3.64 ○ 

125 12.50 10.12 10.12 4.01 ○ 

150 13.46 10.90 10.90 4.34 ○ 

200 15.20 12.33 12.33 4.94 ○ 

250 16.70 13.55 13.55 5.46 ○ 

B1F 

15 4.43 3.56 3.56 1.50 ○ 

20 5.03 4.05 4.05 1.70 ○ 

25 5.88 4.74 4.74 1.94 ○ 

32 6.51 5.25 5.25 2.17 ○ 

40 6.95 5.61 5.61 2.31 ○ 

50 7.74 6.25 6.25 2.58 ○ 

65 9.21 7.43 7.43 2.99 ○ 

80 9.92 8.01 8.01 3.22 ○ 

100 11.11 8.98 8.98 3.64 ○ 

125 12.20 9.88 9.88 4.01 ○ 

150 13.14 10.64 10.64 4.34 ○ 

200 14.84 12.04 12.04 4.94 ○ 

250 16.31 13.23 13.23 5.46 ○ 

1F 

15 4.20 3.38 3.38 1.50 ○ 

20 4.77 3.85 3.85 1.70 ○ 

25 5.58 4.50 4.50 1.94 ○ 

32 6.17 4.98 4.98 2.17 ○ 

40 6.59 5.32 5.32 2.31 ○ 

50 7.34 5.93 5.93 2.58 ○ 

65 8.73 7.05 7.05 2.99 ○ 

80 9.41 7.60 7.60 3.22 ○ 

100 10.54 8.52 8.52 3.64 ○ 

125 11.58 9.37 9.37 4.01 ○ 

150 12.46 10.10 10.10 4.34 ○ 

200 14.08 11.42 11.42 4.94 ○ 

250 15.47 12.56 12.56 5.46 ○ 

2F 

15 4.03 3.25 3.25 1.50 ○ 

20 4.58 3.70 3.70 1.70 ○ 

25 5.36 4.32 4.32 1.94 ○ 

32 5.93 4.79 4.79 2.17 ○ 

40 6.34 5.11 5.11 2.31 ○ 

50 7.05 5.70 5.70 2.58 ○ 

65 8.39 6.77 6.77 2.99 ○ 

80 9.04 7.30 7.30 3.22 ○ 

100 10.13 8.19 8.19 3.64 ○ 

125 11.12 9.00 9.00 4.01 ○ 

150 11.98 9.70 9.70 4.34 ○ 

200 13.53 10.97 10.97 4.94 ○ 

250 14.87 12.06 12.06 5.46 ○ 
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表7.5(5/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

空調用 

冷水装置 

Ⅰ、Ⅱ 

無 

B1F 

15 5.10  3.81  3.81  1.78  ○ 

20 5.85  4.38  4.38  2.02  ○ 

25 6.59  4.94  4.94  2.27  ○ 

32 7.47  5.60  5.60  2.56  ○ 

40 8.04  6.03  6.03  2.75  ○ 

50 9.05  6.79  6.79  3.08  ○ 

65 10.23  7.69  7.69  3.47  ○ 

80 11.13  8.37  8.37  3.77  ○ 

100 12.68  9.56  9.56  4.28  ○ 

125 14.08  10.65  10.65  4.75  ○ 

150 15.32  11.60  11.60  5.17  ○ 

200 17.56  13.32  13.32  5.93  ○ 

250 19.54  14.84  14.84  6.60  ○ 

300 21.33  16.25  16.25  7.21  ○ 

350 22.54  17.16  17.16  7.62  ○ 

1F 

15 4.65  3.48  3.48  1.78  ○ 

20 5.34  3.99  3.99  2.02  ○ 

25 6.02  4.51  4.51  2.27  ○ 

32 6.82  5.11  5.11  2.56  ○ 

40 7.34  5.51  5.51  2.75  ○ 

50 8.26  6.20  6.20  3.08  ○ 

65 9.34  7.02  7.02  3.47  ○ 

80 10.15  7.64  7.64  3.77  ○ 

100 11.57  8.72  8.72  4.28  ○ 

125 12.85  9.72  9.72  4.75  ○ 

150 13.98  10.59  10.59  5.17  ○ 

200 16.03  12.16  12.16  5.93  ○ 

250 17.83  13.54  13.54  6.60  ○ 

300 19.46  14.83  14.83  7.21  ○ 

350 20.57  15.66  15.66  7.62  ○ 

2F 

15 4.43  3.31  3.31  1.78  ○ 

20 5.08  3.81  3.81  2.02  ○ 

25 5.73  4.29  4.29  2.27  ○ 

32 6.50  4.87  4.87  2.56  ○ 

40 6.99  5.25  5.25  2.75  ○ 

50 7.87  5.91  5.91  3.08  ○ 

65 8.90  6.69  6.69  3.47  ○ 

80 9.68  7.28  7.28  3.77  ○ 

100 11.02  8.31  8.31  4.28  ○ 

125 12.25  9.26  9.26  4.75  ○ 

150 13.33  10.09  10.09  5.17  ○ 

200 15.27  11.58  11.58  5.93  ○ 

250 16.99  12.91  12.91  6.60  ○ 

300 18.55  14.13  14.13  7.21  ○ 

350 19.60  14.92  14.92  7.62  ○ 
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表7.5(6/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

空調用 

冷水装置 

Ⅰ、Ⅱ 

無 

B2F 

15 4.74  3.82  3.82  1.70  ○ 

20 5.28  4.26  4.26  1.91  ○ 

25 6.05  4.88  4.88  2.14  ○ 

32 6.74  5.44  5.44  2.39  ○ 

40 7.14  5.76  5.76  2.54  ○ 

50 7.85  6.35  6.35  2.81  ○ 

65 9.21  7.43  7.43  3.17  ○ 

80 9.87  7.98  7.98  3.41  ○ 

100 10.99  8.89  8.89  3.82  ○ 

B1F 

15 4.59  3.69  3.69  1.70  ○ 

20 5.11  4.12  4.12  1.91  ○ 

25 5.85  4.72  4.72  2.14  ○ 

32 6.52  5.26  5.26  2.39  ○ 

40 6.90  5.57  5.57  2.54  ○ 

50 7.59  6.14  6.14  2.81  ○ 

65 8.90  7.19  7.19  3.17  ○ 

80 9.55  7.71  7.71  3.41  ○ 

100 10.63  8.59  8.59  3.82  ○ 

2F 

15 3.99  3.21  3.21  1.70  ○ 

20 4.44  3.58  3.58  1.91  ○ 

25 5.09  4.10  4.10  2.14  ○ 

32 5.67  4.57  4.57  2.39  ○ 

40 6.00  4.84  4.84  2.54  ○ 

50 6.60  5.34  5.34  2.81  ○ 

65 7.74  6.25  6.25  3.17  ○ 

80 8.30  6.71  6.71  3.41  ○ 

100 9.24  7.47  7.47  3.82  ○ 
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表7.5(7/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

純水 

供給設備 

有 

B3F 

15 7.09 4.72 4.72 1.60 ○ 

20 7.90 5.25 5.25 1.80 ○ 

25 8.81 5.86 5.86 2.30 ○ 

50 11.29 7.52 7.52 3.50 ○ 

B2F 

15 6.89 4.58 4.58 1.80 ○ 

20 7.67 5.10 5.10 2.10 ○ 

25 8.56 5.70 5.70 2.30 ○ 

50 10.97 7.31 7.31 3.10 ○ 

B1F 

15 4.48 4.48 4.48 1.80 ○ 

20 4.98 4.98 4.98 2.10 ○ 

25 5.56 5.56 5.56 2.30 ○ 

50 7.14 7.14 7.14 3.10 ○ 

1F 

15 6.39 4.25 4.25 1.30 ○ 

20 7.11 4.73 4.73 1.50 ○ 

25 7.93 5.28 5.28 1.80 ○ 

50 10.16 6.77 6.77 2.50 ○ 

2F 

15 5.02 3.34 3.34 1.30 ○ 

20 5.80 3.86 3.86 1.50 ○ 

25 6.75 4.49 4.49 1.80 ○ 

50 9.13 6.09 6.09 2.50 ○ 

無 

B3F 

15 6.77 4.50 4.50 3.20 ○ 

20 7.54 5.01 5.01 3.60 ○ 

25 8.41 5.60 5.60 4.00 ○ 

50 10.78 7.18 7.18 5.20 ○ 

B2F 

15 6.50 4.32 4.32 3.20 ○ 

20 7.24 4.82 4.82 3.60 ○ 

25 8.08 5.37 5.37 4.00 ○ 

50 10.35 6.90 6.90 5.20 ○ 

B1F 

15 6.29 4.18 4.18 3.20 ○ 

20 7.00 4.66 4.66 3.60 ○ 

25 7.81 5.20 5.20 4.00 ○ 

50 10.01 6.67 6.67 5.20 ○ 

1F 

15 5.74 3.82 3.82 1.80 ○ 

20 6.39 4.25 4.25 2.10 ○ 

25 7.13 4.74 4.74 2.30 ○ 

50 9.13 6.09 6.09 3.10 ○ 

2F 

15 5.47 3.64 3.64 1.80 ○ 

20 6.09 4.05 4.05 2.10 ○ 

25 6.79 4.52 4.52 2.30 ○ 

50 8.70 5.80 5.80 3.10 ○ 
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表7.5(8/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

消火設備 無 

B3F 

15 4.38  3.28  3.28  1.58  ○ 

20 4.83  3.62  3.62  1.76  ○ 

25 5.50  4.13  4.13  1.99  ○ 

32 6.18  4.64  4.64  2.23  ○ 

40 6.49  4.88  4.88  2.36  ○ 

50 7.19  5.42  5.42  2.63  ○ 

65 8.03  6.05  6.05  2.95  ○ 

80 8.43  6.37  6.37  3.15  ○ 

100 9.28  7.02  7.02  3.52  ○ 

B2F 

15 4.21  3.15  3.15  1.58  ○ 

20 4.64  3.48  3.48  1.76  ○ 

25 5.28  3.97  3.97  1.99  ○ 

32 5.93  4.45  4.45  2.23  ○ 

40 6.23  4.68  4.68  2.36  ○ 

50 6.91  5.20  5.20  2.63  ○ 

65 7.71  5.81  5.81  2.95  ○ 

80 8.10  6.11  6.11  3.15  ○ 

100 8.91  6.75  6.75  3.52  ○ 

B1F 

15 4.07  3.05  3.05  1.58  ○ 

20 4.48  3.36  3.36  1.76  ○ 

25 5.11  3.83  3.83  1.99  ○ 

32 5.73  4.31  4.31  2.23  ○ 

40 6.02  4.53  4.53  2.36  ○ 

50 6.68  5.03  5.03  2.63  ○ 

65 7.45  5.62  5.62  2.95  ○ 

80 7.83  5.91  5.91  3.15  ○ 

100 8.62  6.52  6.52  3.52  ○ 

1F 

15 3.71  2.78  2.78  1.58  ○ 

20 4.09  3.07  3.07  1.76  ○ 

25 4.66  3.50  3.50  1.99  ○ 

32 5.23  3.93  3.93  2.23  ○ 

40 5.50  4.13  4.13  2.36  ○ 

50 6.10  4.59  4.59  2.63  ○ 

65 6.80  5.13  5.13  2.95  ○ 

80 7.15  5.39  5.39  3.15  ○ 

100 7.87  5.95  5.95  3.52  ○ 

2F 

15 3.54  2.65  2.65  1.58  ○ 

20 3.90  2.92  2.92  1.76  ○ 

25 4.44  3.33  3.33  1.99  ○ 

32 4.99  3.75  3.75  2.23  ○ 

40 5.24  3.94  3.94  2.36  ○ 

50 5.81  4.37  4.37  2.63  ○ 

65 6.48  4.88  4.88  2.95  ○ 

80 6.81  5.14  5.14  3.15  ○ 

100 7.50  5.67  5.67  3.52  ○ 
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表7.5(9/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

蒸気 

供給設備 
有 

B1F 

15 4.51 3.63 3.63 1.51 ○ 

20 5.11 4.12 4.12 1.70 ○ 

25 5.95 4.8 4.80 1.95 ○ 

32 6.63 5.35 5.35 2.18 ○ 

40 7.07 5.7 5.70 2.32 ○ 

50 7.84 6.33 6.33 2.59 ○ 

65 9.21 7.43 7.43 2.97 ○ 

80 9.92 8.01 8.01 3.21 ○ 

100 11.11 8.98 8.98 3.62 ○ 

1F 

15 4.28 3.45 3.45 1.51 ○ 

20 4.84 3.9 3.90 1.70 ○ 

25 5.64 4.55 4.55 1.95 ○ 

32 6.29 5.08 5.08 2.18 ○ 

40 6.7 5.41 5.41 2.32 ○ 

50 7.44 6.01 6.01 2.59 ○ 

65 8.73 7.05 7.05 2.97 ○ 

80 9.41 7.6 7.60 3.21 ○ 

100 10.54 8.52 8.52 3.62 ○ 

2F 

15 4.11 3.31 3.31 1.51 ○ 

20 4.65 3.75 3.75 1.70 ○ 

25 5.42 4.37 4.37 1.95 ○ 

32 6.05 4.88 4.88 2.18 ○ 

40 6.44 5.2 5.20 2.32 ○ 

50 7.15 5.77 5.77 2.59 ○ 

65 8.39 6.77 6.77 2.97 ○ 

80 9.04 7.3 7.30 3.21 ○ 

100 10.13 8.19 8.19 3.62 ○ 
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表7.5(10/10) 定ピッチスパン法による配管の耐震性評価詳細結果 

設備名 
保温材 

の有無 
階層 

呼び径 

（A） 

計算スパン(m) 設置スパン

(m) 
判定 

1次 1次+2次 最短 

淡水 

供給設備 
無 

B3F 

15 5.00 3.74 3.74 1.64 ○ 

20 5.66 4.23 4.23 1.85 ○ 

25 6.38 4.78 4.78 2.08 ○ 

32 7.16 5.36 5.36 2.33 ○ 

40 7.57 5.68 5.68 2.48 ○ 

50 8.37 6.28 6.28 2.76 ○ 

65 9.28 6.97 6.97 3.08 ○ 

80 9.80 7.38 7.38 3.29 ○ 

100 10.73 8.09 8.09 3.67 ○ 

B2F 

15 5.00 3.74 3.74 1.64 ○ 

20 5.66 4.23 4.23 1.85 ○ 

25 6.38 4.78 4.78 2.08 ○ 

32 7.16 5.36 5.36 2.33 ○ 

40 7.57 5.68 5.68 2.48 ○ 

50 8.37 6.29 6.29 2.76 ○ 

65 9.28 6.97 6.97 3.08 ○ 

80 9.80 7.38 7.38 3.29 ○ 

100 10.73 8.09 8.09 3.67 ○ 

B1F 

15 4.75 3.55 3.55 1.64 ○ 

20 5.37 4.02 4.02 1.85 ○ 

25 6.06 4.54 4.54 2.08 ○ 

32 6.79 5.09 5.09 2.33 ○ 

40 7.19 5.39 5.39 2.48 ○ 

50 7.94 5.96 5.96 2.76 ○ 

65 8.81 6.62 6.62 3.08 ○ 

80 9.30 7.00 7.00 3.29 ○ 

100 10.18 7.68 7.68 3.67 ○ 

1F 

15 4.50 3.37 3.37 1.64 ○ 

20 5.09 3.81 3.81 1.85 ○ 

25 5.75 4.30 4.30 2.08 ○ 

32 6.44 4.83 4.83 2.33 ○ 

40 6.82 5.11 5.11 2.48 ○ 

50 7.54 5.66 5.66 2.76 ○ 

65 8.36 6.28 6.28 3.08 ○ 

80 8.82 6.64 6.64 3.29 ○ 

100 9.66 7.28 7.28 3.67 ○ 

2F 

15 4.33 3.24 3.24 1.64 ○ 

20 4.89 3.66 3.66 1.85 ○ 

25 5.52 4.14 4.14 2.08 ○ 

32 6.19 4.64 4.64 2.33 ○ 

40 6.55 4.91 4.91 2.48 ○ 

50 7.24 5.44 5.44 2.76 ○ 

65 8.03 6.03 6.03 3.08 ○ 

80 8.48 6.38 6.38 3.29 ○ 

100 9.28 7.00 7.00 3.67 ○ 
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表7.6(1/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

炉容器冷却設備 

炉容器冷却水サージタンク 

胴板 
1次一般膜 121 265 

〇 応答倍率法 

1次＋2次 13 294 

スカート 組合せ 32 281 

基礎ボルト 
引張 7 282 

せん断 7 217 

炉容器冷却水冷却器 

胴板 

1次一般膜 145 225 

〇 応答倍率法 

1次 264 338 

1次＋2次 443 449 

脚 組合せ 51 281 

基礎ボルト 
引張 13 282 

せん断 35 217 
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表7.6(2/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

補助冷却設備 

補助冷却水加圧器 

銅板 

1次一般膜 112 223 

〇 応答倍率法 

1次 112 253 

1次＋2次 7 341 

スカート 組合せ 10 203 

基礎ボルト 
引張 0 210 

せん断 10 161 

補助冷却水循環ポンプ 

基礎 

ボルト 

引張 5 210 

〇 JEAGの計算式 

せん断 4 161 

ポンプ取付 

ボルト 

引張 1 184 

せん断 2 142 

電動機取付 

ボルト 

引張 5 210 

せん断 4 161 

フライホイー

ル取付ボルト 

引張 3 184 

せん断 2 142 
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表7.6(3/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

補助冷却設備 

補助冷却水補給タンク （未評価） × ― 

補助冷却水空気冷却器 

ヘッダと伝熱管

管台の接続部 

1次 26 340 

〇 応答倍率法 

1次＋2次 20 402 

伝熱管管台と伝

熱管の接合部 

1次 50 340 

1次＋2次 49 402 

伝熱管 
1次 134 336 

1次＋2次 233 409 

加圧水冷却設備 

純水タンク 

胴板 
1次一般膜 3 288 

○ JEAGの計算式 

1次 13 432 

脚 組合せ 21 226 

基礎ボルト 
引張 42 170 

せん断 8 130 

加圧水加圧器 （未評価） × ― 

加圧水空気冷却器 （未評価） × ― 
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表7.6(4/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

液体廃棄物の 

廃棄設備 

機器ドレン系 廃液槽 

胴板 
1次一般膜 15 189 

〇 応答倍率法 

1次 15 189 

スカート 組合せ 18 205 

基礎ボルト 
引張 0 161 

せん断 35 124 

機器ドレン系 ドレンピット 

胴板 
1次一般膜 6 189 

〇 応答倍率法 
1次 6 189 

基礎ボルト 
引張 18 176 

せん断 18 136 

床ドレン系 廃液槽 

胴板 
1次一般膜 15 189 

〇 応答倍率法 

1次 15 189 

スカート 組合せ 18 205 

基礎ボルト 
引張 0 161 

せん断 35 124 
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表7.6(5/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

液体廃棄物の 

廃棄設備 
洗浄廃液ドレン系 廃液槽 

胴板 
1次一般膜 12 189 

〇 応答倍率法 
1次 12 189 

基礎ボルト 
引張 0 161 

せん断 38 124 

一般排水設備 一般排水設備排水槽 （未評価） × ― 

消火設備 消火用充水槽 （未評価） × ― 

淡水供給設備 浄水供給設備 電気温水器 （未評価） × ― 

1次ヘリウム純化設備 

冷水供給系 

2次ヘリウム純化設備冷却器 （未評価） × ― 

2次ヘリウム純化設備再生系冷却器 （未評価） × ― 
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表7.6(6/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

空調用冷水装置Ⅰ 

冷凍機 基礎ボルト 
引張 18 210 

〇 JEAGの計算式 
せん断 30 161 

冷水タンク 

胴板 
1次一般膜 20 240 

〇 JEAGの計算式 

1次 109 360 

脚 組合せ 61 280 

基礎ボルト 
引張 138 210 

せん断 29 161 

冷水ポンプ 基礎ボルト 
引張 37 210 

〇 JEAGの計算式 
せん断 9 161 

膨張タンク （未評価） × ― 

原子炉建家Ⅰ系空調器 （未評価） × ― 

放射能測定室系空調器 （未評価） × ― 

 

  



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 173 

表7.6(7/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

空調用冷水装置Ⅱ 

冷凍機 基礎ボルト 
引張 47 196 

〇 JEAGの計算式 

せん断 61 161 

冷水タンク 

胴板 
1次一般膜 14 240 

1次 42 360 

脚 組合せ 43 280 

基礎ボルト 
引張 36 210 

せん断 11 161 

冷水ポンプ 基礎ボルト 
引張 41 210 

〇 JEAGの計算式 
せん断 10 161 

膨張タンク （未評価） × ― 

原子炉建家Ⅱ系空調器 （未評価） × ― 

電気設備室系空調器 （未評価） × ― 
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表7.6(8/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

空調用冷水装置Ⅱ 中央制御室系空調器 

循環フィルタ

ユニット（基礎

ボルト） 

引張 0 183 

〇 応答倍率法 

せん断 76 141 

循環送風機（基

礎ボルト） 

引張 76 183 

せん断 23 141 

循環送風機（原

動機付ボルト） 

引張 18 183 

せん断 9 141 

使用済燃料貯蔵設備 

プール水冷却器 

長手方向 

胴板 
1次一般膜 47 202 

〇 

応答倍率法 

1次 53 202 

脚 組合せ 32 237 

基礎 

ボルト 

引張 21 183 

せん断 12 141 

プール水冷却器 

横方向 

胴板 
1次一般膜 47 202 

〇 

1次 50 202 

脚 組合せ 12 237 

基礎 

ボルト 

引張 3 183 

せん断 9 141 

プール水フィルタ （未評価） × ― 
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表7.6(9/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

1次ヘリウム純化設備 

冷却器 （未評価） × ― 

再生系冷却器 （未評価） × ― 

冷水装置 （未評価） × ― 

膨張タンク （未評価） × ― 
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表7.6(10/10) 機器等の耐震評価結果 

設備名 機器名称 評価部位 応力分類 
計算値 許容値 

判定 評価方法 
MPa 

非常用発電機 

A系燃料小出槽 

底板 
1次 130 361 

〇 応答倍率法 

1次+2次 104 490 

架台 

引張 4 281 

せん断 4 161 

圧縮 5 273 

曲げ 19 281 

組合せ 24 281 

基礎 

ボルト 

引張 10 210 

せん断 13 161 

B系燃料小出槽 

底板 
1次 130 361 

〇 応答倍率法 

1次+2次 104 490 

架台 

引張 4 281 

せん断 4 161 

圧縮 5 273 

曲げ 19 281 

組合せ 24 281 

基礎 

ボルト 

引張 10 210 

せん断 13 161 
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表7.7 各フロアの溢水量 

階層 
溢水量[m3] 

非 管 理 区 域 管 理 区 域 原子炉格納容器内 

2F 0 0 0 

1F 0 0 0 

B1F 0 0 0 

B2F 34.2 10.4 0 

B3F 0 16.4 43.2 

合計 34.2 26.8 43.2 
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表7.8 没水影響評価結果 

防護 

区画 
対象設備名 防護区分 溢水源 防護対策 

機能喪失 

高さ(cm) 

溢水水位 

(cm) 

結果 

良 否 

H-125 安全保護系用交流無停電電源装置 B、安全保護系用充電器盤 B Ⅰ、Ⅱ 
加圧水冷却設備及び 

補助冷却設備（B2F） 
扉の開放 10.0 8.5 ○ 

 

H-126 安全保護系用交流無停電電源装置 C、安全保護系用予備充電器盤 Ⅰ、Ⅱ 
加圧水冷却設備及び 

補助冷却設備（B2F） 
扉の開放 10.0 8.5 ○ 

 

H-127 安全保護系用交流無停電電源装置 A、安全保護系用充電器盤 A Ⅰ、Ⅱ 
加圧水冷却設備及び 

補助冷却設備（B2F） 
扉の開放 10.0 8.5 ○ 

 

H-181 安全保護系用蓄電池 B Ⅰ、Ⅱ － － 20.0 － ○ 
 

H-182 安全保護系用蓄電池 A Ⅰ、Ⅱ － － 20.0 － ○ 
 

H-314 
中性子計装盤Ⅰ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅰ、炉容器冷却設備計装盤Ⅰ、・放射能

計装盤Ⅰ、制御棒スクラム装置盤 A 
Ⅰ、Ⅱ － － 10.0 － ○ 

 

H-315 安全保護ロジック盤 B、安全保護シーケンス盤 B、補助冷却設備安全保護計装盤Ⅰ Ⅰ、Ⅱ － － 10.0 － ○ 
 

H-318 安全保護ロジック盤 A、安全保護シーケンス盤 A Ⅰ、Ⅱ － － 10.0 － ○ 
 

H-319 
中性子計装盤Ⅱ・Ⅲ、主冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、炉容器冷却設備計装盤Ⅱ、

補助冷却設備安全保護計装盤Ⅱ・Ⅲ、放射能計装盤Ⅱ・Ⅲ、制御棒スクラム装置盤 B 
Ⅰ、Ⅱ － － 10.0 － ○ 

 

H-417 中央制御盤（主盤、副盤） Ⅰ、Ⅱ － － 46.0 － ○ 
 

G-292 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ － － ※ ※ ○  

G-293 計装（原子炉圧力容器上鏡温度） Ⅰ、Ⅱ － － ※ ※ ○  

G-393 計装（補助冷却器出口ヘリウム圧力）、計装（補助冷却器ヘリウム流量） Ⅰ、Ⅱ － － － － ○ 
 

N-290 計装（原子炉格納容器内圧力） Ⅰ、Ⅱ － － － － ○  

N-390L 計装（格納容器内エリア放射線量率） Ⅰ、Ⅱ － － － － ○  

※ 原子炉格納容器内で発生した溢水は G-193L、G-194Lにとどまるが、それ以上は上昇しないため評価しない。 
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図7.1 使用済燃料貯蔵プールの概略図 
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図7.2 耐震B,Cクラス配管の評価フロー 
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図7.3 再評価時と既往評価時の床応答スペクトルの例 
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図7.4 EDG-1のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.5 EDG-1のモデル図 
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図7.6 EDG-2のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.7(1/2) EDG-2のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.7(2/2) EDG-2のモデル図 
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図7.8 EDG-3のアイソメ図 

  



 

添 3 ― 1 ― 188 

 

 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.9(1/2) EDG-3のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.9(2/2) EDG-3のモデル図 
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図7.10 EDG-4のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.11 EDG-4のモデル図 
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図7.12 EDG-5のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.13 EDG-5のモデル図 
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図7.14 EDG-6のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.15(1/2) EDG-6のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.15(2/2) EDG-6のモデル図 
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図7.16 EDG-7のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.17(1/2) EDG-7のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.17(2/2) EDG-7のモデル図 
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図7.18 EDG-8のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.19 EDG-8のモデル図 
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図7.20 135PP11のアイソメ図 

  



 

添 3 ― 1 ― 203 

 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.21(1/3) 135PP11のモデル図 
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[要素番号 ] 

 

図7.21(2/3) 135PP11のモデル図 
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[サポート位置の節点番号 ] 

 

図7.21(3/3) 135PP11のモデル図 
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図7.22 135PP12のアイソメ図 

  



 

添 3 ― 1 ― 207 

 

 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.23(1/3) 135PP12のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.23(2/3) 135PP12のモデル図 
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[ サポート位置の節点番号 ] 

 

図7.23(3/3) 135PP12のモデル図 
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図7.24 CV-26のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.25 CV-26のモデル図 
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図7.26 CV-27のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.27 CV-27のモデル図 
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図7.28 CV-34のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.29 CV-34のモデル図 
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図7.30 CV-35のアイソメ図 
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[ 節

点番号 ]

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.31 CV-35のモデル図 
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図7.32 SCW-1のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.33(1/3)  SCW-1のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.33(2/3) SCW-1のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.33(3/3) SCW-1のモデル図 
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図7.34 SCW-2のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.35(1/3) SCW-2のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.35(2/3) SCW-2のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.35(3/3) SCW-2のモデル図 
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図7.36 SCW-3のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.37 SCW-3のモデル図 
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図7.38 SCW-4のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 
[ 要素番号 ] 

 

図7.39 SCW-4のモデル図 
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図7.40 CWP-1のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.41(1/3) CWP-1のモデル図 

 



 

添 3 ― 1 ― 232 

 

 

[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.41(2/3) CWP-1のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.41(3/3) CWP-1のモデル図
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図7.42 CWP-2のアイソメ図 



 

添 3 ― 1 ― 235 

 

 

[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.43(1/3) CWP-2のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.43(2/3) CWP-2のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.43(3/3) CWP-2のモデル図 
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図7.44 CCW-06のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.45(1/4) CCW-06のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.45(2/4) CCW-06のモデル図 

 



 

添 3 ― 1 ― 241 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.45(3/4) CCW-06のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.45(4/4) CCW-06のモデル図 
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図7.46 CCW-07のアイソメ図 

 



 

添 3 ― 1 ― 244 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.47(1/2) CCW-07のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.47(2/2) CCW-07のモデル図 
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図7.48 CCW-08のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.49(1/2) CCW-08のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.49(2/2) CCW-08のモデル図 
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図7.50 CCW-09のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.51(1/2) CCW-09のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.51(2/2) CCW-09のモデル図 
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図7.52 CCW-10のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.53(1/2) CCW-10のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.53(2/2) CCW-10のモデル図 
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図7.54 CCW-11のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.55(1/2) CCW-11のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.55(2/2) CCW-11のモデル図 
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図7.56 CCW-12のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.57(1/2) CCW-12のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.57(2/2) CCW-12のモデル図 
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図7.58 CCW-13のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.59(1/2) CCW-13のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.59(2/2) CCW-13のモデル図 
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図7.60 CCW-14のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.61(1/2) CCW-14のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.61(2/2) CCW-14のモデル図 
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図7.62 CCW-15のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.63(1/2) CCW-15のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.63(2/2) CCW-15のモデル図 
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図7.64 CCW-21のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.65(1/4) CCW-21のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.65(2/4) CCW-21のモデル図 

 



 

添 3 ― 1 ― 273 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.65(3/4) CCW-21のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.65(4/4) CCW-21のモデル図 
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図7.66 CCW-22のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.67(1/2) CCW-22のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.67(2/2) CCW-22のモデル図 
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図7.68 CCW-23のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.69(1/2) CCW-23のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.69(2/2) CCW-23のモデル図 
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図7.70 CCW-24のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.71(1/2) CCW-24のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.71(2/2) CCW-24のモデル図 
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図7.72 CCW-25のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.73(1/2) CCW-25のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.73(2/2) CCW-25のモデル図 
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図7.74 CCW-26のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.75(1/4) CCW-26のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.75(2/4) CCW-26のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.75(3/4) CCW-26のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.75(4/4) CCW-26のモデル図 
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図7.76 ACS-02のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.77 ACS-02のモデル図 
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図7.78 ACS-03のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.79 ACS-03のモデル図 
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図7.80 ACS-05のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.81 ACS-05のモデル図 
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図7.82 ACS-06のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.83 ACS-06のモデル図 
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図7.84 ACS-07のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.85 ACS-07のモデル図 
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図7.86 ACS-08のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.87 ACS-08のモデル図 
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図7.88 ACS-09のアイソメ図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 305 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.89(1/2) ACS-09のモデル図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 306 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.89(2/2) ACS-09のモデル図 
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図7.90 ACS-10のアイソメ図
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.91 ACS-10のモデル図 
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図7.92 ACS-12のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 
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図7.93 ACS-12のモデル図 
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図7.94 VCS-01のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.95(1/2) VCS-01のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.95(2/2) VCS-01のモデル図 
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図7.96 VCS-02のアイソメ図 
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[ 全体図 ] 

 

図7.97(1/5) VCS-02のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.97(2/5) VCS-02のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.97(3/5) VCS-02のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.97(4/5) VCS-02のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.97(5/5) VCS-02のモデル図 
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図7.98 VCS-03のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.99 VCS-03のモデル図 
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図7.100 VCS-04のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.101 VCS-04のモデル図 
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図7.102 VCS-05のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.103(1/2) VCS-05のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.103(2/2) VCS-05のモデル図 
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図7.104 VCS-06のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.105(1/2) VCS-06のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.105(2/2) VCS-06のモデル図 
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図7.106 VCS-07のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.107 VCS-07のモデル図 
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図7.108 VCS-08のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.109(1/2) VCS-08のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.109(2/2) VCS-08のモデル図 
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図7.110 VCS-09のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.111(1/2) VCS-09のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.111(2/2) VCS-09のモデル図 
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図7.112 VCS-10のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.113(1/2) VCS-10のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.113(2/2) VCS-10のモデル図 
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図7.114 VCS-11のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.115(1/2) VCS-11のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.115(2/2) VCS-11のモデル図 
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図7.116 VCS-12のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.117 VCS-12のモデル図 
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図7.118 VCS-13のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.119 VCS-13のモデル図 
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図7.120 VCS-14のアイソメ図 

 



 

添 3 ― 1 ― 349 

 

 

[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.121 VCS-14のモデル図 
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図7.122 VCS-15のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.123 VCS-15のモデル図 
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図7.124 VCS-16のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.125(1/2) VCS-16のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.125(2/2) VCS-16のモデル図 
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図7.126 VCS-17のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.127(1/2) VCS-17のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.127(2/2) VCS-17のモデル図 
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図7.128 VCS-18のアイソメ図 
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[ 全体図 ] 

 

図7.129(1/6) VCS-18のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.129(2/6) VCS-18のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.129(3/6) VCS-18のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.129(4/6) VCS-18のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.129(5/6) VCS-18のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.129(6/6) VCS-18のモデル図 
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図7.130 VCS-19のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.131(1/2) VCS-19のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.131(2/2) VCS-19のモデル図 
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図7.132 VCS-20のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.133(1/2) VCS-20のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.133(2/2) VCS-20のモデル図 
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図7.134(1/2) VCS-21のアイソメ図 
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図7.134(2/2) VCS-21のアイソメ図 
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[ 全体図 ] 

 

図7.135(1/5) VCS-21のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.135(2/5) VCS-21のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.135(3/5) VCS-21のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.135(4/5) VCS-21のモデル図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 377 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.135(5/5) VCS-21のモデル図 
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図7.136 VCS-22のアイソメ図 
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[ 全体図 ] 

 

図7.137(1/7) VCS-22のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.137(2/7) VCS-22のモデル図 

 



 

 

 

 

添 3 ― 1 ― 381 

 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.137(3/7) VCS-22のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.137(4/7) VCS-22のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.137(5/7) VCS-22のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.137(6/7) VCS-22のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.137(7/7) VCS-22のモデル図 
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図7.138 VCS-23のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.139 VCS-23のモデル図 
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図7.140 VCS-24のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.141 VCS-24のモデル図 
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図7.142 VCS-25のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.143(1/2) VCS-25のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.143(2/2) VCS-25のモデル図 
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図7.144 VCS-26のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.145(1/2) VCS-26のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.145(2/2) VCS-26のモデル図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 396 

 

 

図7.146 VCS-27のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.147(1/2) VCS-27のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.147(2/2) VCS-27のモデル図 
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図7.148 VCS-28のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.149(1/2) VCS-28のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.149(2/2) VCS-28のモデル図 
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図7.150 VCS-29のアイソメ図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 403 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.151(1/2) VCS-29のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.151(2/2) VCS-29のモデル図 
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図7.152 VCS-30のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.153(1/2) VCS-30のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.153(2/2) VCS-30のモデル図 
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図7.154 VCS-31のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.155(1/2) VCS-31のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.155(2/2) VCS-31のモデル図 
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図7.156 VCS-32のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.157(1/2) VCS-32のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.157(2/2) VCS-32のモデル図 
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図7.158 VCS-33のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.159(1/2) VCS-33のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.159(2/2) VCS-33のモデル図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 417 

 

 

図7.160 VCS-34のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.161(1/2) VCS-34のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.161(2/2) VCS-34のモデル図 
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図7.162 VCS-35のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.163(1/2) VCS-35のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.163(2/2) VCS-35のモデル図 
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図7.164 VCS-36のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.165(1/2) VCS-36のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.165(2/2) VCS-36のモデル図 
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図7.166 VCS-37のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.167(1/2) VCS-37のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.167(2/2) VCS-37のモデル図 
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図7.168 VCS-38のアイソメ図 
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[ 全体図 ] 

 

図7.169(1/7) VCS-38のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.169(2/7) VCS-38のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.169(3/7) VCS-38のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.169(4/7) VCS-38のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.169(5/7) VCS-38のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.169(6/7) VCS-38のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.169(7/7) VCS-38のモデル図 
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図7.170 VCS-39のアイソメ図 
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[ 全体図 ] 

 

図7.171(1/7) VCS-39のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.171(2/7) VCS-39のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.171(3/7) VCS-39のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.171(4/7) VCS-39のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.171(5/7) VCS-39のモデル図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.171(6/7) VCS-39のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.171(7/7) VCS-39のモデル図 
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図7.172 VCS-40のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.173(1/2) VCS-40のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.173(2/2) VCS-40のモデル図 
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図7.174 CV-49のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.175 CV-49のモデル図 
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図7.176 CV-50のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

[ 要素番号 ] 

 

図7.177 CV-50のモデル図 
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図7.178 CV-101のアイソメ図 

 



 

 

 

添
3 ―

 1 ―
 453 

 

[ 節点番号 ] 

 

図7.179(1/2) CV-101のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.179(2/2) CV-101のモデル図 
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図7.180 CV-102のアイソメ図 
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[ 節点番号 ] 

 

図7.181 CV-102のモデル図 
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[ 要素番号 ] 

 

図7.182 CV-102のモデル図
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図7.183(1/3) 一般冷却水設備アイソメ図 
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図7.183(2/3) 一般冷却水設備アイソメ図 
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図7.183(3/3) 一般冷却水設備アイソメ図 
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図7.184(1/5) 一般冷却水設備モデル図 
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図7.184(2/5) 一般冷却水設備モデル図 
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図7.184(3/5) 一般冷却水設備モデル図 
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図7.184(4/5) 一般冷却水設備モデル図 
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図7.184(5/5) 一般冷却水設備モデル図 
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図7.185(1/2) 溢水発生区画（原子炉建家地下3階） 
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図7.185(2/2) 溢水発生区画（原子炉建家地下2階） 
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図7.186 地震時における鉛直方向の伝播図 

  



 

添 3 ― 1 ― 469 

 

 

図7.187(1/3) 伝播図（H-125） 

 



 

添 3 ― 1 ― 470 

 

 

図7.187(2/3) 伝播図（H-126） 
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図7.187(3/3) 伝播図（H-127） 
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7.2 地震時の被水の影響評価 

7.2.1 被水の影響評価における機器・配管の破損 

被水の影響評価における溢水源となる機器・配管等の破損箇所は、7.1.1で評価した

溢水源と同じ箇所とする。 

 

7.2.2 評価方法 

評価は、5.2.2に示した想定破損による被水の影響評価に則り行う。評価に当たって

は複数系統・複数箇所の同時破損であることを考慮の上、評価する。 

 

7.2.3 評価結果 

被水の影響評価を行った結果、溢水防護対象設備に対して、溢水防護対象設備が設

置されている区画に破損を想定する溢水源がなく、上部の天井面に開口部又は貫通部

がないことから、原子炉の停止機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵

設備の貯蔵機能が維持されることを確認した。 

 

7.3 地震時の蒸気の影響評価 

7.3.1 蒸気の影響評価における機器・配管の破損 

蒸気の影響評価における溢水源となる機器・配管等の破損箇所は、7.1.1で評価した

溢水源と同じ箇所とする。 

 

7.3.2 評価方法 

評価は、5.3.2に示した想定破損による蒸気の影響評価に則り行う。評価に当たって

は複数系統・複数箇所の同時破損であることを考慮の上、想定し得る最大の蒸気影響

を想定する。 

 

7.3.3 評価結果 

高エネルギー流体を内包する系統として、加圧水冷却設備及び蒸気供給設備がある。

このうち、基準地震動Ssによって破損が生じる可能性のある機器は、耐震評価の結果

から加圧水冷却設備のH-209室の配管のみである。この場所における蒸気影響評価は想

定破損による蒸気の影響評価で行っており、対策を施す等により原子炉の停止機能、

放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵機能が維持されることを確

認した。 

 

7.4 地震時の溢水の影響評価結果 

地震時の溢水（没水、被水、蒸気）に対する影響について評価を行い、必要な対策を

行うことで原子炉の停止機能、放射性物質の閉じ込め機能及び使用済燃料貯蔵設備の貯
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蔵機能が維持されることを確認した。 
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8. 溢水防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水の影響評価 

屋外タンク等の溢水防護対象施設が設置されているエリア外の機器の破損により生じた

溢水が、溢水防護対象設備が設置されている原子炉施設に及ぼす影響を確認する。 

 

8.1 溢水防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水源の想定 

大洗研究所の敷地は、太平洋に面した標高約 35～40 mの鹿島台地にあり、ＨＴＴＲは

標高約 36.5m の平坦な敷地に設置している。敷地内には、窪地をせき止めて造成した夏

海湖があり、水位は標高約 29 m、水深は約 6 mである。 

ＨＴＴＲに対する施設外からの溢水として、ＨＴＴＲ周辺からの溢水、ＨＴＴＲ周辺

外からの溢水及び降雨、洪水等による自然現象による溢水を想定する。 

ＨＴＴＲ周辺以外の大洗研究所内で発生すると想定される溢水の溢水源として、他施

設からの溢水が考えられる。しかしながら、ＨＴＴＲ周辺以外で溢水が発生した場合は、

ＨＴＴＲよりも標高の低い夏海湖に集まり、一般排水溝に流れる経路となるため、ＨＴ

ＴＲに及ぼす溢水の影響はない。また、万一多量の溢水が生じ、夏海湖から溢れた場合

でも、地形的な関係から敷地北部の谷地を流れる経路となり、谷地や水路を伝って涸沼

に流れる。このような地形及び表流水の状況からみてＨＴＴＲに及ぼす溢水の影響はな

い。 

また、降雨、洪水等による自然現象による溢水についても同様にＨＴＴＲに及ぼす溢

水の影響はない。 

よって、ＨＴＴＲ周辺に設置されている屋外タンク等の溢水源からの溢水を想定する。

ただし、浄水場とＨＴＴＲの間にはくぼ地があること、また、ＨＴＴＲは平地に立地し

ており、浄水場と反対側にＨＴＴＲより低い夏海湖があることからＨＴＴＲに滞留する

ことはなく、溢水源からは除外する。また、夏海湖については、地震等によりスロッシ

ングが発生したと想定しても、低地にある一般排水溝に流出するため、溢水源としては

考慮しない。 

表 8.1 にＨＴＴＲ周辺の屋外タンク等の保有水量を、図 8.1 にＨＴＴＲ周辺の屋外タ

ンク等の配置図を示す。 

 

8.2 溢水防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水の影響評価 

屋外タンク等の破損により生じる溢水が、溢水防護対象施設の設置されているＨＴＴ

Ｒの原子炉施設に及ぼす影響を確認する。 

溢水源が溢水防護対象施設に与える影響について評価を行った。評価に当たって、以

下の条件を考慮した。 

(1) 敷地内に広がった溢水は、地中への浸透は評価上考慮しない。 

(2) タンクから漏えいした溢水は原子炉施設との間の道路に均一に広がるものとする。 

(3) 溢水量の算出では、基準地震動による地震力によって破損が生じるおそれのある
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屋外タンク等からは、瞬時に全量が流出することとする。 

これに基づき評価を行った結果、溢水源を全て破損させて瞬時放出した場合でも道路

に冠水する水位は約 0.08 m となった。原子炉建家の堰の高さは約 0.26 m であることか

ら、原子炉建家は外部からの溢水の影響を受けないことを確認した。 

 

8.3 溢水防護対象設備が設置されているエリア外からの溢水の影響評価結果 

溢水防護対象施設が設置されているエリア外からの溢水の影響評価を行い、溢水の影

響を受けることがなく、原子炉の停止機能、冷却機能及び放射性物質の閉じ込め機能が

維持されること、並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水機能が維持されることを

確認した。 
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表8.1 ＨＴＴＲ周辺の屋外タンク等の保有水量 

溢 水 源 保有水量(m3) 基数 設置区分 

冷却塔（冷却塔プール） 170 2 地下 

冷却塔（冷却塔プール） 130 1 地下 

機械棟（共用水槽） 107 1 地下 

機械棟（原水槽） 15 1 地下 

機械棟（放流層） 15 1 地下 

機械棟（中和槽） 1.22 1    地上 

機械棟（純水タンク） 20 1    地上 

機械棟（二圧タンク） 0.26 1 地上 

機械棟（低圧還水槽） 6 1 地上 

機械棟（サービスタンク） 0.431 1 地上 

機械棟（オイルタンク） 62 1 地上 

研究棟（高置水槽） 6 1 地上 

浄水場（高架水槽） 100 1 地上 

浄水場（水槽（ろ過水）） 5000 1 地下 

浄水場（ろ過池） 127.98 6 地上 

浄水場（アクセットラー） 1773.6 2 地上 

浄水場（水槽（浄水）） 800 1 地下 

夏海湖 －  その他 
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図8.1 ＨＴＴＲ周辺の屋外タンク等の配置図
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9. 放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価 

9.1 概要 

ＨＴＴＲの管理区域内の機器の破損により生じた溢水が、管理区域外へ漏えいしない

ことを確認する。 

 

9.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

ＨＴＴＲにおいては、放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備の破

損によって当該容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれた場合にお

いても当該液体が管理区域外へ漏えいしないよう、以下に示すいずれか又は組合せによ

る対策を講じる設計とする。 

(1) 放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は、全て管理区域内に設置する設

計とする。 

(2) 放射性物質を含む液体が管理区域内に漏えいした場合に、非管理区域に漏えいす

ることがないように、管理区域の下階が管理区域となるように配置上できる限り考

慮する設計とする。 

(3) 図9.1に示すように、放射性物質を含む液体が1階の管理区域出入口から非管理区

域に漏えいすることがないように、基本的に、放射性物質を含む液体を内包する機

器及び配管は1階よりも下階となるように配置上できる限り考慮している。また、配

置上、管理区域内より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない箇所について

は、堰や段差等によって、非管理区域側へ溢水しない設計とする。 

 

9.3 ＨＴＴＲにおける放射性物質を含む液体を内包する設備 

ＨＴＴＲは黒鉛減速ガス冷却型原子炉であるため、放射性物質を含む液体を内包する

設備が少なく、さらに放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は 1 階よりも下階

となるように配置上できる限り考慮している。 

配置上、管理区域内より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない設備として、

液体廃棄物の廃棄設備（廃液槽への配管）及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プールの水が

挙げられる。 

 

9.4 評価対象 

当該評価が必要な対象は以下の 4か所である。 

(1) 管理区域内の放射能測定室（K-401室）の下階に、非管理区域のバスダクトスペー

ス（H-370室）が設定されている。 

(2) 管理区域である燃料取扱フロア（N-409室）に設置されている大型機器の搬出入用

扉の外側に非管理区域が設定されている。 

(3) 管理区域である放射能測定室系換気空調機械室（K-408室）に設置されている物品
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搬出入用扉の外側に非管理区域（屋外）が設定されている。 

(4) 管理区域である出入管理室の手洗い室（K-403室）の隣に、非管理区域が設定され

ている。 

 

9.5 評価結果 

評価対象について評価した結果は以下のとおりである。 

 

9.5.1「管理区域内の放射能測定室（K-401 室）の下階に、非管理区域のバスダクトス

ペース（H-370室）が設定されている」事項に対する評価 

K-401室における放射性物質を含む液体の取扱量は、分析用として 1リットル×4、

0.08リットル×3、放射性の液体（分析依頼するもの）として 0.5 リットル×2×3

であり、合計 7.24リットルが最大取扱量となる。 

当該部屋における床面は、ひび割れ等がないことを定期的に確認すると共に、

K-403室へ漏えいしたとしても、ハンドフットクロスモニタ脇に設置されている

110mmの段差においてせき止められるため、非管理区域へ溢水することはないことを

確認した。 

 

9.5.2 「管理区域である燃料取扱フロア（N-409室）に設置されている大型機器の搬出

入用扉の外側に非管理区域が設定されている」事項に対する評価 

N-409室には、放射性物質を含む液体を内包する設備がないため、管理区域外へ放

射性物質を含む液体が漏れだすおそれはない。 

なお、使用済燃料貯蔵プールは N-409 室の床下に位置しているが、蓋が設置され

ており、地震時のスロッシングによっても使用済燃料貯蔵プールから N-409室へ水

が漏れ出すことはなく、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることがな

いことを確認した。 

 

 

9.5.3 「管理区域である放射能測定室系換気空調機械室（K-408室）に設置されている

物品搬出入用扉の外側に非管理区域（屋外）が設定されている。」事項に対する

評価 

K-408室には、放射性物質を含む液体を内包する設備がないため、放射性物質を含

む液体が管理区域外へ漏えいすることがないことを確認した。 

 

9.5.4 「管理区域である出入管理室の手洗い室（K-403室）の隣に、非管理区域が設定

されている。」事項に対する評価 
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出入管理室である K-403室は管理区域であり、手洗い場が設置されている。当該

手洗いに使用した水は液体廃棄物として地下に設置された液体廃棄物の廃棄設備

（廃液槽）へと導かれる。 

この廃液槽へ導かれる配管が破損し水が流出することを想定し、配管内の全量が

漏えいするとした場合、その溢水量は 8リットルとなる。 

K-403室の有効床面積は 26.6m2であるため、8リットル漏えいさせた場合の没水高

さは 0.3mmとなり、ハンドフットクロスモニタ脇に設置されている 110mmの段差に

おいてせき止められるため、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすること

がないことを確認した。 

管理区域と非管理区域の位置関係、段差及び手洗いの位置関係を考慮した流出経

路を図 9.2に示す。 
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図9.1 管理区域・非管理区域の設定の概念 
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図9.2 K-403室からの溢水に対する対策 
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9.6 放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価結果 

放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価を行い、放射性物質を含む液

体が管理区域外へ漏えいすることがないことを確認した。 
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10. ＨＴＴＲ原子炉施設に対する溢水の影響評価結果 

設置許可基準規則第九条（溢水による損傷の防止等）の要求事項を踏まえ、ＨＴＴＲに

ついて溢水の影響評価を行った結果、ＨＴＴＲの重要安全施設等は溢水が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないことを確認した。 

 

 



 

 

 

3-2. 溢水対策機器（漏水検知器等）に係る「試験研究の

用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への

適合性 
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本申請のうち溢水対策機器の設置に係る設計及び工事の計画と「試験研究の用に供する原

子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合性は、以下に示すとおりで

ある。 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
― ― ― 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 ― ― 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 ― ― 

第六条 地震による損傷の防止 無 ― ― 

第七条 津波による損傷の防止 無 ―  

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 ― ― 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 ― ― 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 ― ― 

第十一条 機能の確認等 無 ― ― 

第十二条 材料及び構造 無 ― ― 

第十三条 安全弁等 無 ― ― 

第十四条 逆止め弁 無 ― ― 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
無 ― ― 

第十六条 遮蔽等 無 ― ― 

第十七条 換気設備 無 ― ― 

第十八条 適用 ― ― ― 

第十九条 溢水による損傷の防止 有 １項、2項 
別添－１ 

に示すとおり。 

第二十条 安全避難通路等 無 ― ― 

第二十一条 安全設備 有 1項 5号 
別添－１ 

に示すとおり。 

第二十二条 炉心等 無 ― ― 

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ― 

第二十四条 一次冷却材 無 ― ― 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 ― ― 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 ― ― 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 ― ― 

第二十八条 冷却設備等 無 ― ― 

第二十九条 液位の保持等 該当なし ― ― 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十条 計測設備 該当なし ― ― 

第三十一条 放射線管理施設 無 ― ― 

第三十二条 安全保護回路 無 ― ― 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 ― ― 

第三十四条 原子炉制御室等 無 ― ― 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 ― ― 

第三十六条 保管廃棄設備 無 ― ― 

第三十七条 原子炉格納施設 該当なし ― ― 

第三十八条 実験設備等 無 ― ― 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

該当なし ― ― 

第四十条 保安電源設備 無 ― ― 

第四十一条 警報装置 無 ― ― 

第四十二条 通信連絡設備等 無 ― ― 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当なし ― ― 

第五十三条 適用 ― ― ― 

第五十四条 
原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 
無 ― ― 

第五十五条 計測設備 無 ― ― 

第五十六条 原子炉格納施設 無 ― ― 

第五十七条 試験用燃料体 無 ― ― 

第五十八条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 ― ― 

第五十九条 準用 ― ― ― 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当なし ― ― 

第七十一条 第六章 雑則 無 ― ― 
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別添－１ 

 

(溢水による損傷の防止) 

第十九条 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内における溢水の

発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講

じられたものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液

体を内包する容器又は配管の破損により当該容器又は配管から放射性物質を含む液体が

あふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するた

めに必要な措置が講じられたものでなければならない。 

 

1 本原子炉施設は、溢水に対して、「第 3編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のう

ち溢水対策機器（漏水検知器等）」のとおり、原子炉施設の安全性が損なわれないよう、

溢水による損傷を防止する設計としており、第 1項に適合する設計となっている。 

 

2 本原子炉施設は、放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいに対して、「第 3編 そ

の他試験研究用等原子炉の附属施設のうち溢水対策機器（漏水検知器等）」のとおり、原

子炉施設の放射性物質を含む液体が管理区域内で漏えいしたとしても原子炉建家の構造

により管理区域外へ漏えいしない設計としており、第 2項に適合する設計となっている。 

 

（安全設備） 

第二十一条 安全設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。 

五 前号ロの消火を行う設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても試験

研究用等原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものであること。 

 

1 本原子炉施設は、火災消火設備の屋内消火栓設備の破損、誤作動又は誤操作に対して、

「第 3編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち溢水対策機器（漏水検知器等）」

のとおり、原子炉施設の屋内消火栓設備の破損、誤作動又は誤操作により溢水が発生し

たとしても多重・区画化又は防滴仕様等により安全機能に影響を及ぼすことはなく、原

子炉施設を安全に停止させる設計としており、第 1項第 5号に適合する設計となってい

る。 

 



 

 

 

4-1．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大

の防止対策機器に関する説明書（耐震性） 
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1. 耐震性評価 

添付書類 4-1-1 及び添付書類 4-1-2 では、多量の放射性物質を放出するおそれのある事

故時にも機能を期待する使用済燃料貯蔵建家、後備停止系、プール水冷却浄化設備、使用済

燃料貯蔵設備、その他監視に必要な盤、計器が基準地震動 Ssに対して、耐震余裕を有して

いることを説明する。 



 

 

 

4-1-1．使用済燃料貯蔵建家の耐震性評価 

 



  

目次 - 1 

目 次 

 

1. 概要 ························································· 添 4 - 1 - 1 - 1 

 

2. 一般事項 ····················································· 添 4 - 1 - 1 - 2 

 位置 ······················································ 添 4 - 1 - 1 - 2 

 構造概要 ·················································· 添 4 - 1 - 1 - 3 

 評価方針 ·················································· 添 4 - 1 - 1 - 5 

 準拠規格・基準 ············································ 添 4 - 1 - 1 - 6 

 使用材料 ·················································· 添 4 - 1 - 1 - 6 

 

3. 入力地震動 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 7 

 水平方向の入力地震動······································· 添 4 - 1 - 1 - 7 

 鉛直方向の入力地震動······································ 添 4 - 1 - 1 - 21 

 

4. 解析モデル ·················································· 添 4 - 1 - 1 - 26 

 水平方向の解析モデル······································ 添 4 - 1 - 1 - 26 

 鉛直方向の解析モデル······································ 添 4 - 1 - 1 - 46 

 

5. 解析結果 ···················································· 添 4 - 1 - 1 - 49 

 固有値解析結果 ··········································· 添 4 - 1 - 1 - 49 

 地震応答解析結果·········································· 添 4 - 1 - 1 - 64 

 

6. 基礎浮き上がりの検討 ········································· 添 4 - 1 - 1 - 92 

 

7. 擬似三次元 FEM解析による詳細検討 ····························· 添 4 - 1 - 1 - 95 

 検討方針 ················································· 添 4 - 1 - 1 - 95 

 解析モデル ··············································· 添 4 - 1 - 1 - 95 

 解析結果 ················································· 添 4 - 1 - 1 - 98 

 

8. 評価結果 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 105 

 

  



  

目次 - 2 

表 目 次 

 

第 2.1表 コンクリートの材料定数 ································· 添 4 - 1 - 1 - 6 

第 2.2表 鋼材の材料定数········································· 添 4 - 1 - 1 - 6 

第 3.1表 地盤の物性値··········································· 添 4 - 1 - 1 - 9 

第 4.1表 解析モデルの諸元(NS方向)(1/2) ························ 添 4 - 1 - 1 - 29 

第 4.2表 解析モデルの諸元(NS方向)(2/2) ························ 添 4 - 1 - 1 - 30 

第 4.3表 解析モデルの諸元(EW方向)(1/5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 31 

第 4.4表 解析モデルの諸元(EW方向)(2/5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 32 

第 4.5表 解析モデルの諸元(EW方向)(3/5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 33 

第 4.6表 解析モデルの諸元(EW方向)(4/5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 34 

第 4.7表 解析モデルの諸元(EW方向)(5/5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 35 

第 4.8表 耐震壁のせん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、NS方向) ·· 添 4 - 1 - 1 - 37 

第 4.9表 耐震壁の曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、NS方向) ····· 添 4 - 1 - 1 - 37 

第 4.10表 耐震壁のせん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、EW方向) · 添 4 - 1 - 1 - 38 

第 4.11表 耐震壁の曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、EW方向) ···· 添 4 - 1 - 1 - 38 

第 4.12表 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M-θ関係、EW方向)(1/3) ············· 

 ···················································· 添 4 - 1 - 1 - 40 

第 4.13表 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M-θ関係、EW方向)(2/3) ············· 

 ···················································· 添 4 - 1 - 1 - 41 

第 4.14表 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M-θ関係、EW方向)(3/3) ············· 

 ···················································· 添 4 - 1 - 1 - 42 

第 4.15表 地盤ばね定数及び減衰係数(NS方向、Ss) ················ 添 4 - 1 - 1 - 43 

第 4.16表 地盤ばね定数及び減衰係数(EW方向、Ss) ················ 添 4 - 1 - 1 - 44 

第 4.17表 解析モデルの諸元(鉛直方向) ··························· 添 4 - 1 - 1 - 48 

第 4.18表 地盤ばね定数及び減衰係数(鉛直方向、Ss) ··············· 添 4 - 1 - 1 - 48 

第 5.1表 固有値解析結果(Ss-D) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 50 

第 5.2表 固有値解析結果(Ss-1) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 51 

第 5.3表 固有値解析結果(Ss-2) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 52 

第 5.4表 固有値解析結果(Ss-3) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 53 

第 5.5表 固有値解析結果(Ss-4) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 54 

第 5.6表 固有値解析結果(Ss-5) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 55 

第 6.1表 最小接地率············································ 添 4 - 1 - 1 - 93 

第 6.2表 最大接地圧············································ 添 4 - 1 - 1 - 94 

第 7.1表 最小接地率(EW方向) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 104 

  



  

目次 - 3 

図 目 次 

 

第 1.1図 上蓋の概略図··········································· 添 4 - 1 - 1 - 1 

第 2.1図 使用済燃料貯蔵建家の位置 ······························· 添 4 - 1 - 1 - 2 

第 2.2図 平面図(G.L. 0.2m) ······································ 添 4 - 1 - 1 - 3 

第 2.3図 断面図(NS 断面) ········································ 添 4 - 1 - 1 - 4 

第 2.4図 断面図(EW 断面) ········································ 添 4 - 1 - 1 - 4 

第 2.5図 使用済燃料貯蔵建家の評価フロー ························· 添 4 - 1 - 1 - 5 

第 3.1図 入力地震動算定の概要(水平方向) ························· 添 4 - 1 - 1 - 8 

第 3.2図 地盤の非線形特性(1/2) ································· 添 4 - 1 - 1 - 10 

第 3.3図 地盤の非線形特性(2/2) ································· 添 4 - 1 - 1 - 11 

第 3.4図 地盤の地震応答解析結果(水平方向、Ss-D) ················ 添 4 - 1 - 1 - 12 

第 3.5図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-1) ················· 添 4 - 1 - 1 - 12 

第 3.6図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-2) ················· 添 4 - 1 - 1 - 13 

第 3.7図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-3) ················· 添 4 - 1 - 1 - 13 

第 3.8図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-4) ················· 添 4 - 1 - 1 - 14 

第 3.9図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-5) ················· 添 4 - 1 - 1 - 14 

第 3.10図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-1) ················ 添 4 - 1 - 1 - 15 

第 3.11図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-2) ················ 添 4 - 1 - 1 - 15 

第 3.12図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-3) ················ 添 4 - 1 - 1 - 16 

第 3.13図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-4) ················ 添 4 - 1 - 1 - 16 

第 3.14図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-5) ················ 添 4 - 1 - 1 - 17 

第 3.15図 入力地震動の加速度時刻歴波形(NS 方向、Ss、基礎底面位置) ·············· 

 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 18 

第 3.16図 入力地震動の加速度時刻歴波形(EW 方向、Ss、基礎底面位置) ·············· 

 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 19 

第 3.17図 入力地震動の加速度応答スペクトル(Ss、基礎底面位置) ··· 添 4 - 1 - 1 - 20 

第 3.18図 入力地震動算定の概要(鉛直方向) ······················· 添 4 - 1 - 1 - 22 

第 3.19図 地盤の地震応答解析結果(鉛直方向) ····················· 添 4 - 1 - 1 - 23 

第 3.20図 入力地震動の加速度時刻歴波形(鉛直方向、Ss、基礎底面位置) ············· 

 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 24 

第 3.21図 入力地震動の加速度応答スペクトル                  

(鉛直方向、Ss、基礎底面位置) ························ 添 4 - 1 - 1 - 25 

第 4.1図 解析モデル(NS方向) ··································· 添 4 - 1 - 1 - 27 

第 4.2図 解析モデル(EW方向) ··································· 添 4 - 1 - 1 - 28 

第 4.3図 耐震壁のせん断のスケルトンカーブ(τ－γ関係) ········· 添 4 - 1 - 1 - 36 



  

目次 - 4 

第 4.4図 耐震壁の曲げのスケルトンカーブ(M－φ関係) ············ 添 4 - 1 - 1 - 36 

第 4.5図 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M－θ関係) ·········· 添 4 - 1 - 1 - 39 

第 4.6図 地盤ばねの定式化の概要 ································ 添 4 - 1 - 1 - 45 

第 4.7図 底面地盤回転ばねの幾何学的非線形特性 ·················· 添 4 - 1 - 1 - 45 

第 4.8図 解析モデル(鉛直方向) ·································· 添 4 - 1 - 1 - 47 

第 5.1図 刺激関数(NS方向、Ss-D、1～4次) ······················· 添 4 - 1 - 1 - 56 

第 5.2図 刺激関数(NS方向、Ss-D、5～8次) ······················· 添 4 - 1 - 1 - 57 

第 5.3図 刺激関数(EW方向、Ss-D、1次及び 2次) ·················· 添 4 - 1 - 1 - 58 

第 5.4図 刺激関数(EW方向、Ss-D、3次及び 4次) ·················· 添 4 - 1 - 1 - 59 

第 5.5図 刺激関数(EW方向、Ss-D、5次及び 6次) ·················· 添 4 - 1 - 1 - 60 

第 5.6図 刺激関数(EW方向、Ss-D、7次及び 13次) ················· 添 4 - 1 - 1 - 61 

第 5.7図 刺激関数(UD方向、Ss-D、1～4次) ······················· 添 4 - 1 - 1 - 62 

第 5.8図 刺激関数(UD方向、Ss-D、5次及び 6次) ·················· 添 4 - 1 - 1 - 63 

第 5.9図 最大応答加速度(NS方向、Ss-D) ························· 添 4 - 1 - 1 - 65 

第 5.10図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-D) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 65 

第 5.11図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-D) ················ 添 4 - 1 - 1 - 66 

第 5.12図 最大応答加速度(NS方向、Ss-1) ························ 添 4 - 1 - 1 - 66 

第 5.13図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-1) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 67 

第 5.14図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-1) ················ 添 4 - 1 - 1 - 67 

第 5.15図 最大応答加速度(NS方向、Ss-2) ························ 添 4 - 1 - 1 - 68 

第 5.16図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-2) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 68 

第 5.17図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-2) ················ 添 4 - 1 - 1 - 69 

第 5.18図 最大応答加速度(NS方向、Ss-3) ························ 添 4 - 1 - 1 - 69 

第 5.19図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-3) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 70 

第 5.20図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-3) ················ 添 4 - 1 - 1 - 70 

第 5.21図 最大応答加速度(NS方向、Ss-4) ························ 添 4 - 1 - 1 - 71 

第 5.22図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-4) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 71 

第 5.23図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-4) ················ 添 4 - 1 - 1 - 72 

第 5.24図 最大応答加速度(NS方向、Ss-5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 72 

第 5.25図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-5) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 73 

第 5.26図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-5) ················ 添 4 - 1 - 1 - 73 

第 5.27図 最大応答加速度(EW方向、Ss-D) ························ 添 4 - 1 - 1 - 74 

第 5.28図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-D) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 74 

第 5.29図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-D) ················ 添 4 - 1 - 1 - 75 

第 5.30図 最大応答加速度(EW方向、Ss-1) ························ 添 4 - 1 - 1 - 75 

第 5.31図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-1) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 76 



  

目次 - 5 

第 5.32図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-1) ················ 添 4 - 1 - 1 - 76 

第 5.33図 最大応答加速度(EW方向、Ss-2) ························ 添 4 - 1 - 1 - 77 

第 5.34図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-2) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 77 

第 5.35図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-2) ················ 添 4 - 1 - 1 - 78 

第 5.36図 最大応答加速度(EW方向、Ss-3) ························ 添 4 - 1 - 1 - 78 

第 5.37図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-3) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 79 

第 5.38図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-3) ················ 添 4 - 1 - 1 - 79 

第 5.39図 最大応答加速度(EW方向、Ss-4) ························ 添 4 - 1 - 1 - 80 

第 5.40図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-4) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 80 

第 5.41図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-4) ················ 添 4 - 1 - 1 - 81 

第 5.42図 最大応答加速度(EW方向、Ss-5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 81 

第 5.43図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-5) ······················ 添 4 - 1 - 1 - 82 

第 5.44図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-5) ················ 添 4 - 1 - 1 - 82 

第 5.45図 最大応答加速度(UD方向、Ss-D) ························ 添 4 - 1 - 1 - 83 

第 5.46図 最大応答軸力(UD方向、Ss-D) ·························· 添 4 - 1 - 1 - 83 

第 5.47図 最大応答加速度(UD方向、Ss-1) ························ 添 4 - 1 - 1 - 84 

第 5.48図 最大応答軸力(UD方向、Ss-1) ·························· 添 4 - 1 - 1 - 84 

第 5.49図 最大応答加速度(UD方向、Ss-2) ························ 添 4 - 1 - 1 - 85 

第 5.50図 最大応答軸力(UD方向、Ss-2) ·························· 添 4 - 1 - 1 - 85 

第 5.51図 最大応答加速度(UD方向、Ss-3) ························ 添 4 - 1 - 1 - 86 

第 5.52図 最大応答軸力(UD方向、Ss-3) ·························· 添 4 - 1 - 1 - 86 

第 5.53図 最大応答加速度(UD方向、Ss-4) ························ 添 4 - 1 - 1 - 87 

第 5.54図 最大応答軸力(UD方向、Ss-4) ·························· 添 4 - 1 - 1 - 87 

第 5.55図 最大応答加速度(UD方向、Ss-5) ························ 添 4 - 1 - 1 - 88 

第 5.56図 最大応答軸力(UD方向、Ss-5) ·························· 添 4 - 1 - 1 - 88 

第 5.57図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(NS方向) ······ 添 4 - 1 - 1 - 89 

第 5.58図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向)(1/2) · 添 4 - 1 - 1 - 90 

第 5.59図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向)(2/2) · 添 4 - 1 - 1 - 91 

第 7.1図 擬似三次元 FEM解析モデル(EW方向) ····················· 添 4 - 1 - 1 - 96 

第 7.2図 底面及び側面ジョイント要素の非線形特性 ················ 添 4 - 1 - 1 - 97 

第 7.3図 最大応答加速度(EW方向、Ss-D) ························· 添 4 - 1 - 1 - 99 

第 7.4図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-D) ······················· 添 4 - 1 - 1 - 99 

第 7.5図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-D) ················· 添 4 - 1 - 1 - 99 

第 7.6図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向、Ss-D)(1/2) ············ 

 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 100 

第 7.7図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向、Ss-D)(2/2) ············ 



  

目次 - 6 

 ··················································· 添 4 - 1 - 1 - 101 

第 7.8図 加速度応答スペクトル(EW方向、Ss-D、G.L. 11.325m、h=0.05) ············· 

 ·························································· 添 4 - 1 - 1 - 102 

第 7.9図 加速度応答スペクトル(EW方向、Ss-D、G.L. 0.2m、h=0.05) ················ 

 ·························································· 添 4 - 1 - 1 - 103 

第 7.10図 加速度応答スペクトル                                               

(EW方向、Ss-D、G.L. 0.2m及び-8.8m、h=0.05) ········ 添 4 - 1 - 1 - 104 



 

添 4 - 1 - 1 - 1 

1. 概要 

使用済燃料貯蔵設備に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定にお

いては、使用済燃料貯蔵ラックの温度解析における前提条件を成立させること及び遮蔽機

能を喪失しないこと並びに未臨界性を確保するため、使用済燃料貯蔵建家躯体及び貯蔵ラ

ック等は、基準地震動による地震力に対して十分な耐震性を有する必要がある。 

上蓋は主にコンクリートと炭素鋼で構成された貯蔵セルの天井面を形成するとともに、

貯蔵中の燃料体等の放射線遮蔽を行うものである。上蓋には貯蔵ラックを挿入するための

孔が設けられており、使用済燃料は貯蔵ラック内に貯蔵する。 

上蓋はコンクリート床に埋め込まれており、使用済燃料貯蔵建家躯体に支持されている。

そこで、基準地震動 Ssによる耐震性評価を行い、使用済燃料貯蔵建家躯体が上蓋を支持す

る機能を喪失しないことを説明する。第 1.1図に上蓋の概略図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.1図 上蓋の概略図 

  

核物質防護情報を含んでいるため公開できません。 
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2. 一般事項 

 位置 

使用済燃料貯蔵建家の位置を第 2.1図に示す。 

 

 

 

 

第 2.1図 使用済燃料貯蔵建家の位置 

  

使用済燃料
貯蔵建家
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 構造概要 

使用済燃料貯蔵建家は、平面 32.4m(NS)×16.4m(EW)、地上高さ 17.2m(地上 1階)、地下

深さ 10.8m(地下 1 階)で矩形の鉄筋コンクリート造(一部、鉄骨鉄筋コンクリート造、屋

根部：鉄骨造)である。基礎は厚さ 2.0mのべた基礎とし、第四系更新統の M1段丘堆積物

(Mu-S2)に設置されている。 

建家の代表的な平面図及び断面図を第 2.2 図から第 2.4図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2図 平面図(G.L. 0.2m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

核物質防護情報を含んでいるため公開できません。 
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第 2.3図 断面図(NS断面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4図 断面図(EW断面) 

 

 

 

 

 

核物質防護情報を含んでいるため公開できません。 

核物質防護情報を含んでいるため公開できません。 
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 評価方針 

使用済燃料貯蔵建家の評価は、基準地震動 Ssによる地震応答解析の結果に基づき実施

する。 

地震応答解析は、建物・構築物の形状、構造特性等を考慮した質点系の解析モデルを水

平(NS、EW)方向及び鉛直(UD)方向ごとに設定し実施する。 

評価は、耐震壁に生じるせん断ひずみ及び接地圧を算出し、評価基準値を超えないこと

を確認する。 

なお、接地率を算出し、基礎浮き上がりの評価法の適用範囲内であることを確認する。 

使用済燃料貯蔵建家の評価フローを第 2.5 図に示す。 

 

 

 

第 2.5図 使用済燃料貯蔵建家の評価フロー 

  

解析モデルの設定 

評価開始 

入力地震動の設定 

評価終了 

接地圧 せん断ひずみ 

地震応答解析 
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 準拠規格・基準 

使用済燃料貯蔵建家の地震応答解析において、準拠する規格・基準等を以下に示す。 

・ 建築基準法・同施行令 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601(日本電気協会) 

・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ―許容応力度設計法―(日本建築学会) 

・ 鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法―(日本建築学会) 

・ 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ―許容応力度設計と保有水平耐力

―(日本建築学会) 

・ 建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

・ 原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601(日本電気協会) 

 

 

 使用材料 

地震応答解析に用いるコンクリートの材料定数を第 2.1表に、鋼材の材料定数を第 2.2

表に示す。 

 

第 2.1表 コンクリートの材料定数 

設計基準強度 

Fc(N/mm²) 

ヤング係数 

E(N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

23.5 2.25×104 0.20 

 

第 2.2表 鋼材の材料定数 

種類 
ヤング係数 

E(N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

SN490B 2.05×105 0.30 
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3. 入力地震動 

 水平方向の入力地震動 

水平方向の入力地震動は、基準地震動 Ssを解放基盤表面に入力して一次元波動論によ

り算定した建家の基礎底面及び側面地盤ばね位置での応答波とする。 

算定に用いる地盤モデルは、当該敷地の地層等を考慮して設定された水平成層地盤と

し、等価線形化法により地盤の非線形性を考慮する。 

水平方向の入力地震動算定の概要を第 3.1 図に、地盤の物性値を第 3.1 表に、地盤の

非線形特性を第 3.2 図及び第 3.3 図に示す。入力地震動の算定に使用する解析コードは

「KSHAKE(清水建設株式会社)」である。 

基準地震動 Ss による地盤の地震応答解析結果を第 3.4 図から第 3.14 図に、建家の基

礎底面位置における水平方向の入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクト

ルを第 3.15図から第 3.17図に示す。 
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第 3.1図 入力地震動算定の概要(水平方向) 
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第 3.1表 地盤の物性値 

 

  

0.0

-1.5 Lm 1.36 0.47 42,300

-8.5 Mu-S1 1.90 0.44 222,000

-11.3 Mu-C 1.75 0.46 150,000

-14.3 Mu-S2 1.90 0.41 354,000

-15.9 Mu-Sg 2.02 0.44 409,000

-21.3 Mu-S3 1.81 0.38 386,000

-26.3 Mm-Sg 2.02 0.38 752,000

-38.5 Is-S1 1.87 0.46 359,000

-39.6 Is-C 1.88 0.47 275,000

-64.6 Is-S2 1.86 0.47 288,000

-73.3 Is-Sc 1.82 0.47 285,000

-84.4 Is-S2 1.86 0.47 288,000

-85.8 Is-Sg 1.98 0.44 714,000

-90.2 Is-S3 1.97 0.45 485,000

-160.3 Km 1.79 0.45 464,000

-171.9 Ks 1.88 0.43 763,000

1.98 0.36 2,020,000

▽解放基盤表面

解放基盤

▽地表面

久米層

東茨城層群

動せん断
弾性係数

G0(kN/m
2)

M1段丘堆積物

深さ
G.L.(m)

地層名
地層
分類

湿潤密度

ρt

(g/cm3)

動ポア
ソン比

νd
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第 3.2図 地盤の非線形特性(1/2) 
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第 3.3図 地盤の非線形特性(2/2) 
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第 3.4図 地盤の地震応答解析結果(水平方向、Ss-D) 

 

第 3.5図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-1)  
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第 3.6図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-2) 

 

第 3.7図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-3)  
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第 3.8図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-4) 

 

第 3.9図 地盤の地震応答解析結果(NS方向、Ss-5)  
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第 3.10図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-1) 

 

第 3.11図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-2)  
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第 3.12図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-3) 

 

第 3.13図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-4)  
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第 3.14図 地盤の地震応答解析結果(EW方向、Ss-5) 
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第 3.15図 入力地震動の加速度時刻歴波形(NS方向、Ss、基礎底面位置) 
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第 3.16図 入力地震動の加速度時刻歴波形(EW方向、Ss、基礎底面位置) 
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(a)NS方向 

 

(b)EW方向 

第 3.17図 入力地震動の加速度応答スペクトル(Ss、基礎底面位置) 
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 鉛直方向の入力地震動 

鉛直方向の入力地震動は、基準地震動 Ssを解放基盤表面に入力して一次元波動論によ

り算定した建家の基礎底面位置での応答波とする。 

算定に用いる地盤モデルは、水平方向の入力地震動の算定において設定された物性値

に基づき、基礎底面位置より上部を剥ぎ取った地盤モデルとする。鉛直方向の入力地震動

算定の概要を第 3.18 図に示す。入力地震動の算定に使用する解析コードは「KSHAKE(清水

建設株式会社)」である。 

基準地震動 Ss による地盤の地震応答解析結果を第 3.19 図に、建家の基礎底面位置に

おける鉛直方向の入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトルを第 3.20図

及び第 3.21図に示す。 
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第 3.18図 入力地震動算定の概要(鉛直方向) 
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(a)Ss-D (b)Ss-1 (c)Ss-2 

   

(d)Ss-3 (e)Ss-4 (f)Ss-5 

 

第 3.19図 地盤の地震応答解析結果(鉛直方向)  
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第 3.20図 入力地震動の加速度時刻歴波形(鉛直方向、Ss、基礎底面位置) 
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第 3.21図 入力地震動の加速度応答スペクトル(鉛直方向、Ss、基礎底面位置) 
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4. 解析モデル 

 水平方向の解析モデル 

水平方向の解析モデルは、建家と地盤の相互作用を考慮した曲げせん断型の多軸多質

点系モデルとする。 

水平方向の解析モデルを第 4.1 図及び第 4.2 図に、解析モデルの諸元を第 4.1 表から

第 4.7表に示す。 

耐震壁のせん断の復元力特性は、第 4.3 図に示すトリリニア型のスケルトンカーブと

し、履歴特性は最大点指向型とする。曲げの復元力特性は、第 4.4図に示すトリリニア型

のスケルトンカーブとし、履歴特性はディグレイディングトリリニア型とする。せん断及

び曲げのスケルトンカーブを第 4.8表から第 4.11表に示す。 

EW 方向の解析モデルでは、柱及び梁の曲げの復元力特性は第 4.5 図に示すバイリニア

型(鉄骨部材)又はトリリニア型(鉄筋コンクリート部材、鉄骨鉄筋コンクリート部材)の

スケルトンカーブとし、履歴特性は標準型(ノーマルバイリニア型、ノーマルトリリニア

型)とする。柱及び梁の曲げのスケルトンカーブを第 4.12表から第 4.14 表に示す。 

基礎下の底面地盤ばねは、JEAG4601-1991 追補版に基づき、振動アドミッタンス理論に

より算定し、浮き上がり非線形地震応答解析(接地率に応じて誘発上下動を考慮)とする。

底面地盤ばねの評価に使用する解析コードは「GRIMP2(清水建設株式会社)」である。また、

埋め込み部分の側面地盤ばねは、Novakの方法により算定する。側面地盤ばねの評価に使

用する解析コードは「NVK463(清水建設株式会社)」である。 

地盤ばね定数及び減衰係数を第 4.15 表及び第 4.16 表に、地盤ばねの定式化の概要を

第 4.6図に、基礎下の底面地盤回転ばねの幾何学的非線形特性を第 4.7 図に示す。 

建家の減衰はモード減衰として与え、各次のモード減衰定数は建家各部のひずみエネ

ルギーに比例した値として算定する。建家のコンクリート部分の減衰定数は 3％、屋根の

鉄骨部分の減衰定数は 2％とする。 

建家の地震応答解析に使用する解析コードは「DYNA2E(伊藤忠テクノソリューションズ

株式会社)」である。 
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第 4.1図 解析モデル(NS方向) 
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第 4.2図 解析モデル(EW方向)  

53 44 

41 
36 43 

8 

11 

46 7 
40 10 

48 
17 12 20 25 28 32 

33 

13 

34 

49 15 50 23 51 30 52 37 G.L. 17.2m 

47 

27 
G.L. 11.325m 

19 
29 

G.L. 8.2m 
21 

26 18 G.L. 4.2m 

G.L.±0.0m(=T.P. 36.5m) G.L. 0.2m 

39 

質点番号 部材番号 
(水平ばね) 

部材番号 
(梁要素) 

9 

35 

16 24 

(23) (25) (27) 

31 38 45 

(29) 

48 

(22) 
37 30 

42 
15 

20 
23 

28 44 

(24) 14 22 
22 (26) (30) (28) 

8 47 

27 

(31) (33) 

19 34 

36 13 
(21) 

26 (4) 

(8) (13) (18) 

(15) (10) 
18 33 40 (20) 7 

(32) 
14 

11 41 

21 29 (5) 43 

3 
(7) (17) (12) 5 (2) 46 4 

(1) 
6 

側面地盤ばね 

35 
(11) (16) (19) 39 32 25 17 

42 
(9) (6) 

(14) (3) 

45 
6 

2 3 5 4 

12 

10 
KR2 

KH2 KR1 
B 

C 

D 

31 24 9 16 38 
KH1 G.L.-8.8m 2 

1 G.L.-10.8m 1 

底面地盤ばね 

KR 
KS 

2 3 1 4 5 6 7 

誘発上下動を考慮する場合の底面地盤ばね 

側面地盤ばね 
KR2 

KH2 KR1 

KH1 

KS KR 
底面地盤ばね 

KV 
KVR 

注)振動方向は奥行方向 



 

 

添
4 - 1 - 1 - 29 

 

 

第 4.1表 解析モデルの諸元(NS方向)(1/2) 

高さ 
G.L.(m) 

質点 
番号 

質点重量 
(kN) 

回転慣性 
重量 

(kN･m2) 

質点 
番号 

質点重量 
(kN) 

回転慣性 
重量 

(kN･m2) 

質点 
番号 

質点重量 
(kN) 

回転慣性 
重量 

(kN･m2) 

17.2 6  4,550  

－  

9  4,650  

11.325 5  6,560  8  6,240  

0.2 4 10,700  3 27,600  7 13,200  

-8.8 

－  

2 38,040 10,300 

－  

-10.8 1 14,740 129 
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第 4.2表 解析モデルの諸元(NS方向)(2/2) 

高さ 
G.L.(m) 

部材 

番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 
(×103m4) 

部材 

番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 
(×103m4) 

部材 

番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 
(×103m4) 

17.2 
－   

 

－  

○5  16.02 1.61 ○8  16.02 1.61 

11.325 

○4  15.11 1.53 ○7  17.49 1.67 

0.2 

○3  22.76 2.31 ○2   65.00 2.02 ○6  22.76 2.31 

-8.8 

－  
○1  615.60 53.9 

－  
-10.8 

－  
          

高さ 

G.L.(m) 

部材 
番号 

水平ばね 

(×106kN/m) 

 
 
 

     

17.2 (3) 3.836       

0.2 

(1) 7.543       

(2) 3.712       
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第 4.3表 解析モデルの諸元(EW方向)(1/5) 

高さ 
G.L.(m) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

17.2 9 1,220 12   550 16   550 20   720 24   720 28   720 

11.325 8 2,130 11   780 15   520 19   760 23   590 27   610 

8.2 
－  －  

14   600 －  22   690 －  

4.2 －  18   670 －  26   750 

0.2 7 3,020 10 1,490 13 2,520 17 1,290 21 2,020 25 1,560 

 

高さ 
G.L.(m) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

質量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

17.2 31   720 35   720 38   720 42   600 45   600 48 1,430 

11.325 30   760 34   610 37   760 41   540 44   680 47 2,360 

8.2 
－  

－  
－  

－  
－  －  

4.2 33   760 40   660 

0.2 29 1,010 32 1,440 36 1,010 39 1,170 43   860 46 4,010 

 

高さ 
G.L.(m) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

質点 
番号 

重量 
(kN) 

回転慣性重量 
(×103kN･m2) 

0.2 3 5,070 4 7,940 5 7,940 6 6,650 －  

-8.8 
－  －  －  －  

2 38,040 390 

-10.8 1 14,740 441 
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第 4.4表 解析モデルの諸元(EW方向)(2/5) 

高さ 

G.L.(m) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(m4) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(m4) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(m4) 

17.2 
－  －  －  

○8   7.30 207.33 ○11  1.00 0.14 ○15  1.00 0.14 
11.325 

○7   7.30 204.81 ○10  1.00 0.14 

○14  1.00 0.14 
8.2 

○13  1.81 1.18 4.2 

0.2 

○6  10.76 304.59 ○9  1.63 0.32 ○12  2.91 4.25 
-8.8 

－  －  －  
 

高さ 
G.L.(m) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

17.2 
－  －  －  

○19  1.00 0.14 ○23  1.00 0.14 ○27  1.00 0.14 
11.325 

○18  1.00 0.14 
○22  1.00 0.14 

○26  1.00 0.14 8.2 

○21  1.81 1.18 4.2 

○17  1.93 1.77 ○25  1.00 0.25 
0.2 

○16  3.06 5.84 ○20  2.91 4.25 ○24  3.06 5.84 
-8.8 

－  －  －  
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第 4.5表 解析モデルの諸元(EW方向)(3/5) 

高さ 
G.L.(m) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

17.2 
－  －  －  

○30  1.00 0.14 ○34  1.00 0.14 ○37  1.00 0.14 
11.325 

○29  1.00 0.14 
○33  1.00 0.14 

○36  1.00 0.14 

8.2 

4.2 

○32  1.00 0.25 
0.2 

○28  1.63 0.32 ○31  3.06 5.84 ○35  1.63 0.32 
-8.8 

－  －  －  
 

高さ 
G.L.(m) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

17.2 
－  －  －  

○41  1.00 0.14 ○44  1.00 0.14 ○47   7.30 207 
11.325 

○40  1.00 0.14 
○43  1.00 0.14 ○46   7.67 240 

8.2 

4.2 

○39  1.00 0.25 
0.2 

○38  3.06 5.84 ○42  1.63 0.32 ○45  11.86 405 
-8.8 

－  －  －  
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第 4.6表 解析モデルの諸元(EW方向)(4/5) 

高さ 
G.L.(m) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 

0.2 －  －  －  －  

○2   22.67    240 ○3  22.67 240 ○4  22.67 240 ○5  22.67 240 
-8.8 

○1  615.60 1.85×104 －  －  －  

-10.8 
－  －  －  －  

 

高さ 
G.L.(m) 

部材 
番号 

せん断 
断面積 
(m2) 

断面二次 
モーメント 

(m4) 
         

17.2 

○49  0.0135 0.0107          

○50  0.0135 0.0111          

○51  0.0135 0.0111          

○52  0.0135 0.0111          

○53  0.0135 0.0111          

0.2 ○48  0.8750 0.2950          
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第 4.7表 解析モデルの諸元(EW方向)(5/5) 

高さ 

G.L.(m) 

部材 
番号 

水平ばね 

(kN/m) 

17.2 

(22) 4.303×106 

(23) 4.303×106 

(24) 2.654×106 

(25) 2.654×106 

(26) 2.654×106 

(27) 2.654×106 

(28) 2.654×106 

(29) 2.654×106 

(30) 2.654×106 

(31) 2.654×106 

(32) 3.388×106 

(33) 3.388×106 

0.2 

(1) 6.455×106 

(2) 6.455×106 

(3) 6.634×106 

(4) 6.634×106 

(5) 6.634×106 

(6) 1.311×106 

(7) 2.352×107 

(8) 1.311×106 

(9) 2.297×107 

(10) 2.297×107 

(11) 5.782×105 

(12) 2.352×107 

(13) 5.782×105 

(14) 1.170×107 

(15) 2.297×107 

(16) 8.024×105 

(17) 4.233×107 

(18) 8.024×105 

(19) 4.563×106 

(20) 4.563×106 

(21) 4.563×106 
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第 4.3図 耐震壁のせん断のスケルトンカーブ(τ－γ関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.4図 耐震壁の曲げのスケルトンカーブ(M－φ関係) 

 

 

 

 

  

0 γ γ1 γ2 γ3 

τ 

τ1 

τ2 

τ3 
τ1 ：第一折点のせん断応力度 

τ2 ：第二折点のせん断応力度 

τ3 ：終局点のせん断応力度 

γ1 ：第一折点のせん断ひずみ 

γ2 ：第二折点のせん断ひずみ 

γ3 ：終局点のせん断ひずみ 

0 φ φ1 φ2 φ3 

Ｍ 

Ｍ1 

Ｍ2 

Ｍ3 
Ｍ1 ：第一折点の曲げモーメント 

Ｍ2 ：第二折点の曲げモーメント 

Ｍ3 ：終局点の曲げモーメント 

φ1 ：第一折点の曲率 

φ2 ：第二折点の曲率 

φ3 ：終局点の曲率 
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第 4.8表 耐震壁のせん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、NS 方向) 

部材 

番号 

τ1 

(N/mm2) 

γ1 

(×10-3) 

τ2 

(N/mm2) 

γ2 

(×10-3) 

τ3 

(N/mm2) 

γ3 

(×10-3) 
備考 

○8  1.61 0.172 2.18 0.515 2.49 4.00 

D通り 

耐震壁 
○7  1.74 0.185 2.35 0.556 2.62 4.00 

○6  1.85 0.197 2.49 0.590 2.62 4.00 

○5  1.61 0.172 2.18 0.515 2.49 4.00 

B通り 

耐震壁 
○4  1.74 0.185 2.35 0.556 2.70 4.00 

○3  1.85 0.197 2.49 0.590 2.62 4.00 

○2  1.61 0.171 2.17 0.513 4.33 4.00 貯蔵セル 

 

 

第 4.9表 耐震壁の曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、NS方向) 

部材 

番号 

M1 

(×104 kN･m) 

φ1 

(×10-6 1/m) 

M2 

(×104 kN･m) 

φ2 

(×10-6 1/m) 

M3 

(×104 kN･m) 

φ3 

(×10-7 1/m)
備考 

○8  19.0 5.25 42.8 67.0 71.9 101 

D通り 

耐震壁 
○7  23.0 6.11 79.7 72.9 134 60.8 

○6  35.0 6.72 94.0 71.8 156 69.0 

○5  19.0 5.25 42.8 67.0 71.9 101 

B通り 

耐震壁 
○4  21.0 6.11 75.7 73.3 128 58.7 

○3  35.0 6.72 94.0 71.8 156 69.0 

○2  53.4 11.8 60.7 104 102 208 貯蔵セル 
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第 4.10表 耐震壁のせん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、EW方向) 

部材 

番号 

τ1 

(N/mm2) 

γ1 

(×10-3) 

τ2 

(N/mm2) 

γ2 

(×10-3) 

τ3 

(N/mm2) 

γ3 

(×10-3) 
備考 

○47  1.61 0.172 2.18 0.515 2.35 4.00 

7通り 

耐震壁 
○46  1.74 0.185 2.35 0.556 2.47 4.00 

○45  1.85 0.197 2.49 0.590 2.71 4.00 

○8  1.61 0.172 2.18 0.515 2.35 4.00 

1通り 

耐震壁 
○7  1.74 0.185 2.35 0.556 2.47 4.00 

○6  1.85 0.197 2.49 0.590 2.71 4.00 

○5  1.61 0.171 2.17 0.513 3.57 4.00 

貯蔵セル 
○4  1.61 0.171 2.17 0.513 3.57 4.00 

○3  1.61 0.171 2.17 0.513 3.57 4.00 

○2  1.61 0.171 2.17 0.513 3.57 4.00 

 

 

第 4.11表 耐震壁の曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、EW方向) 

部材 

番号 

M1 

(×104 kN･m) 

φ1 

(×10-6 1/m) 

M2 

(×104 kN･m) 

φ2 

(×10-6 1/m) 

M3 

(×104 kN･m) 

φ3 

(×10-7 1/m)
備考 

○47  4.37 9.37 9.49 132 15.8 208 

7通り 

耐震壁 
○46  5.02 9.28 11.6 137 18.7 177 

○45  8.37 9.18 22.5 142 37.4 136 

○8  4.37 9.37 9.49 132 15.8 208 

1通り 

耐震壁 
○7  5.02 10.9 11.6 137 18.7 177 

○6  8.37 12.3 22.5 142 37.4 136 

○5  10.1 18.7 11.5 169 19.3 338 

貯蔵セル 
○4  10.1 18.7 11.5 169 19.3 338 

○3  10.1 18.7 11.5 169 19.3 338 

○2  10.1 18.7 11.5 169 19.3 338 
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(バイリニア型) 

 

 

 

 

(トリリニア型) 

 

第 4.5図 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M－θ関係) 

 

  

θ 
 

Ｍu ：終局曲げ耐力 

Ｋ1 ：初期剛性 

Ｍ 

Ｍu 

Ｋ1 

0 
θ 

Ｍc ：曲げひび割れ耐力 

Ｍu ：終局曲げ耐力 

Ｋ1 ：初期剛性 

αy ：降伏時剛性低下率 

Ｍ 

Ｍu 

Ｍc 

αy･Ｋ1 
Ｋ1 
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第 4.12表 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M-θ関係、EW方向)(1/3) 

部材番号 
Mc 

(kN･m) 
αy 

Mu 
(kN･m) 

○9  
上部 1,762 0.4269 6,824 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○10  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 936 0.5667 6,174 

○11  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○12  
上部 13,840 0.1137 23,440 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○13  
上部 5,920 0.1220 10,900 

下部 5,936 0.1217 10,900 

○14  
上部 908 0.5354 5,343 

下部 908 0.5354 5,343 

○15  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○16  
上部 13,840 0.1137 23,440 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○17  
上部 9,075 0.1021 13,720 

下部 9,075 0.1021 13,720 

○18  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 916 0.5354 5,343 

○19  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○20  
上部 13,840 0.1137 23,440 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○21  
上部 5,920 0.1220 10,900 

下部 5,936 0.1217 10,900 

○22  
上部 908 0.5354 5,343 

下部 908 0.5354 5,343 

○23  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

  



 

添 4 - 1 - 1 - 41 

第 4.13表 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M-θ関係、EW方向)(2/3) 

部材番号 
Mc 

(kN･m) 
αy 

Mu 
(kN･m) 

○24  
上部 13,840 0.1137 23,440 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○25  
上部 936 0.5667 6,174 

下部 936 0.5667 6,174 

○26  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 916 0.5354 5,343 

○27  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○28  
上部 1,762 0.4269 6,824 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○29  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 936 0.5667 6,174 

○30  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○31  
上部 13,840 0.1137 23,440 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○32  
上部 936 0.5667 6,174 

下部 936 0.5667 6,174 

○33  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 916 0.5354 5,343 

○34  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○35  
上部 1,762 0.4269 6,824 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○36  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 936 0.5667 6,174 

○37  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

 

  



 

添 4 - 1 - 1 - 42 

第 4.14表 柱及び梁の曲げのスケルトンカーブ(M-θ関係、EW方向)(3/3) 

部材番号 
Mc 

(kN･m) 
αy 

Mu 
(kN･m) 

○38  
上部 13,840 0.1137 23,440 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○39  
上部 936 0.5667 6,174 

下部 936 0.5667 6,174 

○40  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 916 0.5354 5,343 

○41  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○42  
上部 1,762 0.4269 6,824 

下部 1,762 0.4269 6,824 

○43  
上部 868 0.4741 3,682 

下部 936 0.5667 6,174 

○44  
上部 834 0.7125 4,038 

下部 834 0.7125 4,038 

○48  
上端引張 

766 0.3320 
3,072 

下端引張 1,536 

○49  － － 4,448 

○50  － － 4,448 

○51  － － 4,448 

○52  － － 4,448 

○53  － － 4,448 
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第 4.15表 地盤ばね定数及び減衰係数(NS方向、Ss) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(水平：kN/m) 

(回転：kN･m/rad) 

減衰係数 C 

(水平：kN･s/m) 

(回転：kN･m･s/rad) 位置 成分 記号 

Ss-D 

側面 

水平 
KH2 3.844×105 6.208×104 

KH1 3.844×105 6.208×104 

回転 
KR2 4.711×107 2.409×106 

KR1 4.711×107 2.409×106 

底面 
水平 KS 1.429×107 3.603×105 

回転 KR 4.078×109 3.522×107 

Ss-1 

側面 

水平 
KH2 3.844×105 6.222×104 

KH1 3.844×105 6.222×104 

回転 
KR2 4.711×107 2.422×106 

KR1 4.711×107 2.422×106 

底面 
水平 KS 1.534×107 3.731×105 

回転 KR 4.329×109 3.624×107 

Ss-2 

側面 

水平 
KH2 3.947×105 6.315×104 

KH1 3.947×105 6.315×104 

回転 
KR2 4.837×107 2.463×106 

KR1 4.837×107 2.463×106 

底面 
水平 KS 1.651×107 3.870×105 

回転 KR 4.690×109 3.744×107 

Ss-3 

側面 

水平 
KH2 3.641×105 6.068×104 

KH1 3.641×105 6.068×104 

回転 
KR2 4.463×107 2.368×106 

KR1 4.463×107 2.368×106 

底面 
水平 KS 1.513×107 3.706×105 

回転 KR 4.314×109 3.608×107 

Ss-4 

側面 

水平 
KH2 3.981×105 6.340×104 

KH1 3.981×105 6.340×104 

回転 
KR2 4.880×107 2.472×106 

KR1 4.880×107 2.472×106 

底面 
水平 KS 1.647×107 3.865×105 

回転 KR 4.674×109 3.743×107 

Ss-5 

側面 

水平 
KH2 3.947×105 6.328×104 

KH1 3.947×105 6.328×104 

回転 
KR2 4.837×107 2.473×106 

KR1 4.837×107 2.473×106 

底面 
水平 KS 1.741×107 3.974×105 

回転 KR 4.951×109 3.829×107 
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第 4.16表 地盤ばね定数及び減衰係数(EW方向、Ss) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(水平：kN/m) 

(回転：kN･m/rad) 

減衰係数 C 

(水平：kN･s/m) 

(回転：kN･m･s/rad) 位置 成分 記号 

Ss-D 

側面 

水平 
KH2 3.844×105 6.144×104 

KH1 3.844×105 6.144×104 

回転 
KR2 4.711×107 2.260×106 

KR1 4.711×107 2.260×106 

底面 
水平 KS 1.499×107 3.952×105 

回転 KR 1.888×109 6.812×106 

Ss-1 

側面 

水平 
KH2 3.844×105 6.145×104 

KH1 3.844×105 6.145×104 

回転 
KR2 4.711×107 2.272×106 

KR1 4.711×107 2.272×106 

底面 
水平 KS 1.609×107 4.092×105 

回転 KR 2.004×109 6.912×106 

Ss-2 

側面 

水平 
KH2 3.947×105 6.227×104 

KH1 3.947×105 6.227×104 

回転 
KR2 4.837×107 2.309×106 

KR1 4.837×107 2.309×106 

底面 
水平 KS 1.732×107 4.243×105 

回転 KR 2.172×109 7.040×106 

Ss-3 

側面 

水平 
KH2 3.641×105 5.982×104 

KH1 3.641×105 5.982×104 

回転 
KR2 4.463×107 2.225×106 

KR1 4.463×107 2.225×106 

底面 
水平 KS 1.587×107 4.064×105 

回転 KR 1.997×109 6.888×106 

Ss-4 

側面 

水平 
KH2 3.981×105 6.254×104 

KH1 3.981×105 6.254×104 

回転 
KR2 4.880×107 2.314×106 

KR1 4.880×107 2.314×106 

底面 
水平 KS 1.727×107 4.237×105 

回転 KR 2.164×109 7.016×106 

Ss-5 

側面 

水平 
KH2 3.947×105 6.228×104 

KH1 3.947×105 6.228×104 

回転 
KR2 4.837×107 2.318×106 

KR1 4.837×107 2.318×106 

底面 
水平 KS 1.826×107 4.355×105 

回転 KR 2.292×109 7.112×106 
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       (a)底面地盤ばね             (b)側面地盤ばね 

 

第 4.6図 地盤ばねの定式化の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.7図 底面地盤回転ばねの幾何学的非線形特性 

 

  

θ0

Ｍ

Ｍ0

Ｍ ：転倒モーメント

Ｍ0 ：浮き上がり限界転倒モーメント

θ ：回転角

θ0 ：浮き上がり限界回転角

θ

実部 

虚部 
Ｃ 

Ｋ 

ω
１
 円振動数 

地
盤
ば
ね

 

理論解 

実部 

虚部 
Ｃ 

Ｋ 

ω
１
 円振動数 

地
盤
ば
ね

 

理論解 

ω
1 
：地盤-建家連成系 1次固有円振動数 

Ｋ ：ばね定数 
Ｃ ：減衰係数 
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 鉛直方向の解析モデル 

鉛直方向の解析モデルは、建家と地盤の相互作用を考慮した多軸多質点系モデルとす

る。 

なお、建家の埋め込みは考慮しないモデルとする。 

鉛直方向の解析モデルを第 4.8図に、解析モデルの諸元を第 4.17表に示す。 

基礎下の底面地盤ばねは、JEAG4601-1991 追補版に基づき、振動アドミッタンス理論に

より算定する。底面地盤ばねの評価に使用する解析コードは「GRIMP2(清水建設株式会社)」

である。 

地盤ばね定数及び減衰係数を第 4.18表に示す。 

建家の減衰はモード減衰として与え、各次のモード減衰定数は建家各部のひずみエネ

ルギーに比例した値として算定する。建家のコンクリート部分の減衰定数は 3％とする。 

建家の地震応答解析に使用する解析コードは「DYNA2E(伊藤忠テクノソリューションズ

株式会社)」である。 
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第 4.8図 解析モデル(鉛直方向) 

  

1

2

34

5

6

1

23

4

5

KV底面ばね

G.L.=T.P.+36.5m

質点番号

部材番号

G.L.17.2m

G.L.11.325m

G.L.0.2m

G.L.-8.8m

G.L.-10.8m

G.L.±0.0m(=T.P.36.5m) 

外周壁 

貯蔵セル 

底面地盤ばね 
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第 4.17表 解析モデルの諸元(鉛直方向) 

高さ 

G.L.(m) 

質点 

番号 

質点重量 

(kN) 

部材 

番号 

軸断面積 

(m2) 

質点 

番号 

質点重量 

(kN) 

部材 

番号 

軸断面積 

(m2) 

17.2 6  9,200 
－  

－  
－  

⑤ 41.84 

11.325 5 12,800 

④ 42.77 

0.2 4 23,900 3 27,600 

③ 60.30 ② 130.5 

-8.8 

－  

2 38,040 

－  
① 615.6 

-10.8 1 14,740 
－  

 

 

 

第 4.18表 地盤ばね定数及び減衰係数(鉛直方向、Ss) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(kN/m) 

減衰係数 C 

(kN･s/m) 位置 成分 記号 

Ss-D 底面 鉛直 KV 1.900×107 7.476×105 

Ss-1 底面 鉛直 KV 2.152×107 7.954×105 

Ss-2 底面 鉛直 KV 2.319×107 8.255×105 

Ss-3 底面 鉛直 KV 2.211×107 8.062×105 

Ss-4 底面 鉛直 KV 2.324×107 8.265×105 

Ss-5 底面 鉛直 KV 2.565×107 8.680×105 
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5. 解析結果 

 固有値解析結果 

解析モデルの固有値解析結果を第 5.1表から第 5.6表に示す。刺激関数のうち Ss-Dの

結果を代表として、第 5.1図から第 5.8図に示す。 
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第 5.1表 固有値解析結果(Ss-D) 

方向 次 数 
固有周期 

(s) 
振動数 
(Hz) 

刺激係数 備 考 

NS 

1 0.238 4.20 1.511 全体 1次 

2 0.118 8.49 -0.529  

3 0.063 15.79 0.006  

4 0.059 16.89 0.006  

5 0.036 27.62 0.006  

6 0.033 30.64 0.025  

7 0.030 33.82 -0.044  

8 0.021 48.38 -0.002  

EW 

1 0.312 3.21 2.049 全体 1次 

2 0.199 5.02 -0.141  

3 0.199 5.03 -0.325  

4 0.196 5.10 -1.209  

5 0.188 5.33 -1.130  

6 0.170 5.88 -0.193  

7 0.169 5.92 -0.420  

8 0.166 6.02 1.067 UD方向 1次 

9 0.165 6.06 -0.639  

10 0.159 6.28 -0.550  

11 0.153 6.53 0.707  

12 0.145 6.90 -2.954  

13 0.129 7.76 1.078 全体 2次 

UD 

1 0.166 6.02 1.067 全体 1次 

2 0.037 26.80 -0.070  

3 0.019 52.40 -0.001  

4 0.014 70.37 -0.012  

5 0.011 91.52 -0.001  

6 0.002 403.81 0.001  
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第 5.2表 固有値解析結果(Ss-1) 

方向 次 数 
固有周期 

(s) 
振動数 
(Hz) 

刺激係数 備 考 

NS 

1 0.232 4.32 1.519 全体 1次 

2 0.114 8.74 -0.540  

3 0.063 15.85 0.009  

4 0.059 16.89 0.006  

5 0.036 27.63 0.006  

6 0.033 30.65 0.027  

7 0.030 33.86 -0.047  

8 0.021 48.39 -0.003  

EW 

1 0.306 3.27 2.080 全体 1次 

2 0.199 5.02 -0.130  

3 0.199 5.03 -0.306  

4 0.196 5.10 -1.191  

5 0.188 5.33 -1.132  

6 0.170 5.88 -0.180  

7 0.169 5.92 0.398  

8 0.165 6.07 -0.609  

9 0.159 6.28 -0.507  

10 0.156 6.40 1.076 UD方向 1次 

11 0.153 6.53 0.632  

12 0.144 6.96 -2.780  

13 0.127 7.85 -1.056 全体 2次 

UD 

1 0.156 6.40 1.076 全体 1次 

2 0.037 26.83 -0.079  

3 0.019 52.40 -0.002  

4 0.014 70.41 -0.013  

5 0.011 91.52 -0.001  

6 0.002 403.84 0.002  
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第 5.3表 固有値解析結果(Ss-2) 

方向 次 数 
固有周期 

(s) 
振動数 
(Hz) 

刺激係数 備 考 

NS 

1 0.224 4.46 1.528 全体 1次 

2 0.111 9.05 -0.555  

3 0.063 15.95 0.014  

4 0.059 16.90 0.007  

5 0.036 27.63 0.006  

6 0.033 30.66 0.029  

7 0.030 33.90 -0.050  

8 0.021 48.39 -0.003  

EW 

1 0.299 3.35 2.123 全体 1次 

2 0.199 5.02 -0.121  

3 0.199 5.03 -0.289  

4 0.196 5.10 -1.183  

5 0.187 5.33 -1.148  

6 0.170 5.88 -0.169  

7 0.169 5.92 0.383  

8 0.165 6.07 -0.588  

9 0.159 6.28 -0.474  

10 0.153 6.53 0.577  

11 0.143 7.01 -2.611  

12 0.126 7.95 -1.126 全体 2次 

UD 

1 0.151 6.63 1.082 全体 1次 

2 0.037 26.86 -0.085  

3 0.019 52.40 -0.002  

4 0.014 70.44 -0.014  

5 0.011 91.52 -0.001  

6 0.002 403.87 0.002  
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第 5.4表 固有値解析結果(Ss-3) 

方向 次 数 
固有周期 

(s) 
振動数 
(Hz) 

刺激係数 備 考 

NS 

1 0.233 4.30 1.517 全体 1次 

2 0.115 8.70 -0.538  

3 0.063 15.85 0.009  

4 0.059 16.89 0.006  

5 0.036 27.63 0.006  

6 0.033 30.65 0.026  

7 0.030 33.85 -0.047  

8 0.021 48.39 -0.002  

EW 

1 0.307 3.26 2.076 全体 1次 

2 0.199 5.02 -0.132  

3 0.199 5.03 -0.310  

4 0.196 5.10 -1.198  

5 0.188 5.33 -1.134  

6 0.170 5.88 -0.183  

7 0.169 5.92 0.403  

8 0.165 6.07 -0.617  

9 0.159 6.28 -0.517  

10 0.154 6.48 1.078 UD方向 1次 

11 0.153 6.53 0.649  

12 0.144 6.94 -2.822  

13 0.128 7.83 -1.037 全体 2次 

UD 

1 0.154 6.48 1.078 全体 1次 

2 0.037 26.84 -0.081  

3 0.019 52.40 -0.002  

4 0.014 70.42 -0.014  

5 0.011 91.52 -0.001  

6 0.002 403.85 0.002  
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第 5.5表 固有値解析結果(Ss-4) 

方向 次 数 
固有周期 

(s) 
振動数 
(Hz) 

刺激係数 備 考 

NS 

1 0.224 4.46 1.527 全体 1次 

2 0.111 9.04 -0.554  

3 0.063 15.94 0.014  

4 0.059 16.90 0.007  

5 0.036 27.63 0.006  

6 0.033 30.66 0.029  

7 0.030 33.90 -0.050  

8 0.021 48.39 -0.003  

EW 

1 0.299 3.34 2.121 全体 1次 

2 0.199 5.02 -0.121  

3 0.199 5.03 -0.289  

4 0.196 5.10 -1.183  

5 0.187 5.33 -1.147  

6 0.170 5.88 -0.169  

7 0.169 5.92 0.384  

8 0.165 6.07 -0.588  

9 0.159 6.28 -0.475  

10 0.153 6.53 0.579  

11 0.143 7.01 -2.617  

12 0.126 7.95 -1.124 全体 2次 

UD 

1 0.151 6.64 1.082 全体 1次 

2 0.037 26.86 -0.086  

3 0.019 52.40 -0.002  

4 0.014 70.44 -0.014  

5 0.011 91.52 -0.001  

6 0.002 403.87 0.002  

 

  



 

添 4 - 1 - 1 - 55 

第 5.6表 固有値解析結果(Ss-5) 

方向 次 数 
固有周期 

(s) 
振動数 
(Hz) 

刺激係数 備 考 

NS 

1 0.219 4.56 1.534 全体 1次 

2 0.108 9.26 -0.565  

3 0.062 16.02 0.018  

4 0.059 16.90 0.008  

5 0.036 27.64 0.006  

6 0.033 30.67 0.030  

7 0.029 33.93 -0.053  

8 0.021 48.39 -0.003  

EW 

1 0.294 3.40 2.151 全体 1次 

2 0.199 5.02 -0.116  

3 0.199 5.03 -0.279  

4 0.196 5.11 -1.177  

5 0.187 5.34 -1.160  

6 0.170 5.88 -0.163  

7 0.169 5.93 0.374  

8 0.165 6.07 -0.575  

9 0.159 6.29 -0.455  

10 0.153 6.53 0.547  

11 0.142 7.05 -2.497  

12 0.125 8.02 -1.167 全体 2次 

UD 

1 0.144 6.96 1.090 全体 1次 

2 0.037 26.89 -0.095  

3 0.019 52.40 -0.002  

4 0.014 70.47 -0.016  

5 0.011 91.52 -0.001  

6 0.002 403.91 0.002  
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(1次) (2次) 

  

(3次) (4次) 

 

第 5.1図 刺激関数(NS方向、Ss-D、1～4次)  
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(5 次) (6次) 

  

(7 次) (8次) 

 

第 5.2図 刺激関数(NS方向、Ss-D、5～8次)  
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(1 次) 

 

(2 次) 

 

第 5.3図 刺激関数(EW方向、Ss-D、1次及び 2次) 
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(3 次) 

 

(4 次) 

 

第 5.4図 刺激関数(EW方向、Ss-D、3次及び 4次) 
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(5 次) 

 

(6 次) 

 

第 5.5図 刺激関数(EW方向、Ss-D、5次及び 6次) 
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(7 次) 

 

(13 次) 

 

第 5.6図 刺激関数(EW方向、Ss-D、7次及び 13次) 
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(1次) (2次) 

  

(3次) (4次) 

 

第 5.7図 刺激関数(UD方向、Ss-D、1～4次)  
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(5次) (6次) 

 

第 5.8図 刺激関数(UD方向、Ss-D、5次及び 6次) 
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 地震応答解析結果 

基準地震動 Ssによる水平方向の最大応答加速度、最大応答せん断力及び最大応答曲

げモーメントを第 5.9図から第 5.44図に、鉛直方向の最大応答加速度及び最大応答軸

力を第 5.45図から第 5.56図に示す。また、耐震壁のせん断のスケルトンカーブ上の最

大応答値を第 5.57図から第 5.59図に示す。せん断ひずみは最大で 0.12×10-3であり、

評価基準値(2.0×10-3)を超えないことを確認した。 

なお、EW方向の基準地震動 Ss-D、Ss-1及び Ss-3を入力とする地震応答解析は、誘発

上下動を考慮した浮き上がり非線形解析としている。 
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第 5.9図 最大応答加速度(NS方向、Ss-D) 

 

第 5.10図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-D) 
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第 5.11図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-D) 

 

第 5.12図 最大応答加速度(NS方向、Ss-1) 
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第 5.13図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-1) 

 

第 5.14図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-1) 
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第 5.15図 最大応答加速度(NS方向、Ss-2) 

 

第 5.16図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-2) 
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第 5.17図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-2) 

 

第 5.18図 最大応答加速度(NS方向、Ss-3) 

  

G.L. (m)

17.200

11.325

0.200

-8.800

-10.800

B C D

0.00

27.17
27.17

146.61
146.61

290.09

0.00

221.74
908.90

1061.19

0.00

27.71
27.71

144.71
144.71

313.09

NS方向 Ss-2

(×103 kN･m)

G.L. (m)

17.200

11.325

0.200

-8.800

-10.800

B C D

1117

1004

755

634

779

634

617

1113

999

767

634

NS方向 Ss-3

(cm/s2)



 

添 4 - 1 - 1 - 70 

 

第 5.19図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-3) 

 

第 5.20図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-3) 
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第 5.21図 最大応答加速度(NS方向、Ss-4) 

 

第 5.22図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-4) 
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第 5.23図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-4) 

 

第 5.24図 最大応答加速度(NS方向、Ss-5) 
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添 4 - 1 - 1 - 73 

 

第 5.25図 最大応答せん断力(NS方向、Ss-5) 

 

第 5.26図 最大応答曲げモーメント(NS方向、Ss-5) 
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添 4 - 1 - 1 - 74 

 

第 5.27図 最大応答加速度(EW方向、Ss-D) 

 

第 5.28図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-D) 
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添 4 - 1 - 1 - 75 

 

第 5.29図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-D) 

 

第 5.30図 最大応答加速度(EW方向、Ss-1) 
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添 4 - 1 - 1 - 76 

 

第 5.31図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-1) 

 

第 5.32図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-1) 

  

G.L. (m)

17.200

11.325

8.200

4.200

0.200

-8.800

-10.800

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7

6672

7907

4429

319

456

866

495

670

606

284

264

549

1027

858 11274

253

754

1149

643

659

557

476 9467

49996

361

435

902

320

658

552

467 9280

359

434

897

316

523

487

424 10356

302

420

783

291

6572

7919

4294

EW方向 Ss-1

(kN)

G.L. (m)

17.200

11.325

8.200

4.200

0.200

-8.800

-10.800

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7

0.00

39.20
39.20

123.02
123.02

127.86

1.10

1.01
1.01

1.96
1.96

7.19
6.17

2.53

0.99

3.30
3.30

3.45
1.99

0.57

1.08

1.50
1.50

1.76
1.76

7.97
7.97

1.44

0.00

101.15

1.04

1.91
1.91

3.53
3.53

7.49
7.49

2.23

0.94

3.16
3.16

3.03
3.03

1.25

0.00

85.21
632.94
708.76

0.53

1.89
1.89

1.45
1.45

4.74
4.74

2.28

0.94

3.17
3.17

2.97
2.97

1.23

0.00

83.52

0.54

1.88
1.88

1.43
1.43

4.72
4.72

2.37

0.57

2.69
2.69

2.73
2.73

1.09

0.00

93.20

0.64

1.70
1.70

1.44
1.44

4.46
4.46

2.31

0.00

38.61
38.61

124.51
124.54

118.68

EW方向 Ss-1

(×103 kN･m)



 

添 4 - 1 - 1 - 77 

 

第 5.33図 最大応答加速度(EW方向、Ss-2) 

 

第 5.34図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-2) 
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添 4 - 1 - 1 - 78 

 

第 5.35図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-2) 

 

第 5.36図 最大応答加速度(EW方向、Ss-3) 
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添 4 - 1 - 1 - 79 

 

第 5.37図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-3) 

 

第 5.38図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-3) 
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添 4 - 1 - 1 - 80 

 

第 5.39図 最大応答加速度(EW方向、Ss-4) 

 

第 5.40図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-4) 
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添 4 - 1 - 1 - 81 

 

第 5.41図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-4) 

 

第 5.42図 最大応答加速度(EW方向、Ss-5) 
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添 4 - 1 - 1 - 82 

 

第 5.43図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-5) 

 

第 5.44図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-5) 
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添 4 - 1 - 1 - 83 

 

第 5.45図 最大応答加速度(UD方向、Ss-D) 

 

第 5.46図 最大応答軸力(UD方向、Ss-D) 
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添 4 - 1 - 1 - 84 

 

第 5.47図 最大応答加速度(UD方向、Ss-1) 

 

第 5.48図 最大応答軸力(UD方向、Ss-1) 
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第 5.49図 最大応答加速度(UD方向、Ss-2) 

 

第 5.50図 最大応答軸力(UD方向、Ss-2) 
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第 5.51図 最大応答加速度(UD方向、Ss-3) 

 

第 5.52図 最大応答軸力(UD方向、Ss-3) 
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第 5.53図 最大応答加速度(UD方向、Ss-4) 

 

第 5.54図 最大応答軸力(UD方向、Ss-4) 

  

G.L. (m)

17.200

11.325

0.200

-8.800

-10.800

外周壁 セル

609

606

593

578

582

578

577

UD方向 Ss-4

(cm/s2)

G.L. (m)

17.200

11.325

0.200

-8.800

-10.800

外周壁 セル

5729

13661

28131
16382

66864

UD方向 Ss-4

(kN)



 

添 4 - 1 - 1 - 88 

 

第 5.55図 最大応答加速度(UD方向、Ss-5) 

 

第 5.56図 最大応答軸力(UD方向、Ss-5) 
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第 5.57 図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(NS 方向)  
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第 5.58図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向)(1/2) 
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第 5.59図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向)(2/2) 
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6. 基礎浮き上がりの検討 

基準地震動 Ss による地震応答解析の結果に基づく最小接地率の一覧表を第 6.1 表に示

す。また、地震時の最大接地圧は、地反力分布を三角形分布と仮定し、鉛直方向の地震力を

組合せ係数法(組合せ係数 0.4)により考慮して算定する。最大接地圧の一覧表を第 6.2表に

示す。 

NS 方向の接地率は、浮き上がり非線形ばねを用いた地震応答解析を適用できる値(65％)

以上であることを確認した。EW方向の接地率は、Ss-2、Ss-4及び Ss-5を入力としたケース

については浮き上がり非線形ばねを用いた地震応答解析を適用できる値(65％)以上である

ことを確認した。Ss-1及び Ss-3を入力としたケースについては誘発上下動を考慮した浮き

上がり非線形解析を適用できる値(50％)以上であることを確認した。Ss-D を入力としたケ

ースについては接地率が 50％未満であるため、「JEAC4601-2015 3.5.5.4 基礎浮き上がり

の評価法」に基づき特別な検討(以下「擬似三次元 FEM解析」という。)を実施し、建家応答

の妥当性を検討している。 

接地圧は、基礎地盤における平板載荷試験の結果から設定した極限支持力度 1,500kN/m²

を超えないことを確認した。 
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第 6.1表 最小接地率 

(a) NS 方向 

地震動 

浮き上がり限界 

転倒モーメント 

(×105kN･m) 

最大転倒モーメント 

(×105kN・m) 

最小接地率 

(％) 

   Ss-D 

6.82 

 7.45 95.4 

   Ss-1  9.79 78.2 

   Ss-2 10.52 72.8 

   Ss-3 11.48 65.9 

   Ss-4  8.79 85.5 

   Ss-5  7.82 92.6 

 

(b) EW 方向 

地震動 

浮き上がり限界 

転倒モーメント 

(×105kN･m) 

最大転倒モーメント 

(×105kN・m) 

最小接地率 

(％) 

   Ss-D※ 

4.00 

8.65 49.8 

   Ss-1※ 6.90 66.2 

   Ss-2 6.50 68.7 

   Ss-3※ 7.04 65.3 

   Ss-4 6.25 71.8 

   Ss-5 6.79 65.1 

※ 誘発上下動を考慮した浮き上がり非線形解析による結果 
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第 6.2表 最大接地圧 

地震動 方向 
最大接地圧 

(kN/m2) 

Ss-D 
NS 490 

EW 960 

Ss-1 
NS 550 

EW 680 

Ss-2 
NS 600 

EW 650 

Ss-3 
NS 760 

EW 720 

Ss-4 
NS 510 

EW 630 

Ss-5 
NS 470 

EW 690 
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7. 擬似三次元 FEM解析による詳細検討 

 検討方針 

本検討では、質点系 SRモデルによる地震応答解析(以下「質点系 SR 解析」という。)の

うち、Ss-Dの EW方向の解析において接地率が 50％未満となったため、質点系 SR解析の

建家応答に及ぼす影響を確認するための検討を実施する。 

検討は「JEAC4601-2015 3.5.5.4 基礎浮き上がりの評価法」に基づき擬似三次元 FEM解

析を実施し、擬似三次元 FEM解析結果と質点系 SR解析結果の比較を行い、影響を確認す

る。 

 

 解析モデル 

擬似三次元 FEM解析モデルを第 7.1図に示す。 

(1) 解析領域 

解析領域は、側面境界及び底面境界が構造物の応答に影響しないよう、構造物と側面

境界及び底面境界との距離を十分に大きく設定する。 

 

(2) 境界条件 

地盤の境界条件は、底面粘性境界、側面粘性境界かつ繰り返し境界とする。また、二

次元地盤の面外方向に粘性境界を考慮し、擬似三次元モデルとして解析を実施する。 

 

(3) 地盤のモデル化 

地盤は成層地盤とし、平面ひずみ要素で EW方向についてモデル化する。地盤の物性

値は、質点系 SR解析と同様に地盤のひずみ依存特性を考慮して求めた等価物性値を用

いる。 

 

(4) 建家のモデル化 

建家は、質点系 SR解析と同様の諸元及び復元力特性を有する多軸多質点系モデル(EW

方向)とする。 

 

(5) ジョイント要素 

建家と底面及び側面地盤の境界部にジョイント要素を設けることにより、建家と地

盤の剥離を考慮する。底面及び側面ジョイント要素の非線形特性は、軸方向について常

時応力を考慮した上で地震時に引張応力が生じた場合、剛性及び応力をゼロとする。底

面及び側面ジョイント要素の非線形特性を第 7.2図に示す。 

 

擬似三次元 FEM解析に使用する解析コードは「SoilPlus(伊藤忠テクノソリューション

ズ株式会社)」である。  
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第 7.1図 擬似三次元 FEM 解析モデル(EW方向)  
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第 7.2図 底面及び側面ジョイント要素の非線形特性 
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 解析結果 

建家の最大応答加速度、せん断力及び曲げモーメントを第 7.3 図から第 7.5 図に、耐

震壁のせん断のスケルトンカーブ上の最大応答値を第 7.6図及び第 7.7図に示す。また、

機器・配管系の評価に用いる高さ(G.L. 11.325m、0.2m、-8.8m)の加速度応答スペクトル

を第 7.8図から第 7.10図に示す。 

質点系 SR解析による応答は、擬似三次元 FEM解析による応答とほぼ同等な結果となっ

ており、せん断ひずみは、擬似三次元 FEM解析でも最大で 0.13×10-3であり、評価基準値

(2.0×10-3)を超えないことを確認した。 

以上により、接地率が 50％未満となったことが質点系 SR解析結果に及ぼす影響は小さ

いことを確認した。 

建家の最小接地率を第 7.1表に示す。 

接地率は、擬似三次元 FEM解析では 70％以上となった。 
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第 7.3図 最大応答加速度(EW方向、Ss-D) 

 

第 7.4図 最大応答せん断力(EW方向、Ss-D) 

 

第 7.5図 最大応答曲げモーメント(EW方向、Ss-D) 

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7 (cm/s2)

T.P.(m)

53.70

36.70

47.825

27.70

25.70

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7 (×104kN)

T.P.(m)

53.70

36.70

47.825

27.70

25.70

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7 (×104kN・m)

T.P.(m)

53.70

36.70

47.825

27.70

25.70
0 100 

(×103kN･m) 

0 10000 

(kN) 

0 1000 

(cm/s²) 

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7 (cm/s2)

G.L.(m)

17.20

0.20

11.325

-8.80

-10.80

    質点系 SR解析 

    擬似三次元 FEM解析 

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7 (cm/s2)

G.L.(m)

17.20

0.20

11.325

-8.80

-10.80

1 2B 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D 6B 6C 6D 7 (cm/s2)

G.L.(m)

17.20

0.20

11.325

-8.80

-10.80



 

添 4 - 1 - 1 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

第 7.6図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向、Ss-D)(1/2) 
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第 7.7図 せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値(EW方向、Ss-D)(2/2) 
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第 7.8図 加速度応答スペクトル(EW方向、Ss-D、G.L. 11.325m、h=0.05) 
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    擬似三次元 FEM解析 
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   ている質点位置を示す。 
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第 7.9図 加速度応答スペクトル(EW 方向、Ss-D、G.L. 0.2m、h=0.05) 
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   加速度応答スペクトルを示し 
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第 7.10図 加速度応答スペクトル(EW方向、Ss-D、G.L. 0.2m及び-8.8m、h=0.05) 

 

 

第 7.1表 最小接地率(EW方向) 
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Ss-D 4.00 6.92 72.5 
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8. 評価結果 

使用済燃料貯蔵建家の耐震性評価として基準地震動 Ssによる地震応答解析を行い、接地

率が基礎浮き上がりの評価法の適用範囲内であるか又は地震応答解析結果に及ぼす影響は

小さいこと、耐震壁に生じるせん断ひずみ及び接地圧が評価基準値を超えないことを確認

した。これにより、使用済燃料貯蔵建家は基準地震動 Ssに対して耐震余裕を有しているこ

とを確認した。 

以上の結果から、基準地震動 Ss が作用した場合においても使用済燃料貯蔵建家躯体は、

使用済燃料貯蔵設備の上蓋を支持する機能を喪失しないことを確認した。 

 



   

 

 

 

 

4-1-2．機器・配管系の耐震性評価 

 

 



目次 – 1 
 

目次 

1. 概要 ......................................................... 添 4 – 1 – 2 – 1 

2. 後備停止系の耐震評価 .......................................... 添 4 – 1 – 2 – 1 

2.1 現場盤 ····················································· 添 4 – 1 – 2 – 1 

2.1.1 評価方法 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 2 

2.1.2 評価結果 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 2 

2.2 原子炉格納容器貫通部 ······································· 添 4 – 1 – 2 – 3 

2.3 後備停止系駆動装置 ········································· 添 4 – 1 – 2 – 4 

2.3.1 構造の説明 ............................................. 添 4 – 1 – 2 – 4 

2.3.2 ホッパ ................................................. 添 4 – 1 – 2 – 4 

2.3.3 電動機 ................................................. 添 4 – 1 – 2 – 5 

3. プール水冷却浄化設備の耐震評価 ................................ 添 4 – 1 – 2 – 7 

3.1 現場盤 ····················································· 添 4 – 1 – 2 – 7 

3.1.1 応力計算 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 7 

3.1.2 評価方法 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 8 

3.1.3 評価結果 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 8 

3.2 計器スタンション ··········································· 添 4 – 1 – 2 – 8 

3.2.1 応力計算 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.2.2 評価結果 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.3 補給水系配管 ··············································· 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.3.1 評価内容 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.3.2 適用基準 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.3.3 解析プログラム ......................................... 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.3.4 機器区分 ............................................... 添 4 – 1 – 2 – 9 

3.3.5 設計地震力 ............................................ 添 4 – 1 – 2 – 10 

3.3.6 評価結果 .............................................. 添 4 – 1 – 2 – 10 

4. 使用済燃料貯蔵設備の耐震評価 ................................. 添 4 – 1 – 2 – 15 

4.1 評価方法 ·················································· 添 4 – 1 – 2 – 15 

4.2 評価結果 ·················································· 添 4 – 1 – 2 – 15 

5. その他監視に必要な盤、計器の耐震評価 ......................... 添 4 – 1 – 2 – 16 

6. まとめ ...................................................... 添 4 – 1 – 2 – 16 

 

  



目次 – 2 
 

表 目 次 

 

第 1.1表 評価対象 ........................................... 添 4 – 1 – 2 – 1 

第 2.1表 後備停止系の現場盤の評価結果 ....................... 添 4 – 1 – 2 – 2 

第 2.2表 原子炉格納容器貫通部(E214)の評価結果 ............... 添 4 – 1 – 2 – 3 

第 2.3表 ホッパの評価結果 ................................... 添 4 – 1 – 2 – 4 

第 2.4表 電動機の設計情報 ................................... 添 4 – 1 – 2 – 5 

第 2.5表 電動機の機器要目 ................................... 添 4 – 1 – 2 – 5 

第 2.6表 計算結果 ........................................... 添 4 – 1 – 2 – 6 

第 3.1表 動的地震力 ........................................ 添 4 – 1 – 2 – 10 

第 3.2表 純水供給設備の配管の配管諸元 ...................... 添 4 – 1 – 2 – 14 

第 3.3表 純水供給設備の配管の応力評価結果(一次応力)(最大値) ................ 

 ........................................................ 添 4 – 1 – 2 – 14 

第 3.4表 純水供給設備の配管の応力評価結果(一次＋二次応力)(最大値) .......... 

 ........................................................ 添 4 – 1 – 2 – 14 

第 4.1表 使用済燃料貯蔵設備の評価結果 ...................... 添 4 – 1 – 2 – 15 

 

 

  



目次 – 3 
 

図 目 次 

 

第 3.1図 計算モデル図 ....................................... 添 4 – 1 – 2 – 7 

第 3.2図 純水供給設備の配管のアイソメ図 .................... 添 4 – 1 – 2 – 11 

第 3.3図 純水供給設備の配管の解析モデル図（節点番号） ...... 添 4 – 1 – 2 – 12 

第 3.4図 純水供給設備の配管の解析モデル図（要素番号） ...... 添 4 – 1 – 2 – 13 

 

 



添 4 – 1 – 2 – 1 

1. 概要 

本添付資料は、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策機器のうち、後備停

止系、プール水冷却浄化設備、使用済燃料貯蔵設備、その他監視に必要な盤、計器について、

基準地震動による地震力に対して許容応力状態ⅣAS で耐震余裕を有することを説明するも

のである。本添付資料で説明する評価対象は第 1.1表のとおりである。 

 

第 1.1表 評価対象 

設備機器 

後備停止系 

現場盤 

原子炉格納容器貫通部 

後備停止系駆動装置 

プール水冷却浄化設備 

現場盤 

計器スタンション 

補給水系配管 

使用済燃料貯蔵設備 原子炉建家内の使用済燃料貯

蔵設備貯蔵ラック 

使用済燃料貯蔵建家内の使用

済燃料貯蔵設備貯蔵ラック 

そ の 他

監 視 に

必 要 な

盤、計器 

補助冷却器出口ヘリウム

圧力 

現場盤 

計器スタンション 

原子炉格納容器内圧力 現場盤 

計器スタンション 

原子炉圧力容器上鏡温度 現場盤 

中性子束 現場盤 

 

2. 後備停止系の耐震評価 

後備停止系の現場盤、原子炉格納容器貫通部、後備停止系駆動装置の耐震健全性を確認す

る。後備停止系は、耐震重要度 B クラスに分類されているものの、多量の放射性物質等を

放出するおそれのある事故時にも機能を期待するため、添付書類 1-2-1.に示す基準地震動

による地震力に対して十分な強度を有していることを説明する。 

 

2.1 現場盤 

現場盤は、合計 16 基の後備停止系に対して、8 基ごとに 1 基の盤が設けられており、

計 2基の盤が設置されている。耐震性評価は、耐震設計の基本方針に従い、基準地震動に

よる地震力に対して基礎ボルトにかかる応力が許容応力以下であることを確認すること

で実施する。 
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2.1.1 評価方法 

添付書類 1-4-1.に基づき応答倍率法による評価を行う。 

 

2.1.2 評価結果 

現場盤の耐震性の評価結果を第 2.1表に示す。 

 

第 2.1表 後備停止系の現場盤の評価結果 

機器 評価部位 分類 
方法 1 

(MPa) 

方法 2 

(MPa) 

許容値 

(MPa) 
参考資料※ 

後備停止系

の現場盤 
ボルト 

引張 10 22 210 
Ⅳ-ニ-9 

せん断 5 10 161 

※ 既往の設工認添付計算書 

「Ⅳ-ニ-9 計装の耐震計算書」(設計及び工事の方法の認可（第 4回申請）平成 4年 9月

30日付け 4安（原規）第 312号) 
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2.2 原子炉格納容器貫通部 

後備停止系のうち後備停止系駆動装置に電源を供給する電線等は、耐震重要度 Bクラ

スに分類されている原子炉格納容器貫通部(E214)を経由する。そこで、原子炉格納容器

貫通部について多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時にも機能を期待する

ため、耐震設計の基本方針に基づき、基準地震動による地震力に対して十分な強度を有

していることを示す。 

原子炉格納容器貫通部の E214（公称径 14B）の基準地震動による応力の計算結果は、添

付書類 1-5-3.に示すとおり、一次一般膜応力強さ(最大値)が 122MPa、一次応力強さ(最大

値)が 141MPa、一次＋二次応力強さ(最大値)が 294MPa、せん断応力が 8MPaである。 

応力強さの許容値は、一次一般膜応力強さが 131MPa、一次応力強さが 197MPa、一次＋

二次応力強さが 394MPaである。せん断応力の許容値は、169MPaである。 

以上の評価結果を第 2.2表に示す。 

 

第 2.2表 原子炉格納容器貫通部(E214)の評価結果 

応力計算点 

一次一般膜

応力強さ 

(MPa) 

一次応力強さ 

(MPa) 

一次＋二次

応力強さ 

(MPa) 

せん断応力 

(MPa) 

原子炉格納容器

貫通部(E214) 

公称径：14B 

計算結果 122 141 294 8 

許容値 131 197 394 169 
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2.3 後備停止系駆動装置 

2.3.1 構造の説明 

後備停止系駆動装置は炭化ホウ素ペレット、ホッパ、電動プラグ、電動機等からなり、

炭化ホウ素ペレットは、ホッパ内に収容され、電動プラグにより栓をする。電動プラグ

は電動機により上下動を行い落下口の開閉を行う。後備停止系駆動装置は、スタンドパ

イプクロージャを介してスタンドパイプに支持される。ホッパは上部遮蔽体ブロックに

支持される。 

 

2.3.2 ホッパ 

2.3.2.1 評価方法 

添付書類 1-4-1.に基づき応答倍率法による評価を行う。 

 

2.3.2.2 評価結果 

ホッパの耐震性の評価結果を第 2.3表に示す。 

 

第 2.3表 ホッパの評価結果 

機器 評価部位 分類 
方法 1 

(MPa) 

方法 2 

(MPa) 

許容値 

(MPa) 
参考資料※ 

後備停止系

駆動装置 
ホッパ 

膜 15 11 264 
Ⅳ-ニ-14 

膜＋曲げ 160 273 396 

※ 既往の設工認添付計算書 

「Ⅳ-ニ-14 後備停止系駆動装置の耐震計算書」(設計及び工事の方法の認可（第 4回申

請）平成 4年 9月 30日付け 4安（原規）第 312号) 
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2.3.3 電動機 

後備停止系駆動装置の電動機の耐震計算を示す。本電動機は、原子力発電所耐震設計

技術指針(JEAG4601)に基づいて耐震計算を実施する。 

 

2.3.3.1 設計情報 

電動機の設計情報を第 2.4表に示す。 

 

第 2.4表 電動機の設計情報 

機器名称 
基準地震動 Ss 

ポンプ振動による震度(CP)※2 
水平震度(CH)※1 

電動機 0.78 0.78 

※1 水平方向震度は、添付書類 1-2-1.の水平方向の解析モデルから得られた内

部コンクリート構造物の震度とする。 

※2 ポンプ振動による震度は、基準地震動 Ssの水平震度と同じとする。 

 

2.3.3.2 機器要目 

電動機の機器要目を第 2.5表に示す。 

 

第 2.5表 電動機の機器要目 

全重量 

据付面か

ら端まで

の距離 

据付ボル

トのピッ

チ円直径 

据付ボル

トの軸断

面積 

据付ボル

トの本数 

引張力に作

用する据付

ボルトの評

価本数 

 応力算定用の

基準値 

W (N) h (mm) D (mm) Ab (mm2) n (-) nf (-) F* (MPa) 

83 322 102 50.2 6 1 246 

 

2.3.3.3 応力計算の方法 

据付ボルトの応力は、地震による震度及びポンプ振動による震度によるせん断力と

引張力について計算する。 

 

(1) せん断応力 

据付ボルトに対するせん断力は、据付ボルト全体数で受けるものとして計算す

る。 

(i) せん断力(Qb) 

𝑄𝑏 = 𝑊(𝐶𝐻 + 𝐶𝑃) 

(ii)せん断応力(τb) 



添 4 – 1 – 2 – 6 

𝜏𝑏 =
𝑄𝑏

𝑛𝐴𝑏
 

 

(2) 引張応力 

円形計算モデルの場合の基礎ボルトに対する引張力は、支点から正比例した力

が作用するものとし、最も厳しい条件として支点から最も離れたボルトについて

計算する。 

(i) 引張力(Fb) 

𝐹𝑏 =
𝑊𝑖(𝐶𝐻 + 𝐶𝑃)ℎ − 𝑊(1 − 𝐶𝑝)

𝐷
2

3
8

𝑛𝑓𝐷
 

(ii) 引張応力(σb) 

𝜎𝑏 =
𝐹𝑏

𝐴𝑏
 

 

(3) 許容応力 

据付ボルトの引張応力σb は、下記 2 式より求めた許容引張応力 fts 以下であ

る。 

せん断応力τb は、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb 以下であ

る。 

𝑓𝑡𝑠 = 1.4𝑓𝑡0 − 1.6𝜏𝑏 

𝑓𝑡𝑠 ≤ 𝑓𝑡0 

 

ただし、𝑓𝑡0、𝑓𝑠𝑏は下表による。 

 許容引張応力𝑓𝑡0 許容せん断応力𝑓𝑠𝑏 

計 算 式 (
𝐹∗

2
) 1.5 (

𝐹∗

1.5√3
) 1.5 

 

2.3.3.4 計算結果 

計算結果を第 2.6表に示す。 

 

第 2.6表 計算結果 

評価点 材料 応力 算出応力 (MPa) 許容応力 (MPa) 

据付ボルト SUS316 
せん断 1 142 

引張 22 184 
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3. プール水冷却浄化設備の耐震評価 

プール水冷却浄化設備の貯蔵プール水位の監視に必要な盤及び計器、並びに補給水系配

管（仮設ホース等を接続して使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プールに給水できる配管）の耐震健

全性を確認する。 

なお、補給水系配管は、配管の施工状況から使用済燃料貯蔵設備の純水供給設備の配管の

一部としてモデル化して耐震健全性を確認する。 

 

3.1 現場盤 

盤は、構造的に多層に補強材を連絡した一個の大きな箱型形状をしており、重心の位置

は箱型形状のほぼ中心にあり、下面がボルトにて固定されている。 

 

3.1.1 応力計算 

盤の基礎ボルトの応力は、地震による震度により働くモーメント等による引張力とせ

ん断力について計算する。 

応力計算は第 3.1図に示すモデルにより行う。 

 

 

第 3.1図 計算モデル図 

 

(1) せん断応力 

ボルトに対するせん断力は、ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

 (i) せん断力 

𝑄𝑏 = W × 𝐶𝐻 

 (ii) せん断応力 

𝜏𝑏 =
𝑄𝑏

𝐴𝑏 × 𝑛
 

ここで、基礎ボルトの軸断面積𝐴𝑏は、 

転倒支点

転倒支点

前面

W(1-CV)

WCH

h

ℓ1 ℓ2
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𝐴𝑏 =
𝜋

4
× 𝑑2 

 

(2) 引張応力 

ボルトに対する引張力は、最も厳しい条件として第 3.1図でボルトを支点とする

転倒を考え、これを片側のボルトで受けるものとして計算する。 

 (i) 引張力 

𝐹𝑏 = 𝑊 ×
𝐶𝐻 × ℎ − (1 − 𝐶𝑉) × ℓ

1

1
2

× 𝑛𝑓 × (ℓ
1

+ ℓ
2

)
 

 (ii) 引張応力 

𝜎𝑏 =
𝐹𝑏

𝐴𝑏
 

 

(3) 機器要目 

盤名称 
𝑊 

(N) 
ℎ (mm) 

ℓ
1
 

(mm) 

ℓ
2
 

(mm) 

𝐴𝑏 

(mm2) 

𝑛 

(-) 

𝑛𝑓 

(-) 

𝐹∗ 

(MPa) 

プール水冷却浄化設備盤 9316 950 370 370 201 14 4 280 

 

3.1.2 評価方法 

3.1.1 項で求めたボルトの引張応力𝜎𝑏は、次の 2 式より求めた許容応力𝑓𝑡𝑠以下であ

る。 

せん断応力𝜏𝑏は、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力𝑓𝑠𝑏以下である。 

𝑓𝑡𝑠 = 1.4 𝑓𝑡0 − 1.6𝜏𝑏 

𝑓𝑡𝑠 ≤ 𝑓𝑡0 

ただし、𝑓𝑡0、𝑓𝑠𝑏は下表による。 

許容引張応力𝑓𝑡0 許容せん断応力𝑓𝑠𝑏 

1.5 (
𝐹∗

2
) 1.5 (

𝐹∗

1.5√3
) 

 

3.1.3 評価結果 

評価部位 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

基礎ボルト SS400 
引張 𝜎𝑏 =16 𝑓𝑡𝑠 =210 

せん断 𝜏𝑏 =3 𝑓𝑠𝑏 =161 

3.2 計器スタンション 
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使用済燃料貯蔵プール水位計は一個の大きな箱型形状のラック内に設置されている。ラ

ックの重心の位置は箱型形状のほぼ中心にあり、下面がボルトにて固定されている。応力

計算及び評価の方法は「3.1 現場盤」と同様である。 

 

3.2.1 応力計算 

盤の基礎ボルトの応力は、地震による震度により働くモーメント等による引張力とせ

ん断力について計算する。計器スタンションの機器要目は次のとおりである。 

 

計器名称 
𝑊  

(N) 

ℎ  

(mm) 

ℓ
1
 

(mm) 

ℓ
2
 

(mm) 

𝐴𝑏 

(mm2) 

𝑛 

(-) 

𝑛𝑓 

(-) 

𝐹∗ 

(MPa) 

プール水位計 29420 1190 475 475 201 6 3 280 

 

3.2.2 評価結果 

 

評価部位 材料 応力 
算出応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

基礎ボルト SS400 
引張 𝜎𝑏 =74 𝑓𝑡𝑠 =210 

せん断 𝜏𝑏 =19 𝑓𝑠𝑏 =161 

 

3.3 補給水系配管 

3.3.1 評価内容 

配管の許容応力状態ⅣASにおける評価を行う。静的解析、動的解析を行い、地震荷重

は水平方向の地震力に鉛直地震力を重ね合わせて評価を行う。 

 

3.3.2 適用基準 

以下に示す規格及び基準を適用し評価を行う。 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1(日本機械学会)  

・原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601(日本電気協会)  

 

3.3.3 解析プログラム 

汎用計算プログラムである有限要素法解析コード「Nastran（エムエスシーソフトウ

ェア株式会社）」を使用する。 

 

3.3.4 機器区分 

「黒鉛減速ヘリウムガス冷却型原子炉施設に関する構造等の技術指針」(平成 2年 12

月 科学技術庁原子炉安全局)の機器区分により、第 3種管相当とする。 
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3.3.5 設計地震力 

動的地震力の算定に当たって考慮した項目を第 3.1表に示す。 

 

第 3.1表 動的地震力 

入力地震動 地震の種類 設計用床応答スペクトル 減衰定数 

スペクトル波 Ss波 

水平方向 X方向 

0.5％ 水平方向 Y方向 

鉛直方向 Z方向 

 

3.3.6 評価結果 

(1) アイソメ図 

アイソメ図を第 3.2図に示す。 

 

(2) モデル図 

解析モデル図を第 3.3図及び第 3.4図に示す。 

 

(3) 配管諸元 

配管諸元を第 3.2表に示す。 

 

(4) 応力評価結果 

応力評価結果を第 3.3表及び第 3.4表に示す。 
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第 3.2図 純水供給設備の配管のアイソメ図 
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第 3.3図 純水供給設備の配管の解析モデル図（節点番号）  
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第 3.4図 純水供給設備の配管の解析モデル図（要素番号）  
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第 3.2表 純水供給設備の配管の配管諸元 

節点 外径 板厚 材質 

最高 

使用 

圧力 

最高 

使用 

温度 

縦弾性係

数 

ポアソ

ン比 

配管 

質量 

保温

材 

 (mm) (mm)  (MPa) (℃) (N/mm2)  (kg/m)  

1-50 34.0 3.4 SUS304TP 0.99 40 1.94×105 0.3 3.2 無し 

11-109 17.3 2.3 SUS304TP 0.99 40 1.94×105 0.3 1.0 無し 

28-205 17.3 2.3 SUS304TP 0.99 40 1.94×105 0.3 1.0 無し 

42-303 34.0 3.4 SUS304TP 0.99 40 1.94×105 0.3 3.2 無し 

 

第 3.3表 純水供給設備の配管の応力評価結果(一次応力)(最大値) 

節点番号 許容応力状態 

一次応力評価 

発生応力 評価 

①内圧

応力 

②自重

応力 

③地震

応力 

計算応力 

①+②+③ 
許容応力 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

8 ⅣAS 3 28 44 75 468 

 

第 3.4表 純水供給設備の配管の応力評価結果(一次＋二次応力)(最大値) 

節点番号 許容応力状態 

一次＋二次応力評価 

発生応力 評価 

①地震応力 ②二次応力 
計算応力 

①+② 
許容応力 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

8 ⅣAS 89 0 89 410 
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4. 使用済燃料貯蔵設備の耐震評価 

原子炉建家内及び使用済燃料貯蔵建家内の使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラックの耐震健全性

を確認する。使用済燃料貯蔵建家内の使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラックは、耐震重要度 B ク

ラスに分類されているものの、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時にも機

能を期待するため、添付書類 1-2-1.に示す基準地震動による地震力に対して十分な強度を

有していることを説明する。 

なお、原子炉建家内の使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラックは耐震 S クラスに分類されており、

基準地震動を用いて評価した結果は添付書類 1-4-3.及び第 4.1表に示す。 

 

4.1 評価方法 

添付書類 1-4-1.に基づき応答倍率法による評価を行う。 

 

4.2 評価結果 

使用済燃料貯蔵設備の耐震性の評価結果を第 4.1表に示す。 

 

第 4.1表 使用済燃料貯蔵設備の評価結果 

機器 評価部位 分類 
方法 1 方法 2 許容値 

参考資料※ 
(MPa) (MPa) (MPa) 

原子炉建家

内使用済燃

料貯蔵設備 

貯蔵ラック 

胴部 
膜 18 30 255 

Ⅲ-ニ-11 
1次+2次 24 54 316 

取付 

ボルト 
引張 30 67 159 

使用済燃料

貯蔵建家内

使用済燃料

貯蔵設備 

貯蔵ラック 

胴部 
膜 28 30 264 

ニ-1-3 

1次+2次 43 52 342 

取付 

ボルト 
引張 71 85 172 

※ 既往の設工認添付計算書 

「Ⅲ-ニ-11 原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラックの耐震計算書」(設計及び工事

の方法の認可(第 3回申請)平成 4年 4月 9日付け 4安(原規)第 47号) 

「ニ-1-3 使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラックの耐震計算書」(設計及び工事の方法の認可(使

用済燃料貯蔵建家の設置)平成 11年 9月 8日付け 11安(原規)第 124 号)  
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5. その他監視に必要な盤、計器の耐震評価 

多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時において、原子炉の状態を把握する

ために監視するパラメータは、次のとおりである。 

・補助冷却器出口ヘリウム圧力 

・原子炉格納容器内圧力 

・原子炉圧力容器上鏡温度 

・中性子束 

・使用済燃料貯蔵プール水位 

 

「3. プール水冷却浄化設備の耐震評価」に記した使用済燃料貯蔵プール水位を除き、上

記の項目の監視に用いる盤及び計器スタンションは、添付書類 1-4-5.において基準地震動

による地震力に対して十分な強度を有していることを説明している。 

 

6. まとめ 

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策機器の耐震性評価は、評価結果に

示すとおり、発生値は評価基準値を満足しており、耐震余裕を有していることを確認した。 



 

 

 

 

 

4-2．多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防

止対策機器（消防自動車・ホース、可搬型計

器・可搬型発電機等）に係る「試験研究の用に

供する原子炉等の技術基準に関する規則」への

適合性 
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本申請のうち多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策機器の設置に係る設

計及び工事の計画と「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる

技術上の基準への適合性は、以下に示すとおりである。 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一条 適用範囲 ― ― ― 

第二条 定義 ― ― ― 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
― ― ― 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 ― ― 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 ― ― 

第六条 地震による損傷の防止 有 1項 
別添-1に 

示すとおり。 

第七条 津波による損傷の防止 無 ―  

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 ― ― 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 ― ― 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 ― ― 

第十一条 機能の確認等 無 ― ― 

第十二条 材料及び構造 無 ― ― 

第十三条 安全弁等 無 ― ― 

第十四条 逆止め弁 無 ― ― 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
無 ― ― 

第十六条 遮蔽等 無 ― ― 

第十七条 換気設備 無 ― ― 

第十八条 適用 ― ― ― 

第十九条 溢水による損傷の防止 無 ― ― 

第二十条 安全避難通路等 無 ― ― 

第二十一条 安全設備 無 ― ― 

第二十二条 炉心等 無 ― ― 

第二十三条 熱遮蔽材 無 ― ― 

第二十四条 一次冷却材 無 ― ― 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 ― ― 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 ― ― 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 ― ― 

第二十八条 冷却設備等 無 ― ― 

第二十九条 液位の保持等 該当なし ― ― 

第三十条 計測設備 該当なし ― ― 

第三十一条 放射線管理施設 無 ― ― 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十二条 安全保護回路 無 ― ― 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 ― ― 

第三十四条 原子炉制御室等 無 ― ― 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 ― ― 

第三十六条 保管廃棄設備 無 ― ― 

第三十七条 原子炉格納施設 該当なし ― ― 

第三十八条 実験設備等 無 ― ― 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

該当なし ― ― 

第四十条 保安電源設備 無 ― ― 

第四十一条 警報装置 無 ― ― 

第四十二条 通信連絡設備等 無 ― ― 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当なし ― ― 

第五十三条 適用 ― ― ― 

第五十四条 
原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 
無 ― ― 

第五十五条 計測設備 無 ― ― 

第五十六条 原子炉格納施設 無 ― ― 

第五十七条 試験用燃料体 無 ― ― 

第五十八条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

有 1項 
別添-1に 

示すとおり。 

第五十九条 準用 ― ― ― 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当なし ― ― 

第七十一条 第六章 雑則 無 ― ― 
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別添－１ 

（地震による損傷の防止） 

第六条 試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力（試験炉許可基準規則第四

条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及

ぼすことがないものでなければならない。 

２ 耐震重要施設（試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。

以下この条において同じ。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすお

それがある地震による加速度によって作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第三

項に規定する地震力をいう。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

３ 耐震重要施設は、試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊

によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

本原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時にも機能を期待す

る使用済燃料貯蔵建家、後備停止系、プール水冷却浄化設備、使用済燃料貯蔵設備、その他

監視に必要な盤、計器は、「添付書類 4-1-1. 使用済燃料貯蔵建家の耐震性評価」及び「添

付書類 4-1-2.機器・配管系の耐震性評価」のとおり、基準地震動による地震力に対して、

耐震余裕を有することを確認しており、第 1項に適合する設計となっている。 

 

（多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止） 

第五十八条 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であっ

て、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した

場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置が講じられたものでなけれ

ばならない。 

本原子炉施設は、「第 4編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち多量の放射性

物質等を放出する事故の拡大の防止対策機器(消防自動車・ホース、可搬型計器・可搬型

発電機等)」のとおり、多量の放射性物質等を放出する事故の拡大を防止するための資機

材、設備、機器等を備えている。 

また、これらの資機材、設備、機器等を用いることにより、使用済燃料貯蔵プールへの

注水、原子炉の状態監視、使用済燃料冷却の状態監視、瓦礫の撤去、建家の気密改善等の

当該事故の拡大防止のための措置を講じることができる。 

以上のことから、本原子炉施設は、第 1項に適合する設計となっている。 



 
 

 

 

 

5-1．原子炉施設［ＨＴＴＲ(高温工学試験研究炉)］

の変更に係る設計及び工事の計画の分割申請の

理由に関する説明書 
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（分割申請の理由） 

原子炉施設［ＨＴＴＲ(高温工学試験研究炉)］の設計及び工事の計画の認可申請は、工

事に要する期間等を考慮し、表 1 に示す項目のとおり分割して行う。本申請は、「制御棒

案内ブロック、原子炉圧力容器、炉内構造物等の構造(耐震性)」、「新燃料貯蔵設備、原

子炉建家内使用済燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設備等の構造（耐

震性・波及的影響）」、「中間熱交換器、１次ヘリウム循環機、補助冷却設備等の構造(耐

震性）」、「原子炉計装、制御棒、後備停止系駆動装置等の構造(耐震性）」、「排気筒の

構造(耐震性・波及的影響）」、「作業環境モニタリング設備の構造(耐震性)」、「原子炉

格納容器、原子炉格納容器附属設備等の構造(耐震性・波及的影響)」、「プラント補助施

設、建家・構築物等の構造(耐震性・波及的影響)」、「保管廃棄施設」、「溢水対策機器

（漏水検知器等)」及び「多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止対策機器（消防

自動車・ホース、可搬型計器・可搬型発電機等)」について申請するものである。 
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表１ ＨＴＴＲ(高温工学試験研究炉)設工認申請対象の施設区分、項目及び分割申請(1/2)※1 

 

施設区分 
項目 

分割申請 

回数 

今回 

申請等 
備考 

設工認申請 設置許可申請 

イ 原子炉

本体 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 
制御棒案内ブロック、原子炉圧力容器、

炉内構造物等の構造（耐震性） 

第 4 回 

〇 評価 

ロ 核燃料

物質の取扱

施設及び貯

蔵施設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 新燃料貯蔵設備、原子炉建家内使用済燃

料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵建家内使用

済燃料貯蔵設備等の構造（耐震性・波及

的影響） 

〇 評価 

二 核燃料物質

の取扱施設及び

貯蔵施設の構造

及び設備 

(2)核燃料物質

貯蔵設備の構

造及び貯蔵能

力 

使用済燃料貯蔵設備の警報回路 第 1 回  既設 

ハ 原子炉

冷却系統施

設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 
中間熱交換器、１次ヘリウム循環機、補

助冷却設備等の構造(耐震性） 

第 4 回 

〇 評価 

ニ 計測制

御系統施設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 
原子炉計装、制御棒、後備停止系駆動装

置等の構造(耐震性） 
〇 評価 

ホ 放射性

廃棄物の廃

棄施設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 

排気筒の構造(耐震性・波及的影響） 〇 評価 

ト 放射性廃棄

物の廃棄施設の

構造及び設備 

(1)気体廃棄物

の廃棄施設 
排気筒(外部火災に対する健全性評価) 第 2 回  評価 

(3)固体廃棄物

の廃棄設備 
保管廃棄施設 第 4 回 〇 既設 

へ 放射線

管理施設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 作業環境モニタリング設備の構造(耐震

性) 第 4 回 〇 評価 

チ 放射線管理

施設の構造及び

設備 

(2)屋外管理用

の主要な設備

の種類 

固定モニタリング設備のデータ送信シ

ステムの多様化 
第 1 回  改造 

ト 原子炉

格納施設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 原子炉格納容器、原子炉格納容器附属設

備等の構造(耐震性・波及的影響) 第 4 回 〇 評価 
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表１ ＨＴＴＲ(高温工学試験研究炉)設工認申請対象の施設区分、項目及び分割申請(2/2)※1 

 

施設区分 
項目 

分割申請 

回数 

今回 

申請等 
備考 

設工認申請 設置許可申請 

チ その他

試験研究用

等原子炉の

附属施設 

ロ 試験研究用

等原子炉施設の

一般構造 

(1)耐震構造 プラント補助施設、建家・構築物等の構

造(耐震性・波及的影響) 
第 4 回 〇 評価 

(3)その他の主

要な構造 

原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家等の構

造(外部火災に対する健全性評価) 
第 2 回  評価 

原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家等の構

造(火山及び竜巻に対する健全性評価) 
第 2 回  評価 

防火帯 第 2 回  新設 

火災対策機器(火災感知器、消火器、消火

栓等) 
第 2 回  

既設 

新設 

安全避難通路等 第 1 回  既設 

通信連絡設備等 第 3 回  既設 

溢水対策機器（漏水検知器等) 第 4 回 〇 既設 

避雷針 第 2 回  既設 

全交流動力電源喪失時の対応機器(可搬

型計器・可搬型発電機等) 
第 2 回  

既設 

新設 

ヌ その他試験

研究用等原子炉

の附属施設の構

造及び設備 

(3)その他の主

要な事項 
多量の放射性物質等を放出する事故の

拡大の防止対策機器（消防自動車・ホー

ス、可搬型計器・可搬型発電機等) 

第 4 回 〇 
既設 

新設 

※1：今後の進捗に応じて、項目や分割内容を変更する可能性がある。 

 



 
 

 

 

 

5-2．原子炉施設［ＨＴＴＲ(高温工学試験研究炉)］

の変更に係る「試験研究の用に供する原子炉等

の技術基準に関する規則」への適合性説明の要

否について 
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原子炉施設［ＨＴＴＲ(高温工学試験研究炉)］の変更に係る「試験研究の用に供する原子炉

等の技術基準に関する規則」への適合性の要否を取りまとめた整理表を別表１に、「試験研究

の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に対応する原子炉施設［ＨＴＴＲ(高温工学試

験研究炉)］の新規制基準対応に係る設工認申請一覧を別表２に、「試験研究の用に供する原子

炉等の技術基準に関する規則」に対応する既認可の設備を含めた適合性一覧を別表３に示す。 



イ-1 イ-2 イ-3 イ-4 イ-5 イ-6 イ-7 イ-8 イ-9 イ-10 イ-11 イ-12 イ-13 イ-14 イ-15 イ-16 イ-17 イ-18 イ-19 イ-20 イ-21 イ-22 イ-23 イ-24 イ-25 イ-26 イ-27 イ-28 イ-29 イ-30 イ-31 イ-32 イ-33 イ-34 ロ-1 ロ-2 ロ-3 ロ-4 ロ-5 ロ-6 ロ-7 ロ-8 ロ-9 ロ-10

被

覆

燃

料

粒

子

燃

料

コ

ン

パ

ク

ト

黒

鉛

ス

リ
ー

ブ

制

御

棒

ス

タ

ン

ド

パ

イ

プ

照

射

ス

タ

ン

ド

パ

イ

プ

1

次

側

部

遮

へ

い

体

1

次

上

部

遮

へ

い

体

上

部

生

体

遮

へ

い

体

上

部

リ

ン

グ

遮

へ

い

体

制

御

棒

案

内

ブ

ロ

ッ
ク

可

動

反

射

体

ブ

ロ

ッ
ク

固

定

反

射

体

ブ

ロ

ッ
ク

高

温

プ

レ

ナ

ム

ブ

ロ

ッ
ク

サ

ポ
ー

ト

ポ

ス

ト

炉

床

部

断

熱

層

（
プ

レ

ナ

ム

下

部

ブ

ロ

ッ

ク

、
炭

素

ブ

ロ

ッ

ク

、
下

端

ブ

ロ

ッ
ク

）

炉

心

支

持

板

炉

心

支

持

格

子

炉

心

拘

束

機

構

側

部

遮

へ

い

体

ブ

ロ

ッ
ク

上

部

遮

へ

い

体

ブ

ロ

ッ
ク

高

温

プ

レ

ナ

ム

側

部

ブ

ロ

ッ
ク

混

合

促

進

板

貯

蔵

セ

ル

（
躯

体

、
貯

蔵

ラ

ッ
ク

）

不

活

性

ガ

ス

置

換

装

置

貯

蔵

プ
ー

ル

（
貯

蔵

ラ

ッ
ク

）

水

位

計

及

び

水

温

計

の

警

報

回

路

漏

え

い

検

知

装

置

プ
ー

ル

水

冷

却

浄

化

設

備

照

射

物

貯

蔵

ピ

ッ
ト

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 × × 〇*2 〇*2 × 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × × × × × × 〇*2 〇*2 〇*2 〇*2 〇*1*2 〇*2 〇*1 〇*1 〇*1*2 〇*2 〇*2 × × × × 〇*2 〇*2 × × × 〇*1 × × × ×

2 ● × × × × × 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × × × × × × 〇*3 × × × 〇*1 × 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × 〇*3 × × × × 〇*1 × × × ×

3 ● － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

7 津波による損傷の防止 ● － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

風（台風） × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

洪水・降水 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

積雪 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

凍結 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

落雷 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

火山 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

生物学的事象 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

竜巻 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

森林火災 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

地滑り － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

ダムの崩壊 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

爆発 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

近隣工場等の火災 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

有毒ガス － － × － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

船舶の衝突 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

3 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 ● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

3 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

3 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

57 試験用燃料体 ● － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

● × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ×

59 準用 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

燃料体 原子炉容器 放射線遮へい体 その他の主要な事項
核燃料物質
取扱設備

核燃料物質貯蔵設備

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

イ．原子炉本体 ロ．核燃料物質の取扱施設

Ａ型燃料体

Ｂ

型

燃

料

体

原

子

炉

圧

力

容

器

支

持

構

造

物

スタンドパイプ

1

次

遮

へ

い
燃

料

棒

黒

鉛

ブ

ロ

ッ
ク

ス

タ

ン

ド

パ

イ

プ

ス

タ

ン

ド

パ

イ

プ

ク

ロ
ー

ジ

ャ

、
防

振

支

持

梁

中

性

子

源

遮

へ

い

ピ

ン

燃

料

交

換

機

燃

料

出

入

機

燃

料

交

換

機

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

ピ

ッ
ト

新

燃

料

貯

蔵

設

備

2

次

遮

へ

い

外

部

遮

へ

い

補

助

遮

へ

い

一

時

的

遮

へ

い

燃

料

体

以

外

の

炉

心

構

成

要

素

炉内構造物

原

子

炉

建

家

内

使

用

済

燃

料

貯

蔵

設

備

ス

タ

ン

ド

パ

イ

プ

固

定

装

置

炉

心

支

持

黒

鉛

構

造

物

炉

心

支

持

鋼

構

造

物

遮

へ

い

体

そ

の

他

の

構

造

物

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

inoi
スタンプ




条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

ロ-11 ロ-12 ロ-13 ロ-14 ロ-15 ロ-16 ロ-17 ロ-18 ロ-19 ロ-20 ロ-21 ロ-22 ハ-1 ハ-2 ハ-3 ハ-4 ハ-5 ハ-6 ハ-7 ハ-8 ハ-9 ハ-10 ハ-11 ハ-12 ハ-13 ハ-14 ハ-15 ハ-16 ハ-17 ハ-18 ハ-19 ハ-20 ハ-21 ハ-22 ハ-23 ハ-24 ハ-25 ハ-26 ハ-27 ハ-28 ハ-29 ハ-30 ハ-31 ハ-32

貯

蔵

セ

ル

（
貯

蔵

ラ

ッ
ク

）

温

度

計

の

警

報

回

路

使

用

済

燃

料

検

査

室

検

査

機

器

高

放

射

性

気

体

廃

棄

物

処

理

系

接

続

配

管

洗

浄

廃

液

ド

レ

ン

系

接

続

配

管

床

上

ド

ア

バ

ル

ブ

ガ

ス

置

換

装

置

燃

料

取

扱

設

備

制

御

盤

床

上

ド

ア

バ

ル

ブ

ガ

ス

置

換

装

置

移

送

台

車

1

次

冷

却

材

（
ヘ

リ

ウ

ム

ガ

ス

）

中

間

熱

交

換

器

1

次

加

圧

水

冷

却

器

1

次

ヘ

リ

ウ

ム

循

環

機

1

次

ヘ

リ

ウ

ム

配

管

（
二

重

管

、

単

管

）

主

要

弁

2

次

冷

却

材

（
ヘ

リ

ウ

ム

ガ

ス

）

2

次

加

圧

水

冷

却

器

2

次

ヘ

リ

ウ

ム

循

環

機

2

次

ヘ

リ

ウ

ム

配

管

（
二

重

管

、

単

管

）

主

要

弁

加

圧

水

加

圧

水

空

気

冷

却

器

加

圧

水

循

環

ポ

ン

プ

加

圧

水

加

圧

器

主

配

管

主

要

弁

補

助

冷

却

器

補

助

ヘ

リ

ウ

ム

循

環

機

補

助

ヘ

リ

ウ

ム

配

管

（
二

重

管

、

単

管

）

主

要

弁

補

助

冷

却

水

空

気

冷

却

器

補

助

冷

却

水

循

環

ポ

ン

プ

補

助

冷

却

水

加

圧

器

主

配

管

主

要

弁

水

冷

管

パ

ネ

ル

冷

却

器

サ
ー

ジ

タ

ン

ク

循

環

ポ

ン

プ

主

配

管

主

要

弁

4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

〇*2 × × × × × 〇*2 × × 〇*2 × × × 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × × × × × × 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 × × × 〇*2 × 〇*2 × × × 〇*2 ×

× × × × × × × × × × × × × 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × × × × × × 〇*1 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

核燃料物質貯蔵設備

ロ．核燃料物質の取扱施設 ハ．原子炉冷却系施設

その他の設備 一次冷却設備 二次冷却設備 非常用冷却設備
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条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

ハ-33 ハ-34 ハ-35 ハ-36 ハ-37 ハ-38 ハ-39 ハ-40 ハ-41 ハ-42 ハ-43 ハ-44 ハ-45 ハ-46 ハ-47 ハ-48 ハ-49 ハ-50 ハ-51 ハ-52 ハ-53 ハ-54 ハ-55 ハ-56 ハ-57 ハ-58 ハ-59 ハ-60 ハ-61 ハ-62 ハ-63 ハ-64 ハ-65 ハ-66 ハ-67 ハ-68 ハ-69 ハ-70 ハ-71 ハ-72 ハ-73 ハ-74
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4 4 4 4 4 4 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

〇*1 〇*2 〇*2 × 〇*2 × × × 〇*2 〇*1 × × × 〇*2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

〇*1 × × × × × × × × 〇*1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

△ △ △ △ △ △ △ × △ △ × △ × △ △ × △ △ △ △ △ △ △ × △ △ × △ × △ △ × △ △ × △ × △ △ × △ ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × △ × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × △ × × × × △ ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス
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◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

ハ．原子炉冷却系施設

その他の主要な事項
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条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1
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26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5
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× × × × × × × × × × × × × △ × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × △

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × ○ × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

ハ．原子炉冷却系施設 ニ．計測制御施設

その他の主要な事項 計装 安全保護回路 制御設備
非常用制御設備
（後備停止系） その他の主要な事項

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設

気体廃棄物の廃棄施設 液体廃棄物の廃棄施設
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護
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全
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御
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試料採取設備
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体
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後
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停
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系

駆

動

装

置

後

備

停

止

系

素

子

回
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装

置

原

子

炉

制

御

設

備

制

御

棒

引

抜

阻

止

回

路

1

次

ヘ

リ

ウ

ム

サ

ン

プ

リ

ン

グ

設

備

inoi
スタンプ




条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

ホ-16 ホ-17 ホ-18 ホ-19 ホ-20 ホ-21 ホ-22 ホ-23 ホ-24 ホ-25 ホ-26 ホ-27 ホ-28 ホ-29 ホ-30 ホ-31 ホ-32 ホ-33 ホ-34 ヘ-1 ヘ-2 ヘ-3 ヘ-4 ヘ-5 ヘ-6 ヘ-7 ヘ-8 ヘ-9 ヘ-10 ヘ-11 ヘ-12 ヘ-13 ヘ-14 ヘ-15 ヘ-16 ヘ-17 ヘ-18 ヘ-19 ヘ-20 ヘ-21 ヘ-22
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(
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4 4 1 1 1 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 追加 追加 既存 既存 既存 既存

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇*1 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇*1 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

ホ．放射性廃棄物の廃棄施設 ヘ．放射線管理施設

液体廃棄物の廃棄施設
固

体

廃

棄

物

の

廃

棄

設

備

屋内管理用の主要な設備 屋外管理用の主要な設備

原

子

炉

建

家

機

器

ド

レ

ン

系

原

子

炉

建

家

床

ド

レ

ン

系

使

用

済

燃

料

貯

蔵

建

家

ド

レ

ン

系

放射線監視設備 放射線管理関係設備

排

気

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

固

定

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

気

象

観

測

設

備

環

境

放

射

能

測

定

装

置

作

業

環

境

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

設

備

inoi
スタンプ




条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

ト-1 ト-2 ト-3 ト-4 ト-5 ト-6 ト-7 ト-8 ト-9 ト-10 ト-11 ト-12 ト-13 ト-14 ト-15 チ-1 チ-2 チ-3 チ-4 チ-5 チ-6 チ-7 チ-8 チ-9 チ-10 チ-11 チ-12 チ-13 チ-14 チ-15 チ-16 チ-17 チ-18 チ-19 チ-20 チ-21 チ-22 チ-23

燃

料

交

換

ハ

ッ
チ

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

ハ

ッ
チ

エ

ア

ロ

ッ
ク

熱

電

対

交

換

ハ

ッ
チ

非

常

用

避

難

口

配

管

貫

通

部

（
隔

離

弁

含

む

）

電

線

貫

通

部

ダ

ク

ト

貫

通

部

（
隔

離

弁

含

む

）

躯

体

、
扉

、
貫

通

部

排

気

フ

ィ
ル

タ

ユ

ニ

ッ
ト

排

風

機

主

ダ

ク

ト

主

ダ

ン

パ

排

気

管

ガ

ス

タ
ー

ビ

ン

発

電

機

始

動

用

空

気

槽

主

燃

料

槽

燃

料

小

出

槽

主

配

管

蓄

電

池

充

電

器

安

全

保

護

系

用

交

流

無

停

電

電

源

装

置

循

環

ポ

ン

プ

冷

却

塔

配

管

ト

レ

ン

チ

主

配

管

循

環

ポ

ン

プ

冷

却

塔

配

管

ト

レ

ン

チ

主

配

管

高

圧

系

統

低

圧

系

統

計

算

機

用

交

流

無

停

電

電

源

装

置

窒

素

ガ

ス

供

給

系

液

体

窒

素

供

給

系

4 4 4 4 4 4 4 4 4 ２・4 4 2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × 〇*1*2 × × × × × 〇*2 × × × × × × 〇*2 〇*1 〇*1 〇*1 × × × 〇*2 × 〇*2 × × × × × × × × ×

〇*3 × × × 〇*3 × 〇*1 × × × × × × × × × × × × × 〇*1 〇*1 〇*1 × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × ◎ × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × ◎ × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × ◎ × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － × － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

△ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ × × △ × × △ × × × × × × × × △ × × × △ × × × △ ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × △ × × △ × × × × × △ × × △ △ × × △ × × × △ ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × ◎ × ◎ × ◎ ◎ × ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × ×

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

△ × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

△ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

△ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

チ．その他原子炉の付属施設ト．原子炉格納施設

その他の
主要な事項

非常用
電源設備

主要な
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条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

チ-24 チ-25 チ-26 チ-27 チ-28 チ-29 チ-30 チ-31 チ-32 チ-33 チ-34 チ-35 チ-36 チ-37 チ-38 チ-39 チ-40 チ-41 チ-42 チ-43 チ-44 チ-45 チ-46 チ-47 チ-48 チ-49 チ-50 チ-51 チ-52 チ-53 チ-54 チ-55 チ-56 チ-57 チ-58 チ-59 チ-60 チ-61 チ-62 チ-63 チ-64 チ-65 チ-66 チ-67
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－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

チ．その他原子炉の付属施設

その他の主要な事項
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条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

チ-68 チ-69 チ-70 チ-71 チ-72 チ-73 チ-74 チ-75 チ-76 チ-77 チ-78 チ-79 チ-80 チ-81 チ-82 チ-83 チ-84 チ-85 チ-86 チ-87 チ-88 チ-89 チ-90 チ-91 チ-92 チ-93 チ-94 チ-95 チ-96 チ-97 チ-98 チ-99 チ-100 チ-101 チ-102 チ-103 チ-104 チ-105 チ-106 チ-107 チ-108 チ-109 チ-110 チ-111
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× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ○ ○ × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

チ．その他原子炉の付属施設

その他の主要な事項 建物・構築物 その他の設備
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条 項目 項 号
5 試験研究炉等原子炉施設の地盤 ●

1

2 ●

3 ●

7 津波による損傷の防止 ●

風（台風）

洪水・降水

積雪

凍結

落雷

火山

生物学的事象

竜巻

森林火災

地滑り

ダムの崩壊

爆発

近隣工場等の火災

有毒ガス

船舶の衝突

電磁的障害

3

4 ●

9 試験研究用等原子炉施設への
人の不法な侵入等の防止

●

1

2

11 機能の確認等
1

2

2

3

13 安全弁等
14 逆止め弁 ●

1

2

3

4

1 ●

1

2

3

1

2 ●

3

4

18 適用 1

1 ●

2 ●

1 ●

2 ●

3 ●

1 ●

2 ●

3 ●

イ ●

ロ ●

ハ ●

5 ●

6 ●

1 ●

2 ●

3

1

2

24 一次冷却材
1

2

3

4

5

6

7

イ ●

ロ ●

1

2 ●

イ ●

ロ ●

1

2 ●

3

イ ●

ロ ●

27 一次冷却材処理装置
1

2

3

4

5

6

7 ●

2

3 ●

1

2

3

1 ●

2

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

7 ●

8

1

イ ●

ロ ●

1 ●

2

3

4

3

1

2

3

5 ●

6 ●

1

2 ●

3 ●

4

5

1

2

3

4

5

6

7 ●

1

2

3

1 ●

2 ●

3

2

3

38 実験設備等 ●

1

2

3 ●

41 警報装置
1 ●

2 ●

53 適用 1

1

2 ●

3 ●

4 ●

1

2

3

イ

ロ

イ

ロ

2 ●

1

2

3

4

2

3

4

5

57 試験用燃料体 ●

58 多量の放射性物質等を放出する
事故の拡大の防止

●

59 準用

別表１　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性要否整理表

技術基準規則の条項

新

規

制

基

準

追

加

要

求

事

項

8 外部からの衝撃による
損傷の防止

1 ●

2 ●

新規制基準に係る設工認申請　数字：申請回

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

新規／既存

6 地震による損傷の防止

16 遮蔽等
2

17 換気設備 1

10 試験研究用等
原子炉施設の機能

12 材料及び構造

1

15 放射性物質による
汚染の防止

4

22 炉心等

23 熱遮蔽材 1

19 溢水による損傷の防止

20 安全避難通路等 1

21 安全設備 1

25 核燃料物質取扱設備 1

8

26 核燃料物質貯蔵設備

1

3

2

4

32 安全保護回路 1

33 反応度制御系統及び
原子炉停止系統

1

28 冷却設備等

1

31 放射線管理施設 .

36 保管廃棄設備

1

40 保安電源設備

42 通信連絡設備等

2

2

4

34 原子炉制御室等

35 廃棄物処理設備

1

2

56 原子炉格納施設

1

54 原子炉冷却材
圧力バウンダリ

55 計測設備
1
4

5

チ-112 チ-113 チ-114 チ-115 チ-116 チ-117 チ-118 チ-119 チ-120 チ-121 チ-122 チ-123 チ-124 チ-125 チ-126 チ-127 チ-128 チ-129 チ-130 チ-131 チ-132 チ-133 チ-134 チ-135 チ-136 チ-137 チ-138 チ-139 チ-140 チ-141 チ-142 チ-143 チ-144 チ-145 チ-146 チ-147 チ-148 チ-149 チ-150 チ-151 チ-152 チ-153 チ-154
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3 3 3 2 2 2 2 2 2 2・４ 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 追加 追加 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 新規 新規 新規 新規 新規 新規 新規 新規 新規 新規

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
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－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。 *1：耐震Sクラス

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。 *2：共振のおそれのある耐震Bクラス

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に建設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。 *3：波及的影響を及ぼすおそれのあるBクラス

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくものを示す。

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

チ．その他原子炉の付属施設
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適合性の説明 関係する計算書等 備考

第1条 適用範囲

第2条 定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子炉

施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施

設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤

第4回　第1編　添付書類1-2-1及び1-2-

2の原子炉建家の地震応答解析の入力地

震動の条件として確認

第6条 地震による損傷の防止 第4回 第1編

原子炉本体、核燃料物質の取扱施設

及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施

設、計測制御系統施設、放射性廃棄

物の廃棄施設、放射線管理施設、原

子炉格納施設及びその他試験研究用

等原子炉の附属施設に係る耐震性・波

及的影響の評価

耐震Sクラスの建物・構築物及び機器・

配管系
第4回　添付書類1-7

第4回 添付書類1-4-2、1-4-4、1-4-5、1-4-7、1-

4-8、1-3-1、1-6-1

原子炉圧力容器 イ-6 原子炉圧力容器

スタンドパイプ イ-8 制御棒スタンドパイプ

圧力容器スカート イ-7 支持構造物

圧力容器基礎ボルト イ-7 支持構造物

サポートポスト（支持機能のみ） イ-24 サポートポスト

炉心拘束機構（拘束バンドを除く） イ-28 炉心拘束機構

炉心支持板 イ-26 炉心支持板

炉心支持格子 イ-27 炉心支持格子

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備貯

蔵ラック（上蓋を除く）
ロ-6 貯蔵プール（貯蔵ラック）

中間熱交換器 ハ-2 中間熱交換器

１次加圧水冷却器 ハ-3 1次加圧水冷却器

１次ヘリウム循環機 ハ-4 1次ヘリウム循環機

１次ヘリウム配管（二重管） ハ-5 1次ヘリウム配管（二重管、単管）

１次ヘリウム主配管（単管） ハ-5 1次ヘリウム配管（二重管、単管）

一次冷却設備の主要弁 ハ-6 主要弁

補助ヘリウム冷却系（原子炉冷却材圧

力バウンダリに属するもの）
ハ-18 補助冷却器

ハ-19 補助ヘリウム循環機

ハ-20 補助ヘリウム配管（二重管、単管）

ハ-21 主要弁

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続して

いる配管（原子炉格納容器内のもの）
ハ-33

1次ヘリウム純化設備（純化系） 入

口フィルタ

ハ-42
1次ヘリウム純化設備（純化系） 主

配管

ハ-76 1次ヘリウムサンプリング設備　　主配管

制御棒 二-7 制御棒

制御棒駆動装置 二-8 制御棒駆動装置

中央制御室の盤

　・中央制御盤主盤 二-16 中央制御盤

　・中央制御盤副盤 二-16 中央制御盤

線量当量率モニタリング設備 ﾍｰ5 事故時ガンマ線エリアモニタ

放射能検出器容器（１次冷却材放射

能検出器容器）
二-2 安全保護系のプロセス計装

Sクラス設備の補助設備（電気計装設

備）

　・所内電源盤 二-16 中央制御盤

　・安全保護ロジック盤 二-4 原子炉スクラム回路

　別表２　HTTR原子炉施設の新規制基準対応に係る設工認申請一覧（技術基準規則ごと）
技術基準規則 設工認申請 設備機器

―

―

該当設備等なし

該当設備等なし

該当設備等なし
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適合性の説明 関係する計算書等 備考技術基準規則 設工認申請 設備機器

　・安全保護シーケンス盤 二-6 工学的安全施設作動回路

　・制御棒スクラム装置盤 二-5 原子炉スクラムしゃ断器

　・中央制御室外原子炉停止盤 二-18 中央制御室外原子炉停止盤

　・主冷却設備安全保護系計装盤 二-2 安全保護系のプロセス計装

・1 次冷却材放射能安全保護系計

装盤
二-2 安全保護系のプロセス計装

　・制御棒位置計装盤 二-1 原子炉計装

　・中性子計装盤 二-1 原子炉計装

　・補助冷却設備安全保護系計装盤 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・炉容器冷却設備計装盤 二-3 安全保護系以外のプロセス計装

　・放射能計装盤 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・安全保護系計器収納盤 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・補助冷却設備計器収納盤 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・１次冷却材・加圧水差圧 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・１次加圧水冷却器加圧水流量 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・原子炉格納容器圧力 二-2 安全保護系のプロセス計装

　・炉心差圧 二-1 原子炉計装

　・蓄電池架台 チ-6 蓄電池

　・充電器 チ-7 充電器

・安全保護系用交流無停電電源装

置
チ-8 安全保護系用交流無停電電源装置

　・広領域中性子束検出器 二-1 原子炉計装

　・出力領域中性子束検出器 二-1 原子炉計装

原子炉格納容器附属設備の１次冷却

材を内蔵する配管貫通部
ﾄｰ7

原子炉格納容器附属施設 配管貫通

部（隔離弁含む）

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備

貯蔵プール
ロ-6 貯蔵プール（貯蔵ラック）

耐震Bクラスの建物・構築物及び機器・

配管系
第4回　添付書類1-7

第4回 添付書類1-4-2、1-4-3、1-4-4、1-2-4、1-

4-5、1-4-6、1-4-8、1-4-9、1-3-2、1-3-3、1-2-1、

1-2-2、1-3-4、1-4-4

固定反射体ブロック イ-22 固定反射体ブロック

高温プレナムブロック イ-23 高温プレナムブロック

サポートポスト（支持機能を除く） イ-24 サポートポスト

炉床部断熱層 イ-25
炉床部断熱層（プレナム下部ブロック、

炭素ブロック、下端ブロック）

炉心拘束機構の拘束バンド イ-28 炉心拘束機構

遮へい体 イ-29 側部遮へい体ブロック

イ-30 上部遮へい体ブロック

燃料交換機 ロ-1 燃料交換機

燃料出入機 ロ-2 燃料出入機

使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯

蔵設備の貯蔵ラック（上蓋を除く）
ロ-11 貯蔵セル（貯蔵ラック）

原子炉建家内附属機器 ロ-17 床上ドアバルブ

使用済燃料貯蔵建家内附属機器 ロ-20 床上ドアバルブ

補助冷却水系 ハ-25 主配管

炉容器冷却設備（耐震Cクラスに属す

る部分を除く）
ハ-27 水冷管パネル

ハ-31 主配管

補機冷却水設備（崩壊熱除去の主要

設備に関わるもの）
チ-12 冷却塔

チ-14 主配管
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適合性の説明 関係する計算書等 備考技術基準規則 設工認申請 設備機器

１次ヘリウム純化設備（耐震Sクラス及

び耐震Cクラスに属する設備を除く）
ハ-34 入口加熱器

ハ-35 酸化銅反応筒

ハ-37 モレキュラーシーブトラップ

ハ-41 戻り加熱器

ハ-46 再生系　加熱器

後備停止系駆動装置 二-11 後備停止系駆動装置

気体廃棄物処理系 ホ-5 バッファタンク

ホ-6 減衰タンク

原子炉格納容器 ﾄｰ7 配管貫通部（隔離弁含む）

非常用空気浄化設備 ﾄｰ13 非常用空気浄化設備　主ダクト

非常用発電機 チ-5 非常用発電機　主配管

制御棒交換機 チ-104 制御棒交換機

原子炉建家　天井クレーン チ-99 原子炉建家　クレーン

使用済燃料貯蔵建家　天井クレーン チ-102 使用済燃料貯蔵建家　天井クレーン

原子炉建家 チ-97 原子炉建家

二-17 中央制御室

原子炉建家　基礎版 チ-97 原子炉建家

制御棒案内ブロック イ-20 制御棒案内ブロック

燃料体　黒鉛ブロック イ-3 黒鉛スリーブ

イ-4 黒鉛ブロック

可動反射体ブロック イ-21 可動反射体ブロック

耐震Sクラス機器への波及的影響を確

認する建物・構築物及び機器・配管系
第4回　添付書類1-7 第4回　添付書類1-5-2、1-5-3、1-5-4、1-5-5

原子炉建家屋根トラス チ-97 原子炉建家

原子炉格納容器 ﾄｰ1 原子炉格納容器

ﾄｰ5 熱電対交換ハッチ

原子炉建家　天井クレーン チ-99 原子炉建家　クレーン

排気筒 ホ-10 排気筒

燃料交換機 ロ-1 燃料交換機

制御棒交換機 チ-104 制御棒交換機

第4回 第4編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち多量の放射性物質等を放出す

る事故の拡大の防止対策機器(消防自

動車・ホース、可搬型計器・可搬型発電

機等)

既設の機器、設備（使用済燃料貯蔵

建家）
チ-100 使用済燃料貯蔵建家 第4回　添付書類4-2 第4回　添付書類4-1-1、4-1-2

既設の機器、設備（使用済燃料貯蔵

建家）
チ-101 使用済燃料貯蔵設備貯蔵セル躯体

既設の機器、設備（後備停止系） 二-11 後備停止系駆動装置

既設の機器、設備（プール水冷却浄化

設備）
ロ-9 プール水冷却浄化設備

既設の機器、設備（原子炉建家内使

用済燃料貯蔵設備）
ロ-6 貯蔵プール（貯蔵ラック）

既設の機器、設備（使用済燃料貯蔵

建家内使用済燃料貯蔵設備）
ロ-11 貯蔵セル（貯蔵ラック）

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
二-1 原子炉計装

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
二-2 安全保護系のプロセス計装

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
二-3 安全保護系以外のプロセス計装

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
ﾄｰ8

原子炉格納容器附属施設（電線貫通

部）

多量の放射性物質等を放出する事故の拡

大の防止対策機器に関する説明書（耐震

性）
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適合性の説明 関係する計算書等 備考技術基準規則 設工認申請 設備機器

第7条 津波による損傷の防止

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止 第2回 第1編
その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち防火帯
防火帯 チ-106 防火帯 第2回　添付書類1-1 ー（計算書等なし）

第2編

放射性廃棄物の廃棄施設のうち

排気筒(外部火災に対する健全性評

価)及びその他試験研究用等原子炉の

附属施設のうち原子炉建家、使用済燃

料貯蔵建家等の構造(外部火災に対す

る健全性評価)

排気筒 ホ-10 排気筒 第2回　添付書類2-2 第2回　添付書類2-1

補機冷却水設備の冷却塔の躯体 チ-12 補機冷却水設備　冷却塔

一般冷却水設備の冷却塔の躯体 チ-16 一般冷却水設備　冷却塔

原子炉建家 チ-97 原子炉建家

使用済燃料貯蔵建家 チ-100 使用済燃料貯蔵建家

第3編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち原子炉建家、使用済燃料貯蔵

建家等の構造(火山及び竜巻に対する

健全性評価)

原子炉建家 チ-97 原子炉建家 第2回　添付書類3-3 第2回　添付書類3-1、3-2

使用済燃料貯蔵建家 チ-100 使用済燃料貯蔵建家

第4編
その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち避雷針
避雷針 チ-107 避雷針 第2回　添付書類4-1 ー（計算書等なし）

第5編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち火災対策機器（火災感知器、

消火器、消火栓等）

屋内消火栓 チ-121 屋内消火栓設備 第2回　添付書類5-3 ー（計算書等なし）

第6編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち全交流動力電源喪失時の対応

機器(可搬型計器・可搬型発電機等)

全交流動力電源喪失時の対応機器 チ-144
全交流動力電源喪失時の対応機器

（可搬型計器・可搬型発電機等）
第2回　添付書類6-1 ー（計算書等なし）

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の不法

な侵入等の防止

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第11条 機能の確認等

第12条 材料及び構造

第13条 安全弁等

第14条 逆止め弁

第15条 放射性物質による汚染の防止

第16条 遮蔽等 第4回 第2編
放射性廃棄物の廃棄施設のうち

保管廃棄施設
固体廃棄物保管室 ホ-34 固体廃棄物保管室 第4回　添付書類2-3 第4回　添付書類2-2

第17条 換気設備

第18条 適用

該当設備等なし

該当設備等なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

該当設備等なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

ー

inoi
スタンプ




適合性の説明 関係する計算書等 備考技術基準規則 設工認申請 設備機器

第19条 溢水による損傷の防止 第4回 第3編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち溢水対策機器（漏水検知器

等）

溢水対策機器 第4回　添付書類3-2 第4回　添付書類3-1

排水ポンプ チ-131 排水ポンプ

漏水警報盤 チ-130 漏水検知器及び警報盤

副盤 チ-130 漏水検知器及び警報盤

漏水検知器 チ-130 漏水検知器及び警報盤

ブローアウトパネル チ-132 ブローアウトパネル

耐圧扉 チ-133 耐圧扉

防滴仕様である機器 チ-134 防滴仕様の機器及び計器

防滴仕様である計器 チ-134 防滴仕様の機器及び計器

被水防止構造である機器 チ-135 密封構造である機器

耐環境仕様である計器 チ-136 耐環境仕様である機器

原子炉建家 チ-97 原子炉建家

屋内消火栓 チ-121 屋内消火栓設備

第20条 安全避難通路等 第1回 第2編
その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち安全避難通路等
安全避難通路等 第1回　添付書類2-1 ー（計算書等なし）

安全避難通路 チ-137 安全避難通路

避難用照明 チ-138 非常用照明

避難用照明 チ-139 誘導灯

設計基準事故が発生した場合に用いる

照明
チ-140 交流非常灯（保安灯）

設計基準事故が発生した場合に用いる

照明
チ-141 蓄電池内蔵照明

設計基準事故が発生した場合に用いる

照明
チ-142 携帯用照明・可搬型の作業用照明

設計基準事故が発生した場合に用いる

照明
チ-143 照明用の可搬型発電機

第21条 安全設備 第2回 第5編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち火災対策機器（火災感知器、

消火器、消火栓等）

火災対策機器 第2回　添付書類5-3 第2回　添付書類5-1、5-2

火災防護対象機器に係る不燃性又は

難燃性
チ-115 不燃性又は難燃性材料

発火性物質及び引火性物質の漏えいの

防止
チ-116

発火性物質及び引火性物質を内包す

る機器

電気系統の過熱及び損傷の防止 チ-118 過電流継電器等の保護装置

蓄電池から発生する水素ガスの蓄積防

止
チ-117 水素ガス対流防止用可搬型ブロア

火災感知設備 チ-119 煙感知器

火災感知設備 チ-120 熱感知器

消火器 チ-123 消火器

屋内消火栓 チ-121 屋内消火栓設備

二酸化炭素消火設備 チ-122 二酸化炭素消火設備

屋外消火栓 チ-124 屋外消火栓設備

火災区域及び火災区画 チ-125 耐火壁、耐火扉

ケーブルトレイ、電線管及び潤滑油内包

機器
チ-126 障壁材

非常用発電機燃料地下タンクの

排気用ベント管
チ-127

非常用発電機燃料地下タンクの

排気用ベント管

キャビネット チ-128 鋼製キャビネット

排煙設備 チ-129 排煙設備
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適合性の説明 関係する計算書等 備考技術基準規則 設工認申請 設備機器

第22条 炉心等

第23条 熱遮蔽材

第24条 一次冷却材

第25条 核燃料物質取扱設備

第26条 核燃料物質貯蔵設備 第1回 第3編
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

のうち使用済燃料貯蔵設備の警報回路

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の

警報回路
ロ-7 水位計及び水温計の警報回路 第1回　添付書類3-1 ー（計算書等なし）

使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯

蔵設備の警報回路
ロ-12 温度計の警報回路

第27条 一次冷却材処理装置

第28条 冷却設備等

第31条 放射線管理施設

第32条 安全保護回路

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第34条 原子炉制御室等

第35条 廃棄物処理設備

第36条 保管廃棄設備 第4回 第2編
放射性廃棄物の廃棄施設のうち

保管廃棄施設
固体廃棄物保管室 ホ-34 固体廃棄物保管室 第4回　添付書類2-3 第4回　添付書類2-1

第38条 実験設備等

第40条 保安電源設備 第2回 第6編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち全交流動力電源喪失時の対応

機器(可搬型計器・可搬型発電機等)

全交流動力電源喪失時の対応機器 チ-144
全交流動力電源喪失時の対応機器

（可搬型計器・可搬型発電機等）
第2回　添付書類6-1 ー（計算書等なし）

第41条 警報装置 第1回 第3編
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

のうち使用済燃料貯蔵設備の警報回路

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の

警報回路
ロ-7 水位計及び水温計の警報回路 第1回　添付書類3-1 ー（計算書等なし）

使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯

蔵設備の警報回路
ロ-12 温度計の警報回路

第42条 通信連絡設備等 第3回
その他試験研究用等原子炉の附属施

設(通信連絡設備等)
通信連絡設備等 第3回　添付書類3-1 ー（計算書等なし）

構内一斉放送設備 チ-113 構内一斉放送設備

構内一斉放送設備 チ-114
構内一斉放送設備専用の

非常用発電機

非常用放送設備(ＨＴＴＲ) チ-112 非常用放送設備及び送受話器

送受話器(ページング) チ-112 非常用放送設備及び送受話器

大洗研究所外通信連絡設備 チ-108 固定電話

大洗研究所外通信連絡設備 チ-109 ファクシミリ

大洗研究所外通信連絡設備 チ-110 携帯電話

大洗研究所外通信連絡設備 チ-111 衛星携帯電話

大洗研究所内通信連絡設備（緊急時

対策所）
チ-108 固定電話

大洗研究所内通信連絡設備（緊急時

対策所）
チ-109 ファクシミリ

大洗研究所内通信連絡設備（緊急時

対策所）
チ-110 携帯電話

大 洗 研 究 所 内 通 信 連 絡 設 備

（HTTR）
チ-108 固定電話

大 洗 研 究 所 内 通 信 連 絡 設 備

（HTTR）
チ-109 ファクシミリ

大 洗 研 究 所 内 通 信 連 絡 設 備

（HTTR）
チ-110 携帯電話

第53条 適用

第54条 原子炉冷却材圧力バウンダリ

第55条 計測設備

第56条 原子炉格納施設

第57条 試験用燃料体

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

該当設備等なし

該当設備等なし

ー

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし

既認可設備からの設計変更なし
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適合性の説明 関係する計算書等 備考技術基準規則 設工認申請 設備機器

第58条
多量の放射性物質等を放出する

事故の拡大の防止
第4回 第4編

その他試験研究用等原子炉の附属施

設のうち多量の放射性物質等を放出す

る事故の拡大の防止対策機器(消防自

動車・ホース、可搬型計器・可搬型発電

機等)

多量の放射性物質等を放出する事故の

拡大の防止対策機器
第4回　添付書類4-2 ー（計算書等なし）

消防自動車 チ-149 消防自動車

ホース チ-150 緊急注水用ホース、消防吸管

可搬型計器・可搬型発電機等（ディス

トリビュータ）
チ-154 記録計、ディストリビュータ、キャリブレータ

可搬型計器・可搬型発電機等（記録

計）
チ-154 記録計、ディストリビュータ、キャリブレータ

可搬型計器・可搬型発電機等（キャリ

ブレータ）
チ-154 記録計、ディストリビュータ、キャリブレータ

可搬型計器・可搬型発電機等（温

度、圧力及び中性子束監視用可搬型

発電機）

チ-151
温度、圧力及び中性子束監視用可搬

型発電機

可搬型計器・可搬型発電機等（中性

子束監視用可搬型発電機）
チ-152 中性子束監視用可搬型発電機

可搬型計器・可搬型発電機等（後備

停止系駆動装置の駆動用可搬型発電

機）

チ-153
後備停止系駆動装置の駆動用可搬型

発電機

その他の資機材（目張り用資機材） チ-147 目張り等を行うための資機材

その他の資機材（防護具） チ-145 チャコールフィルタ付き全面マスク

その他の資機材（防護具） チ-146 防護服

その他の資機材（瓦礫撤去用工具） チ-148 ハンマー・ツルハシ・シャベル

既設の機器、設備（使用済燃料貯蔵

建家）
チ-100 使用済燃料貯蔵建家 第4回　添付書類4-2 第4回　添付書類4-1-1、4-1-2

既設の機器、設備（使用済燃料貯蔵

建家）
チ-101 使用済燃料貯蔵設備貯蔵セル躯体

既設の機器、設備（後備停止系） 二-11 後備停止系駆動装置

既設の機器、設備（プール水冷却浄化

設備）
ロ-9 プール水冷却浄化設備

既設の機器、設備（原子炉建家内使

用済燃料貯蔵設備）
ロ-6 貯蔵プール（貯蔵ラック）

既設の機器、設備（使用済燃料貯蔵

建家内使用済燃料貯蔵設備）
ロ-11 貯蔵セル（貯蔵ラック）

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
二-1 原子炉計装

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
二-2 安全保護系のプロセス計装

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
二-3 安全保護系以外のプロセス計装

既設の機器、設備（監視に必要なその

他の盤、計器）
ﾄｰ8

原子炉格納容器附属施設（電線貫通

部）

第59条 準用

該当する技術基準の要求事項なし 第1回 第1編
放射線管理施設のうち固定モニタリング

設備のデータ送信システムの多様化

固定モニタリング設備（14 基のモニタリ

ングポストで構成）
第1回　添付書類1 ー（計算書等なし）

テレメータ子局装置 ﾍｰ17 モニタリングポスト

有線設備 ﾍｰ17 モニタリングポスト

無線設備 ﾍｰ17 モニタリングポスト

表示器 ﾍｰ17 モニタリングポスト

無停電電源装置 ﾍｰ19 固定モニタリング設備の無停電電源装置

非常用発電機（可搬型含む。） ﾍｰ20
固定モニタリング設備の非常用発電機

(可搬型含む。)

サーベイメータ ﾍｰ18 サーベイメータ

ー
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令和二年三月十七日号外原子力規制委員会規則第七号

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則
（新規制基準追加要求事項に係る条項　抜粋）

第5条　試験研究炉等原子炉施設の地盤

試験研究用等原子炉施設（船舶に設置するものを除く。第六条、第七条及び第八条第一項にお
いて同じ。）は、試験炉許可基準規則第三条第一項の地震力が作用した場合においても当該試
験研究用等原子炉施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならな
い。

原子炉建家 (本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

第6条　地震による損傷の防止
試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第二項の規定
により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすことがないもの
でなければならない。

耐震Sクラス、耐震Bクラス（共振） (本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

２　耐震重要施設（試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施設をいう。以下こ
の条において同じ。）は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある
地震による加速度によって作用する地震力（試験炉許可基準規則第四条第三項に規定する地震
力をいう。）に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

耐震重要施設（波及的影響含む。） (本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

３　耐震重要施設は、試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊により
その安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。

該当なし － －

第8条　外部からの衝撃による損傷の防止
試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性
を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じら
れたものでなければならない。

【風（台風）、積雪】
　排気筒
　冷却塔
　原子炉建家
　使用済燃料貯蔵建家

第3回
第4回、第5回

第1回
SF建家

風（台風）及び積雪については、建築基準法等関係法令
に基づき適切に考慮された設計となっている。

【凍結】
　屋内消火栓 （本申請　第2回） 本申請（第2回）で説明

【落雷】
　避雷針

【火山】
　原子炉建家
　使用済燃料貯蔵建家
　全交流動力電源喪失時の対応機器

【生物学的事象】
　冷却塔
　原子炉建家
　使用済燃料貯蔵建家

第4回、第5回
第1回
SF建家

原子炉施設は、海水及び夏海湖の取水を行っていないた
め、海生生物や微生物等による影響はない。補機冷却水
設備冷却塔は、微生物等の発生による影響を軽減するた
め、薬液注入による対策を行い、定期的に点検・清掃を
行えるよう点検口等を設ける設計となっている。

【竜巻】
　原子炉建家
　使用済燃料貯蔵建家
　全交流動力電源喪失時の対応機器

（本申請　第2回） 本申請（第2回）で説明

【森林火災】
　排気筒
　冷却塔
　原子炉建家
　使用済燃料貯蔵建家
　防火帯

（本申請　第2回） 本申請（第2回）で説明

　中央制御室系換気空調装置 第4回 中央制御室系換気空調装置は、外気遮断循環運転を行う
ことにより中央制御室での活動性に影響を及ぼさない設
計となっている。

別表3　「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に対する既認可設備の適合性

適合性の説明設備・機器・構築物 建設時の設工認　注）
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令和二年三月十七日号外原子力規制委員会規則第七号

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則
（新規制基準追加要求事項に係る条項　抜粋）

適合性の説明設備・機器・構築物 建設時の設工認　注）

２　試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の
外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆
発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から
想定される事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等原子
炉施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけれ
ばならない。

【近隣工場等の火災】
　排気筒
　冷却塔
　原子炉建家
　使用済燃料貯蔵建家

（本申請　第2回） 本申請（第2回）で説明

【電磁的障害】
　安全保護回路 第4回

安全保護回路は、施設内で発生する電磁干渉や無線電波
干渉等により機能が喪失しないよう、絶縁回路の設置に
よるサージ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼製筐
体の適用等により電磁波の侵入を防止し、電磁的障害の
発生を防止する設計となっている。

３　試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器に近接する船体の
部分は、衝突、座礁その他の要因による原子炉格納容器の機能の喪失を防止できる構造でなけ
ればならない。

該当なし － －

４　試験研究用等原子炉施設は、航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設の安全性を損な
うおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければなら
ない。
第16条　遮蔽等

原子炉建家 第1回 遮へい設計は、「試験研究の用に供する原子炉等の設
置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量当量限
度等を定める件」（昭和63年7月、科学技術庁告示第20
号）の規定に従っている。

固体廃棄物保管室 （本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

放射線遮へい体
原子炉建家内使用済燃料検査設備
原子炉建家

使用済燃料貯蔵建家

第1回、第5回
第5回
第1回
SF建家

遮へい設計は、「試験研究の用に供する原子炉等の設
置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量当量限
度等を定める件」（昭和63年7月、科学技術庁告示第20
号）の規定に従っている。

固体廃棄物保管室 （本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

第17条　換気設備
換気空調設備（原子炉建家） 第4回、第5回

換気空調設備（使用済燃料貯蔵建家） SF建家

第19条　溢水による損傷の防止
試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内における溢（いつ）水の発生によ
りその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたもので
なければならない。

屋内消火栓、溢水対策機器 （本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

２　試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内
包する容器又は配管の破損により当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出るお
それがある場合は、当該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置が講
じられたものでなければならない。

原子炉建家 （本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

２　工場等（原子力船を含む。）内における外部放射線による放射線障害を防止する必要があ
る場所には、次に掲げるところにより遮蔽設備が設けられていなければならない。
一　放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有するものであること。
二　開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するために必要があ
る場合は、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられていること。
三　自重、熱応力その他の荷重に耐えるものであること。

第十六条　試験研究用等原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を
防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければなら
ない。
一　放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
二　放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流のし難い構造であるものであること。
三　ろ過装置を有する場合にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置
の取替えが容易な構造であること。
四　吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように設置されたものであるこ
と。

換気空調設備は、鋼製ダクト、逆流防止ダンパの設置等
により、空気が漏えい及び逆流のし難い設計となってい
る。

試験研究用等原子炉施設は、通常運転時において当該試験研究用等原子炉施設からの直接線及
びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が原子力規制委員会の定める線量限度を十
分下回るように設置されたものでなければならない。
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令和二年三月十七日号外原子力規制委員会規則第七号

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則
（新規制基準追加要求事項に係る条項　抜粋）

適合性の説明設備・機器・構築物 建設時の設工認　注）

第20条　安全避難通路等
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
一　その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
二　照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
三　設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用
の電源

安全避難通路等 （本申請　第1回） 本申請（第1回）で説明

第21条　安全設備
安全設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
一　第二条第二項第二十八号ロに掲げる安全設備は、二以上の原子力施設において共用し、又
は相互に接続するものであってはならない。ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上
で支障がない場合にあっては、この限りでない。

該当なし － ー

1次冷却設備（主要弁） 第4回

補助冷却設備 第4回
炉容器冷却設備 第4回、第5回
その他の主要な計装 第4回
安全保護回路 第4回
制御棒 第4回
非常用電源設備 第4回
制御用圧縮空気設備 第4回
原子炉格納容器（隔離弁） 第5回
非常用空気浄化設備 第3回、第4回
補機冷却水設備 第4回、第5回
原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備 第1回、第3回

1次ヘリウム純化設備 第3回、第4回
1次冷却設備 第3回、第4回
補助冷却設備 第4回
炉容器冷却設備 第4回、第5回
その他の主要な計装 第4回
安全保護回路 第4回
制御棒 第4回
中央制御室 第4回
非常用電源設備 第4回
制御用圧縮空気設備 第4回
原子炉格納容器 第1回、第4回、第5回
サービスエリア 第1回、第3回、第5回
非常用空気浄化設備 第3回、第4回
補機冷却水設備 第4回、第5回

二　第二条第二項第二十八号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の
単一故障（試験炉許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障をいう。第三十二条第三号
において同じ。）が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能でき
るよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は
多様性を確保し、及び独立性を確保するものであること。ただし、原子炉格納容器その他多重
性、多様性及び独立性を有することなく試験研究用等原子炉の安全を確保する機能を維持し得
る設備にあっては、この限りでない。

三　安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条
件において、その機能を発揮することができるものであること。

安全設備は、適切な規格、基準に基づいて設計してお
り、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に
想定される全ての環境条件において、その機能を発揮す
ることができる設計となっている。

原子炉施設において技術基準規則第二条第二項第二十八
号ロに掲げる安全設備に該当する設備は単一故障が発生
した場合であって、外部電源が利用できない場合におい
ても機能できるよう、多重性又は多様性を確保し、及び
独立性を確保した設計となっている。
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令和二年三月十七日号外原子力規制委員会規則第七号

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則
（新規制基準追加要求事項に係る条項　抜粋）

適合性の説明設備・機器・構築物 建設時の設工認　注）

四　火災により損傷を受けるおそれがある場合においては、次に掲げるところによること。
イ　火災の発生を防止するために可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用すること。
ロ　必要に応じて火災の発生を感知する設備及び消火を行う設備が設けられていること。
ハ　火災の影響を軽減するため、必要に応じて、防火壁の設置その他の適切な防火措置を講ず
ること。

火災防護対策設備 本申請（第2回） 本申請（第2回）で説明

五　前号ロの消火を行う設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても試験研究用
等原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものであること。

屋内消火栓 本申請（第4回） 本申請（第4回）で説明

六　蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受け、試験
研究用等原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合には、防護施設の設置その他の適切な
損傷防止措置が講じられていること。

原子炉建家 第1回 機器の配置は、内部飛来物に対して十分な離隔距離をと
るか障壁等で囲む設計となっている。

第22条　炉心等
燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物の材料は、運転時における圧力、温度及び放
射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持する
ものでなければならない。

燃料体
炉心構成要素
炉内構造物

第2回、第3回、第4回

２　燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重その
他の燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えられるものでなけれ
ばならない。

３　燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、冷却材の循環その他の要因により生
ずる振動により損傷を受けることがないように設置されたものでなければならない。

第25条　核燃料物質取扱設備
核燃料物質取扱設備は、次に掲げるところにより設置されていなければならない。 燃料交換機

燃料出入機
第5回
SF建家

一　通常運転時において取り扱う必要がある燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」と総称
する。）を取り扱う能力を有するものであること。

二　燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。
三　燃料体等の崩壊熱を安全に除去することにより燃料体等が溶融しないものであること。

四　取扱中に燃料体等が破損するおそれがないものであること。
五　燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃及び熱に耐え、かつ、容易に破損しない
ものであること。

六　前号の容器は、燃料体等を封入した場合に、その表面及び表面から一メートルの距離にお
ける線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないものであること。
ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。

七　燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力の供給が停止した場合に、燃料体等を
保持する構造を有する機器により燃料体等の落下を防止できること。

原子炉の炉心は、それに関連する原子炉冷却系、原子炉
停止系統、安全保護系を含む計測制御系統施設の機能と
あいまって、運転時の異常な過渡変化時において、被覆
燃料粒子被覆層の有意な破損及びPd による炭化けい素
層の腐食や燃料核の移動による被覆燃料粒子被覆層の著
しい劣化を生じさせないため、燃料最高温度が1,600℃
を超えないよう設計している。
また、炉内構造物は、通常運転時、運転時の異常な過渡
変化時に破損することがないように、必要な強度を有す
るとともに、地震時及び設計基準事故時にその機能を保
持できる設計となっている。

燃料取扱設備の燃料交換機及び燃料出入機は、一度に取
り扱う燃料体数を制限する構造とし、機器容量分の燃料
体等を収容した状態でいかなる場合においても、臨界を
防止する設計となっている。
使用済燃料は、燃料交換機により原子炉建家の使用済燃
料貯蔵設備に移送し、その後、燃料出入機により使用済
燃料貯蔵建家内へ移送する。燃料交換機及び燃料出入機
は一度に取り扱う燃料体数（崩壊熱）を制限することに
より、燃料体の健全性を損なわない設計となっている。
使用済燃料の取扱設備は、放射線防護のための適切な遮
蔽を有する設計となっている。
燃料取扱設備の燃料交換機及び燃料出入機は、グリッパ
の爪、グリッパを吊るチェーン等の多重化による落下防
止対策が施されており、インターロックにより燃料体等
の取扱中に駆動電源の喪失が生じても、燃料体等の落下
を防止できる設計となっている。
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放射線監視設備 第4回、SF建家 核燃料の取扱い場所には、周辺の放射線監視のためのエ
リアモニタを設け、過度の放射線レベルに達した場合に
は中央制御室に警報を発する設計となっている。

燃料交換機
燃料出入機

第5回
SF建家

燃料交換機及び燃料出入機は一度に取り扱う燃料体数
（崩壊熱）を制限する設計となっている。

第26条　核燃料物質貯蔵設備
新燃料貯蔵設備 第1回、第3回

放射線監視設備 第4回、SF建家 使用済燃料貯蔵設備の周辺が過度の放射線レベルに達し
た場合は、放射線管理設備により中央制御室に放射線レ
ベル高の警報を発する設計となっている。

ロ　崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常
を検知し及び警報を発することができるものであること。

水位計及び水温計の警報回路
温度計の警報回路

（本申請　第1回） 本申請（第1回）で説明

２　使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前項に定めるとこ
ろによるほか、次に掲げるところにより設置されていなければならない。

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備
プール水冷却浄化設備
使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設
備

第1回、第3回
第4回
SF建家

一　使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止し得るものである
こと。

二　使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するもので
あること。

三　使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るものであること。
四　使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲げるところによ
るほか、次に掲げるところによること。
イ　液体があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。

ロ　液位を測定でき、かつ、液体の漏えいその他の異常を適切に検知し得るものであること。

貯蔵設備は、放射線防護のための適切な遮蔽を有する設
計となっている。原子炉建家内の使用済燃料貯蔵設備で
は、使用済燃料の崩壊熱の除去はプール水冷却浄化設備
で行う。プール水冷却浄化設備は、十分な熱除去能力を
有し、使用済燃料から除去した熱を補機冷却水設備に輸
送する設計となっている。
使用済燃料貯蔵建家内の使用済燃料の崩壊熱は、構造物
及び雰囲気の空気に伝えられ、大気に放散する設計と
なっている。使用済燃料は、貯蔵ラックに格納し間接的
に冷却されることから、使用済燃料が直接プール水に触
れることはなく、燃料体の著しい腐食を考慮する必要は
ない。貯蔵設備の冷却水保有量が著しく減少することを
防止し、漏えい検知を行うことができる設計となってい
る。また、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プールの水位を監
視し異常を検知した場合は、中央制御室に警報を発する
設計となっている。

八　次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるもの
であること。
イ　燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警報を発することができるものであるこ
と。
ロ　崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取扱場所の温度の異常
を検知し及び警報を発することができるものであること。

三　次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる設備を備えるもの
であること。
イ　燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し及び警報を発することができるものであること。

核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
一　燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。
二　燃料体等を貯蔵することができる容量を有すること。

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設
備

新燃料は約1.5 炉心相当分の貯蔵できる設計となってい
る。使用済燃料は、原子炉建家内で約2 炉心相当分、使
用済燃料貯蔵建家内で約10 炉心相当分（現在は、10炉
心分相当分のスペースを確保し、そのうち2炉心相当分
を設置）貯蔵できる設計となっている。

第1回、第3回
SF建家
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第28条　冷却設備等
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。ただし、試
験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあっては、この限りでない。
一　原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材その他の流体を循
環させる設備
二　液体の一次冷却材を用いる試験研究用等原子炉にあっては、運転時における原子炉容器内
の液位を自動的に調整する設備
三　密閉容器型原子炉（燃料体及び一次冷却材が容器（原子炉格納施設を除く。）内に密閉さ
れている試験研究用等原子炉をいう。）にあっては、原子炉容器内の圧力を自動的に調整する
設備
四　一次冷却材に含まれる放射性物質及び不純物の濃度を試験研究用等原子炉の安全に支障を
及ぼさない値以下に保つ設備
五　試験研究用等原子炉停止時における原子炉容器内の残留熱を除去する設備
六　試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生したときに想定される最も厳
しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備
七　前二号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備

1次冷却設備
2次ヘリウム冷却設備
加圧水冷却設備
補助冷却設備
炉容器冷却設備
1次ヘリウム純化設備
1次ヘリウム貯蔵供給設備
補機冷却水設備

第3回、第4回
第3回、第4回
第2回、第4回

第4回
第4回、第5回

第2回、第3回、第4回
第2回、第3回、第4回

第4回、第5回

一次冷却設備として1次冷却設備、二次冷却設備として2
次ヘリウム冷却設備及び加圧水冷却設備を設ける設計と
なっている。残留熱は、一次冷却設備、二次冷却設備並
びに補助冷却設備及び炉容器冷却設備で除去する設計と
なっている。
また、1次冷却材の圧力を所定の値に維持するための1次
ヘリウム貯蔵供給設備、及び1次冷却材中の不純物の濃
度を低減するための1次ヘリウム純化設備を設ける設計
となっている。
異常時の原子炉の冷却は、補助冷却設備及び炉容器冷却
設備によって行う設計となっている。
通常運転時及び異常時において、重要安全施設で発生し
たか、又は蓄積された熱は、補機冷却水設備の冷却塔及
び補助冷却水空気冷却器により、最終的な熱の逃し場で
ある大気へ輸送する設計となっている。

２　前項の設備は、冷却材の循環その他の要因により生ずる振動により損傷を受けることがな
いように設置されたものでなければならない。

３　試験研究用等原子炉施設には、一次冷却系統設備からの一次冷却材の漏えいを検出する装
置が設けられていなければならない。

その他の主要な計装 第4回 原子炉冷却材圧力バウンダリから原子炉格納容器への1
次冷却材の漏えいの検出用として、原子炉格納容器内雰
囲気の放射能濃を測定する設計となっている。また、1
次冷却設備の圧力変化によっても漏えいが検出できる設
計となっている。
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第32条　安全保護回路
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより安全保護回路が設けられていなければ
ならない

第4回

一　運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により試験研究用等原子炉の運転
に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料
の許容設計限界を超えないようにできるものであること。

安全保護系は、予想される各種の運転時の異常な過渡変
化に対処し得る複数の原子炉スクラム信号及び工学的安
全施設作動信号を設け、運転時の異常な過渡変化時に、
原子炉スクラム設定値を超えた場合には、その異常を自
動的に、かつ、速やかにこれを検出し、原子炉停止系統
を作動させて炉心を臨界未満にするとともに、補助冷却
設備を作動させて原子炉停止後の炉心の核分裂生成物の
崩壊熱及びその他の残留熱を除去することにより、燃料
の許容設計限界を超えない設計となっている。

二　試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常により多量の放射性物質が漏えいす
るおそれがある場合において、これを抑制し又は防止するための設備を速やかに作動させる必
要があるときは、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させるものであること。

安全保護系は、設計基準事故時に異常な状態を検知し、
原子炉スクラム設定値を超えた場合には、これを検出
し、原子炉停止系統及び必要な工学的安全施設の作動を
自動的に開始させる安全保護機能を有する設計となって
いる。

三　安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は
使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性
又は多様性を確保するものであること。

安全保護系は、使用状態からの単一の取外しを行って
も、あるいは異常状態時において、チャンネル又はトレ
インの単一故障を想定しても安全保護機能を失うことが
ないよう、チャンネル及びトレインを多重化した設計と
なっている。

五　駆動源の喪失、系統の遮断その他の試験研究用等原子炉の運転に重要な影響を及ぼす事象
が発生した場合においても、試験研究用等原子炉施設への影響が緩和される状態に移行し、又
は当該事象が進展しない状態を維持することにより、試験研究用等原子炉施設の安全上支障が
ない状態を維持できるものであること。

安全保護系の双安定回路、原子炉スクラムしゃ断器等
は、駆動源の喪失、系のしゃ断に対して、原子炉をスク
ラムさせる方向に作動するよう設計となっている。

六　不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的
に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置が講じられているものであ
ること。

安全保護系回路は、インターロック回路を含めリレーや
スイッチング素子等の電気部品を用いた制御機器で構成
されており、ソフトウェアを用いた装置を使用していな
いことから外部ネットワークからの侵入防止等のサイ
バーセキュリティを考慮する必要はない。

七　計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場合において、その安全保護機能を失
わないよう、計測制御系統施設から機能的に分離されたものであること。

安全保護系は、安全保護機能を失うような影響を受けな
いように、安全保護系以外の計測制御系から分離した設
計となっている。

原子炉制御設備 保護改 循環機停止試験時においては、「1 次加圧水冷却器ヘリ
ウム流量低」、「炉心差圧低」及び「原子炉出口冷却材
温度高」信号のスクラム設定値の変更を運転モード選択
装置に連動して行える設計となっている。
循環機3 台停止試験時及び炉容器冷却設備停止試験時に
おいては、「原子炉出口冷却材温度高」信号のスクラム
設定値の変更を運転モード選択装置に連動して行える設
計となっている。また、「1 次加圧水冷却器ヘリウム流
量低」及び「炉心差圧低」信号は予め定めた試験継続時
間を超えた場合にスクラム信号を発信できる設計となっ
ている。

八　試験研究用等原子炉の安全を確保する上で必要な場合には、運転条件に応じてその作動設
定値を変更できるものであること。

安全保護回路
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第33条　反応度制御系統及び原子炉停止系統
試験研究用等原子炉施設には、通常運転時において、燃料の許容設計限界を超えることがない
ように反応度を制御できるよう、次に掲げるところにより反応度制御系統が設けられていなけ
ればならない。
一　通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物（試験炉許可基準規則第
十九条第一号に規定する実験物をいう。以下同じ。）の移動その他の要因による反応度変化を
制御できるものであること。

スタンドパイプ
制御設備
原子炉制御設備
制御棒引抜阻止回路

第4回、第5回
第4回
第4回
第4回

炉心の反応度は、制御棒系によって制御する。制御棒系
は、出力変化、キセノン濃度変化、高温から常温までの
温度変化、更に燃料の燃焼に伴う反応度変化の補償を
行って、通常運転時に生じることが予想される反応度変
化を制御するのに十分な反応度制御能力を有する設計と
なっている。

二　制御棒を用いる場合にあっては、次のとおりとすること。
イ　炉心からの飛び出し又は落下を防止するものであること。
ロ　当該制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の
異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものであること。

制御棒の飛び出しに対して、スタンドパイプ及びスタン
ドパイプ固定装置により、制御棒の浮き上がり又は飛び
出しが起こらない設計となっている。制御棒引き抜きに
よる反応度添加については、制御棒パターンインター
ロックで制御棒引き抜きパターンを規制することによ
り、制御棒の最大反応度添加量を制限し、かつ、制御棒
引き抜き最大速度を制限することにより、過度の反応度
添加率とならない設計となっている。

２　試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより原子炉停止系統が設けられていな
ければならない。
一　制御棒その他の反応度を制御する設備による二以上の独立した系統を有するものであるこ
と。ただし、当該系統が制御棒のみから構成される場合であって、次に掲げるときは、この限
りでない。
イ　試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、未臨界を維持することができ
る制御棒の数に比し当該系統の能力に十分な余裕があるとき。
ロ　原子炉固有の出力抑制特性が優れているとき。
二　運転時において、原子炉停止系統のうち少なくとも一つは、燃料の許容設計限界を超える
ことなく試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、少なくとも一つは、低温
状態において未臨界を維持できるものであること。
三　試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合において、原子炉停
止系統のうち少なくとも一つは、速やかに試験研究用等原子炉を未臨界に移行することがで
き、かつ、少なくとも一つは、低温状態において未臨界を維持できるものであること。
四　制御棒を用いる場合にあっては、一本の制御棒が固着した場合においても、前二号の機能
を有するものであること。

制御設備
非常用制御設備
原子炉制御設備

第4回
第4回
第4回

原子炉停止系統としては、制御棒系と後備停止系の原理
の異なる2 つの独立した系を設ける設計となっている。
原子炉停止系統の1 つである制御棒系は、最大の反応度
価値をもつ1 対の制御棒が完全に引き抜かれ炉心に挿入
できない場合でも、0.01Δk/k 以上の反応度停止余裕を
与えることができる設計となっている。
制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定され
る反応度事故に対して、炉心冷却を損なうような炉心及
び炉内構造物の破壊を生じないようにする。このため、
制御棒の最大連続引抜速度は、電動機の最大回転数と減
速機構等により制限し、過度の反応度添加率を抑制でき
る設計となっている。
制御棒系は反応度制御系及び原子炉停止系統を共用して
いる。制御棒系は、フェイルセーフの設計とし、反応度
制御系統の故障を考慮しても、原子炉停止系統としての
機能を損なうことのない設計となっている。

３　制御材は、運転時における圧力、温度及び放射線について想定される最も厳しい条件の下
において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
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４　制御材を駆動する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。
一　試験研究用等原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動し得るものであること。
二　制御材を駆動するための動力の供給が停止した場合に、制御材が反応度を増加させる方向
に動かないものであること。
三　制御棒の落下その他の衝撃により燃料体、制御棒その他の設備を損壊することがないもの
であること。

５　制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象（試験研究用等
原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。第六十四条第五項において同じ。）に対して
炉心冠水維持バウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心又は炉心支持
構造物の損壊を起こさないものでなければならない。

６　原子炉停止系統は、反応度制御系統と共用する場合には、反応度制御系統を構成する設備
の故障が発生した場合においても通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時
に試験研究用等原子炉を未臨界に移行することができ、かつ、低温状態において未臨界を維持
できるものでなければならない。

第34条　原子炉制御室等
試験研究用等原子炉施設には、原子炉制御室が設けられていなければならない。 中央制御室 第4回

２　原子炉制御室は、試験研究用等原子炉の運転状態を表示する装置、試験研究用等原子炉の
安全を確保するための設備を操作する装置、異常を表示する警報装置その他の試験研究用等原
子炉の安全を確保するための主要な装置が集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作
することができるよう設置されたものでなければならない。

３　原子炉制御室は、従事者が設計基準事故時に容易に避難できる構造でなければならない。

４　原子炉制御室及びこれに連絡する通路は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障その他
の異常が発生した場合において、試験研究用等原子炉の運転の停止その他の試験研究用等原子
炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、か
つ、一定期間とどまることができるように、遮蔽設備の設置その他の適切な放射線防護措置が
講じられたものでなければならない。

５　試験研究用等原子炉施設には、火災その他の要因により原子炉制御室が使用できない場合
に、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態を維
持することができる設備が設けられていなければならない。ただし、試験研究用等原子炉の安
全を確保する上で支障がない場合にあっては、この限りでない。

原子炉保護設備
中央制御室外原子炉停止盤

第4回
第4回

中央制御室外からの原子炉停止は、継電器室で原子炉ス
クラムしゃ断器を開くことにより行える設計となってい
る。中央制御室外原子炉停止盤では、中央制御室外から
の原子炉停止操作に引続き、残留熱除去を行うのに必要
な機器の操作を行える設計となっている。

中央制御室には、中央制御盤の主盤、副盤等を設け、原
子炉の通常運転、安全停止、事故対策等に必要な監視、
制御、操作を集中的に行うことができる設計となってい
る。中央制御室の近傍には、設計基準事故時に容易に避
難するために、通常の出入口以外に直接原子炉建家外に
退避可能な非常口を設ける設計となっている。
また、異常時に運転員が中央制御室に留まり、事故対策
操作が可能であるように放射線遮蔽、換気空調設備が設
けられている。
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令和二年三月十七日号外原子力規制委員会規則第七号

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則
（新規制基準追加要求事項に係る条項　抜粋）

適合性の説明設備・機器・構築物 建設時の設工認　注）

第36条　保管廃棄設備
放射性廃棄物を保管廃棄する設備は、次に掲げるところによるものでなければならない。
一　通常運転時に発生する放射性廃棄物を保管廃棄する容量を有すること。
二　放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
三　崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬
品の影響その他の要因により著しく腐食するおそれがないこと。

固体廃棄物保管室 （本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

２　固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置される施設は、放射性廃棄物による汚染
が広がらないように設置されたものでなければならない。

３　前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備が設置されている施設に
ついて準用する。

該当設備なし － －

第40条　保安電源設備
試験研究用等原子炉施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、試験
研究用等原子炉施設の安全を確保し必要な設備の機能を維持するために、内燃機関を原動力と
する発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用電源設備が設けられていなければなら
ない。ただし、試験研究用等原子炉施設の安全を確保する上で支障がない場合にあっては、こ
の限りでない。

非常用電源設備 第4回

２　試験研究用等原子炉の安全を確保する上で特に必要な設備は、無停電電源装置又はこれと
同等以上の機能を有する設備に接続されているものでなければならない。

全交流動力電源喪失時の対応機器
可搬型発電機、可搬型計器

（本申請　第2回）
（本申請　第4回）

本申請（第2回、第2回）で説明

第42条　通信連絡設備等

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよ
う、通信連絡設備が設けられていなければならない。

通信連絡設備 （本申請　第3回） 本申請（第3回）で説明

２　工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該試験研究用等原子炉施設外の通信
連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様性を確保した通信回線が
設けられていなければならない。

第54条　原子炉冷却材圧力バウンダリ

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損壊又は故障に伴
う衝撃、反応度の変化その他の要因による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを
構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。

原子炉圧力容器
1次冷却設備

第4回
第3回、第4回

２　原子炉冷却材圧力バウンダリには、原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置が設けら
れていなければならない。

３　原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時
及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものでなければ
ならない。

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器、配管等
は、適切な規格、基準に基づいて設計している。
原子炉冷却材系に接続する配管系には、その配管を通じ
ての漏えいが十分許容できるほどに少ないものを除き、
隔離弁を設ける設計となっている。
通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事
故時において、原子炉冷却材圧力バウンダリは、脆性的
挙動を示さず、かつ、急激な伝播型破断を生じないよう
に、フェライト系鋼材で製作する機器に対しては、破壊
じん性を考慮した材料選択、設計及び製作を行ってい
る。

３　試験研究用等原子炉施設には、必要に応じ、全交流動力電源喪失時に試験研究用等原子炉
を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の
非常用電源設備が設けられていなければならない。

非常用電源として、非常用発電機2 台、直流電源設備2
系統、蓄電池2 組及び安全保護系用交流無停電電源装置
3 系統を設け、それぞれ1 系統が作動しないと仮定して
も、所定の安全機能を確保できる容量としており、独立
性及び多重性を有した設計となっている。
蓄電池等の直流電源設備は、全交流動力電源喪失時にお
いて、原子炉スクラムしゃ断器を開放するための電源及
び原子炉の安全な停止を一定時間監視するために必要な
容量を有した設計となっている。
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令和二年三月十七日号外原子力規制委員会規則第七号

試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則
（新規制基準追加要求事項に係る条項　抜粋）

適合性の説明設備・機器・構築物 建設時の設工認　注）

４　試験研究用等原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリからの一次冷却材の漏えいを
検出する装置が設けられていなければならない。

その他の主要な計装 第4回 原子炉冷却材圧力バウンダリから原子炉格納容器への1
次冷却材の漏えいの検出用として、原子炉格納容器内雰
囲気の放射能濃を測定する設計となっている。また、1
次冷却設備の圧力変化によっても漏えいが検出できる設
計となっている。

第55条　計測設備
試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられていなければならな
い。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測す
る設備をもって代えることができる。
一　熱出力及び炉心における中性子束密度
二　炉周期
三　制御棒の位置
四　一次冷却材に関する次の事項
イ　含有する放射性物質及び不純物の濃度
ロ　原子炉容器内の入口及び出口における温度、圧力及び流量
五　二次冷却材に関する次の事項
イ　含有する放射性物質及び不純物の濃度
ロ　一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口及び出口における温度並びに入口における圧力
及び流量

原子炉計装
その他の主要な計装

第4回
第4回

炉心、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器
バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保
するために監視することが必要な、炉心の中性子束、炉
心の差圧、制御棒の位置及び各制御棒間の位置の偏差、
1 次冷却材中の放射能濃度、1 次冷却材と加圧水の差
圧、1 次冷却設備、2 次ヘリウム冷却設備及び加圧水冷
却設備の温度及び流量、原子炉格納容器内の圧力及び温
度等のパラメータは原子炉計装、プロセス計装によって
監視する設計となっている。
また、設計基準事故時において、事故状態を知り、対策
を講じるのに必要なパラメータである原子炉格納容器内
の圧力、放射能レベル等を適切な方法で、十分な範囲に
わたり監視し、必要なものについては、記録できる設計
となっている。

２　試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握し、及び対策を
講ずるために必要なパラメータを、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定
範囲及び期間にわたり監視し及び記録することができる設備が設けられていなければならな
い。

第58条　多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止
試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から多
量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合において、当該事故の
拡大を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない

原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵建家内使用済燃料貯蔵設
備
原子炉計装
後備停止系駆動装置
原子炉格納容器附属施設
使用済燃料貯蔵建家
多量の放射性物質等を放出する事故の拡
大防止のための資機材

（本申請　第4回） 本申請（第4回）で説明

原子炉建家 第1回 多量の放射性物質等の放出のおそれがある場合には、建
家の気密を改善し影響緩和を図るため、原子炉建家から
の放射性物質の放散を抑制する。

注）
第1回：設計及び工事の方法の認可(第1回申請)平成3年1月8日付け2安(原規)第733号 
第2回：設計及び工事の方法の認可(第2回申請)平成3年9月25日付け3安(原規)第368号 
第3回：設計及び工事の方法の認可(第3回申請)平成4年4月9日付け4安(原規)第47号 
第4回：設計及び工事の方法の認可(第4回申請)平成4年9月30日付け4安(原規)第312号 
第5回：設計及び工事の方法の認可(第5回申請)平成5年7月9日付け5安(原規)第84号 
SF建家：設計及び工事の方法の認可(使用済燃料貯蔵建家の設置)平成11年9月8日付け11安(原規)第124号
保護改： 設計及び工事の方法の認可(原子炉保護設備等の改造)平成18年12月26日付け
18諸文科科第3395号 
本申請第1回：設計及び工事の計画（第1回申請）令和2年10月26日付け原規規発第2010269号
本申請第2回：設計及び工事の計画（第2回申請）令和2年9月9日付け原規規発第2009096号
本申請第3回：設計及び工事の計画（第3回申請）令和2年10月19日付け原規規発第2010191号
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6-1．設計及び工事の計画に係る「国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構大洗研究所(北地区)原

子炉設置変更許可申請書」との整合性に関する

説明書 
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 設計及び工事の計画に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(北地区)

原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 



 

添
6 ― 1 ― 2 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般

構造 

   原子炉施設は、「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律」(以下「原子炉等規

制法」という。)、「試験研究の

用に供する原子炉等の設置、運

転等に関する規則」、「試験研究

の用に供する原子炉等の位置、

構造及び設備の基準に関する規

則」(以下「試験炉設置許可基準

規則」という。)等の国内の法令、

規格、基準等の要求を満足する

構造とする。さらに、黒鉛構造

及び高温構造に関する設計につ

いては、「高温ガス炉炉心支持黒

鉛構造物の構造設計指針」及び

「高温ガス炉炉心黒鉛構造物の

構造設計指針」並びに「高温ガ

ス炉第 1 種機器の高温構造設計

指針」に基づき、これを満足す

る設計とする。 

   これらの法令、規格、基準等

で規定されていないものについ

ては、必要に応じて国外の規格

に準拠する。 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.11 強度設計の基本方針 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の設計、材料の選定につい

ては、安全上適切と認められる規格及び基準によるとともに、自重、

内圧、外圧、熱荷重、地震荷重等の条件に対し、十分な強度を有し、

かつ、その機能を維持できるように設計する。 

また、荷重の組合せと許容応力については、「発電用原子力設備に

関する構造等の技術基準を定める告示」、「原子力発電所の耐震設計技

術指針」(JEAG4601、同補)、「建築基準法」、「日本建築学会各種構造設

計及び計算規準」等に準拠するものとする。 

ただし、国内法令、規格、基準等に規定されていないもののうち、

高温機器及び黒鉛構造物については、「高温ガス炉第 1種機器の高温構

造設計指針」(1)及び「高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設計指針」

(2)並びに「高温ガス炉炉心黒鉛構造物の構造設計指針」(3)により設計

するとともに、その他については、必要に応じて十分使用実績があり、

信頼性の高い国外の規格に準拠する。 

 

1.1.13 参考文献 

(1) 「高温ガス炉第 1 種機器の高温構造設計指針」（平成 2 年 12 月科学

技術庁原子力安全局内規（平成 15 年 5 月 30 日改定）） 

(2) 「高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設計指針」（平成 2 年 12 月

科学技術庁原子力安全局内規（平成 15 年 5月 30 日改定）） 

(3) 「高温ガス炉炉心黒鉛構造物の構造設計指針」（平成 2 年 12 月科学

技術庁原子力安全局内規（平成 15 年 5 月 30 日改定）） 

 

【第 1編 耐震性・波及的影響の評価】 

2. 準拠した基準及び規格 

(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

(2) 建築工事標準仕様書(日本建築学会) 

(3) 建築耐震設計における保有耐力と変形性能(日本建築学会) 

(4) 構造計算指針(日本建築センター) 

(5) 日本産業規格(JIS) 

(6) 建築基準法・同施行令 

(7) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601(日本電気協会) 

(8) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ―許容応力度設計法―(日

本建築学会) 

(9) 鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法―(日本建築学会) 

(10) 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 ―許容応力度設計と

保有水平耐力―(日本建築学会) 

(11) 建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

(12) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(日本機械学会) 

(13) 高温ガス炉第 1 種機器の高温構造設計指針(科学技術庁原子力安全

局) 

(14) 高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設計指針(科学技術庁原子力

安全局) 

(15) 高温ガス炉炉心黒鉛構造物の構造設計指針(科学技術庁原子力安全

局) 

 

 

 

準拠した基準及び規格

は、設置変更許可申請

書の記載内容のとおり

整合している。 

  (1) 耐震構造 

原子炉施設は、原子炉建家、

使用済燃料貯蔵建家、機械棟

等からなり、原子炉建家には、

原子炉、1 次冷却設備、2次冷

却設備、計測制御設備等を設

置し、次の方針に基づき耐震

設計を行い、「試験炉設置許可

1.4 耐震設計 

1.4.1 耐震設計の基本方針 

原子炉施設の耐震設計は、「試験炉設置許可基準規則」に適合するよ

うに、以下の項目に従って行う。 

(1) 地震により生ずるおそれがある安全機能の喪失に起因する放射線に

よる公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」とい

う。)は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれ

がある地震による加速度によって作用する地震力に対して、その安全

3. 設計 

3.1 設計条件 

別添に示す設計及び工事の方法の認可、設計及び工事の方法の変更の認可

(以下これらをまとめて「既往の設工認」という。)から一部の建物・構築物

及び機器・配管系について、設計条件のうち耐震重要度によるクラス別分類

(以下「耐震クラス」という。)を変更した。耐震クラスを変更した建物・構

築物及び機器・配管系を第 3.1 表に示す。 

第 3.2 表に示す耐震性評価を実施する建物・構築物及び機器・配管系は、

 

設計条件及び添付書類

1-1.は、設置変更許可

申請書の基本方針を具

体化しており整合して

いる。 

 

 

 

 

 



 

添
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

基準規則」に適合する設計と

する。 

   (ⅰ) 建物及び構築物は原則

として剛構造にする。ま

た、主要な建物・構築物は、

想定される地震に対して

十分に安全な地盤に支持

させる。炉心は、黒鉛ブロ

ックの積層構造であり、剛

構造の炉心支持鋼構造物

を介して原子炉圧力容器

に支持させる。 

(ⅱ) 原子炉施設については、

その耐震設計上の重要度

に応じて適用する地震力

に対して、安全機能が損

なわれるおそれがない設

計とする。 

   (ⅲ) 原子炉施設の耐震設計

上の重要度を、地震により

発生するおそれがある安

全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点か

ら、各施設の安全機能が喪

失した場合の影響の相対

的な程度に応じて、耐震重

要度分類を以下のとおり、

S クラス、B クラス及び C

クラスに分類し、それぞれ

に応じた地震力に十分耐

えられる設計とする。 

      S クラス……安全機能

を 有 す る

もの(以下

機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

(2) 原子炉施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及

びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設

の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」

という。)に応じて、S クラス、B クラス及び C クラスに分類し、それ

ぞれに応じた地震力に十分耐える設計とする。 

(3) 原子炉施設は、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力

が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地

盤に設置する。 

(4) S クラスの施設は、基準地震動による地震力に対して、その安全機

能が保持できる設計とする。 

また、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大

きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計

とする。 

(5) S クラスの施設については、静的地震力は、水平地震力と鉛直地震

力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 

また、基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水平 2 方

向及び鉛直方向について適切に組合せて算定するものとする。 

(6) B クラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐える設計とする。 

また、共振のおそれのある施設については、その影響についての検

討を行う。その場合、検討に用いる地震動は、弾性設計用地震動に 2

分の 1 を乗じたものとする。なお、当該地震動による地震力は、水平

2 方向及び鉛直方向について適切に組合せて算定するものとする。 

(7) C クラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐える設計とする。 

(8) 地震時に動作を要求する動的機器の原子炉格納容器バウンダリに属

する弁(1 次冷却材を内蔵するもの)は、基準地震動による応答に対し

て、当該設備に要求される機能を維持する設計とする。 

(9) 耐震重要施設は、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波

及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。また、間

接支持構造物及び相互影響を考慮すべき設備に対しては、基準地震動

を用いて以下に示す影響を確認し、耐震重要施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

a. 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不

耐震クラスに応じた地震力、運転状態に応じて発生する荷重等を適切に組み

合わせた荷重に対して耐震余裕を有する設計とする。また、耐震 S クラスの

建物・構築物及び機器・配管系は、第 3.3 表に示す下位のクラスに属する建

物・構築物及び機器・配管系の波及的影響によって、その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

上記に加えて、地震時に動作を要求する動的機器が、基準地震動による応

答に対して、当該設備に要求される機能を維持する設計とする。 

 

3.2 評価条件 

第 3.2 表に示す耐震性評価を実施する建物・構築物及び機器・配管系に対

して、耐震クラスに応じた地震力、運転状態応じて発生する荷重等を適切に

組み合わせた荷重に対する評価を行い、耐震余裕を有することを確認する。

また、第 3.3 表に示す波及的影響評価を実施する建物・構築物及び機器・配

管系に対して、基準地震動による評価を行い、耐震 Sクラスの建物・構築物

及び機器・配管系に波及的影響を及ぼさないことを確認する。さらに、地震

時に動作を要求する動的機器である原子炉格納容器バウンダリに属する弁

(1 次冷却材を内蔵するもの)に対して、基準地震動による評価を行い、動的

機能が維持されることを確認する。 

 

3.3 評価結果 

第 3.2 表に示す耐震性評価を実施する建物・構築物及び機器・配管系は、

耐震クラスに応じた地震力、運転状態に応じて発生する荷重等を適切に組み

合わせた荷重に対して耐震余裕を有することを確認した。また、第 3.3 表に

示す波及的影響評価を実施する建物・構築物及び機器・配管系は、耐震 Sク

ラスの建物・構築物及び機器・配管系に波及的影響を及ぼさないことを確認

した。さらに、原子炉格納容器バウンダリに属する弁(1 次冷却材を内蔵す

るもの)は、基準地震動に対して動的機能が維持されることを確認した。 

 

【1-1. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関する

説明書(概要、耐震設計及び評価方針)】 

1. 概要 

本資料は、既設の建物・構築物及び機器・配管系のうち、「試験研究用等原子

炉施設における設計及び工事の方法の認可申請の審査及び使用前検査の進め方

について(平成 28 年 2 月 17 日原子力規制庁)」を基にして、設計及び工事の方法

の認可(以下「設工認」という。)の対象として選定した建物・構築物及び機器・
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「 安 全 施

設 」 と い

う。)のう

ち、その機

能 喪 失 に

よ り 周 辺

の 公 衆 に

過 度 の 放

射 線 被 ば

く を 与 え

る お そ れ

の あ る 設

備・機器等

を 有 す る

施設。 

      B クラス……安全施設

のうち、そ

の 機 能 を

喪 失 し た

場 合 の 影

響が Sクラ

ス と 比 べ

小 さ い 施

設。 

      C クラス……S クラス、

B クラス以

外 で あ っ

て、一般産

業 施 設 又

は 公 共 施

設 と 同 等

の 安 全 性

が 要 求 さ

れる施設。 

    (ⅳ) 前項の S、B 及び C クラ

等沈下による影響 

b. 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部及び支持部にお

ける相互影響 

c. 建家内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等によ

る耐震重要施設への影響 

d. 建家外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等によ

る耐震重要施設への影響 

b.については、耐震重要施設の隔離弁に下位クラスの配管が接続さ

れている場合は、基準地震動に対して隔離弁の機能が損なわれない設

計とする。 

c.及び d.については、原子炉建家屋根トラス、原子炉格納容器、

原子炉建家天井クレーン、排気筒、燃料交換機及び制御棒交換機を評

価対象施設として、離隔位置確認、耐震解析又は衝突解析により、評

価対象施設が S クラス施設の安全機能を損なわないことを確認する。

離隔位置確認では、S クラス施設と評価対象施設の設置位置を考慮

し、評価対象施設の損傷が発生しても、S クラス施設の安全機能が損

なわれないことを確認する。耐震解析では、評価対象施設が S クラス

施設に影響を及ぼさないことを確認する。耐震解析により評価対象施

設が影響を及ぼす可能性がある場合は、評価対象施設と Sクラス施設

等の相互影響を衝突解析で評価し、Sクラス施設の安全機能が損なわ

れないことを確認する。耐震解析に関しては、実挙動を評価するため

に実挙動評価又は保守性が高い簡易評価でも評価する。 

 

1.4.2 耐震設計上の重要度分類 

原子炉施設の耐震重要度を、「試験炉設置許可基準規則解釈 別記 1

「試験研究用等原子炉施設に係る耐震重要度分類の考え方」」に基づき

分類する。 

 

1.4.2.1 分類の方法に係る考え方 

原子炉施設における設備・機器等の耐震重要度分類は、以下の

(1)及び(2)による。以下は、耐震重要施設(S クラス施設)につい

て考え方を示しているが、B クラス施設についても同様の考え方

とする。 

(1) 原子炉施設において、停止機能、冷却機能、閉じ込め機

能の全てが失われた場合を想定し、第 1.4.1 図のフローに従

配管系の耐震性評価を行い、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び

設備の基準に関する規則(平成 25 年 12 月 18 日施行)」に適合していることを説

明するものである。 

 

1.1 添付書類の構成 

添付書類の構成は、以下のとおりである。 

・ 添付書類 1-1.では、全体の概要、設計及び評価方針を説明する。 

・ 添付書類 1-2.から添付書類 1-2-4.では、原子炉建家等の建物の地震応答

解析の結果を説明する。この結果を基にして、耐震性評価に必要な床応答

スペクトルを作成する。 

・ 添付書類 1-3.から添付書類 1-3-4.では、建物・構築物の耐震性評価の結

果を説明する。 

・ 添付書類 1-4.から添付書類 1-4-9.では、機器・配管系の耐震性評価の結

果を説明する。また、添付書類 1-4-1.の機器・配管系の解析評価方法の

中で、原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔について、質点系モ

デルの各質点における床応答スペクトルを示す。 

・ 添付書類 1-5.から添付書類 1-5-7.では、波及的影響評価の結果を説明す

る。 

・ 添付書類 1-6.から添付書類 1-6-1.では、地震時に動作を要求する動的機

器が基準地震動に対して動的機能が維持されることを説明する。 

なお、評価を実施する建物・構築物及び機器・配管系の個々の評価方法につ

いては、各添付書類にて改めて説明する。 

 

2. 耐震設計及び評価方針 

2.1 耐震設計の基本方針 

原子炉施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及びそれに

続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失

した場合の影響の相対的な程度に応じて、耐震重要度分類を以下のとおり、S

クラス、Bクラス及びCクラスに分類し、それぞれに応じた地震力に十分耐える

設計とする。 

 

Sクラス：安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被

ばくを与えるおそれのある設備・機器等を有する施設 

Bクラス：安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がSクラス施設と比

べて小さい施設 



 

添
6 ― 1 ― 5 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

スの施設は、建物・構築

物については、地震層せ

ん断力係数 Ciに、それぞ

れ係数 3.0、1.5 及び 1.0

を乗じて求められる水平

地震力、機器・配管系に

ついては、これらを 20%

増しして求められる水平

地震力に対して耐える設

計とする。 

      ここに、地震層せん断

力係数 Ci は、標準せん断

力係数 C0を 0.2 とし、建

物・構築物の振動特性及

び地盤の種類等を考慮し

て求められる値とする。 

      S クラスの施設につい

ては、水平地震力と鉛直

地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するも

のとする。鉛直地震力は、

建物・構築物については

震度 0.3 を基準とし、建

物・構築物の振動特性、

地盤の種類等を考慮して

求められる鉛直震度、機

器・配管系については、

これを 20%増しした鉛直

震度より算定する。ただ

し、鉛直震度は、高さ方

向に一定とする。 

    (ⅴ) S クラスの施設は、基準

地震動による地震力に対

して安全機能が保持でき

る設計とする。また、弾性

い、その影響が大きい場合は、耐震重要施設を必要とする原

子炉施設として選定する。 

(2) (1)の分類に基づき、耐震重要施設を必要とする原子炉施

設に選定された場合は、第 1.4.2 図のフローに従い、原子炉

施設の個別設備・機器等について、停止機能、冷却機能、閉

じ込め機能のそれぞれの喪失を組合せた想定により、耐震重

要施設に該当する設備・機器等を選定する。 

 

1.4.2.2 機能上の分類 

S クラス：安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度の

放射線被ばくを与えるおそれのある設備・機器等を有する施

設 

B クラス：安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響が S クラ

ス施設と比べ小さい施設 

C クラス：Sクラス、Bクラス以外であって、一般産業施設又は公共施

設と同等の安全性が要求される施設 

 

1.4.2.3 クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を次に示す。 

(1) S クラスの施設 

(ⅰ) 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

(ⅱ) 使用済燃料を貯蔵するための施設(原子炉建家に係る施

設) 

(ⅲ) 原子炉の緊急停止のために、急激に負の反応度を付加す

るための施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

(2) B クラスの施設 

(ⅰ) 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、1

次冷却材を内蔵しているか又は内蔵しうる施設 

(ⅱ) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 

(ⅲ) 原子炉冷却材圧力バウンダリの破損事故後、炉心から崩

壊熱を除去するために必要な施設 

(ⅳ) 原子炉冷却材圧力バウンダリの破損事故の際に圧力障

壁となり、放射性物質の拡散を直接防ぐための施設 

(ⅴ) 放射性物質の放出を伴うような設計基準事故の際に、そ

の外部放散を抑制するための施設で上記 c.以外の施設 

Cクラス：Sクラス、Bクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同等

の安全性が要求される施設 

 

Sクラスの施設は、基準地震動による地震力に対して安全機能が保持できる

とともに、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方

の地震力に対して、おおむね弾性範囲にとどまる構造とする。また、下位のク

ラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とす

る。さらに、次に示す影響を確認する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

(2) 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部及び支持部における相

互影響 

(3) 建家内における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下及び衝突等によ

る耐震重要施設への影響 

(4) 建家外における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下及び衝突等によ

る耐震重要施設への影響 

地震時に動作を要求する動的機器の原子炉格納容器バウンダリに属する弁

(1次冷却材を内蔵するもの)は、基準地震動による応答に対して、当該設備に

要求される機能を維持する設計とする。 

Bクラス及びCクラスの施設は、静的地震力に対しておおむね弾性範囲にとど

まる構造とする。また、Bクラス施設のうち、共振のおそれのある施設につい

ては、その影響についての検討を行う。 

 

2.2 地震力の算定法 

原子炉施設は、以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力に対して

耐えるように設計する。 

 

2.2.1 静的地震力 

2.2.1.1 建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Ci に、次に示す耐震重要度分類に

応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定する。 

S クラス 3.0 

B クラス 1.5 

C クラス 1.0 

ここで、地震層せん断力係数 Ciは、標準せん断力係数 Co を 0.2 とし、
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設計用地震動による地震

力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に

おおむね弾性状態に留ま

る範囲で耐えられる設計

とする。なお、基準地震動

及び弾性設計用地震動に

よる地震力は、水平 2方向

及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定す

るものとする。 

      基準地震動は、敷地ご

とに震源を特定して策定

する地震動及び震源を特

定せず策定する地震動に

ついて、敷地における解放

基盤表面における水平成

分及び鉛直成分の地震動

としてそれぞれ策定する。

策定した基準地震動の応

答スペクトルを第 5.1 図

から第 5.3 図に、時刻歴波

形を第 5.4 図から第 5.9

図に示す。解放基盤表面

は、S 波速度が 0.7 km/s

以上である G.L.- 172.5 m

とする。 

      また、弾性設計用地震

動は、基準地震動との応答

スペクトルの比率が目安

として 0.5 を下回らない

ような値で、「発電用原子

炉施設に関する耐震設計

審査指針(昭和 56 年 7 月

20 日原子力安全委員会決

(ⅵ) 使用済燃料を貯蔵するための施設(使用済燃料貯蔵建家

に係る施設) 

(ⅶ) 放射性廃棄物を内蔵している施設、ただし、内蔵量が少

ないか又は貯蔵方式により、その破損によって公衆に与

える放射線の影響が、年間の周辺監視区域外の線量当量

限度に比べ、十分小さいものは除く。 

(ⅷ) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その

破損により公衆及び放射線業務従事者に過大な放射線被

ばくを与える可能性のある施設 

(ⅸ) 使用済燃料を冷却するための施設 

(ⅹ) 放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を

抑制するための施設で、Sクラスに属さない施設 

(3) C クラスの施設 

上記 S、Bクラスに属さない施設 

 

各施設のクラス分類は、第 1.4.1 表に示すとおりである。 

 

1.4.3 地震力の算定法 

設計用地震力は、次の方法で算定される静的地震力及び動的地震力

のうち、いずれか大きい方とする。 

 

1.4.3.1 静的地震力 

静的地震力は、S クラス、B クラス及び C クラスの施設に適用

することとし、それぞれの耐震重要度分類に応じて、次の地震層

せん断力係数 Ci及び震度に基づき算定する。 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Ciに、次に示す耐震重要度

分類に応じた係数を乗じ、更に当該層以上の重量を乗じて算定す

る。 

S クラス  3.0  

B クラス  1.5  

C クラス  1.0  

ここに、Ciは、標準せん断力係数 C0を 0.2 とし、建物・構築物

の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値である。 

必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 Ci

建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

必要保有水平耐力の算定においては、地震層せん断力係数 Ci に乗じる

施設の耐震重要度分類に応じた係数は、耐震重要度分類の各クラスともに

1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 Co は 1.0 とする。 

S クラスの建物・構築物については、水平地震力と鉛直地震力が同時に

不利な組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 を基準とし、

建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算

定する。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

2.2.1.2 機器・配管系 

静的地震力は、上記 2.2.1.1 に示す地震層せん断力係数 Ciに施設の耐

震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度

及び上記2.2.1.1の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるも

のとする。 

なお、S クラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同時に不

利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に

一定とする。 

 

2.2.2 動的地震力 

動的地震力は、Sクラスの施設及び Bクラスの施設のうち共振のおそれの

あるものに適用する。 

S クラスの施設については、基準地震動及び弾性設計用地震動から定める

入力地震動を入力とする。弾性設計用地震動は、基準地震動の応答スペクト

ルとの比率を 0.5 倍として設定する。 

B クラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地

震動に 2 分の 1 を乗じた動的地震力を適用する。 

基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水平 2方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせたものとして算定する。 

 

2.2.3 入力地震動 

原子炉施設に対する入力地震動は、解放基盤表面(約 G.L.-171.9m(=約

E.L.-135.4m=約 T.P.-135.4m))で定義された基準地震動及び弾性設計用地震

動から地震波の伝播特性や地盤の非線形応答に関する動的変形特性等を適

切に考慮して1次元波動論又は必要に応じて2次元有限要素法解析により応

答計算し算定する。 
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定)」における基準地震動

S1を踏まえ、工学的判断か

ら基準地震動に係数 0.5

を乗じて設定する。 

      なお、B クラスの施設の

うち、共振のおそれのある

施設については、弾性設計

用地震動に2分の1を乗じ

た地震動によりその影響

についての検討を行う。 

    (ⅵ) 耐震重要施設が、耐震

重要度分類の下位のクラ

スに属する施設の波及的

影響によって、その安全

機能を損なわない設計と

する。波及的影響の評価

に当たっては、敷地全体

を俯瞰した調査・検討を

行い、事象選定及び影響

評価を行う。なお、影響

評価においては、耐震重

要施設の設計に用いる地

震動又は地震力を適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は、耐震重要度分類

の各クラスともに 1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数 C0

は 1.0 とする。 

S クラスの建物・構築物については、水平地震力と鉛直地震力

が同時に不利な組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震

度 0.3 を基準とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考

慮して求めた鉛直震度より算定する。ただし、鉛直震度は高さ方

向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

静的地震力は、上記(1)に示す地震層せん断力係数 Ciに施設の耐

震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該

水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれぞれ 20 %増しとした震度よ

り求めるものとする。 

なお、Sクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力は同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし、鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

 

1.4.3.2 動的地震力 

動的地震力は、S クラスの施設に適用し、添付書類六「5. 地

震」に示す基準地震動及び弾性設計用地震動から定める入力地震

動を入力として、動的解析により、水平 2 方向及び鉛直方向につ

いて適切に組合せて算定する。 

B クラスの施設のうち、共振のおそれのある施設については、

弾性設計用地震動に 2 分の 1 を乗じた動的地震力を適用する。 

添付書類六「5. 地震」に示す基準地震動は、「敷地ごとに震

源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地

震動」について、解放基盤表面における水平成分及び鉛直成分の

地震動としてそれぞれ策定する。 

弾性設計用地震動は、原子炉施設の安全機能限界と弾性限界に

対する入力荷重の比率が 0.5 程度であるという知見(6)を踏まえ、

また、弾性設計用地震動を原子炉建家設計時より保守的な設定と

するため、応答スペクトルに基づく基準地震動 Ss-D に係数 0.5

を乗じた弾性設計用地震動 Sd-D が、設計時に用いた「発電用原

子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和 56 年 7月 20 日原子力

安全委員会決定)」に基づく基準地震動 S1 の応答スペクトルを下

2.3 動的解析法 

2.3.1 建物・構築物 

建物・構築物の動的解析は、時刻歴応答解析を用いて応答を求めるものと

する。動的解析に当たっては、地震応答解析手法の適用性、適用限界等を考

慮の上、適切な解析手法を選定するとともに、十分な調査に基づき解析条件

を設定する。 

なお、建物・構築物と地盤の相互作用(埋め込み効果を含む。)を考慮する

ものとし、解析モデルの地盤のばね定数は、基礎版の平面形状、地盤の動的

剛性等を考慮して定める。 

 

2.3.2 機器・配管系 

2.3.2.1 金属構造物 

機器・配管系については、その形状を考慮して、分布質量系、1質点系、

多質点系モデル等に置換し、スペクトル・モーダル解析法、時刻歴応答解

析法等により応答を求める。 

 

2.3.2.2 黒鉛構造物 

炉心を構成する黒鉛ブロックについては、地震時に相互に衝突を繰返す

非線形振動挙動を示すため、黒鉛ブロック群の振動解析法としてブロック

間の衝突現象を考慮する方法を用いる。各黒鉛ブロックに作用する衝突

力、ブロックの変位等は、時刻歴応答解析により求める。 

 

2.4 荷重の組合せと許容限界 

2.4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 

2.4.1.1 建物・構築物 

(1) 運転時の状態 

原子炉施設が運転状態にあり、通常の自然条件下におかれている状

態。ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含

むものとする。 

(2) 設計基準事故時の状態 

原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

2.4.1.2 機器・配管系 
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回らないものとして、工学的判断により基準地震動に係数 0.5 を

乗じて設定する。弾性設計用地震動による年超過確率は、10-3～

10-4 程度となる。弾性設計用地震動の応答スペクトルを第 1.4.3

図から第 1.4.5 図に、弾性設計用地震動の時刻歴波形を第 1.4.6

図から第 1.4.11 図に、弾性設計用地震動 Sd-D 及び基準地震動 S1

の応答スペクトルの比較を第 1.4.12 図に、弾性設計用地震動と

解放基盤表面における地震動の一様ハザードスペクトルの比較

を第 1.4.13 図及び第 1.4.14 図に示す。 

 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は、S 波速度が 0.7km/s 以上となる深度

G.L.-172.5m の位置に設定する。 

建物・構築物の地震応答解析に用いる入力地震動は、解放基盤

表面で定義される基準地震動及び弾性設計用地震動の伝播特性

や地盤の非線形応答に関する動的変形特性等を適切に考慮して 1

次元波動論又は必要に応じ 2次元有限要素法解析により応答計算

し算定する。 

(2) 動的解析法 

a. 建物・構築物 

動的解析は、スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解

析法を用いて行うものとする。 

建物・構築物の動的解析に当たっては、建物・構築物の剛性

は、それらの形状、構造特性等を十分考慮して評価し、集中質

点系に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には、地盤-建家間の動的相互作用を考慮する。解

析は、地盤-建家をスウェイ-ロッキングモデルに置換して行

う。 

弾性設計用地震動に対しては、弾性応答解析を行う。 

基準地震動に対しては、主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には、規格・基準又は実験式等に基づき、該当

する部分の構造特性に応じて、その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また、施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するた

めの応答解析において、建物・構築物等の主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合には、その弾塑性挙動を適切に

(1) 通常運転時の状態 

原子炉施設の起動、停止、出力運転、燃料交換等が計画的に行われた

場合、運転条件が所定の制限値以内にある運転状態 

 

(2) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤

作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると

予想される外乱によって発生する異常な状態であって、当該状態が継続

した場合には炉心又は原子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生

ずるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状

態 

 

(3) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって、当

該状態が発生した場合には原子炉施設から多量の放射性物質が放出す

るおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態 

 

2.4.2 荷重の種類 

2.4.2.1 建物・構築物 

(1) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、す

なわち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による

荷重 

(2) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(3) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(4) 地震力、風荷重、積雪荷重 

運転時及び設計基準事故時の荷重には、機器・配管から作用する荷重が

含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配管からの反力、ス

ロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

2.4.2.2 機器・配管系 

(1) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(2) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

(3) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(4) 地震力 
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模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

b. 機器・配管系 

(a) 金属構造物 

機器については、その形状を考慮したモデル化を行い、

設計用床応答スペクトルを用いたスペクトル・モーダル解

析又は時刻歴応答解析等により応答を求める。 

配管系については、熱的条件及び構造を考慮して分類し、

それぞれ適切なモデルを作成し、設計用床応答スペクトル

を用いたスペクトル・モーダル解析により応答を求める。 

動的解析に用いる減衰定数は、「原子力発電所の耐震設

計技術指針」(JEAG4601、同補)(1)、振動実験(2)(3)、地震観測

の調査結果等を考慮して適切な値を定める。 

なお、剛性の高い機器は、その機器の設置床面の最大床

応答加速度の 1.2 倍の加速度を用いて地震力を算定する。 

(b) 黒鉛構造物 

炉心を構成する黒鉛ブロックは、地震時に相互に衝突を

繰返す非線形振動挙動を示す。そのため、黒鉛ブロック群

の振動解析法としては、ブロック間の衝突現象を考慮する

方法を用いる(4)。各黒鉛ブロックに作用する衝突力、ブロ

ックの変位等は、時刻歴応答解析により求める。 

 

1.4.4 荷重の組合せと許容限界 

1.4.4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を次に示す。 

(1) 建物・構築物 

a. 運転時の状態 

原子炉施設が運転状態にあり、通常の自然条件下におかれて

いる状態。 

ただし、運転状態には、通常運転時及び運転時の異常な過渡

変化時を含むものとする。 

b. 設計基準事故時の状態 

原子炉施設が設計基準事故時にある状態。 

c. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件。 

(2) 機器・配管系 

2.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

2.4.3.1 建物・構築物 

(1) S クラス、B クラス及び C クラスの施設に対して、地震力と常時作

用している荷重、運転時(通常運転時及び運転時の異常な過渡変化

時)に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

(2) S クラスの施設に対して、常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態で施設に作用する荷重のうち、長時間その作用が続く荷重

と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

 

2.4.3.2 機器・配管系 

(1) S クラス、B クラス及び C クラスの施設に対して、地震力と、通常

運転時又は運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重とを

組み合わせる。 

(2) S クラスの施設に対して、地震力と運転時の異常な過渡変化時の状

態及び設計基準事故時の状態のうち、地震によって引起こされるお

それのある事象によって作用する荷重とを組み合わせる。 

(3) S クラスの施設に対して、運転時の異常な過渡変化時の状態及び設

計基準事故時の状態のうち、地震によって引起こされるおそれのな

い事象によって作用する荷重で、その作用が長時間続く場合には、

その荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力とを組

み合わせる。なお、地震によって引起こされるおそれがなく、かつ、

その事象によって作用する荷重が短時間で終結する場合には、地震

力と組み合わせない。 

 

2.4.3.3 荷重の組合せ上の留意事項 

(1) S クラスの施設に作用する地震力のうち動的地震力については、水

平 2方向と鉛直方向の地震力を適切に組合せ算定するものとする。 

(2) 明らかに、他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが判明して

いる場合には、その荷重の組合せ状態での評価は行わなくてよいも

のとする。 

(3) 複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピ

ークの生起時間に明らかなずれがあることが判明しているならば、

必ずしも、それぞれの応力のピーク値を重ねなくともよいものとす
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a. 通常運転時の状態 

原子炉施設の起動、停止、出力運転、燃料交換等が計画的又

は頻繁に行われた場合、運転条件が所定の制限値以内にある運

転状態。 

b. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状

態であって、当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷却

材圧力バウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるものと

して安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

c. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態で

あって、当該状態が発生した場合には原子炉施設から多量の放

射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

 

1.4.4.2 荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

a. 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重、即ち固定荷重、積載荷重、土圧、水圧並びに通常の気象

条件による荷重 

b. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

c. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

d. 地震力、風荷重、積雪荷重 

運転時及び設計基準事故時の荷重には、機器・配管から作用す

る荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、機器・配

管からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとす

る。 

(2) 機器・配管系 

a. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

b. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

c. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

d. 地震力 

 

る。 

(4) 上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持

機能を検討する場合においては、支持される施設の耐震クラスに応

じた地震力と常時作用している荷重、運転時に作用する荷重及びそ

の他必要な荷重とを組み合わせる。 

 

2.4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は、以

下のとおりとする。 

 

2.4.4.1 建物・構築物 

(1) S クラスの建物・構築物 

① 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対す

る許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容

応力度を許容限界とする。 

 

② 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体として、十分変形能力(ねばり)の余裕を

有し、終局耐力に対して妥当な安全余裕を持たせることとする。 

なお、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大

していくとき、その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最

大耐力とし、既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

(2) B、C クラスの建物・構築物 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

 

(3) 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物 

上記の「(1)S クラスの建物・構築物、②基準地震動による地震力と

の組合せに対する許容限界」を適用するほか、耐震クラスの異なる施設

が、それを支持する建物・構築物の変形等に対して、その機能が損なわ

れないものとする。 

 

(4) 建物・構築物の保有水平耐力 
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1.4.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは次による。 

(1) 建物・構築物 

a. S クラス、B クラス及び C クラスの施設に対して、地震力

と常時作用している荷重、運転時(通常運転時及び運転時の

異常な過渡変化時)に施設に作用する荷重とを組合せる。 

b. S クラスの施設に対して、常時作用している荷重及び設計

基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち、長時間その

作用が続く荷重と弾性設計用地震動による地震力又は静的

地震力とを組合せる。 

(2) 機器・配管系 

a. S クラス、B クラス及び C クラスの施設に対して、地震力

と、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時の状態で作用

する荷重とを組合せる。 

b. S クラスの施設に対して、地震力と運転時の異常な過渡変

化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち、地震によって

引起こされるおそれのある事象によって作用する荷重とを

組合せる。 

c. S クラスの施設に対して、運転時の異常な過渡変化時の状

態及び設計基準事故時の状態のうち、地震によって引起こさ

れるおそれのない事象によって作用する荷重で、その作用が

長時間続く場合には、その荷重と弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力とを組合せる。なお、地震によって引起

こされるおそれがなく、かつ、その事象によって作用する荷

重が短時間で終結する場合には、地震力と組合せない。 

(3) 荷重の組合せ上の留意事項 

a. S クラスの施設に作用する地震力のうち動的地震力につい

ては、水平 2方向と鉛直方向の地震力を適切に組合せ算定す

るものとする。 

b. 明らかに、他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが

判明している場合には、その荷重の組合せ状態での評価は行

わなくてもよいものとする。 

c. 複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応

力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがあることが判明

しているならば、必ずしも、それぞれの応力のピーク値を重

当該建物・構築物の保有水平耐力が、必要保有水平耐力に対して、妥

当な安全余裕をもたせることとする。 

 

2.4.4.2 機器・配管系 

(1) S クラスの機器・配管系 

① 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対す

る許容限界 

金属構造物については、原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601)

その他の安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、降伏応力又

はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする。 

金属構造物のうち高温に達するものについては、「高温ガス炉第 1

種機器の高温構造設計指針」による許容応力を許容限界とする。 

炉心支持黒鉛構造物については、引張強さ及び圧縮強さを基準に

し、「高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設計指針」による許容応

力を許容限界とする。 

なお、対象はサポートポストの炉心支持機能とする。 

 

② 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

金属構造物については、原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601)

その他の安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、構造物の相

当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等が

生じず、その施設の機能に影響を及ぼすことがない程度に応力を制限

する値を許容限界とする。 

金属構造物のうち高温に達するものについては、「高温ガス炉第 1

種機器の高温構造設計指針」による許容応力を許容限界とする。 

炉心支持黒鉛構造物については、引張強さ及び圧縮強さを基準に

し、「高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設計指針」による許容応

力を許容限界とする。 

なお、対象はサポートポストの炉心支持機能とする。 

 

(2) B、C クラスの機器・配管系 

JEAG その他の安全上適切と認められる規格及び基準に基づき、降伏

応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

(3) 炉心構成要素(燃料体、制御棒案内ブロック及び可動反射体ブロッ
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ねなくともよいものとする。 

d. 上位の耐震クラスの施設を支持する建物・構築物の当該部

分の支持機能を検討する場合においては、支持される施設の

耐震クラスに応じた地震力と常時作用している荷重、運転時

に施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組合せる。 

なお、対象となる建物・構築物及びその支持機能が維持さ

れることを検討すべき地震動を第 1.4.1 表に示す。 

 

1.4.4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組合せた状態に対する許容限

界は、次のとおりとする。 

(1) 建物・構築物 

a. S クラスの建物・構築物 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的震度による地

震力との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体として、十分変形能力(ねばり)

の余裕を有し、終局耐力に対して妥当な安全余裕をもたせ

ることとする。 

なお、終局耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力

を漸次増大していくとき、その変形又はひずみが著しく増

加するに至る限界の最大耐力とし、日本建築学会「建築耐

震設計における保有耐力と変形性能」実験式(5)等に基づき

適切に定めるものとする。 

b. B、C クラスの建物・構築物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を

許容限界とする。 

c. 耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物 

上記の「a. S クラスの建物・構築物、(b) 基準地震動によ

る地震力との組合せに対する許容限界」を適用するほか、耐震

クラスの異なる施設が、それを支持する建物・構築物の変形等

に対して、その機能が損なわれないものとする。 

d. 建物・構築物の保有水平耐力 

ク) 

炉心構成要素については、地震時に作用する荷重に対して、崩壊熱除

去可能な形状が阻害されないこと、及び過大な変形や破損を生じること

により、制御棒の挿入が阻害されないことを確認するため、「高温ガス

炉炉心黒鉛構造物の構造設計指針」による許容応力を許容限界とする。 

 

(4) 動的機器 

地震時に動作を要求される動的機器については、解析により確認されている機

能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

3. 耐震性評価 

3.1 耐震性評価の考え方 

S クラスである建物・構築物及び機器・配管系については、基準地震動及び

弾性設計用地震動に基づく入力地震動によって耐震性を確認する。また、原子

炉建家は Bクラスであるが、Sクラスの施設を内包する建物・構築物として、

支持機能及び波及的影響の観点から基準地震動に基づく入力地震動によって

耐震性を確認する。S クラスの施設の安全機能へ影響を与える下位のクラスに

属する施設は波及的影響の観点から基準地震動を用いて評価を行い、耐震重要

施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

3.2 水平 2方向及び鉛直方向の組合せに関する評価手法 

施設の耐震設計では、施設の構造から地震力の方向に対して弱軸及び強軸を

明確にし、地震力に対して配慮した構造としている。 

水平 2 方向及び鉛直方向の組合せによる耐震設計に係る技術基準が制定さ

れたことを受けて、施設の評価では、施設の構造特性等から水平 2方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響の可能性があるものに対して、施設が有する

耐震性に及ぼす影響を評価する。評価に当たっては、その部位について水平 2

方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し、施設が有する耐震性への影響を確認

する。 

影響評価は、米国 REGULATORY GUIDE1.92 に基づき荷重時ごとに応力解析に

より得られた結果を用いた組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)又は応答の同時性を

各時刻歴で考慮できる 3方向を同時に入力する方法により行う。 

 

3.3 建物・構築物及び機器・配管系の耐震性評価 

具体的に確認する内容を以下に示す。 
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建物・構築物については、当該建物・構築物の保有水平耐力

が、必要保有水平耐力に対して、妥当な安全余裕をもたせるこ

ととする。 

 

(2) 機器・配管系 

a. S クラスの機器・配管系 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的震度による地

震力との組合せに対する許容限界 

金属構造物については、JEAG その他の安全上適切と認

められる規格及び基準に基づき、降伏応力又はこれと同

等な安全性を有する応力を許容限界とする。金属構造物

のうち高温に達するものについては、「高温ガス炉第 1種

機器の高温構造設計指針」による許容応力を許容限界と

する。 

炉心支持黒鉛構造物については、引張強さ及び圧縮強

さを基準にし、「高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設

計指針」による許容応力を許容限界とする。 

なお、対象はサポートポストの炉心支持機能とする。 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

金属構造物については、JEAG その他の安全上適切と認

められる規格及び基準に基づき、構造物の相当部分が降

伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等

が生じず、その施設の機能に影響を及ぼすことがない程

度に応力を制限する値を許容限界とする。金属構造物の

うち高温に達するものについては、「高温ガス炉第 1種機

器の高温構造設計指針」による許容応力を許容限界とす

る。 

炉心支持黒鉛構造物については、引張強さ及び圧縮強

さを基準にし、「高温ガス炉炉心支持黒鉛構造物の構造設

計指針」による許容応力を許容限界とする。なお、対象は

サポートポストの炉心支持機能とする。 

b. B、C クラスの機器・配管系 

JEAG その他の安全上適切と認められる規格及び基準に基づ

き、降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界

とする。 

(1) 基準地震動による入力地震動に基づき、スウェイ-ロッキングの地盤ばね

を考慮した多質点系モデルを用いた原子炉建家の弾塑性地震応答解析を

実施する。内包する Sクラスの施設・設備への支持機能の観点から建家が

終局耐力に対して安全余裕を有していることを確認する。 

(2) S クラスである原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール及び Sクラ

スの支持構造物である原子炉建家の基礎版については、基準地震動によっ

て生じる地震力に対して非線形応力解析を行い、各部位に発生するひずみ

が終局点以下であることを確認する。 

(3) S クラスである原子炉建家内使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プールについて

は、弾性設計用地震動又は 3.0Ciに基づく静的地震力のいずれか大きい方

の値を設計用地震力として、線形応力解析を行い、各部位に発生する応力

度が安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度以下である

ことを確認する。 

(4) ＨＴＴＲ原子炉施設の基準地震動は、応答スペクトル法による地震動

Ss-D(水平方向1成分と鉛直方向1成分)と断層モデルにより策定された地

震動 Ss-1 から Ss-5(水平方向 2成分(NS、EW)と鉛直方向 1成分)の 2種類

の手法によって策定された地震動がある。水平 2 方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響評価に当たっては、応答スペクトル法による地震動に

対しては水平 2 方向それぞれについて解析し、組合せ係数法(1.0：0.4：

0.4)により検討し、断層モデルにより策定された地震動に対しては 3 方向

同時入力又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)によって検討する。 

(5) 機器・配管系の動的解析に用いる地震力は、建物・構築物の地震応答解析

結果より得られる機器・配管系の設置床における設計用床応答スペクトル

及び加速度時刻歴波形に基づき算定する。 

機器・配管系の動的解析は、応答倍率法による評価を実施し、応答倍率法によ

る評価で許容値を満足しない機器・配管系については、その形状を考慮して、分

布質量系、1 質点系、多質点系モデル等に置換し、スペクトルモーダル解析法、

時刻歴応答解析法等により応答を求める。 

 

4. 静的地震力による耐震性評価について 

ＨＴＴＲは今回の新規制基準への適合性確認に伴う、原子炉建家、使用済燃料

貯蔵建家、冷却塔、排気筒の改造及び補強はなく、これらの建物・構築物の重量

の変更はない。このため、静的評価については、以下のように整理する。 

・ As 又は Aクラスから Bクラスに変更した建物・構築物は、静的地震力が 3.0Ci

から 1.5Ciとなるため、既往の設工認において示しているとおり、静的地震
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c. 炉心構成要素(燃料体、制御棒案内ブロック、可動反射体

ブロック) 

炉心構成要素については、地震時に作用する荷重に対して、

崩壊熱除去可能な形状が阻害されないこと、及び過大な変形や

破損を生じることにより、制御棒の挿入が阻害されないことを

確認するため、「高温ガス炉炉心黒鉛構造物の構造設計指針」

による許容応力を許容限界とする。 

d. 動的機器 

地震時に動作を要求される動的機器については、解析により

確認されている機能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

1.4.7 参考文献 

(1) JEAG 4601-1987「原子力発電所耐震設計技術指針」. 

(2) M.Futakawa et al.;“ Vibrational Characteristics of a Co-axial 

double pipe”, Nuclear Engineering and Design,Vol.94,1986. 

(3) 幾島 他；「垂直 2 次元炉心模型による高温ガス炉の炉心耐震・試験

と解析」、JAERI-1282(1983 年). 

(4) T. Ikushima;“ SONATINA-2V: A Computer Program for Seismic 

Analysis of the Two-dimensional Vertical Slice HTGR 

Core”,JAERI-1279(1982). 

(5) 日本建築学会；「建築耐震設計における保有耐力と変形性能」(1982

年).  

(6) 社団法人日本電気協会 電気技術基準調査委員会原子力発電耐震設

計特別調査委員会建築部会；「静的地震力の見直し（建築編）に関す

る調査報告書（概要）」(1994 年).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力に対して耐震余裕を有している。 

・ As 又は Aクラスから Bクラスに変更した機器・配管系は、静的地震力が 3.6Ci

から 1.8Ciとなるため、既往の設工認において示しているとおり耐震余裕を

有している。 

・ クラスの変更がない建物・構築物、機器・配管系は、既往の設工認におい

て示しているとおり耐震余裕を有している。 

 

5. 荷重に組合せについて 

荷重の組合せについては、建築基準法に基づき、地震荷重、風荷重、積雪荷重

を組み合わせず、それぞれを短期荷重として地震時、暴風時、積雪時を評価して

いる。また、HTTR 原子炉施設が設置されている区域は多雪区域ではないため、暴

風時又は地震時に積雪荷重を組み合わせない。 

各荷重時の評価の方針として、JEAG4601-1987 に基づき、明らかに他の荷重の

組合せ状態での評価が厳しいことが判明している場合には、その荷重の組合せ状

態での評価は行わなくてもよいものとする。 

風荷重又は積雪荷重の影響が地震荷重と比べて無視できない施設として、排気

筒が該当する。風荷重の影響が地震荷重と比べて無視できないため、高さごとに

風荷重と地震荷重の最大値を用いて評価を実施する。なお、風荷重は建設時の建

築基準法に基づき算定しており、当該数値は現行の建築基準法による風荷重を上

回る。 

 

5.1 原子炉建家 

風荷重は最上階で 125 t であり、地震荷重 1520 t（設計用水平地震力）と

比較して明らかに小さいため評価を省略する。積雪荷重は設計用荷重 80 kg/m2

となるが、常時作用している荷重に対して積雪荷重が小さく、短期の許容状態

に対して地震時の方が厳しいため評価を省略する。 

 

5.2 使用済燃料貯蔵建家 

風荷重は最上階で 37 t であり、地震荷重 620 t（設計用水平地震力）と比

較して明らかに小さいため評価を省略する。積雪荷重は設計用荷重 80 kg/m2

となるが、常時作用している荷重に対して積雪荷重が小さく、短期の許容状態

に対して地震時の方が厳しいため評価を省略する。 

 

5.3 冷却塔 

風荷重は最上階で 31 t であり、地震荷重 335 t（設計用水平地震力）と比
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第 1.4.1 表 クラス別施 

 

較して明らかに小さいため評価を省略する。積雪荷重は設計用荷重 80 kg/m2

となるが、常時作用している荷重に対して積雪荷重が小さく、短期の許容状態

に対して地震時の方が厳しいため評価を省略する。 

 

5.4 排気筒 

風荷重による脚部での曲げモーメントは 5631 t・m であり、地震荷重による

2430 t・m(1.5Ci)と比較して小さくないため、高さごとに風荷重と地震荷重の

最大値を用いて評価する。積雪荷重は水平投影面積が小さく、短期の許容状態

に対して地震時の方が厳しいため評価を省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

添
6 ― 1 ― 16 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

 

 



 

添
6 ― 1 ― 17 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

 



 

添
6 ― 1 ― 18 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

 

 



 

添
6 ― 1 ― 19 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

 

 

 

 



 

添
6 ― 1 ― 20 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

(２) 適合性説明 

 

(地震による損傷の防止) 

第四条 試験研究用等原子炉施設は、地震力に十分に耐えることがで

きるものでなければならない。 

2 前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある試験

研究用等原子炉施設の安全機能の喪失に起因する放射線による

公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。 

3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震

力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 

4 耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがあ

る斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。 

 

適合のための設計方針 

1 について 

原子炉施設は、耐震重要度分類を S クラス、Bクラス及び Cクラス

に分類し、それぞれに応じた地震力に対しておおむね弾性範囲の設計

を行う。 

なお、耐震重要度分類及び地震力については、「2 について」に示

すとおりである。 

 

2 について 

原子炉施設は、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失及

びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から、各施設

の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度に応じて、以下のと

おり、耐震重要度分類を Sクラス、Bクラス及び Cクラスに分類し、

それぞれに応じた地震力を算定する。 

(1) 耐震重要度分類 

原子炉施設は「試験炉設置許可基準規則解釈 別記 1「試験

研究用等原子炉施設に係る耐震重要度分類の考え方」」により

以下のとおり分類する。 

S クラス： 安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公
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衆に過度の放射線被ばくを与えるおそれのある設

備・機器等を有する施設 

上記の「過度の放射線被ばくを与えるおそれの

ある」とは、安全機能の喪失による周辺の公衆の

実効線量の評価値が発生事故当たり 5 ミリシーベ

ルトを超えることをいう。 

B クラス： 安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影

響が Sクラス施設と比べ小さい施設 

C クラス： S クラス、B クラス以外であって、一般産業施設

又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

(2) 上記(1)の S クラス、B クラス及び Cクラスの施設に適用する

地震力は以下のとおり算定する。 

なお、S クラス施設については弾性設計用地震動による地震

力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を適応する。 

a. 静的地震力 

静的地震力は、S クラス、B クラス及び C クラスの施設

に適用することとし、それぞれの耐震重要度分類に応じ

て、次の地震層せん断係数 Ci及び震度に基づき算定する。 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断係数 Ciに、次に示す

施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、更に当

該層以上の重量を乗じて算定する。 

S クラス   3.0 

B クラス   1.5 

C クラス   1.0 

ここで、Ciは、標準せん断力係数 C0を 0.2 以上と

し、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮

して求められる値である。 

S クラスの施設については、水平地震力と鉛直地

震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。 

鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・

構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求め

た鉛直震度により算定する。ただし、鉛直震度は高

さ方向に一定とする。 
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(b) 機器・配管系 

静的地震力は、上記(a)に示す地震層せん断力係

数 Ci に施設の重要度分類に応じた係数を乗じたも

のを水平震度として、当該水平震度及び上記(a)の

鉛直震度をそれぞれ 20 %増しとした震度より求め

る。 

なお、Sクラスの施設については、水平地震力と

鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用す

るものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定

とする。 

b. 弾性設計用地震動による地震力 

弾性設計用地震動による地震力は、S クラスの施設に適

用する。 

弾性設計用地震動は、原子炉施設の安全機能限界と弾性

限界に対する入力荷重の比率が0.5程度であるという知見

(6)を踏まえ、また、弾性設計用地震動を原子炉建家設計時

より保守的な設定とするため、応答スペクトルに基づく基

準地震動 Ss-D に係数 0.5 を乗じた弾性設計用地震動 Sd-D

が、設計時に用いた「発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針（昭和 56 年 7 月 20 日原子力安全委員会決定)」

に基づく基準地震動 S1 の応答スペクトルを下回らないも

のとして、工学的判断により添付書類六「5. 地震」に示

す基準地震動に係数 0.5 を乗じて設定する。 

また、弾性設計用地震動による地震力は、水平 2方向及

び鉛直方向について適切に組合せたものとして算定する。 

なお、B クラスの施設のうち、共振のおそれのある施設

については、弾性設計用地震動に 2 分の 1 を乗じた地震動

により、その影響についての検討を行う。当該地震動によ

る地震力は、水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組合

せて算定するものとする。 

 

3 について 

耐震重要施設については、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷

地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地

震学及び地震工学的見地から想定することが適切な地震動、即ち添付
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書類六「5. 地震」に示す基準地震動による地震力に対して、安全機

能が損なわれるおそれがないように設計する。 

基準地震動による地震力は、基準地震動を用いて、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組合せたものとして算定する。 

なお、耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって、その安全機能を損なわない設計とする。ま

た、次に示す影響を確認する。 

a. 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は

不等沈下による影響 

b. 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部及び支持部に

おける相互影響 

c. 建家内における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

d. 建家外における下位のクラスの施設の損傷、転倒及び落下等

による耐震重要施設への影響 

 

4 について 

原子炉施設を設置する敷地に該当する斜面はない。 

 

   
 添付書類六の次の項目参照 

5. 地 震 

 

   
   
   
 添付書類八の次の項目参照 

1. 安全設計 

 

   
 

 

 

  【1-2. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関する

説明書(建物の地震応答解析の概要)】 

1. 建物の地震応答解析の概要 

添付書類 1-2-1.から添付書類 1-2-4.では、建物・構築物及び機器・配管系の

評価に用いる床応答スペクトルの算出に必要となる原子炉建家、使用済燃料貯蔵

建家及び冷却塔の地震応答解析結果について説明する。 

 

 

耐震性及び波及的影

響評価は、設置変更許

可書の記載内容として

おり整合している。 
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なお、原子炉建家については、添付書類 1-2-1.で基準地震動 Ss に対して耐震

余裕を有していること、添付書類 1-2-2.で弾性設計用地震動 Sd に対して耐震余

裕を有していることも確認した。 

 

【1-2-1. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉建家の地震応答解析(基準地震動))】 

1. 概要 

本資料は、基準地震動 Ss に対して、建家が耐震余裕を有することを説明する

ものである。 

基準地震動は、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動及び震源を特定せず

策定する地震動について、敷地における解放基盤表面における水平成分及び鉛直

成分の地震動としてそれぞれ策定する。策定した基準地震動の応答スペクトルを

第 1.1 図から第 1.3 図に、時刻歴波形を第 1.4 図から第 1.9 図に示す。解放基盤

表面は、S波速度が 0.7km/s 以上である G.L.- 171.9m とする。 

 

7. 評価結果 

原子炉建家の耐震性評価として基準地震動 Ss による地震応答解析を行い、接

地率が線形地盤ばねを用いた地震応答解析を適用できる値以上であること、耐震

壁に生じるせん断ひずみ及び接地圧が評価基準値を超えないことを確認した。以

上により、原子炉建家は基準地震動 Ss に対して耐震余裕を有していることを確

認した。 

 

【1-2-1-1. 地震観測シミュレーションによる原子炉建家の地震応答解析モデル

の妥当性確認】 

 

【1-2-2. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉建家の地震応答解析(弾性設計用地震動))】 

1. 概要 

本資料は、基準地震動 Ss に係数 0.5 を乗じて設定した弾性設計用地震動 Sd に

対して、建家が耐震余裕を有することを説明するものである。 

 

7. 評価結果 

原子炉建家の耐震性評価として弾性設計用地震動 Sd による地震応答解析を行

い、接地率が線形地盤ばねを用いた地震応答解析を適用できる値以上であるこ

と、耐震壁に生じるせん断ひずみ及び接地圧が評価基準値を超えないことを確認
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した。以上により、原子炉建家は弾性設計用地震動 Sd に対して耐震余裕を有し

ていることを確認した。 

 

【1-2-3. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(使用済燃料貯蔵建家の地震応答解析)】 

1. 概要 

本資料は、弾性設計用地震動 Sd に 2分の 1を乗じた地震動(以下「共振検討用

地震動 1/2Sd」という。)を用いた地震応答解析について説明するものである。 

この地震応答解析による応答値は、機器・配管系の耐震評価における入力地震

動又は入力地震力として用いる。 

 

7. 評価結果 

使用済燃料貯蔵建家について共振検討用地震動1/2Sdによる地震応答解析を行

い、接地率が線形地盤ばねを用いた地震応答解析を適用できる値以上であること

を確認した。地震応答解析による応答値は、機器・配管系の耐震評価における入

力地震動又は入力地震力として用いる。 

 

【1-2-4. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(冷却塔の地震応答解析)】 

1. 概要 

本資料は、弾性設計用地震動 Sd に 2分の 1を乗じた地震動(以下「共振検討用

地震動 1/2Sd」という。)を用いた地震応答解析について説明するものである。 

この地震応答解析による応答値は、機器・配管系の耐震評価における入力地震

動又は入力地震力として用いる。 

 

7. 評価結果 

冷却塔について共振検討用地震動 1/2Sd による地震応答解析を行い、接地率が

線形地盤ばねを用いた地震応答解析を適用できる値以上であることを確認した。

地震応答解析による応答値は、機器・配管系の耐震評価における入力地震動又は

入力地震力として用いる。 

 

【1-3. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関する

説明書(建物・構築物の耐震性評価の概要)】 

1. 建物・構築物の耐震性評価 

添付書類 1-3-1.から添付書類 1-3-3.では、建物・構築物のうち、原子炉建家
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内使用済燃料貯設備貯蔵プール、原子炉建家天井クレーン及び使用済燃料貯蔵建

家天井クレーンが耐震重要度分類に応じた地震力に対して耐震余裕を有するこ

とを説明する。また、添付書類 1-3-4.では、原子炉建家内の耐震 Sクラスの機器・

配管系等の間接支持構造物である原子炉建家基礎版が基準地震動 Ss に対して、

耐震余裕を有することを説明する。 

 

【1-3-1. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(使用済燃料貯蔵プールの耐震性評価)】 

1. 概要 

本資料は、基準地震動 Ss、弾性設計用地震動 Sd 及び静的地震力 3.0Ci に対し

て、使用済燃料貯蔵設備貯蔵プール(以下「プール」という。)が耐震余裕を有す

ることを説明するものである。 

 

4.2 評価結果 

基準地震動 Ss に対するプール設置階における耐震壁のせん断のスケルトンカ

ーブ上の最大応答値を第 4.1 図に、弾性設計用地震動 Sd に対するせん断のスケ

ルトンカーブ上の最大応答値を第 4.2 図に示す。 

基準地震動 Ss に対する耐震壁の最大せん断ひずみは、評価基準値(2.0×10-3)

を超えないことを確認した。 

なお、弾性設計用地震動 Sd 及び静的地震力 3.0Ci における耐震壁の最大せん

断ひずみは、おおむね弾性範囲内であることを確認した。 

 

5.4 評価結果 

5.4.1 Sd 地震時の評価結果 

(1) 算定方法 

断面算定では、RC-N 規準に準拠し、発生応力度により算出される必要鉄筋断面

積が短期許容応力度による求められる設計鉄筋断面積を超えないことを確認す

る。 

 

(2) 算定結果 

断面算定は最大応力度の発生要素を対象とした。 

断面算定の要素位置を第 5.6 図及び第 5.7 図に、断面算定結果を第 5.4 表から

第 5.6 表に示す。 

断面算定表中の記号の説明を以下に示す。 

N  ：各方向の軸力 
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M  ：各方向の曲げモーメント 

NXY：面内せん断力 

MXY：ねじりモーメント 

N* ：等価軸力 

N*＝N±｜NXY｜ 

M*  ：等価曲げモーメント 

M*＝M±｜MXY｜ 

Q  ：面外せん断力 

reqPt  :必要鉄筋比 

reqAt  :必要鉄筋断面積 

reqPw  :必要面外せん断補強筋比 

reqAw  :必要面外せん断補強筋断面積 

D  ：部材厚 

d  ：有効せい 

j  ：応力中心間距離 

b  ：単位幅(1ｍ) 

fs ：コンクリートの許容せん断応力度 

At ：設計鉄筋断面積 

Aw ：設計面外せん断補強筋断面積 

α ：せん断スパン比による割増係数 

設計鉄筋断面積が必要鉄筋断面積以上であることを確認した。 

したがって、各要素の発生応力度が評価基準値である短期許容応力度を超えな

いことを確認した。 

 

5.4.2 基準地震動 Ss に対する評価結果 

各部材の最大ひずみ及び最大応力度の発生要素位置を第 5.8 図及び第 5.9 図

に、Ss 地震時の評価結果を第 5.7 表及び第 5.8 表に示す。 

Ss 地震時におけるプールに生じるひずみ及び応力度が、評価基準値を超えない

ことを確認した。 

 

【1-3-2. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉建家天井クレーンの耐震性評価)】 

1. 原子炉建家天井クレーンの耐震性評価 

本評価は、原子炉建家天井クレーンの耐震余裕を有することを説明するもので

ある。 
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7. まとめ 

評価結果に示すとおり、発生値は、評価基準値を満足しており、耐震余裕を有

していることを確認した。 

 

【1-3-3. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(使用済燃料貯蔵建家天井クレーンの耐震性評価)】 

1. 使用済燃料貯蔵建家天井クレーンの耐震性評価 

本評価は、使用済燃料貯蔵建家天井クレーンの耐震余裕を有することを説明す

るものである。 

 

7. まとめ 

評価結果に示すとおり、発生値は、評価基準値を満足しており、耐震余裕を有

していることを確認した。 

 

【1-3-4. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(基礎版の耐震性評価)】 

1. 概要 

本資料は、基準地震動 Ss に対して、原子炉建家基礎版が耐震余裕を有するこ

とを説明するものである。 

 

4.4 評価結果 

コンクリート及び鉄筋の最大ひずみの発生要素位置及び最大応力度の発生位

置を第 4.5 図及び第 4.6 図に、Ss 地震時の評価結果を第 4.4 表から第 4.6 表に示

す。 

Ss 地震時における基礎版に生じるひずみ及び応力度が、評価基準値を超えない

ことを確認した。 

 

【1-4. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関する

説明書(機器・配管系の耐震性評価の概要)】 

1. 概要 

ここでは、機器・配管系のうち、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射

線管理施設、原子炉格納施設、その他試験研究用等原子炉の附属施設が耐震重要

度分類に応じた地震力に対して耐震余裕を有することを説明する。 
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【1-4-1. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(機器・配管系の解析評価方法)】 

 

【1-4-2. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉本体の耐震性評価)】 

1. 原子炉本体の耐震性評価 

原子炉本体の評価対象設備及び耐震重要度分類を第 1.1 表に示す。炉心構成要

素の制御棒案内ブロック、燃料体及び可動反射体ブロックの評価に当たっては、

地震時に作用する荷重に対して、崩壊熱除去可能な形状が阻害されないこと、及

び過大な変形や破損を生じることにより、制御棒の挿入が阻害されないことを確

認する。そのため、制御棒案内ブロックは、基準地震動においても制御棒の挿入

性を確保するため、ブロック端部に亀裂が生じたとしても過大な破損を生じない

ことを確認する。また、基準地震動が発生した場合、耐震 Sクラスの炉心支持鋼

構造物(拘束バンドを除く)及び炉心支持黒鉛構造物(サポートポスト(支持機能

のみ))が、炉心全体の形状を維持し、制御棒の挿入性及び崩壊熱の除去を担保す

る。したがって、炉心の形状維持機能に寄与しない燃料体、可動反射体ブロック

は、基準地震動に対して、健全性を有する必要はない。ただし、頻度の高い地震

に対して健全性を有することを確認するため、弾性設計用地震動の 2 分の 1 を用

いて評価を行う。 

なお、Bクラスの炉内構造物は、固有周期解析を実施せず、評価対象とする。 

 

第 1.1 表 原子炉本体の評価対象設備 

耐震重要度分

類 

クラス別施設 設備機器 

S クラス 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する機器・配管

系 

原子炉圧力容器 

スタンドパイプ 

圧力容器スカート 

圧力容器基礎ボルト 

原子炉の緊急停止のため

に急激に負の反応度を付

加するための施設及び原

子炉の停止状態を維持す

る施設 

サポートポスト(支持機能の

み) 

炉心支持板 

炉心支持格子 

炉心拘束機構(拘束バンドを
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除く。) 

B クラス 

原子炉停止後、炉心から崩

壊熱を除去するための施

設 

固定反射体ブロック 

高温プレナムブロック 

サポートポスト((支持機能の

み)を除く。) 

炉床部断熱層 

炉心拘束機構の拘束バンド 

B クラス その他 遮へい体 

B クラス相当

※ 
－ 

制御棒案内ブロック(制御棒

の挿入性に係る箇所) 

燃料体 

可動反射体ブロック 

※ 制御棒案内ブロックの側面については制御棒の挿入性を確保するため、基準

地震動においても評価を実施する。 

 

5. まとめ 

原子炉本体の耐震性評価は、2.2評価結果及び4.原子炉圧力容器に示すとおり、

発生値が評価基準値を満足しており、耐震余裕を有することを確認した。 

 

【1-4-3. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性評価)】 

1. 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性評価 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を第

1.1 表に、B クラス設備の固有周期解析の結果を第 1.2 表に示す。 

 

 

 

第 1.1 表 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 
設備機器 

S クラス 

使用済燃料を貯蔵する

ための施設 

原子炉建家内使用済燃料貯

蔵設備の貯蔵ラック(上蓋を

除く。) 

B クラス 使用済燃料を冷却する プール水冷却浄化設備(プー



 

添
6 ― 1 ― 31 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

ための施設 ル水冷却に関する部分) 

使用済燃料を貯蔵する

ための施設 

使用済燃料貯蔵建家内使用

済燃料貯蔵設備の貯蔵ラッ

ク(上蓋を除く。) 

放射性廃棄物以外の放

射性物質に関連した施

設で、その破損により

公衆及び放射線業務従

事者等に過大な放射線

被ばくを与える可能性

のある施設 

燃料交換機 

燃料出入機 

原子炉建家内附属機器 

使用済燃料貯蔵建家内附属

機器 

 

4. まとめ 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性評価は、2.2 評価結果に示すとお

り、発生値は評価基準値を満足しており、耐震余裕を有することを確認した。 

 

【1-4-4. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書（原子炉冷却系統施設の耐震性評価）】 

1. 原子炉冷却系統施設の耐震性評価 

原子炉冷却系統施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を第 1.1 表に、B クラ

ス設備の固有周期解析の結果を第 1.2 表に示す。 

 

第 1.1 表 原子炉冷却系統施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 設備機器 

S クラス 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する機

器・配管系 

中間熱交換器 

１次加圧水冷却器 

１次ヘリウム循環機 

１次ヘリウム配管(二重管) 

１次ヘリウム主配管(単管) 

１次冷却設備の主要弁 

補助ヘリウム冷却系(原子炉

冷却材圧力バウンダリに属

するもの) 
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その他 

原子炉冷却材圧力バウンダ

リに接続している配管(原子

炉格納容器内のもの) 

B クラス 

原子炉停止後、炉心か

ら崩壊熱を除去するた

めの施設 

補助ヘリウム冷却系(原子炉

冷却材圧力バウンダリ、C ク

ラスに属するものを除く。) 

補助冷却水系 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ破損事故後、炉

心から崩壊熱を除去す

るために必要な施設 

炉容器冷却設備(C クラスに

属するものは除く。) 

補機冷却水設備(崩壊熱除去

の主要設備に関わるもの) 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリに直接接続され

ていて、1次冷却材を内

蔵しているか、又は内

蔵し得る施設 

１次ヘリウム純化設備(S、C

クラスに属する設備を除

く。) 

試料採取設備(S、C クラスに

属する設備を除く。) 

 

16. まとめ 

原子炉冷却系統施設の耐震性評価は、評価結果に示すとおり、発生値は評価基

準値を満足しており、耐震余裕を有することを確認した。 

 

【1-4-5. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(計測制御系統施設の耐震性評価)】 

1. 計測制御系統施設の耐震性評価 

計測制御系統施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を第 1.1 表に、B クラス

設備の固有周期解析の結果を第 1.2 表に示す。B クラスの後備停止系は、固有周

期解析を実施せず、評価対象とする。 

 

第 1.1 表 計測制御系統施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 設備機器 

S クラス 

原子炉の緊急停止のた

めに急激に負の反応度

を付加するための施設

制御棒 

制御棒駆動装置 

中央制御室の盤 
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及び原子炉の停止状態

を維持する施設 

S クラス設備の補助設備とな

る電気計装設備 

その他 
放射能検出器容器(1 次冷却

材放射能検出器容器) 

B クラス 

その他 後備停止系駆動装置 

放射性廃棄物を内蔵し

ている施設、ただし、

内蔵量が少ないか又は

貯蔵方式によりその破

損によって公衆に与え

る放射線の影響が年間

の周辺監視区域外の線

量当量限度に比べ十分

小さいものは除く 

放射能検出器容器(S クラス

を除く。) 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ破損事故の際に

圧力障壁となり、放射

性物質の拡散を直接防

ぐための施設 

B クラス設備の補助設備とな

る電気計装設備 

 

4. まとめ 

計測制御系統施設の耐震性評価は、2.2 評価結果及び 3.1.4 評価結果に示すと

おり、発生値は評価基準値を満足しており、耐震余裕を有することを確認した。 

 

【1-4-6. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性評価)】 

1. 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性評価 

放射性廃棄物の廃棄施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を第 1.1 表に、B

クラス設備の固有周期解析の結果を第 1.2 表に示す。 

 

第 1.1 表 放射性廃棄物の廃棄施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 設備機器 

B クラス 
放射性廃棄物を内蔵し

ている施設、ただし、内

気体廃棄物処理系 

洗浄廃液ドレン系 
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蔵量が少ないか又は貯

蔵方式によりその破損

によって公衆に与える

放射線の影響が年間の

周辺監視区域外の線量

当量限度に比べ十分小

さいものは除く 

機器ドレン系 

床ドレン系 

使用済燃料貯蔵建家ドレン

系 

 

3. まとめ 

放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性評価は、2.2 評価結果に示すとおり、発生値

は評価基準値を満足しており、耐震余裕を有することを確認した。 

 

【1-4-7. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(放射線管理施設の耐震性評価)】 

1. 放射線管理施設の耐震性評価 

放射線管理施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を第 1.1 表に示す。 

 

第 1.1 表 放射線管理施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 
設備機器 

S クラス 
－ 線量当量率モニタリング

設備 

 

3. まとめ 

放射線管理施設の耐震性評価は、2.2 評価結果に示すとおり、発生値が評価基

準値を満足しており、耐震余裕を有することを確認した。 

 

【1-4-8. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉格納施設の耐震性評価)】 

1. 原子炉格納施設の耐震性評価 

原子炉格納施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を第 1.1 表に、B クラス設

備の固有周期解析の結果を第 1.2 表に示す。 

なお、原子炉格納容器の本体胴及び附属設備(S クラスを除く。)は、既往の設

工認による 3.0CI 及び 3.6CI にて評価しており、本評価に用いる地震力の方が既

往の設工認による地震力よりも小さいことから評価を省略する。 
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第 1.1 表 原子炉格納施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 設備機器 

S クラス その他 

原子炉格納容器附属設備の

1 次冷却材を内包する配管

貫通部 

B クラス 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ破損事故の際に

圧力障壁となり、放射性

物質の拡散を直接防ぐ

ための施設 

原子炉格納容器 

サービスエリア 

放射性物質の放出を伴

うような設計基準事故

の際にその外部放散を

抑制するための設備で

上記(ⅳ)以外の施設 

非常用空気浄化設備 

 

4. まとめ 

原子炉格納施設の耐震性評価は、2.2 評価結果、3.7 S クラス配管及び 3.8 B

クラス配管に示すとおり、発生値は評価基準値を満足しており、耐震余裕を有す

ることを確認した。 

 

【1-4-9. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(その他試験研究用等原子炉の附属施設の耐震性評価)】 

1. その他試験研究用等原子炉の附属施設の耐震性評価 

その他試験研究用等原子炉の附属施設の評価対象設備及び耐震重要度分類を

第 1.1 表に、Bクラス設備の固有周期解析の結果を第 1.2 表に示す。 

 

第 1.1 表 その他試験研究用等原子炉の附属施設の評価対象設備 

耐震重要度

分類 

クラス別施設 設備機器 

B クラス 

原子炉停止後、炉心から

崩壊熱を除去するため

の施設 

非常用発電機 

圧縮空気設備 
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放射性廃棄物以外の放

射性物質に関連した施

設で、その破損により公

衆及び放射線業務従事

者等に過大な放射線被

ばくを与える可能性の

ある施設 

制御棒交換機 

放射性物質の放出を伴

うような場合に、その外

部放散を抑制するため

の施設でSクラスに属さ

ない施設 

使用済燃料貯蔵建家換気空

調設備の一部 

 

4. まとめ 

その他試験研究用等原子炉の附属施設の耐震性評価は、2.2評価結果及び3.1.5

解析結果に示すとおり、発生値は評価基準値を満足しており、耐震余裕を有する

ことを確認した。 

 

【1-5. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関する

説明書(波及的影響評価の概要)】 

1. 概要 

ここでは、原子炉建家内使用済燃料貯蔵プール、原子炉圧力容器等の耐震重要

度分類 S クラスの建物・構築物及び機器・配管系が、耐震重要度分類の下位のク

ラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないのことを説

明する。 

添付書類 1-5-1.から添付書類 1-5-7.では、原子炉建家屋根トラス、原子炉格

納容器、原子炉建家天井クレーン、排気筒、燃料交換機及び制御棒交換機が波及

的影響を及ぼさないことを説明する。 

 

【1-5-1. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(波及的影響評価の手法)】 

 

【1-5-2. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉建家屋根トラスの波及的影響評価)】 

1. 概要 
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本資料は、原子炉建家屋根トラス(以下「屋根トラス」という。)の損傷及び落

下により、S クラスの使用済燃料貯蔵設備貯蔵プール及び原子炉格納容器内の S

クラスの機器・配管系に対して波及的影響を及ぼさないことを説明するものであ

る。 

 

4.5 波及的影響評価 

屋根トラスの評価として、原子炉建家の G.L. 14.2m より上部を対象とした三

次元フレームモデルを用いた地震応答解析を実施し、屋根トラスの変形角が許容

限界を超えないこと及び屋根トラス部材に破断が生じないことを確認した。 

以上より、屋根トラスが使用済燃料貯蔵設備貯蔵プール及び原子炉格納容器内

の Sクラスの機器・配管系に対して波及的影響を及ぼさないことを確認した。 

 

【1-5-3. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉格納容器の波及的影響評価)】 

1. 概要 

原子炉格納容器に内部には、第 1.1 図に示すように、S クラスである原子炉冷

却材圧力バウンダリ等が設置されている。原子炉格納容器が損傷した場合、原子

炉格納容器内の Sクラスの機器・配管系及び S クラスの原子炉格納容器貫通部配

管へ波及的影響を及ぼすおそれがある。このため、基準地震動 Ss により原子炉

圧力容器の波及的影響を評価する。 

 

6. まとめ 

4.2 本体胴の許容応力状態ⅣAS、4.3 本体胴の座屈に対する評価及び 5.2 附属

設備の取付部の許容応力状態ⅣAS に示すとおり、発生値は、評価基準値を満足し

ている。よって、原子炉格納容器が原子炉格納容器内の Sクラスの機器・配管系

及びSクラスの原子炉格納容器貫通部配管に対して波及的影響を及ぼすおそれが

ないことを確認した。 

 

【1-5-4. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉建家天井クレーンの波及的影響評価)】 

1. 原子炉建家天井クレーンの波及的影響評価 

本評価は、原子炉建家天井クレーンの波及的影響を評価するものである。 

 

2. 基本方針 

2.1 概要 
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原子炉建家天井クレーンは第 2.1 図に示すように、燃料取扱フロアの上部に設

置されており、地震により落下した場合には、耐震 Sクラスの使用済燃料貯蔵設

備貯蔵プール及び原子炉格納容器内に設置されている耐震 Sクラスの機器・配管

系への波及的影響を及ぼすおそれがある。このため、基準地震動 Ss により原子

炉建家天井クレーンの波及的影響を評価する。 

 

7. まとめ 

6.評価結果に示すとおり、発生値は、評価基準値を満足している。よって、原

子炉建家天井クレーンがSクラスの使用済燃料貯蔵設備貯蔵プール及び原子炉格

納容器内の Sクラスの機器・配管系に対して波及的影響を及ぼすおそれがないこ

とを確認した。 

 

【1-5-5. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(排気筒の波及的影響評価)】 

1. 排気筒の波及的影響評価 

本評価は、排気筒の波及的影響を評価するものである。 

 

2. 基本方針 

2.1 概要 

排気筒は、第 2.1 図に示すように原子炉建家の北東約 16m に設置され、倒壊時

に原子炉建家内の Sクラスの施設への波及的影響を及ぼすおそれがある。このた

め、基準地震動 Ss により排気筒の波及的影響を評価する。 

 

6. まとめ 

4.3 耐震解析結果及び 5.3 評価結果に示すとおり筒身及び鉄塔において破断は

生じず倒壊しないため、原子炉建家内の S クラスの施設への波及的影響はないこ

とを確認した。 

 

【1-5-6. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(燃料交換機の波及的影響評価)】 

1. 燃料交換機の波及的影響評価 

本評価は、燃料交換機の波及的影響を評価するものである。 

 

2. 基本方針 

2.1 配置概要 
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燃料交換機は、第 2.1 図に示すように原子炉建家地上 1 階に設置され、倒壊時

に Sクラスの施設への波及的影響を及ぼすおそれがある。このため、基準地震動

Ss により燃料交換機の波及的影響を評価する。 

 

5. まとめ 

評価結果に示すとおり、計算値は 4.2 評価基準値を満足している。以上より、

燃料交換機がSクラスの施設に対して波及的影響を及ぼすおそれがないことを確

認した。 

 

【1-5-7. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(制御棒交換機の波及的影響評価)】 

1. 制御棒交換機の波及的影響評価 

本評価は、制御棒交換機の波及的影響を評価するものである。 

 

2. 基本方針 

2.1 配置概要 

制御棒交換機は、第 2.1 図に示すように原子炉建家地上 1階に設置され、倒壊

時に Sクラスの施設への波及的影響を及ぼすおそれがある。このため、基準地震

動 Ss により制御棒交換機の波及的影響を評価する。 

 

6. まとめ 

評価結果に示すとおり、計算値は評価基準値を満足している。以上より、制御

棒交換機がSクラスの施設に対して波及的影響を及ぼすおそれがないことを確認

した。 

 

【1-6. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関する

説明書(動的機器の機能維持確認の概要)】 

1. 概要 

ここでは、地震時に動作を要求する動的機器が、基準地震動による応答に対し

て、当該設備に要求される機能を維持する設計であることを説明する。 

添付書類 1-6-1.では、原子炉格納容器バウンダリに属する弁(1 次冷却材を内

蔵するもの)が動的機能を維持することを説明する。 

 

【1-6-1. 機器・配管系及び建物・構築物の構造(耐震性及び波及的影響)に関す

る説明書(原子炉格納容器バウンダリに属する弁(1 次冷却材を内蔵するもの)の
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動的機能維持確認)】 

1. 動的機能維持確認の方針 

地震時に動作を要求する原子炉格納容器バウンダリに属する弁(1 次冷却材を

内蔵するもの)の動的機能は、当該弁に発生する基準地震動による応答加速度が、

原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601)に定められた弁駆動部の機能確認済

加速度以下であることの確認をもって、地震時の機能維持を満足するものとす

る。弁に発生する基準地震動による応答加速度は、完全固定点に設置されている

弁に当たっては添付書類 1-2-1.に示す最大応答加速度の 1.2 倍とし、それ以外の

弁に当たっては配管系の解析により求める。 

 

4. まとめ 

地震時に動作を要求する原子炉格納容器バウンダリに属する弁(1 次冷却材を

内蔵するもの)の動的機能は、確認結果に示すとおり、弁に発生する応答加速度

が機能確認済加速度以下であり、地震時の機能維持を満足することを確認した。 
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ロ．試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（３） その他の主要な構造 

（ｉ）原子炉施設は、（１）耐震構造、（２）

耐津波構造に加え、次の基本方針のも

とに安全設計を行う。 

 

l.(保管廃棄施設) 

原子炉施設には、当該原子炉施設にお

いて発生する放射性廃棄物を保管廃棄す

る施設 (以下「保管廃棄施設」という。)

を設ける。保管廃棄施設は、放射性廃棄

物が漏えいし難い設計とする。また、固

体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備

を設けるものにあっては、放射性廃棄物

による汚染が広がらない設計とする。 

 

ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び

設備 

(3) 固体廃棄物の廃棄設備 

(ⅰ) 構  造 

固体廃棄物の主要な発生源は、使用済

の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロ

ック、制御棒、フィルタ類、雑固体等で

ある。 

可動反射体ブロック、制御棒案内ブロ

ック、制御棒等は、貯蔵プール、照射物

貯蔵ピット又は使用済燃料貯蔵建家内の

貯蔵セルに貯蔵保管し、必要に応じて廃

棄物管理施設へ引き渡す。その他の固体

廃棄物は、放射能レベルに応じて区分し、

ドラム缶等の容器に収納した後、原子炉

建家内にある保管廃棄施設の固体廃棄物

保管室に保管し、廃棄物管理施設へ引き

渡す。 

(ⅱ) 廃棄物の処理能力 

使用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セル、原

子炉建家内の貯蔵プール及び照射物貯蔵

ピットは、それぞれの固体廃棄物を貯蔵

保管するに十分な能力を有するものを設

ける。固体廃棄物保管室は、固体廃棄物

を廃棄物管理施設へ引き渡すまでの間、

発生が予想される最大の量を保管するに

十分な能力を有する。固体廃棄物保管室

の保管能力を以下に示す。 

 

固体廃棄物保管室 

保管能力 

200Lドラム缶換算：約 150本相当 

 

(保管廃棄施設)  

第二十三条工場等には、次に掲げるところにより、試験研究用等原子炉施設において発

生する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を設けなければならない。 

一放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。 

二固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する設備を設けるものにあっては、放射性廃棄物に

よる汚染が広がらないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

保管廃棄施設として固体廃棄物保管室を設ける。原子炉施設で発生した固体廃棄物

は、固体廃棄物保管室へ保管し、廃棄物管理施設へ引き渡す。固体廃棄物保管室は、固

体廃棄物を廃棄物管理施設へ移送するまでの間、発生が予想される量を保管できる容量

とするとともに、ドラム缶等の容器に保管する等の方法により放射性廃棄物が漏えいし

難く、また放射性廃棄物による汚染の拡大防止を考慮した設計とする。 

なお、使用済の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロック、制御棒等は、貯蔵プール、

照射物貯蔵ピット又は使用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セルに貯蔵保管し、ドラム缶等の容

器に収納して、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

 

11. 放射性廃棄物の廃棄施設 

11.1 概要 

放射性廃棄物の廃棄施設は、原子炉施設で発生する放射性廃棄物を処理する施設であ

り、本施設の設計は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」の考え

方を考慮して、周辺環境に放出する放射性廃棄物による原子炉施設周辺の一般公衆の線

量が、合理的に達成できる限り低くなるように濃度及び量を低減できるものとする。 

放射性廃棄物の廃棄施設は、気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備及び固体

廃棄物の廃棄設備より構成する。 

これらの設備は、次のような機能を有する。 

 

(3)固体廃棄物は、その種類別にドラム缶等の容器に収納した後、固体廃棄物保管室へ

保管し、廃棄物管理施設へ引き渡す。本原子炉施設に特有な固体廃棄物については、原

子炉建家内の貯蔵プール、照射物貯蔵ピット及び使用済燃料貯蔵建家の貯蔵セルに貯蔵

保管し、ドラム缶等の容器に収納して、廃棄物管理施設へ引き渡す。また、大型の固体

廃棄物は、ビニールシート等で包装する等汚染拡大防止の措置を講じる。 

固体廃棄物の廃棄設備の系統を第11.1.3図に示す。 

 

11.4 固体廃棄物の廃棄設備 

11.4.1 概要 

固体廃棄物の廃棄設備では、固体廃棄物の回収、分類、ドラム缶等の容器への収納及

び保管を行う。ドラム缶等の容器への収納及び操作に際しては、放射性物質の散逸等を

防止する。また、本原子炉施設に特有な使用済の可動反射体ブロック等のβ・γ固体廃

棄物Bについては貯蔵保管する。 

固体廃棄物の主要な発生源は、次に示すとおりである。 

(1)β・γ固体廃棄物B 

使用済の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロック、制御棒、監視試験片等 

(2)使用済フィルタ 

1次ヘリウム循環機のフィルタ、補助ヘリウム循環機のフィルタ、換気空調設備のフ

ィルタ、気体廃棄物の廃棄施設のフィルタ等 

(3)β・γ固体廃棄物A 

布、紙等の雑固体廃棄物 

 

 

 

【第２編 保管廃棄施設】 

3. 設計 

3.1 設計条件 

保管廃棄施設として固体廃棄物保管室を設ける。 

固体廃棄物保管室は、β・γ固体廃棄物 A（布、紙等の雑固体廃棄物）及びβ・

γ固体廃棄物 B（照射試験等に伴う固体廃棄物）を廃棄物管理施設へ移送するま

での間、発生が予想される量を保管できる容量とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
設計条件は、設置変更

許可申請書の基本方

針、適合のための設計

方針と整合している。 
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11.4.2 設計方針 

固体廃棄物の廃棄設備は、次の方針により設計する。 

(1)本原子炉施設に特有な使用済の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロック等の六角

柱状ブロックのβ・γ固体廃棄物Bは、「8.7燃料取扱及び貯蔵設備」の貯蔵プールに一

時保管した後、使用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セルに貯蔵保管し、ドラム缶等の容器に収

納して、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

(2)使用済の制御棒、監視試験片等は、「8.7燃料取扱及び貯蔵設備」の照射物貯蔵ピッ

ト、貯蔵プール又は使用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セルに貯蔵保管し、ドラム缶等の容器

に収納して、廃棄物管理施設へ引き渡す。 

(3)上記の(1)及び(2)以外のβ・γ固体廃棄物B及びβ・γ固体廃棄物Aは、固体廃棄物

保管室へ保管し、廃棄物管理施設へ引き渡す。保管に当たっては、ドラム缶、廃棄物容

器等に収納して汚染の拡大防止措置を講じる。ただし、ドラム缶、廃棄物容器に封入す

ることが著しく困難なものについては、ビニールシート等で包装し汚染拡大防止の措置

を講じる。また、可燃性の固体廃棄物については、金属製保管箱等に収納する。 

 

11.4.3 主要設備の仕様 

原子炉建家内の貯蔵プール及び照射物貯蔵ピット並びに使用済燃料貯蔵建家内の貯

蔵セルの設備仕様は、「8.7燃料取扱及び貯蔵設備」に示すとおりである。 

固体廃棄物保管室の設備仕様を第11.4.1表に示す。 

 

11.4.4 主要設備 

(1)貯蔵プール 

使用済の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロック、使用済の制御棒等のβ・γ固体廃

棄物Bを貯蔵保管する。 

(2)照射物貯蔵ピット 

使用済の制御棒、監視試験片等を貯蔵保管する。 

(3)使用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セル 

使用済の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロック、使用済の制御棒、監視試験片等の

β・γ固体廃棄物Bを貯蔵保管する。 

(4)固体廃棄物保管室 

(1)、(2)及び(3)以外のβ・γ固体廃棄物B及びβ・γ固体廃棄物Aを保管する。 

 

11.4.5 評価 

(1)本原子炉施設に特有な使用済の可動反射体ブロック、制御棒案内ブロック等の六角

柱状ブロックのβ・γ固体廃棄物Bは、貯蔵プール又は使用済燃料貯蔵建家内の貯蔵セ

ルに貯蔵保管し、ドラム缶等の容器に収納して、廃棄物管理施設へ引き渡すようにして

いる。 

(2)使用済の制御棒、監視試験片等は、貯蔵プール、照射物貯蔵ピット又は使用済燃料

貯蔵建家内の貯蔵セルに貯蔵保管し、ドラム缶等の容器に収納して、廃棄物管理施設へ

引き渡すようにしている。 

(3)上記の(1)及び(2)以外のβ・γ固体廃棄物B及びβ・γ固体廃棄物Aは、ドラム缶等

の容器に収納した後、固体廃棄物保管室へ保管し、発生状況に応じて随時、廃棄物管理

施設へ引き渡すようにしている。 

(4)ドラム缶等の容器への収納、操作に際しては、放射性物質の散逸等を防止すること

ができる。 

 

第11.4.1表固体廃棄物保管室の設備仕様 

 

 

 

 

 

3.2 設計仕様 

固体廃棄物保管室の設備仕様を表 1、配置を図 1に示す。 

 

表１ 固体廃棄物保管室の設備仕様 
 

 

表１ 固体廃棄物保管室の設備仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1 固体廃棄物保管室の配置（原子炉建家地下 2階平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計仕様は、設置変更

許可申請書の記載内

容と整合している。 
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第11.1.3図固体廃棄物の廃棄設備系統説明図 

 

【添付書類】 

2-1．保管廃棄施設に関する説明書（保管能力） 

 

1. 概要 

固体廃棄物保管室は、β・γ固体廃棄物 A（布、紙等の雑固体廃棄物）及びβ・

γ固体廃棄物 B（照射試験等に伴う固体廃棄物）を廃棄物管理施設へ移送するま

での間、発生が予想される量を保管できる容量としている。 

なお、保管に当たっては、ドラム缶等の保管容器に収納して汚染拡大防止措置

を講ずることとしている。 

本資料は、固体廃棄物保管室及び固体廃棄物の保管容器の寸法、形状を考慮した

保管の状態を確認し、原子炉設置変更許可申請書に記載される所定の保管能力を

有していることを評価するものである。 

 

 

2-2．保管廃棄施設に関する説明書（遮蔽） 

1. 概要 

固体廃棄物保管室では、β・γ固体廃棄物A及びβ・γ固体廃棄物Bを廃棄物管

理施設へ移送するまでの間、ドラム缶等の容器に収納し保管する。 

当該室に保管する固体廃棄物からの放射線による放射線業務従事者等の受け

る線量は、保管する固体廃棄物の個数、放射能量及び影響を受ける周辺室等の線

量率を原子炉施設保安規定に従い管理することにより、定められた線量を超えな

いように管理する。 

本資料は、当該室に保管能力（200Lドラム缶換算：約150本相当）相当分の固

体廃棄物を保管した場合の人が常時立ち入る場所及び管理区域境界における実

効線量について評価するものである。 

なお、周辺監視区域外の実効線量への影響は、固体廃棄物保管室が原子炉建家

地下2階に位置しており、固体廃棄物保管室を含む原子炉建家の壁、床、天井及

び地盤の遮蔽を考慮すると無視できるほど小さい（1.3×10-7μSv/y）。 

 

保管能力及び遮蔽の

評価は、設置変更許可

申請書の記載内容と

整合している。 
 

 



 

添
6
 －

 
1
 －

 
4
4 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
【本文（別冊３）】 

ロ．試験研究用等原子炉施設の

一般構造 

(3)その他の主要な構造 

(ⅰ)原子炉施設は、(1)耐

震構造、(2)耐津波構造に

加え、次の基本的方針のも

とに安全設計を行う。 

d.(溢水による損傷の

防止等) 

安全施設は、原子

炉施設内における溢

水が発生した場合に

おいても、原子炉を

停止でき、放射性物

質の閉じ込め機能を

維持できること、ま

た、停止状態にある

場合は、引き続きそ

の状態を維持できる

設計とする。さらに、

使用済燃料貯蔵プー

ルにおいては、貯蔵

プール冷却機能及び

貯蔵プールへの給水

機能を維持できる設

計とする。 

【添付書類八】 

1. 安全設計 

1.7 溢水防護 

1.7.1 溢水防護に関する基本方針 

原子炉施設内で溢水が発生した場合においても、原子炉を停止でき、

放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある

場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに、使用済

燃料の貯蔵機能を維持できる設計とする。また、使用済燃料貯蔵プー

ルについてはプール水の供給配管に接続口から注水を行える設計とす

ることで冷却機能及び給水機能を維持できる設計とする。 

 

1.7.2 溢水防護対象設備 

溢水防護対象設備は、安全施設の中から、原子炉を安全に停止・維

持でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持するための設備を選定する。

これらの設備は、第 1.3.1 表に示す第 6条に関する重要安全施設とし

て選定しており、第 1.3.1 表に示す設備を溢水防護対象設備として選

定する。また、第 1.3.1 表に示す設備が損傷した場合、これらの事象

に対処するための多重化された系統が溢水により同時に機能を失わな

いよう、第 1.3.2 表及び第 1.3.3表に示す重要安全施設を溢水防護対

象設備として選定する。使用済燃料の貯蔵機能を維持するための設備

については、原子炉建家内の貯蔵プール及び貯蔵ラック並びに使用済

燃料貯蔵建家内の貯蔵セル及び貯蔵ラックを溢水防護対象設備として

選定する。また、貯蔵プールの冷却機能及び給水機能を維持するため、

プール水の供給配管の接続口までを溢水防護対象設備として選定す

る。 

 

【第 3編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち溢水対策機器（漏水検知器等）】 

3. 設計 

3.1 設計条件 

安全施設の中から、原子炉を安全に停止・維持でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持

するための設備を溢水防護対象設備として選定する。さらに、使用済燃料貯蔵プールにお

いては、貯蔵プール冷却機能及び貯蔵プールへの給水機能を維持できる設計とする。溢水

防護対象設備を表 3.1.1「溢水防護対象設備一覧」に示す。 

原子炉施設内における溢水の発生に対して、溢水防護対象設備が没水、被水及び蒸気の

影響を受けてその安全機能を損なうことがないように溢水対策機器を選定する。溢水対策

機器を表 3.1.2「溢水対策機器一覧」に示す。 

溢水対策機器は、早期に溢水の発生を検知する機能、溢水の影響を低減する機能及び防

護する機能を有する機器である。 

なお、溢水対策機器のうち、漏水検知器及び漏水警報盤、ブローアウトパネル及び耐圧

扉、防滴仕様である計器並びに耐環境仕様である計器については、規格品であることから

同一規格品又は同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。 

表 3.1.1 溢水防護対象設備一覧 

 

安全機能 構築物・系統・機器 

原子炉冷却材圧力バウンダリ 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器配管系、原子

炉冷却材圧力バウンダリの一部を形成する弁 

過剰反応度の印加防止 スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャ 

炉心の形成 炉心構成要素、炉心支持鋼構造物、炉心支持黒鉛構造物 

放射性物質の貯蔵 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール・貯蔵セル・貯蔵ラック 

1 次冷却材の内蔵 1 次ヘリウム純化設備（原子炉冷却材圧力バウンダリとの接

続部から原子炉格納容器外側隔離弁までの範囲） 

原子炉の緊急停止・未臨界維

持 

制御棒系 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

の過圧防止 

1 次冷却設備の安全弁 

工学的安全施設及び原子炉停

止系への起動信号の発生 

安全保護系（停止系） 

安全保護系（工学的安全施設） 

炉心冷却 補助冷却設備・炉容器冷却設備 

放射性物質の閉じ込め、放射

線遮へい及び放出低減 

原子炉格納容器隔離弁 

非常用空気浄化設備 

安全上特に重要な関連機能 中央制御室 

事故時のプラント状態の把握 事故時監視計器の一部 

安全上特に重要な関連機能 非常用発電機、補機冷却水設備、制御用圧縮空気設備、直

流電源設備、安全保護系用交流無停電電源装置 

 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

 

1. 概要 

1.1 溢水防護に関する基本方針 

重要安全施設等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安

全機能を損なわない設計とする。具体的には、溢水の影響を評価するために想定する原子炉

施設内に設置された機器及び配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡

大防止のために設置される系統からの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシング

 

 

 

設計条件は、設置

変更許可申請書

の基本方針 

を具体化してお

り整合している。

また、影響評価

は、設置変更許可

書の記載内容と

しており整合し

ている。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
を含む。）により生じる溢水に対して、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維

持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。

さらに、使用済燃料の貯蔵機能を維持できる設計並びに使用済燃料貯蔵プールについてはプ

ール水の供給配管に接続口から注水を行える設計とすることで冷却機能及び給水機能を維

持できる設計とする。 

また、原子炉施設内において放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理区域

外へ漏えいしない設計とする。 

ここで、設置許可基準規則第九条及び第十二条並びに溢水評価ガイドの要求事項を踏ま

え、以下に示す設備を、これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設

備」という。）として選定する。 

a. 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必

要な設備 

b. 使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備 

試験研究用等原子炉施設内における溢水として、原子炉施設内に設置された機器及び配管

の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統か

らの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水を考

慮し、溢水防護対象施設が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なわない

設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水に関しては、溢水防

護対象設備の配置を踏まえて、最も厳しい条件となる溢水を考慮し、溢水防護対象設備が安

全機能を損なわない設計とする。 

 

1.2 溢水より防護すべき設備 

溢水防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に

維持するために必要な設備及び使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備

とする。 

耐震 Sクラスの設備及び自然現象における重要安全施設等が溢水に対してその安全機能

を損なわない設計とし、その溢水防護対象設備を表 1.1 に示す溢水防護対象設備(1)（防護

区分Ⅰの設備）として選定する。なお、実験・照射の関連機能（核分裂生成物の放散防止）

を有する実験設備の一部は現在の HTTR 原子炉施設に設置されていないことから、本設工認

申請における溢水防護対象設備に当該設備を含めていない。 

また、ＨＴＴＲにおいては安全評価として実施している内部事象を起因とした「運転時の

異常な過渡変化」及び「設計基準事故」に対処するために必要な設備に対しては、内部溢水

についての対策を強化した信頼性の高い設計とし、その溢水防護対象設備を表 1.2 に示す溢

水防護対象設備(2)（防護区分Ⅱの設備）として選定する。 

使用済燃料貯蔵設備については、原子炉建家内の貯蔵プール及び貯蔵ラック並びに使用済

燃料貯蔵建家内の貯蔵セル及び貯蔵ラックを溢水防護対象設備として選定する。また、貯蔵

プールの冷却機能及び給水機能を維持するため、プール水の供給配管の接続口までを溢水防

護対象設備として選定する。 

なお、以下に示す設備については溢水の影響評価の対象外とする。 

(1) 容器（タンク）、熱交換器、配管、スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャ、使用

済燃料貯蔵プール・貯蔵ラック及び使用済燃料貯蔵建家内設備の貯蔵セル・貯蔵ラックに

ついては、静的機器であり、溢水の影響を受けたとしてもその安全機能を喪失することが

ないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(2) フィルタユニット内に格納されているフィルタ（図 1.1）、配管の一部を構成している

逆止弁、原子炉圧力容器内に格納されている炉心構成要素・炉心支持鋼構造物・炉心支持

黒鉛構造物及び広領域中性子束検出器、スタンドパイプ内に格納されている制御棒系の駆

動機構（図 1.2）並びに補助ヘリウム循環機の電動機（図 1.3）については、密閉性が確

保された容器の中に格納されており、溢水の影響を受けることがなくその安全機能を喪失
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することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(3) 安全弁については、図 1.4に示すように単純かつ水が浸入しない構造であり、さらに動

力を必要としないため、溢水の影響を受けたとしてもその安全機能を喪失することがない

ことから溢水の影響評価の対象外とする。溢水の影響を受けたとしてもその安全機能を喪

失することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

(4) 原子炉格納容器隔離弁については、図 1.5に示すように当該隔離弁に付属する電磁弁で

作動用の圧縮空気を制御することにより作動させており、電磁弁の制御電源は安全保護シ

ーケンス盤から供給されている。原子炉格納容器の隔離が必要となる場合には、安全保護

シーケンス盤で当該隔離弁の電磁弁への制御電源が断となることで電磁弁が閉となり、作

動用の圧縮空気が当該隔離弁に供給されなくなることで当該隔離弁が作動するため、当該

隔離弁が溢水の影響を受けたとしてもその安全機能を喪失することがないことから溢水

の影響評価の対象外とする。 

(5) 屋上に設置されている補助冷却設備の補助冷却設備空気冷却器及び配管については、屋

外に設置され、かつ耐候性を有しており、溢水の影響を受けたとしてもその安全機能を喪

失することがないことから溢水の影響評価の対象外とする。 

 

表1.1 溢水防護対象設備(1) 

安全機能 構築物・系統・機器 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器配管系 

過剰反応度の印加防止 スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャー 

炉心の形成 炉心構成要素、炉心支持鋼構造物、炉心支持黒鉛構造物 

放射性物質の貯蔵 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール・貯蔵セル・貯蔵ラック 

1 次冷却材の内蔵 1 次ヘリウム純化設備（原子炉格納容器隔離弁まで） 

原子炉の緊急停止・未臨

界維持 

制御棒系 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの過圧防止 

1 次冷却設備の安全弁 

原子炉停止系への起動

信号の発生 

安全保護系（停止系） 

安全上特に重要な関連

機能 

中央制御室 

事故時のプラント状態

の把握 

事故時監視計器の一部 

安全上特に重要な関連

機能 

直流電源設備、安全保護系用交流無停電装置 

 

表1.2 溢水防護対象設備(2) 

安全機能 構築物・系統・機器 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器配管系、原子炉冷却

材圧力バウンダリの一部を形成する弁 

過剰反応度の印加防止 スタンドパイプ、スタンドパイプクロージャー 

炉心の形成 炉心構成要素、炉心支持鋼構造物、炉心支持黒鉛構造物 

放射性物質の貯蔵 使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プール・貯蔵セル・貯蔵ラック 

1 次冷却材の内蔵 1 次ヘリウム純化設備（原子炉格納容器隔離弁まで） 

原子炉の緊急停止・未臨

界維持 

制御棒系 
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原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの過圧防止 

1 次冷却設備の安全弁 

工学的安全施設及び原

子炉停止系への起動信

号の発生 

安全保護系（停止系） 

安全保護系（工学的安全施設） 

炉心冷却 補助冷却設備・炉容器冷却設備 

放射性物質の閉じ込め、

放射線遮へい及び放出

低減 

原子炉格納容器隔離弁 

非常用空気浄化設備 

安全上特に重要な関連

機能 

中央制御室 

事故時のプラント状態

の把握 

事故時監視計器の一部 

安全上特に重要な関連

機能 

非常用発電機、補機冷却水設備、制御用圧縮空気設備、直流電源

設備、安全保護系用交流無停電電源装置 

 

 

1.7.3 溢水防護区画の設定 

溢水防護区画は、溢水防護対象設備が設置されている全ての区画に

ついて設定する。溢水防護区画は、壁、扉等で他の区画と分離されて

いる区画とする。 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

3.1 溢水防護区画の設定 

溢水防護対象設備(1)及び溢水防護対象設備(2)が設置されている全ての区画を溢水防護区

画として設定する。また、現場操作に必要なアクセス通路についても評価を行うこととする。 

溢水防護区画は、壁、扉、堰等で他の区画と分離されている区画として設定している。 

なお、ケーブルトレイについては、溢水防護対策として水系配管よりも上部に設置している

ため没水評価からは除外し、溢水防護区画としては設定せず、敷設経路の確認及び被水影響と

して評価している。設定した溢水防護区画を図 3.1に示す。 

 

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 

 

1.7.4 溢水影響評価 

1.7.4.1 溢水影響評価で想定する溢水 

(1) 原子炉施設内で発生した溢水の溢水防護対象設備への影響評

価 

原子炉施設における溢水の影響評価は、「原子力発電所の内部

溢水影響評価ガイド」（1）を参考に、次に示す溢水を想定して

行う。 

ａ．機器の破損等により生じる溢水 

ｂ．原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系

統からの放水による溢水 

ｃ．地震による機器の破損（スロッシングを含む。）により生じ

る溢水 

これらの想定する溢水に対して、溢水防護対象設備に対する没

水、被水及び蒸気による影響を評価し、溢水防護対象設備が溢水

の影響を受けてもその安全機能を損なわない設計とする。 

溢水防護対象設備に対する没水の影響評価では、溢水の影響を

受けて溢水防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ

（以下「機能喪失高さ」という。）を設定し、発生した溢水によ

る水位（以下「溢水水位」という。）が機能喪失高さを上回らな

いことをもって溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれが

ないことを評価する。機能喪失高さは、溢水防護対象設備の各付

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

1. 概要 

1.1 溢水防護に関する基本方針 

重要安全施設等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安

全機能を損なわない設計とする。具体的には、溢水の影響を評価するために想定する原子炉

施設内に設置された機器及び配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡

大防止のために設置される系統からの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシング

を含む。）により生じる溢水に対して、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維

持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。

さらに、使用済燃料の貯蔵機能を維持できる設計並びに使用済燃料貯蔵プールについてはプ

ール水の供給配管に接続口から注水を行える設計とすることで冷却機能及び給水機能を維

持できる設計とする。 

また、原子炉施設内において放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理区域

外へ漏えいしない設計とする。 

ここで、設置許可基準規則第九条及び第十二条並びに溢水評価ガイドの要求事項を踏ま

え、以下に示す設備を、これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設

備」という。）として選定する。 

a. 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必

要な設備 

b. 使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備 

試験研究用等原子炉施設内における溢水として、原子炉施設内に設置された機器及び配管

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
属品の設置状況を踏まえ、没水によって安全機能を損なうおそれ

のある最低の高さを設定する。 

なお、機器の破損等により生じる溢水について、多重化された

設備の破損による溢水では、破損した系統と別の系統は健全であ

り、当該設備の安全機能は維持されているものとする。 

の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統か

らの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水を考

慮し、溢水防護対象施設が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なわない

設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水に関しては、溢水防

護対象設備の配置を踏まえて、最も厳しい条件となる溢水を考慮し、溢水防護対象設備が安

全機能を損なわない設計とする。 

 

4. 溢水の影響評価方針及び防護設計方針 

設定した溢水源及び溢水量に対して、溢水防護対象設備が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、

安全機能を損なわないものとする。 

また、溢水評価において現場操作が必要な設備に対しては、必要に応じて、環境の温度及び放

射線量を考慮しても運転員による操作場所までのアクセスが可能なものとする。 

なお、必要となる操作を中央制御室で行う場合は、操作を行う運転員は中央制御室に常駐して

いることからアクセス性を失わずに対応できる。 

 

4.1 溢水の影響評価方針 

4.1.1 没水の影響に対する評価方針 

「2. 溢水源の想定」にて設定した溢水源から発生する溢水量と「3. 溢水防護区画及び溢

水経路の設定」にて設定した溢水防護区画及び溢水経路から算出した溢水水位に対し、溢水

防護対象設備が安全機能を損なうおそれがないことを確認する。 

具体的には、発生した溢水による水位が、機能喪失高さを上回らないこと満足していれば

溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれはない。機能喪失高さについては、溢水防護対

象設備の各付属品の設置状況も踏まえ、没水によって安全機能を損なうおそれのある最低の

高さを設定する。 

溢水防護対象設備の機能喪失高さの考え方の例を図4.1に示す。 

溢水防護区画ごとに当該エリアで機能喪失高さが最も低い設備を選定し、機能喪失高さと

溢水水位を比較することにより当該エリアの影響評価を実施する。 

発生した溢水水位(H)は、以下の式に基づいて算出する。 

H=Q/A 

H：溢水水位(m) 

Q：流入量(m3)･･･設定した溢水量及び溢水経路に基づき評価対象区画への流入量

を算出する。 

A：有効床面積(m2)･･･有効床面積は、建家図面から各部屋の床面積を求め、そこ

から、現場で測定した各部屋の床面に設置されている機器等の

面積を除いて算出する（測定方法の詳細は図4.2参照）。 

  

4.1.2 被水の影響に対する評価方針 

「3. 溢水源の想定」にて設定した溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被

水及び天井面の開口部又は貫通部からの被水の影響を受ける範囲内にある溢水防護対象設

備が被水により安全機能を損なうおそれがないことを確認する。 

具体的には、以下に示す要求のいずれかを満足していれば溢水防護対象設備が安全機能を

損なうおそれはない。 

(1) 溢水防護対象設備があらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を生じな

いよう、以下に示すいずれかの保護構造を有していること。 

a. 「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」における第二特性

数字4以上相当の保護等級を有すること。 

b. 実機での被水条件を考慮しても安全機能を損なわないことを被水試験等により確認

した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置がなされていること。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
(2) 溢水防護対象設備が多重性又は多様性を有しており、各々が別区画に設置され、同時

に安全機能を損なうことのないこと。 

 

4.1.3 蒸気の影響に対する評価方針 

「3. 溢水源の想定」にて設定した溢水源からの漏えい蒸気の影響を受ける範囲内にある

溢水防護対象設備が蒸気の影響により安全機能を損なうおそれのないことを確認する。この

とき、空調条件や区画を考慮して評価する。 

具体的には、蒸気漏えい発生時の環境条件が溢水防護対象設備の仕様を上回らないことを

満足していれば溢水防護対象設備が安全機能を損なうおそれはない。 

 

5. 想定破損による溢水の影響評価 

5.1.2 評価方法 

機器の破損等により生じる溢水について、多重化された設備の破損による溢水では、破損

した系統と別の系統は健全であり、当該設備の安全機能は維持されているものとする。評価

は、非管理区域、管理区域及び格納容器内の3つに分類して行い、各階において溢水量が最

大となる機器を選定するが、3分類ともハッチ等を通して下階へ落下することが想定される

ため、上階の溢水量に大きく影響を受けることから、各部屋の溢水量の算出は上階から実施

するものとする。また、溢水量が最も厳しい配管を代表配管として評価を実施し、その他の

配管破損については当該評価結果に包含されることを確認する。 

なお、評価方法（経路・対策等）が異なる場合については、個別に評価を行うものとする。 

被水の影響評価は以下の判定を各段階で実施し、いずれかの判定を満足した場合には評価

終了とした。以下の判定を全て満足しない場合には、対策を考慮し、再度評価を行った。 

A:溢水防護対象設備の溢水水位が、当該設備の機能喪失高さを下回るか 

B:溢水防護対象設備が多重化・区画化等されていることにより同時に機能喪失しない

か 

C:溢水防護対象設備が想定破損発生時には機能要求がないか 

D:溢水防護対象設備が耐没水性を有していることにより機能喪失しないか 

溢水量を算出する際の、基本手順及び対応を以下に示す。 

(1) 配管からの溢水量の想定 

配管からの流出流量は、以下の式を用いて算出する。 

Q = A × C × √(2 × 𝑔 × 𝐻) × 3600 

ただし、 

Q：流出流量(m3/h) 

A：破断面積(m2) 

C：損失計数 

g：重力加速度(m/s2) 

H：水頭(m) 

上記式において、高エネルギー配管については完全全周破断や貫通クラック等を適切に

想定し、低エネルギー配管については貫通クラック等を適切に想定する。また、地震によ

る破損については、完全全周破断を想定する。条件の詳細は、以下のように設定する。 

①断面積 

完全全周破断については、配管内径面積とする。貫通クラックについては、配管内径

の 1/2の長さと配管肉厚の 1/2の幅を有する貫通クラックとする。 

②損失係数 

本評価式を用いる全ての配管において、損失しないものとして保守的に 1.0 を設定す

る。 

③水頭 

ポンプによる流動の場合、低エネルギー配管については最高使用圧力に基づく水頭と

する。ポンプ等の動的機器のない加圧された状態の水頭については、系統の圧力に想定
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
破損位置における静水頭を加えた水頭とする。静水頭による溢水の場合には、破損想定

位置から当該破損箇所に影響を及ぼす位置までの水頭を適切に設定する。静水頭による

溢水の場合には、破損想定位置から当該破損個所に影響を及ぼす位置までの水頭を適切

に設定する。 

(2) 隔離時間 

溢水の発生後、溢水を検知し隔離するまでの隔離時間を、漏水検知器が発報するまでの

時間、運転員が現場に到着し溢水源の配管を確認後配管に接続されているポンプを停止す

るまでの時間、元弁の手動隔離までの時間を考慮し、以下のとおり設定した。 

①溢水の発生から、漏水検知器が発報するまでの時間：0～4.8 分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。溢水評価対象の区画のフロアの水位が 2cmとなるまで

の時間 

②漏水検知器の発報確認から、運転員が現場に到着するまでの時間：2～4分 

溢水評価対象ごとに適宜設定 

③現場到着後から、溢水配管のポンプを停止するまでの時間：0～4分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。ただし、ポンプを停止する必要がない溢水評価対象に

ついては考慮しない。 

④溢水配管のポンプを停止後から、溢水配管の手動弁を閉操作するまでの時間：0～10

分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。ただし、手動弁を閉操作する必要がない溢水評価対象

については考慮しない。 

 

1.7.4.2 溢水影響評価で想定する溢水源及び溢水量 

溢水の評価に当たり以下の事項を考慮している。 

(1) 機器の破損等により生じる溢水では、それぞれの溢水防護対

象設備に対して影響が最も大きくなる単一の設備破損による溢

水源（多重化された系統を有する設備の破損による溢水では、単

一の系統破損による溢水源）を想定し、その影響を評価する。 

溢水量は、漏水を検知し、現場又は中央制御室からの隔離によ

り漏えいを停止するまでの時間を考慮して算出することとし、排

水ポンプによる排水を期待する場合には、ポンプの性能を考慮し

て溢水量を算出する。溢水量を算出する際の運転員による対応と

して、実測値を基に設定した次の時間を考慮する。 

ａ．検知器の作動により運転員が溢水に気付くまでの時間 

ｂ．検知器の作動により運転員が溢水に気付いてから漏えい箇所

の確認までの時間 

ｃ．運転員が漏えい箇所を確認してから溢水源のポンプ等の停止

までの時間 

ｄ．運転員が溢水源のポンプ等を停止してから溢水源の弁を閉止

するまでの時間配管の破損について、低エネルギー配管につい

ては、任意の箇所で貫通クラックを想定する。 

高エネルギー配管については、「原子力発電所の内部溢水影響

評価ガイド」を参考に完全全周破断とし、一部、応力評価及び非

破壊検査を実施しているものについては想定破損から除外する。

ただし、加圧水冷却設備の配管については、原子炉格納容器貫通

部以外の配管を原子炉格納容器貫通部の配管と同等の配管とし

て区分している。 

(2) 原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系

統からの放水による溢水では、それぞれの溢水防護対象設備に対

して影響が最も大きくなる単一の放水による溢水源を想定し、そ

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

2. 溢水源の想定 

溢水源としては、発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定するＨＴＴＲ内に設置された機器及び配管の破損（以下

「想定破損」という。）により生じる溢水 

(2) ＨＴＴＲ内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水 

(3) 地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水 

(4) 屋外に設置されている屋外タンクの破損等により生じる溢水 

想定破損により生じる溢水では、溢水源となり得る機器は流体を内包する配管とし、地震起因

による溢水では、溢水防護対象設備の設置された建物・区画内において流体を内包する配管及び

容器（タンク、熱交換器等）を溢水源となり得る機器として抽出した。 

 

2.1 想定破損により生じる溢水 

想定破損により生じる溢水について、ＨＴＴＲにおいて溢水源となり得る系統・機器（容器

及び配管）は、水、蒸気、油等の流体を内包する全ての系統・機器として、系統図により抽出

した。溢水源となり得る設備を以下に示す。 

(1)  炉容器冷却設備 

(2)  補助冷却設備 

(3)  補機冷却水設備 

(4)  一般冷却水設備 

(5)  加圧水冷却水設備 

(6)  液体廃棄物の廃棄設備 

(7)  一般排水設備 

(8)  空調用冷水装置Ⅰ 

(9)  空調用冷水装置Ⅱ 

(10) 消火設備 

(11) 純水供給設備 

(12) 淡水供給設備 

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
の影響を評価する。放水による溢水量は、火災等価時間に基づき

設定した放水時間（20 分）にポンプの吐出量を乗じて求める。 

(3) 地震による機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる

溢水では、流体を内包する機器のうち、基準地震動 Ss によって

破損が生じる可能性のある機器について破損を想定し、その影響

を評価する。評価では、複数系統、複数箇所の同時破損を想定し、

最大の溢水量を算出する。 

なお、使用済燃料貯蔵プールのスロッシングによる溢水につい

ては、貯蔵プールには貯蔵ラックと厚さ約 2m のプール上蓋が設

置されており、スロッシングによる溢水が発生するおそれがない

ことから、想定する溢水源としない。 

(13) プール水冷却浄化設備 

(14) 蒸気供給設備 

(15) 1次ヘリウム純化設備冷水供給系 

(16) 非常用発電機 

なお、配管については 2.1.1 に示す考え方により配管を分類し、2.1.2 に示す考え方により破

損を想定した。 

2.1.1 配管破損の分類 

想定破損により生じる溢水について、溢水源のうち配管の破損については溢水評価ガイド

を参考に高エネルギー配管及び低エネルギー配管の2種類に分類し、完全全周破断又は配管

内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）

による破損を想定する。 

なお、高エネルギー配管及び低エネルギー配管の分類は、「溢水評価ガイド付録Ａ」を参

考として、配管内部の圧力及び温度の状態により以下のとおりとする。 

(1) 高エネルギー配管は、呼び径25A（1B）を超える配管で、プラントの通常運転時に運

転温度が95℃を超える、又は運転圧力が1.9MPa[gauge]を超える配管とする。 

(2) 低エネルギー配管は、呼び径25A（1B）を超える配管でプラントの通常運転時に運転

温度が95℃以下で、かつ運転圧力が1.9MPa[gauge]以下の配管とする。ただし、運転圧

力が静水頭圧の配管は除く。 

また、高エネルギー配管として運転している時間の割合が当該系統の運転している時間の

2％又はプラント運転期間の1％より小さければ、低エネルギー配管として扱うものとする。 

 

2.1.2 配管の破損想定 

(1) 高エネルギー配管の破損想定（没水及び被水による影響） 

高エネルギー配管については、任意の箇所で完全全周破断又は貫通クラックによる破損

を想定する。破損の想定は、ターミナルエンド部とターミナルエンド部以外について実施

する。 

ＨＴＴＲにおける高エネルギー配管は、加圧水冷却設備、補助冷却設備及び暖房用の蒸

気供給設備の 3 設備である。想定破損評価における高エネルギー配管の破損の形状につい

ては、「溢水評価ガイド附属書Ａ」を参考として、完全全周破断を想定して溢水影響を評

価しているが、一部の高エネルギー配管の評価対象（呼び径 25A（1B）を超える）に対し、

以下の考え方に基づき評価する。ただし、補助冷却設備については、待機運転時において

は約 70℃であり、運転している時間の割合が当該系統の運転している時間の 2％又はプラ

ント運転期間の 1％より小さいため、低エネルギー配管として取り扱う。 

a. ターミナルエンドは完全全周破断として評価する。 

b. ターミナルエンド以外は、配管の発生応力Snが許容応力Saに対する以下の条件を満

足すれば、想定破損の形態を条件に応じて変更し、評価する。 

なお、この考え方を適応する場合は、非破壊検査等を継続的に実施している場合とする。 

①呼び径25A（1B）を超える配管で、原子炉格納容器バウンダリの高温ガス炉第3種管

にあっては、Sn≦0.8Saの条件を満足する場合、破損想定はないものとする。ただ

し、加圧水冷却設備について、系統の配管が原子炉格納容器を貫通している高温ガ

ス炉第3種管と同等の性能を持っていることが確認できる配管については原子炉格

納容器バウンダリの高温ガス炉第3種管の配管として扱う。 

②呼び径25A（1B）を超える配管で、①以外の高温ガス炉第3種管、高温ガス炉第4種

管又は非安全系の配管にあっては、Sn≦0.4Saの条件を満足する場合、破損想定は

ないものとする。ただし、Sn≦0.8Saの条件を満足する場合、任意の箇所での貫通

クラック破損を想定する。 

(2) 高エネルギー配管の破損想定（蒸気放出による影響） 

高エネルギー配管については、任意の箇所で完全全周破断又は貫通クラックによる破損

を想定する。破損の想定は、ターミナルエンド部とターミナルエンド部以外について実施
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する。 

ＨＴＴＲにおける高エネルギー配管について、蒸気影響を考慮する必要がある配管を含

む設備は加圧水冷却設備及び蒸気供給設備である。補助冷却設備については、待機運転時

においては約 70℃であるため、蒸気による溢水の影響を考慮する必要がないため、蒸気

による溢水の影響評価より除外する。 

このうち、加圧水冷却設備の配管については、「想定破損について、高エネルギー配管

に対する応力評価結果が Sn≦0.8Sa の条件を満足し、肉厚測定を実施した箇所」を除いて

破損を想定する。 

また、蒸気供給設備の配管については、「想定破損について、高エネルギー配管に対す

る応力評価結果が Sn≦0.4Sa の条件を満足し、肉厚測定を実施した箇所」を除いて破損を

想定する。 

ここで、蒸気供給設備から供給される蒸気が蒸気源となり得るかについて検討を行っ

た。 

蒸気供給設備から蒸気が噴出するおそれのある箇所は原子炉建家 1階及び地下 1階であ

る。このうち、原子炉建家 1階については原子炉建家Ⅱ系換気空調装置等が稼動しており、

蒸気が噴出したとしても原子炉建家外に排出されることから、溢水源として考慮する必要

はない。 

原子炉建家地下 1階については、以下のように評価する。蒸気供給設備配管破損時の伝

播図を図 2.1 に示す。H-334 室で噴出した蒸気は H-333 室及び H-334室に充満する。H-334

室の端には換気空調設備の排気口が設けられており、噴出した蒸気は排出される。蒸気供

給設備の供給蒸気量は 2250kg/h であること、換気量は 9.67 m3/minであることから、H-333

室及び H-334 室に充満されるまでの時間は 28.9分となる。 

この時間があれば、換気空調設備の異常の検知及び運転員によるボイラーの停止を行う

時間は十分にある。よって、蒸気供給設備は評価より除外する。 

(3) 低エネルギー配管の破損想定 

低エネルギー配管については、任意の箇所で貫通クラックによる破損を想定する。ただ

し、配管の発生応力が Sn≦0.8Sa の条件を満足する場合、かつ、非破壊検査等を継続的に

実施している場合、破損想定はないものとする。 

 

2.2 火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水 

ＨＴＴＲにおいては、自動作動するスプリンクラーは設置されていないことから、火災の拡

大防止のために設置される系統からの放水による溢水として消火栓からの放水を考慮する。た

だし、二酸化炭素消火設備や消火器等を用いて消火活動を行うことを前提としている区画につ

いては、当該区画における放水を行わないものとして溢水を想定しないこととする。 

 

2.3 地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水 

ＨＴＴＲにおいて、水、蒸気、油等の流体を内包する系統のうち、基準地震動 Ss による地

震力に対する耐震性が確認されていない耐震 B、C クラスに属する系統を溢水源として選定す

る。 

ただし、耐震 B、Cクラスであっても基準地震動 Ssによる地震力に対して耐震性が確保され

るものについては、溢水源として想定しないこととする。 

また、地震による使用済燃料プールのスロッシングについても溢水源として想定する。 

 

2.4 屋外に設置されているタンクの破損等により生じる溢水 

ＨＴＴＲにおいて、ＨＴＴＲ原子炉建家周辺の屋外に設置されているタンクの破損等により

溢水が発生するものとする。 

 

5. 想定破損による溢水の影響評価 

想定破損による溢水に対し、溢水源ごとの溢水量を算出し、「3.2 溢水経路の設定」にて設定
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した溢水経路をもとに、影響評価を実施する。評価方針としては、あらゆる箇所での溢水の発生

を想定した上で、想定破損の溢水による溢水防護対象設備への溢水影響の確認及び機能喪失の判

定を実施し、多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれないことを

確認する。 

多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれるおそれがある場合

は、溢水源、溢水経路又は溢水防護対象設備に対して、拡大防止対策、影響緩和対策又は発生防

止対策を組み合わせることで安全機能を損なわないものとする。 

 

5.1 想定破損による没水の影響評価 

溢水源である配管の想定破損による没水を考慮し、溢水防護対象設備の没水影響評価を行

う。 

 

5.1.1 没水影響評価における配管破損の想定 

破損を想定する機器は配管とし破損形状は内包する流体のエネルギーに応じて高エネル

ギー配管及び低エネルギー配管の2種類に分類した。溢水速度は配管によって異なるが、代

表配管としては最も溢水速度が早く、かつ、その保有水量も最も大きい補機冷却水設備を基

本的に各部屋における想定破損の代表配管とする。また、大口径の同設備の配管が存在しな

い場合にも、この考え方に基づき、最も厳しい配管を適切に選定し代表配管として評価する。 

(1) 高エネルギー配管の想定破損について 

加圧水冷却設備は原子炉建家内及び屋上に配置されているが、屋上については、原子炉

建家内に溢水が流入することがないことから、没水影響評価からは除外する。また、原子

炉建家内について、原子炉格納容器内及び H-209 室を除いて 2.1.2の条件（Sn≦0.8Sa）

を満たすことを地震動 Sdを用いて確認できていることから、没水影響評価では原子炉格

納容器内及び H-209室のみ高エネルギー配管の破損を想定する。 

また、蒸気供給設備については、系統内に蒸気しかないことから、没水影響評価からは

除外する。 

(2) 低エネルギー配管の想定破損について 

ＨＴＴＲ原子炉施設内にある液体を内包する全ての低エネルギー配管について、「貫通

クラック」を想定する。想定破損位置は、没水評価時には最大水量となる位置とし被水評

価時には最も被水する可能性が高い位置での破損を想定する。 

5.1.2 評価方法 

機器の破損等により生じる溢水について、多重化された設備の破損による溢水では、破損

した系統と別の系統は健全であり、当該設備の安全機能は維持されているものとする。評価

は、非管理区域、管理区域及び格納容器内の3つに分類して行い、各階において溢水量が最

大となる機器を選定するが、3分類ともハッチ等を通して下階へ落下することが想定される

ため、上階の溢水量に大きく影響を受けることから、各部屋の溢水量の算出は上階から実施

するものとする。また、溢水量が最も厳しい配管を代表配管として評価を実施し、その他の

配管破損については当該評価結果に包含されることを確認する。 

なお、評価方法（経路・対策等）が異なる場合については、個別に評価を行うものとする。 

被水の影響評価は以下の判定を各段階で実施し、いずれかの判定を満足した場合には評価

終了とした。以下の判定を全て満足しない場合には、対策を考慮し、再度評価を行った。 

A:溢水防護対象設備の溢水水位が、当該設備の機能喪失高さを下回るか 

B:溢水防護対象設備が多重化・区画化等されていることにより同時に機能喪失しない

か 

C:溢水防護対象設備が想定破損発生時には機能要求がないか 

D:溢水防護対象設備が耐没水性を有していることにより機能喪失しないか 

溢水量を算出する際の、基本手順及び対応を以下に示す。 

(1) 配管からの溢水量の想定 

配管からの流出流量は、以下の式を用いて算出する。 
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Q = A × C × √(2 × 𝑔 × 𝐻) × 3600 

ただし、 

Q：流出流量(m3/h) 

A：破断面積(m2) 

C：損失計数 

g：重力加速度(m/s2) 

H：水頭(m) 

上記式において、高エネルギー配管については完全全周破断や貫通クラック等を適切に

想定し、低エネルギー配管については貫通クラック等を適切に想定する。また、地震によ

る破損については、完全全周破断を想定する。条件の詳細は、以下のように設定する。 

①断面積 

完全全周破断については、配管内径面積とする。貫通クラックについては、配管内径

の 1/2の長さと配管肉厚の 1/2の幅を有する貫通クラックとする。 

②損失係数 

本評価式を用いる全ての配管において、損失しないものとして保守的に 1.0 を設定す

る。 

③水頭 

ポンプによる流動の場合、低エネルギー配管については最高使用圧力に基づく水頭と

する。ポンプ等の動的機器のない加圧された状態の水頭については、系統の圧力に想定

破損位置における静水頭を加えた水頭とする。静水頭による溢水の場合には、破損想定

位置から当該破損箇所に影響を及ぼす位置までの水頭を適切に設定する。静水頭による

溢水の場合には、破損想定位置から当該破損個所に影響を及ぼす位置までの水頭を適切

に設定する。 

(2) 隔離時間 

溢水の発生後、溢水を検知し隔離するまでの隔離時間を、漏水検知器が発報するまでの

時間、運転員が現場に到着し溢水源の配管を確認後配管に接続されているポンプを停止す

るまでの時間、元弁の手動隔離までの時間を考慮し、以下のとおり設定した。 

①溢水の発生から、漏水検知器が発報するまでの時間：0～4.8 分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。溢水評価対象の区画のフロアの水位が 2cmとなるまで

の時間 

②漏水検知器の発報確認から、運転員が現場に到着するまでの時間：2～4分 

溢水評価対象ごとに適宜設定 

③現場到着後から、溢水配管のポンプを停止するまでの時間：0～4分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。ただし、ポンプを停止する必要がない溢水評価対象に

ついては考慮しない。 

④溢水配管のポンプを停止後から、溢水配管の手動弁を閉操作するまでの時間：0～10

分 

溢水評価対象ごとに適宜設定。ただし、手動弁を閉操作する必要がない溢水評価対象

については考慮しない。 

 

7. 地震時における溢水の影響評価 

地震に起因する溢水に対し、溢水源ごとの溢水量を算出し、設定した溢水経路をもとに、影響

評価を実施する。評価方針としては、地震に伴い発生した機器・配管の破損よって生じる溢水に

よる溢水防護対象設備への溢水影響の確認及び機能喪失の判定を実施し、多重性、多様性を有す

る溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれないことを確認する。 

多重性、多様性を有する溢水防護対象設備の安全機能が同時に損なわれるおそれがある場合

は、溢水源、溢水経路又は溢水防護対象設備に対して、拡大防止対策、影響緩和対策又は発生防

止対策を組み合わせることで安全機能を損なわないものとする。 
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7.1 地震時の没水の影響評価 

流体を内包する機器のうち、基準地震動 Ss によって破損が生じる可能性のある機器につい

て破損を想定し、その影響を評価する。評価における網羅性を確保するため、複数系統、複数

箇所の同時破損を想定し、伝播も考慮した上で各区画における最大の溢水量を算出し、溢水防

護対象設備への影響を評価する。 

 

7.1.1 没水の影響評価における機器・配管の破損及び溢水量の算出 

(1) 溢水源の特定 

地震に起因する溢水は、地震により破損する機器（配管、容器）及び使用済燃料プール

のスロッシングを溢水源として考慮する。耐震 Sクラス相当の機器については基準地震動

Ss による地震力によって破損は生じないことから溢水源として想定しない。B、Cクラス

機器であっても基準地震動 Ss による地震力に対する耐震性が確保されているものについ

ては溢水源から除く。 

使用済燃料貯蔵プールの概略図を図 7.1に示す。使用済燃料が装荷されている貯蔵ラッ

ク内は気体で満たされており、貯蔵ラックの外側を水冷することにより使用済燃料を冷却

する構造となっている。使用済燃料貯蔵プールのスロッシングによる溢水については、貯

蔵プールには貯蔵ラックと厚さ約 2mのプール上蓋が設置されており、スロッシングによ

る溢水が発生するおそれがないことから、想定する溢水源としない。 

 

  

1.7.4.3 溢水影響評価で想定する溢水経路 

溢水経路の想定にあたり、以下の事項を考慮する。 

(1) 溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、扉の漏水の

状態並びに貫通部及び堰の有無を考慮する。 

(2) 溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように 、ハッチ及び

目皿からの流出はないものとする。ただし、ハッチ及び目皿から

の流出を溢水防護設計として実施又は機能を期待する場合は、こ

れらからの流出を考慮する。 

一方、上階で生じた溢水に起因する没水の評価では、ハッチが

ない単純な開口部として、上階で生じた溢水がそのまま当該フロ

アに落水してくるものとする。 

(3) 地下 3 階の排水ポンプによる排水を考慮する。 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

3.1 溢水防護区画の設定 

溢水防護対象設備(1)及び溢水防護対象設備(2)が設置されている全ての区画を溢水防護区

画として設定する。また、現場操作に必要なアクセス通路についても評価を行うこととする。 

溢水防護区画は、壁、扉、堰等で他の区画と分離されている区画として設定している。 

なお、ケーブルトレイについては、溢水防護対策として水系配管よりも上部に設置している

ため没水評価からは除外し、溢水防護区画としては設定せず、敷設経路の確認及び被水影響と

して評価している。設定した溢水防護区画を図 3.1に示す。 

 

3.2 溢水経路の設定 

溢水防護対象設備が設置されているＨＴＴＲ原子炉建家において、扉、ハッチ、目皿等の設

備を考慮した上で、溢水防護区画内漏えい又は溢水防護区画外漏えいを想定し、溢水水位が最

も高くなるように溢水経路を設定する。 

なお、溢水防護として実施している対策による効果は考慮するものとする。 

溢水経路の設定の考え方を図 3.2に示す。溢水経路の設定については、具体的には以下のと

おりである。 

(1) 扉、壁貫通部、堰については、各区画において溢水水位が最も高くなるように設定する。

すなわち、評価する溢水防護区画内で生じた溢水に起因する没水の評価では、溢水防護区

画の溢水水位を高く評価するために全ての扉、壁貫通部、堰において漏水せず、溢水防護

区画内のみに滞留するものとして溢水水位が最も高くなるように設定する。一方、評価す

る溢水防護区画外で生じた溢水に起因する没水の評価では、当該扉、壁貫通部、堰は開口

部として溢水防護区画へ流入するものとして評価する。 

(2) ハッチ、目皿について、溢水防護区画の溢水水位が最も高くなるように、ハッチ、目皿

からの流出は基本的にないものとして評価する。ここで、ハッチ、目皿からの流出を溢水

防護対策として実施又は機能を期待する場合には、流出するものとする。一方、上階で生

じた溢水に起因する没水の評価では、ハッチがない単純な開口部として、上階で生じた溢

水がそのまま当該フロアに落水してくるものとして評価する。 

(3) 排水については地下3階の排水ポンプによる排水を考慮する。 

 

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
 1.7.5 溢水の影響への対策 

1.7.5.1 没水の影響への対策 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないよう、以下に

示すいずれか又は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 漏水検知器等により溢水の発生を早期に検知し、中央制御室

からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離で

きる設計とする。 

(2) 排水設備により溢水を排水し、溢水防護対象設備が没水せず、

安全機能を損なわない設計とする。 

(3) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による流入防止対策

を図り溢水の流入を防止する設計とする。壁等は、溢水により発

生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計とするととも

に、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷重条件

に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(4) 溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし、溢水防護対象設備

の機能喪失高さが、溢水水位を上回る設計とする。 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

4. 溢水の影響評価方針及び防護設計方針 

4.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

4.2.1 没水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が没水により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれか又は組合

せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤により溢水の発生を早期に検知し、中央制御室か

らの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。 

(2) 排水設備により溢水を排水し、溢水防護対象設備が没水せず、安全機能を損なわない設

計とする。 

(3) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による流入防止対策を図り溢水の流入を防止す

る設計とする。壁等は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計と

するとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷重条件に対して当該

機能が損なわれない設計とする。 

(4) 溢水防護対象設備の設置高さを嵩上げし、溢水防護対象設備の機能喪失高さが、溢水水

位を上回る設計とする。 

 

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 

 

 1.7.5.2 被水の影響への対策 

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう、以下に

示すいずれか又は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等 による被水防止対策

を図り溢水の被水を防止する設計とする。壁等は、溢水により発

生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計とするととも

に、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷重条件

に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(2) 消火水の放水による溢水に対しては、溢水防護区画において

区画壁等の設置により区画分離を行い、屋内消火栓を使用した消

火活動の際に発生する被水の影響を受けない設計とする。 

(3) 電源盤等の設備は、固定式消火設備等の水消火を行わない消

火手段（二酸化炭素消火設備、消火器等）を採用し、被水の影響

がない設計とする。 

(4) 被水する溢水防護対象設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の

外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字 4以上相

当の保護等級を有する機器を用い、被水の影響を受けない設計と

する。 

(5) 被水する溢水防護対象設備は、保護カバーやパッキン等によ

る被水防護措置を行い、被水の影響を受けない設計とする。 

(6) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備は、別区画

に設置し、溢水が発生した場合でも同時に安全機能を損なうこと

がない設計とする。 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

4. 溢水の影響評価方針及び防護設計方針 

4.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

4.2.2 被水の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が被水により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれか又は組合

せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 溢水防護区画外の溢水に対しては、壁等による流入防止対策を図り溢水の被水を防止す

る設計とする。壁等は、溢水により発生する水位や水圧に対して流入を防止できる設計と

するとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や荷重条件に対して当該

機能が損なわれない設計とする。 

(2) 消火水の放水による溢水に対しては、溢水防護区画において区画壁等の設置により区画

分離を行い、屋内消火栓を使用した消火活動の際に発生する被水の影響を受けない設計と

する。 

(3) 電源盤等の設備については、固定式消火設備等の水消火を行わない消火手段（二酸化炭

素消火設備、消火器等）を採用し、被水の影響を受けない設計とする。 

(4) 被水する溢水防護対象設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP

コード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級を有する機器を用い、被水の影響を

受けない設計とする。 

(5) 溢水防護対象設備に対し、保護カバーやパッキン等による被水防護措置を行うことで、

被水の影響を受けない設計とする。 

(6) 多重性又は多様性を有している溢水防護対象設備は、溢水が発生した場合でも同時に安

全機能を損なうことがないよう別区画に設置する設計とする。 

 

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 

 

 1.7.5.3 蒸気の影響への対策 

溢水防護対象設備が放出された蒸気により安全機能を損なわないよ

う、以下に示すいずれか又は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 漏水検知器等により蒸気の溢水の発生を早期に検知し、中央

制御室からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に

隔離できる設計とする。 

(2) 溢水防護区画外の蒸気放出に対しては、壁等による流入防止

対策を図り蒸気の流入を防止する設計とする。壁等は、放出され

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

4. 溢水の影響評価方針及び防護設計方針 

4.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

4.2.3 蒸気の影響に対する防護設計方針 

溢水防護対象設備が放出された蒸気により安全機能を損なわないよう、以下に示すいずれ

か又は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 漏水検知器及び漏水警報盤及び副盤により蒸気の溢水の発生を早期に検知し、中央制御

室からの遠隔操作又は現場操作により漏えい箇所を早期に隔離できる設計とする。 

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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た蒸気流入を防止できる設計とするとともに、溢水の要因となる

地震等により生じる環境や荷重条件に対して当該機能が損なわ

れない設計とする。 

(3) 放出された蒸気を原子炉建家外へと逃がすブローアウトパネ

ルを設け、溢水防護区画へ影響が及ばない設計とするとともに、

溢水の要因となる地震等により生じる環境や荷重条件に対して

当該機能が損なわれない設計とする。 

(4) 蒸気に曝される溢水防護対象設備は、蒸気に対して耐性を有

する機器を用い、蒸気の影響を受けない設計とする。 

 

(2) 溢水防護区画外の蒸気放出に対しては、壁等による流入防止対策を図り蒸気の流入を防

止する設計とする。壁等は、放出された蒸気流入を防止できる設計とするとともに、溢水

の要因となる地震等により生じる環境や荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計

とする。 

(3) 放出された蒸気を原子炉建家外へと逃がすブローアウトパネルを設け、溢水防護区画へ

影響が及ばない設計とするとともに、溢水の要因となる地震や火災等により生じる環境や

荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

(4) 蒸気に曝される溢水防護対象設備について、蒸気に対して耐性を有する計器を用いるも

のとする。 

 

 (溢水による損傷の防止等) 

第九条 安全施設は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射

性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を

含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えい

しないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

1 について 

原子炉施設内に設置された機器及び配管の想定破損による溢

水、火災の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢

水、地震による機器の破損（スロッシングを含む。）により生じ

る溢水が生じた場合においても、原子炉を停止でき、放射性物質

の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、

引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに使用済燃料の

貯蔵機能を維持できる設計とする。 

   
 添付書類八の次の項目参照 

1. 安全設計 

 

    

【第 3編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち溢水対策機器（漏水検知器等）】 

3. 設計 

3.1 設計条件 

安全施設の中から、原子炉を安全に停止・維持でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持

するための設備を溢水防護対象設備として選定する。さらに、使用済燃料貯蔵プールにお

いては、貯蔵プール冷却機能及び貯蔵プールへの給水機能を維持できる設計とする。溢水

防護対象設備を表 3.1.1「溢水防護対象設備一覧」に示す。 

原子炉施設内における溢水の発生に対して、溢水防護対象設備が没水、被水及び蒸気の

影響を受けてその安全機能を損なうことがないように溢水対策機器を選定する。溢水対策

機器を表 3.1.2「溢水対策機器一覧」に示す。 

溢水対策機器は、早期に溢水の発生を検知する機能、溢水の影響を低減する機能及び防

護する機能を有する機器である。 

なお、溢水対策機器のうち、漏水検知器及び漏水警報盤、ブローアウトパネル及び耐圧

扉、防滴仕様である計器並びに耐環境仕様である計器については、規格品であることから

同一規格品又は同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。 

(1) 排水ポンプ 

排水ポンプは、原子炉建家内にて発生した漏水を非管理区域地下 3階の排水ピッ

トから原子炉建家外に吐出し量 0.32m3/min 以上で排水できる性能を有する設計と

する。 

排水ポンプは 2 台設置し、それぞれ電源系統を独立させる設計とする。 

排水ポンプの電動機は、水の浸入に対する防護措置（JIS C 0920 電気機械器具

の外郭による保護等級(IPコード)（以下、「JIS-C-0920保護等級」という。）の

防まつ形（IP＊4以上の保護等級））がなされた設計とする。 

(2) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤 

漏水検知器は、早期に漏水を検知し、その後の対応（系統の隔離等）を行うこと

で溢水量を低減させるために設置し、漏水の検知、中央制御室に警報を発信し運転

員へ知らせる機能を有する設計とする。漏水検知器は、原子炉建家及び冷却塔に設

置する。 

漏水を検知した場合は、中央制御室に設置されている漏水警報盤又は副盤に警報

を発報する設計とする。 

(3) ブローアウトパネル及び耐圧扉 

ブローアウトパネル及び耐圧扉は、加圧水冷却設備室において配管・機器の破損

による蒸気が発生した場合に、蒸気を建家外に放出する機能を有する設計とする。 

ブローアウトパネルは規定圧力で開放する機能を有するとともに、基準地震動 Ss

における耐震性能を有する設計とする。 

耐圧扉は規定圧力に耐える機能を有するとともに、基準地震動 Ssにおける耐震性

能を有する設計とする。 

(4) 防滴仕様である機器及び計器 

溢水防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがあ

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 
る機器及び計器については、水の浸入に対する防護措置（JIS-C-0920 保護等級の防

まつ形（IP＊4）以上）がなされた設計とする。 

(5) 密封構造（被水防止構造）である機器 

溢水防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがあ

る機器については、機器を密封構造（被水防止構造）として溢水に対する防護措置

がなされた設計とする。 

(6) 耐環境仕様である計器 

防護対象設備のうち、蒸気の影響により機能を喪失させるおそれのある計器につ

いては、蒸気環境下（湿度 100％）において耐えるための防護措置（JIS-C-0920保

護等級の防浸形（IP＊7）以上）がなされた設計とする。 

(7) 加圧水冷却設備の主配管 

溢水源となり得る加圧水冷却設備の主配管について、ターミナルエンド部を有す

る配管が設置されている区画以外の区画における主配管について、原子炉格納容器

貫通部の主配管と同等の性能を有する設計とする。 

 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

1. 概要 

1.1 溢水防護に関する基本方針 

重要安全施設等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全

機能を損なわない設計とする。具体的には、溢水の影響を評価するために想定する原子炉施設

内に設置された機器及び配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止

のために設置される系統からの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）

により生じる溢水に対して、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、

また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに、使用済燃

料の貯蔵機能を維持できる設計並びに使用済燃料貯蔵プールについてはプール水の供給配管

に接続口から注水を行える設計とすることで冷却機能及び給水機能を維持できる設計とする。 

また、原子炉施設内において放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理区域外

へ漏えいしない設計とする。 

ここで、設置許可基準規則第九条及び第十二条並びに溢水評価ガイドの要求事項を踏まえ、

以下に示す設備を、これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」と

いう。）として選定する。 

a. 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必要

な設備 

b. 使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備 

試験研究用等原子炉施設内における溢水として、原子炉施設内に設置された機器及び配管の

破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水を考慮し、

溢水防護対象施設が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なわない設計（多

重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水に関しては、溢水防護

対象設備の配置を踏まえて、最も厳しい条件となる溢水を考慮し、溢水防護対象設備が安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 

 13.プラント補助施設 

13.9 溢水対策機器 

13.9.1 概要 

溢水対策機器は、原子炉建家内に設置された機器及び配管の破損等

【第 3編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち溢水対策機器（漏水検知器等）】 

3. 設計 

3.1 設計条件 

安全施設の中から、原子炉を安全に停止・維持でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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により生じる溢水に対し、溢水の影響を防ぐ又は低減することにより、

溢水防護対象設備が安全機能を損なわないものとする機器である。 

 

13.9.2 設計方針 

溢水対策機器は、次の方針により設計する。 

(1)溢水対策機器は、溢水の発生を早期に検知できるものとする。 

(2)溢水対策機器は、溢水を排水することにより、溢水防護対象設

備への溢水の影響を低減できるものとする。 

(3)溢水対策機器は、溢水による被水及び蒸気の影響を受けないも

のとする。 

(4)溢水対策機器は、溢水により放出された蒸気を原子炉建家外へ

と逃がすことができるものとする。 

 

13.9.3主要設備 

(1)漏水検知器 

漏水検知器は、早期に漏水を検知するために原子炉建家及び冷却

塔に設置する。漏水を検知した場合には、中央制御室に設置されて

いる漏水警報盤又は副盤に警報を発信する。 

(2)排水ポンプ 

排水ポンプは、原子炉建家内にて発生した漏水を原子炉建家外に

排水するため、原子炉建家地下3階に設ける。 

(3) ブローアウトパネル及び耐圧扉  

ブローアウトパネル及び耐圧扉は、加圧水冷却設備室において配

管・機器の破損により発生した蒸気を建家外に放出するために設け

る。 

(4) 防滴仕様の機器及び計器  

溢水防護対象設備のうち、被水の影響により安全機能を損なうお

それがある機器の電動機及び計器について、水の浸入に対する防護

措置（JIS-C-0920保護等級の防まつ形（IP＊4）以上）がなされた

機器及び計器を設ける。  

(5) 密封構造である機器  

溢水防護対象設備のうち、被水の影響により安全機能を損なうお

それがある機器について、機器を密封構造として溢水に対する防護

措置がなされた機器を設ける。  

(6) 耐環境仕様である計器  

溢水防護対象設備のうち、蒸気の影響により機能を喪失させるお

それのある計器について、蒸気環境下に耐えるための防護措置

（JIS-C-0920保護等級の防浸形（IP＊7）以上）がなされた計器を

設ける。 

 

13.9.4 評価 

(1)溢水対策機器は、溢水の発生を早期に検知できる設計となってい

る。 

(2)溢水対策機器は、溢水を排水することにより、溢水防護対象設備へ

の溢水の影響を低減できる設計となっている。 

(3)溢水対策機器は、溢水による被水および蒸気の影響を受けない設計

となっている。 

(4)溢水対策機器は、溢水により放出された蒸気を原子炉建家外へと逃

がすことができる設計となっている。 

するための設備を溢水防護対象設備として選定する。さらに、使用済燃料貯蔵プールにお

いては、貯蔵プール冷却機能及び貯蔵プールへの給水機能を維持できる設計とする。溢水

防護対象設備を表 3.1.1「溢水防護対象設備一覧」に示す。 

原子炉施設内における溢水の発生に対して、溢水防護対象設備が没水、被水及び蒸気の

影響を受けてその安全機能を損なうことがないように溢水対策機器を選定する。溢水対策

機器を表 3.1.2「溢水対策機器一覧」に示す。 

溢水対策機器は、早期に溢水の発生を検知する機能、溢水の影響を低減する機能及び防

護する機能を有する機器である。 

なお、溢水対策機器のうち、漏水検知器及び漏水警報盤、ブローアウトパネル及び耐圧

扉、防滴仕様である計器並びに耐環境仕様である計器については、規格品であることから

同一規格品又は同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。 

(1) 排水ポンプ 

排水ポンプは、原子炉建家内にて発生した漏水を非管理区域地下 3階の排水ピッ

トから原子炉建家外に吐出し量 0.32m3/min 以上で排水できる性能を有する設計と

する。 

排水ポンプは 2 台設置し、それぞれ電源系統を独立させる設計とする。 

排水ポンプの電動機は、水の浸入に対する防護措置（JIS C 0920 電気機械器具

の外郭による保護等級(IPコード)（以下、「JIS-C-0920保護等級」という。）の

防まつ形（IP＊4以上の保護等級））がなされた設計とする。 

(2) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤 

漏水検知器は、早期に漏水を検知し、その後の対応（系統の隔離等）を行うこと

で溢水量を低減させるために設置し、漏水の検知、中央制御室に警報を発信し運転

員へ知らせる機能を有する設計とする。漏水検知器は、原子炉建家及び冷却塔に設

置する。 

漏水を検知した場合は、中央制御室に設置されている漏水警報盤又は副盤に警報

を発報する設計とする。 

(3) ブローアウトパネル及び耐圧扉 

ブローアウトパネル及び耐圧扉は、加圧水冷却設備室において配管・機器の破損

による蒸気が発生した場合に、蒸気を建家外に放出する機能を有する設計とする。 

ブローアウトパネルは規定圧力で開放する機能を有するとともに、基準地震動 Ss

における耐震性能を有する設計とする。 

耐圧扉は規定圧力に耐える機能を有するとともに、基準地震動 Ssにおける耐震性

能を有する設計とする。 

(4) 防滴仕様である機器及び計器 

溢水防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがあ

る機器及び計器については、水の浸入に対する防護措置（JIS-C-0920 保護等級の防

まつ形（IP＊4）以上）がなされた設計とする。 

(5) 密封構造（被水防止構造）である機器 

溢水防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがあ

る機器については、機器を密封構造（被水防止構造）として溢水に対する防護措置

がなされた設計とする。 

(6) 耐環境仕様である計器 

防護対象設備のうち、蒸気の影響により機能を喪失させるおそれのある計器につ

いては、蒸気環境下（湿度 100％）において耐えるための防護措置（JIS-C-0920保

護等級の防浸形（IP＊7）以上）がなされた設計とする。 

(7) 加圧水冷却設備の主配管 

溢水源となり得る加圧水冷却設備の主配管について、ターミナルエンド部を有す

る配管が設置されている区画以外の区画における主配管について、原子炉格納容器

貫通部の主配管と同等の性能を有する設計とする。 
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3.2 設計仕様 

本申請に係る溢水対策機器の設計仕様を次に示す。 

なお、溢水対策機器については同一規格品又は同等以上の性能を有するものと交換でき

るものとする。 

 

(1) 排水ポンプ 

排水ポンプは、原子炉建家内にて溢水による漏水が発生した場合に、漏水を原子

炉建家外に排水できる機能を有する設計とする。設計仕様は以下のとおりとする。 

排水ポンプの配置を図 3.2.1「排水ポンプ配置図」に示す。 

機器名 仕様 
設置数量 

（台） 
設置場所 

排水ポンプ ・吐出し量：0.32m3/min以上 

・電動機：防まつ形（IP＊4 注）以上の保護

等級を有する 

・電源系統：排水ポンプ Aは非常用発電機 A

系統から、排水ポンプ Bは非常用発電機 B

系統から給電 

2 原子炉建家 

 

   注：JIS-C-0920電気機械器具の外郭による保護等級 

 

(2) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤 

漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤は、漏水が発生した場合に、漏水を検知し、

中央制御室に警報を発信させる機能を有する設計とする。設計仕様は以下のとおり

とする。 

漏水検知器の配置を表 3.2.1「漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤設置一覧」

及び図 3.2.2「漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤配置図」に示す。 

機器名 仕様 
設置数量 

（台） 
設置場所 

漏水警報盤 ・漏水を検知した警報を発信し、検知場所を

特定できる。 

1 中央制御室 

副盤 ・漏水を検知した警報を発信し、検知場所を

特定できる。 

1 中央制御室 

漏水検知器
注 

・漏水を検知できる。 

・取付け高さ：床面から高さ 2cm以内 

26 原子炉建家

冷却塔 

   注：漏水検知器の警報は、26 台のうち 22台は漏水警報盤に発報し、4台は副盤に発報す

る。 

 

(3) ブローアウトパネル及び耐圧扉 

ブローアウトパネル及び耐圧扉は、加圧水冷却設備ポンプ室（H-209 室）におい

て蒸気が発生した場合に、蒸気を建家外に放出する機能を有する設計とする。設計

仕様は以下のとおりとする。 

ブローアウトパネル及び耐圧扉は、基準地震動 Ssにおける耐震性能を有する設計

とする。ブローアウトパネル及び耐圧扉の配置を図 3.2.3「ブローアウトパネル及

び耐圧扉配置図」に示す。 

     （ⅰ）ブローアウトパネル 

機器名 仕様 
設置数量 

（台） 
設置場所 
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ブローアウト

パネル 

・開放圧力：3.5kPa（360mmAq）以下 

・扉材質：ステンレス 

・両開き扉 

・破断ピン材質：アルミニウム 

・破断ピン破断部径：3.3±0.05mm 

1 原子炉建家 

（ⅱ）耐圧扉 

N

o 
機器名 仕様 

設置数量 

（台） 
設置場所 

1 耐圧扉 ・耐圧力：6.8kPa（700mmAq）以上 

・扉材質：炭素鋼 

・手動片開き扉 

1 原子炉建家 

2 耐圧扉 ・耐圧力：6.8kPa（700mmAq）以上 

・扉材質：炭素鋼 

・手動片開き扉 

1 原子炉建家 

3 耐圧扉 ・耐圧力：6.8kPa（700mmAq）以上 

・扉材質：炭素鋼 

・手動両開き扉 

1 原子炉建家 

 

(4) 防滴仕様である機器及び計器 

防滴仕様である機器及び計器は、溢水により漏水が生じた場合に、被水による機

器及び計器の機能喪失を防止する設計とする。     設計仕様は以下のとおり

とする。 

機器名 仕様 
設置数量 

（台） 
設置場所 

補助冷却水

循環ポンプの

電動機 

・防まつ形（IP*4 注）以上の保護等級を有す

る 

2 原子炉建家 

非常用空気

浄化設備 排

風機の電動機 

・防まつ形（IP*4 注）以上の保護等級を有す

る 

2 原子炉建家 

非常用空気

浄化設備フィ

ルタユニット

入口弁の電磁

弁 

・防まつ形（IP*4 注）以上の保護等級を有す

る。 

2 原子炉建家 

炉容器冷却水

流量（伝送器） 

・防まつ形（IP*4 注）以上の保護等級を有す

る。 

4 原子炉建家 

補機冷却水流

量（伝送器） 

・防まつ形（IP*4 注）以上の保護等級を有す

る。 

4 冷却塔 

補助冷却水流

量（伝送器） 

・防まつ形（IP*4 注）以上の保護等級を有す

る。 

2 原子炉建家 

注：JIS-C-0920電気機械器具の外郭による保護等級 

 

(5) 密封構造（被水防止構造）である機器 

密封構造（被水防止構造）である機器は、溢水により漏水が生じた場合に、被水

による機器の機能喪失を防止する設計とする。         設計仕様は以下

のとおりとする。 

機器名 仕様 設置数量 設置場所 
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（台） 

補助ヘリウ

ム循環機 

・補助ヘリウム循環機の電動機端子部が保護

カバー（ターミナルボックス）で覆われてい

る。 

・保護カバー（ターミナルボックス）材質：

炭素鋼 

2 原子炉建家 

非常用空気

浄化設備 フ

ィルタユニッ

ト 

・非常用空気浄化設備フィルタユニットの電

気ヒーター端子部が保護カバーで覆われて

いる。 

・保護カバー材質：炭素鋼 

2 原子炉建家 

補助ヘリウム循環機の保護カバーと端子部の位置関係を図3.2.4「補助ヘリウム循

環機構造図」に、非常用空気浄化設備のフィルタユニットの保護カバーと端子部の

位置関係を図3.2.5「非常用空気浄化設備フィルタユニット構造図」に示す。 

 

(6) 耐環境仕様である計器 

耐環境仕様である計器は、蒸気が生じた場合に、機器及び計器が蒸気環境下（湿

度 100％）において耐え得る機能を有する設計とする。設計仕様は以下のとおりと

する。 

計器名 仕様 
設置数量 

（台） 
設置場所 

補助冷却器出

口ヘリウム圧

力（伝送器） 

・防浸形（IP＊7 注）以上の保護等級を有する。 2 原子炉建家 

補助冷却器ヘ

リ ウ ム 流 量

（伝送器） 

・防浸形（IP＊7 注）以上の保護等級を有する。 4 原子炉建家 

注：JIS-C-0920電気機械器具の外郭による保護等級 

 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

4. 溢水の影響評価方針及び防護設計方針 

4.3 溢水対策機器 

各々の溢水防護対象設備に対する溢水の影響評価で、防護対策が必要となった場合には、以

下の防護対策機器を考慮して影響評価を行い、溢水防護対象設備を防護する。 

(1) 漏水検知器並びに漏水警報盤及び副盤 

溢水の発生を検知し、中央制御室に警報を発信し運転員へ知らせるために、漏水検知器（既

設）並びに漏水警報盤（既設）及び副盤（既設）を設置する。漏水検知器は、原子炉建家及び

冷却塔に設置し、漏水警報盤及び副盤は中央制御室に設置する。 

運転員は、漏水の検知により溢水源のポンプ停止、弁の閉操作等により漏えい箇所を隔離し、

溢水量を低減する措置を講ずる。 

図 4.3に漏水検知器の配置を示す。 

(2) 排水ポンプ 

原子炉建家内の非管理区域で発生した溢水を建家外に排水し、溢水量を低減するために排水

ポンプ（立軸ディフューザー型）（既設）を 2基、原子炉建家非管理区域地下 3階に設置する。 

排水ポンプは、被水の影響を受けない防滴仕様とし、没水しない位置に設置する。また、排

水ポンプ 2基それぞれについて別系統より電源を供給することとする。 

図 4.4に排水ポンプの配置を示す。 

(3) ブローアウトパネル、耐圧扉 

H-209 室（加圧水冷却設備室）の配管破損により発生した蒸気が他区画に影響を与えないよ
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うに建家外に放出させるため、当該区画にブローアウトパネル（既設）及び耐圧扉（既設）を

設置する。 

図 4.5に耐圧扉、ブローアウトパネルの概要を示す。 

(4) 防滴仕様である機器及び計器 

防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがある機器及び計器

については、水の浸入に対する防護措置（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IP

コード)」における第二特性数字 4 以上相当の保護等級を有する）がなされた設計とする。 

(5) 密封構造（被水防止構造）である機器 

防護対象設備のうち、溢水の影響により被水し機能を喪失させるおそれがある機器について

は、機器を密封構造（被水防止構造）として溢水に対する防護措置がなされた設計とする。 

 (6) 耐環境仕様である計器 

防護対象設備のうち、蒸気の影響により機能を喪失させるおそれのある計器については、蒸

気環境下（湿度 100％）において耐えるための防護措置（「JIS C 0920 電気機械器具の外郭に

よる保護等級(IPコード)」における第二特性数字 7以上相当の保護等級を有する）がなされた

設計とする。 

また、原子炉施設

内の放射性物質を含

む液体を内包する容

器、配管その他の設

備から放射性物質を

含む液体があふれ出

た場合において、当

該液体が管理区域外

へ漏えいしない設計

とする。 

【添付書類八】 

1. 安全設計 

1.7溢水防護 

1.7.1 溢水防護に関する基本方針 

原子炉施設内で溢水が発生した場合においても、原子炉を停止でき、

放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある

場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに、使用済

燃料の貯蔵機能を維持できる設計とする。また、使用済燃料貯蔵プー

ルについてはプール水の供給配管に接続口から注水を行える設計とす

ることで冷却機能及び給水機能を維持できる設計とする。 

また、原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管

その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計とする。 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

1. 概要 

ＨＴＴＲにおいては、建設の設計段階から溢水影響を考慮した設計及び機器配置を実施してい

る。具体的には、工学的安全施設、安全保護系等の安全機能を有する系統で多重性又は多様性及

び独立性を要求される系統は、必要に応じて各系統を十分な距離をとって分散配置する若しくは

障壁を設ける等によって、一方の系統の破損等が他の系統にその影響が波及し、その安全機能が

喪失しない設計としている。また、区画の入口扉の開閉方向、機器の基礎高さ等の考慮を実施す

るとともに、重要安全施設又は安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する安全施設（以下「重

要安全施設等」という。）である計装設備や電源系統が設置されている非管理区域において発生

する溢水を原子炉建家最下層に設置された一般排水設備に集積し、排水が可能な設計としてい

る。 

本評価書は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以

下「設置許可基準規則」という。）第九条（溢水による損傷の防止等）」の要求事項を踏まえ、「原

子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 26年 8月 6日原規技発第 1408064 号原子力規制委

員会決定）」（以下「溢水評価ガイド」という。）を参考とし、重要安全施設等は、試験研究用等

原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわない設計となっている

ことを確認するものである。 

 

1.1 溢水防護に関する基本方針 

重要安全施設等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全

機能を損なわない設計とする。具体的には、溢水の影響を評価するために想定する原子炉施設

内に設置された機器及び配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止

のために設置される系統からの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）

により生じる溢水に対して、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、

また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに、使用済燃

料の貯蔵機能を維持できる設計並びに使用済燃料貯蔵プールについてはプール水の供給配管

に接続口から注水を行える設計とすることで冷却機能及び給水機能を維持できる設計とする。 

また、原子炉施設内において放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理区域外

へ漏えいしない設計とする。 

ここで、設置許可基準規則第九条及び第十二条並びに溢水評価ガイドの要求事項を踏まえ、

以下に示す設備を、これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」と

いう。）として選定する。 

a. 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必要

な設備 
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b. 使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備 

試験研究用等原子炉施設内における溢水として、原子炉施設内に設置された機器及び配管の

破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水を考慮し、

溢水防護対象施設が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なわない設計（多

重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水に関しては、溢水防護

対象設備の配置を踏まえて、最も厳しい条件となる溢水を考慮し、溢水防護対象設備が安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 1.7.4 溢水影響評価 

1.7.4.1 溢水影響評価で想定する溢水 

(2) 放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価 

放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から

放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、 当該液体が

管理区域外へ漏えいしない設計とする。 

放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの影響評価で

は、溢水の管理区域外への漏えいの有無を設備の配置の観点から

評価するとともに、配置上管理区域外への漏えいが否定できない

箇所については、設けられた段差を上回らないことをもって管理

区域外へと漏えいしないことを評価する。 

 

1.7.4.3 溢水影響評価で想定する溢水経路 

溢水経路の想定にあたり、以下の事項を考慮する。 

(4) 放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価で

は、管理区域より非管理区域への漏えいがないことを確認するた

め、管理区域に設けられた段差を考慮する。 

 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

9. 放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価 

9.1 概要 

ＨＴＴＲの管理区域内の機器の破損により生じた溢水が、管理区域外へ漏えいしないことを

確認する。 

 

9.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

ＨＴＴＲにおいては、放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備の破損によ

って当該容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれた場合においても当該液

体が管理区域外へ漏えいしないよう、以下に示すいずれか又は組合せによる対策を講じる設計

とする。 

(1) 放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は、全て管理区域内に設置する設計とす

る。 

(2) 放射性物質を含む液体が管理区域内に漏えいした場合に、非管理区域に漏えいすること

がないように、管理区域の下階が管理区域となるように配置上できる限り考慮する設計と

する。 

(3) 図9.1に示すように、放射性物質を含む液体が1階の管理区域出入口から非管理区域に漏

えいすることがないように、基本的に、放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は

1階よりも下階となるように配置上できる限り考慮している。また、配置上、管理区域内

より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない箇所については、堰や段差等によっ

て、非管理区域側へ溢水しない設計とする。 

 

9.3 ＨＴＴＲにおける放射性物質を含む液体を内包する設備 

ＨＴＴＲは黒鉛減速ガス冷却型原子炉であるため、放射性物質を含む液体を内包する設備が

少なく、さらに放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は 1階よりも下階となるように

配置上できる限り考慮している。 

配置上、管理区域内より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない設備として、液体廃

棄物の廃棄設備（廃液槽への配管）及び使用済燃料貯蔵設備の貯蔵プールの水が挙げられる。 

 

9.4 評価対象 

当該評価が必要な対象は以下の 4か所である。 

(1) 管理区域内の放射能測定室（K-401室）の下階に、非管理区域のバスダクトスペース

（H-370室）が設定されている。 

(2) 管理区域である燃料取扱フロア（N-409室）に設置されている大型機器の搬出入用扉の

外側に非管理区域が設定されている。 

(3) 管理区域である放射能測定室系換気空調機械室（K-408室）に設置されている物品搬出

入用扉の外側に非管理区域（屋外）が設定されている。 

(4) 管理区域である出入管理室の手洗い室（K-403室）の隣に、非管理区域が設定されてい

る。 
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9.5 評価結果 

評価対象について評価した結果は以下のとおりである。 

 

9.5.1「管理区域内の放射能測定室（K-401室）の下階に、非管理区域のバスダクトスペー

ス（H-370室）が設定されている」事項に対する評価 

K-401 室における放射性物質を含む液体の取扱量は、分析用として 1 リットル×4、0.08

リットル×3、放射性の液体（分析依頼するもの）として 0.5 リットル×2×3であり、合

計 7.24リットルが最大取扱量となる。 

当該部屋における床面は、ひび割れ等がないことを定期的に確認すると共に、K-403室

へ漏えいしたとしても、ハンドフットクロスモニタ脇に設置されている 110mm の段差にお

いてせき止められるため、非管理区域へ溢水することはないことを確認した。 

 

9.5.2 「管理区域である燃料取扱フロア（N-409室）に設置されている大型機器の搬出入用

扉の外側に非管理区域が設定されている」事項に対する評価 

N-409 室には、放射性物質を含む液体を内包する設備がないため、管理区域外へ放射性

物質を含む液体が漏れだすおそれはない。 

なお、使用済燃料貯蔵プールは N-409室の床下に位置しているが、蓋が設置されており、

地震時のスロッシングによっても使用済燃料貯蔵プールから N-409室へ水が漏れ出すこ

とはなく、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることがないことを確認した。 

 

 

9.5.3 「管理区域である放射能測定室系換気空調機械室（K-408 室）に設置されている物品

搬出入用扉の外側に非管理区域（屋外）が設定されている。」事項に対する評価 

K-408 室には、放射性物質を含む液体を内包する設備がないため、放射性物質を含む液

体が管理区域外へ漏えいすることがないことを確認した。 

 

9.5.4 「管理区域である出入管理室の手洗い室（K-403 室）の隣に、非管理区域が設定され

ている。」事項に対する評価 

出入管理室である K-403室は管理区域であり、手洗い場が設置されている。当該手洗い

に使用した水は液体廃棄物として地下に設置された液体廃棄物の廃棄設備（廃液槽）へと

導かれる。 

この廃液槽へ導かれる配管が破損し水が流出することを想定し、配管内の全量が漏えい

するとした場合、その溢水量は 8リットルとなる。 

K-403 室の有効床面積は 26.6m2であるため、8 リットル漏えいさせた場合の没水高さは

0.3mm となり、ハンドフットクロスモニタ脇に設置されている 110mm の段差においてせき

止められるため、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることがないことを確認

した。 

管理区域と非管理区域の位置関係、段差及び手洗いの位置関係を考慮した流出経路を図

9.2に示す。 

 

 1.7.5 溢水の影響への対策 

1.7.5.4 放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えい防止対策 

放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備の破損に

よって当該容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふ

れた場合においても当該液体が管理区域外へ漏えいしないよう、以下

に示すいずれか又は組合せによる対策を講じる設計とする。 

(1) 放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は、全て管理

区域内に設置する。 

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

9. 放射性物質を含む液体の管理区域外への溢水の影響評価 

9.2 溢水の影響に対する防護設計方針 

ＨＴＴＲにおいては、放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備の破損によ

って当該容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれた場合においても当該液

体が管理区域外へ漏えいしないよう、以下に示すいずれか又は組合せによる対策を講じる設計

とする。 

(1) 放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は、全て管理区域内に設置する設計とす
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(2) 放射性物質を含む液体が管理区域内に漏えいした場合に、非

管理区域に漏えいすることがないように、管理区域の下階が管理

区域となるように配置上できる限り考慮する。 

(3) 配置上、管理区域内より非管理区域に漏えいするおそれが否

定できない箇所については、段差を設けることにより非管理区域

側へ漏えいしない設計とする。 

 

る。 

(2) 放射性物質を含む液体が管理区域内に漏えいした場合に、非管理区域に漏えいすること

がないように、管理区域の下階が管理区域となるように配置上できる限り考慮する設計と

する。 

(3) 図9.1に示すように、放射性物質を含む液体が1階の管理区域出入口から非管理区域に漏

えいすることがないように、基本的に、放射性物質を含む液体を内包する機器及び配管は

1階よりも下階となるように配置上できる限り考慮している。また、配置上、管理区域内

より非管理区域に漏えいするおそれが否定できない箇所については、堰や段差等によっ

て、非管理区域側へ溢水しない設計とする。 

 

 (溢水による損傷の防止等) 

第九条 安全施設は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した

場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

2 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射

性物質を含む液体を内包する容器、配管その他設備から放射性物質を

含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えい

しないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

2 について 

原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管そ

の他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合におい

て、当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計とする。 

 

   
 添付書類八の次の項目参照 

1. 安全設計 

 

    

【3-1．溢水対策機器（漏水検知器等）に関する説明書】 

1. 概要 

ＨＴＴＲにおいては、建設の設計段階から溢水影響を考慮した設計及び機器配置を実施してい

る。具体的には、工学的安全施設、安全保護系等の安全機能を有する系統で多重性又は多様性及

び独立性を要求される系統は、必要に応じて各系統を十分な距離をとって分散配置する若しくは

障壁を設ける等によって、一方の系統の破損等が他の系統にその影響が波及し、その安全機能が

喪失しない設計としている。また、区画の入口扉の開閉方向、機器の基礎高さ等の考慮を実施す

るとともに、重要安全施設又は安全機能の重要度が特に高い安全機能を有する安全施設（以下「重

要安全施設等」という。）である計装設備や電源系統が設置されている非管理区域において発生

する溢水を原子炉建家最下層に設置された一般排水設備に集積し、排水が可能な設計としてい

る。 

本評価書は、「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以

下「設置許可基準規則」という。）第九条（溢水による損傷の防止等）」の要求事項を踏まえ、「原

子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 26年 8月 6日原規技発第 1408064 号原子力規制委

員会決定）」（以下「溢水評価ガイド」という。）を参考とし、重要安全施設等は、試験研究用等

原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわない設計となっている

ことを確認するものである。 

 

1.1 溢水防護に関する基本方針 

重要安全施設等は、試験研究用等原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全

機能を損なわない設計とする。具体的には、溢水の影響を評価するために想定する原子炉施設

内に設置された機器及び配管の破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止

のために設置される系統からの放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）

により生じる溢水に対して、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、

また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに、使用済燃

料の貯蔵機能を維持できる設計並びに使用済燃料貯蔵プールについてはプール水の供給配管

に接続口から注水を行える設計とすることで冷却機能及び給水機能を維持できる設計とする。 

また、原子炉施設内において放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理区域外

へ漏えいしない設計とする。 

ここで、設置許可基準規則第九条及び第十二条並びに溢水評価ガイドの要求事項を踏まえ、

以下に示す設備を、これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」と

いう。）として選定する。 

a. 重要度の特に高い安全機能を有する系統が、その安全機能を適切に維持するために必要

な設備 

b. 使用済燃料の貯蔵機能を適切に維持するために必要な設備 

試験研究用等原子炉施設内における溢水として、原子炉施設内に設置された機器及び配管の

破損により生じる溢水、原子炉施設内で生じる火災の拡大防止のために設置される系統からの

放水による溢水、地震時の機器の破損（スロッシングを含む。）により生じる溢水を考慮し、

溢水防護対象施設が没水、被水及び蒸気の影響を受けて、その安全機能を損なわない設計（多

影響評価は、設置

変更許可書の記

載内容としてお

り整合している。 
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重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

自然現象により発生する溢水及びその波及的影響により発生する溢水に関しては、溢水防護

対象設備の配置を踏まえて、最も厳しい条件となる溢水を考慮し、溢水防護対象設備が安全機

能を損なわない設計とする。 

 

 
 



 

添
6
 
－

 
1
 －

 
6
8 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

五 試験研究用等原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備 

 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般

構造 

 

(3)その他の主要な構造 

 (ⅰ)原子炉施設は、(1)耐震構造、

(2)耐津波構造に加え、次の基本的方

針のもとに安全設計を行う。 

 

 

 

 

ad.(多量の放射性物質等を放出する

事故の拡大の防止 

原子炉施設は、発生頻度が設計基

準事故より低い事故であって、当該

施設から多量の放射性物質又は放射

線を放出するおそれがあるものが発

生した場合において、当該事故の拡

大を防止するために必要な措置を講

じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.8 多量の放射性物質を放出するおそれのある事故に対する基本方針 

原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から

多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合にお

いて、当該事故の拡大を防止するために目張り等による原子炉建家の気密の改

善、さらに使用済燃料貯蔵プールへの冷却水の注入による使用済燃料の冷却等、

必要な措置を講じる設計とする。 

 

 

(多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止) 
第五十三条 試験研究用等原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故

であって、当該施設から多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるも

のが発生した場合において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じ

たものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

1について 

原子炉施設は、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって、当該施設から

多量の放射性物質又は放射線を放出するおそれがあるものが発生した場合にお

いて、当該事故の拡大を防止するために、目張り等による原子炉建家の気密の改

善、さらに使用済燃料貯蔵プールへの冷却水の注入による使用済燃料の冷却等、

必要な措置を講じる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第4編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち多量の放射性物質等を放

出する事故の拡大の防止対策機器(消防自動車・ホース、可搬型計器・可搬型発

電機等)】 

3. 設計・評価 

多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材等として以

下を設ける。 

(1) 使用済燃料貯蔵プールへ注水するための資機材 

(2) 可搬型発電機 

(3) 防護機材 

(4) 原子炉建家からの放射性物質の放散を抑制するための資機材 

 

3.1 設計条件 

(1) 消防自動車・ホース 

種類 条件 

消防自動車 

・消防用吸管を用いて、機械棟の貯水槽、夏海湖から

消防自動車の水槽へ揚水できること。 

・消防自動車から補給水系配管まで（距離：約 40m）を

送水できること。 

・使用済燃料貯蔵プールに 1 日当たり 3.0m3給水できる

こと。 

緊急注水用ホー

ス 

・消防自動車から補給水系配管まで（距離：約 40m）を

接続できること。 

・消防自動車の吐出口（65A）及び補給水配管（1B(25A)）

に接続できること。 

消防用吸管 
・取水時の消防自動車の停止位置から水源まで（距離：

約 10m）届くこと。 

 

(2) 可搬型計器・可搬型発電機等 

可搬型計器・可搬型発電機等は、多重性を考慮するために 2式を分散して保

管するものとする。 

種類 条件 

ディストリビュ

ータ 

・既設の計装盤から既設の伝送器に DC 24V を供給でき

ること。 

・伝送器からの入力を DC 1～5Vで出力できること。 

記録計 

・DC 1～5Vの入力を記録できること。 

・既設の Kタイプの熱電対の入力を記録できること。 

・3チャンネル以上測定できること。 

キャリブレータ 

・既設の伝送器に内蔵の電源により DC 24V を供給でき

ること。 

・電圧（入力信号）を電流に変換できること。 

温度、圧力及び

中性子束監視用

可搬型発電機 

・ディストリビュータ 2台、記録計 1台が使用でき、

これに加えて既設の計装盤を通じて中性子検出器を

使用できる電力（単相交流、100V、2kVA）を供給で

きること。 

・軽油で稼働すること。 

中性子束監視用

可搬型発電機 

・既設の計装盤を通じて中性子検出器を使用できる電

力（単相交流、100V、1.5kVA）を供給できること。 

・軽油で稼働すること。 

 

 

 

設計条件は、設置変更

許可申請書の基本方

針、適合のための設計

方針を具体化しており

整合している。 
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後備停止系駆動

装置の駆動用可

搬型発電機 

・後備停止系の電動機が作動できる電力（三相交流、

200V、1.8kVA）を供給できること。 

・軽油で稼働すること。 

 

(3) その他資機材 

その他資機材のうち、瓦礫撤去用工具は多重性を考慮するために 2式を分散

して保管するものとする。 

 
 

種類 条件 

目張り用資機材 ・原子炉建家外壁等の目張りができること。 

防護具 
・放射性物質に対する呼吸保護具であること。 

・放射性物質に対する防護衣であること。 

瓦礫撤去用工具 ・瓦礫撤去に使用できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌ その他試験研究用等原子炉の附

属施設の構造及び設備 

 

(3) その他の主要な事項 

 

(ⅳ) 多量の放射性物質等を放出す

る事故の拡大の防止のための資機材 

1 次冷却設備二重管破断に閉じ込

め機能の喪失が重畳するような事象

が発生した場合には、多量の放射性

物質等の放出のおそれがある。また、

使用済燃料貯蔵プールの冷却機能が

喪失する事象が発生した場合には、

使用済燃料の破損のおそれがある。

これらの多量の放射性物質等を放出

する事故の拡大の防止のため、あら

かじめ以下の資機材等を設ける。 

 

a.防護機材 

1 次冷却設備二重管破断に閉じ込

め機能の喪失が重畳する事象が発生

し、多量の放射性物質等を放出する

おそれがある場合に運転員の内部被

ばく等を抑制するためのチャコール

フィルタ付きマスク等の防護機材を

用意する。 

 

b.原子炉建家からの放射性物質の放

散を抑制するための資機材 

1 次冷却設備二重管破断に閉じ込

め機能の喪失が重畳する事象が発生

し、多量の放射性物質等の放出のお

17. 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止 

1次冷却設備二重管破断に閉じ込め機能の喪失が重畳するような事象が発生した

場合には、多量の放射性物質等の放出のおそれがある。また、使用済燃料貯蔵プー

ルの冷却機能が喪失する事象が発生した場合には、使用済燃料の破損のおそれがあ

る。これらの多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のため、あらかじめ以

下の資機材等を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 防護機材 

1次冷却設備二重管破断に閉じ込め機能の喪失が重畳する事象が発生し、多量の

放射性物質等を放出するおそれがある場合に運転員の内部被ばく等を抑制するため

のチャコールフィルタ付きマスク等の防護機材を用意する。 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉建家からの放射性物質の放散を抑制するための資機材 

1次冷却設備二重管破断に閉じ込め機能の喪失が重畳する事象が発生し、多量の

放射性物質等の放出のおそれがある場合に建家の気密を改善して影響緩和を図るた

め、気密の低下した開口部の目張り等を行うための資機材を用意する。 

 

【第4編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち多量の放射性物質等を放

出する事故の拡大の防止対策機器(消防自動車・ホース、可搬型計器・可搬型発

電機等)】 

3.2 設計仕様 

本申請に係る消防自動車・ホース、可搬型計器・可搬型発電機等、その他資機

材の設計仕様を以下に示す。消防自動車・ホース、可搬型計器・可搬型発電機等、

その他資機材については、同等以上の性能を有するものと交換できるものとす

る。 

温度、圧力及び中性子束監視用可搬型発電機、記録計並びにキャリブレータは、

全交流動力電源喪失時の対応機器のものを共用する。また、ディストリビュータ

のうち 2 台は、全交流動力電源喪失時の対応機器のものを共用する。 

(1) 消防自動車・ホース 

緊急注水用ホースについて、本申請の範囲を第 3.1図に示す。緊急注水用ホ

ースを第 3.1 図に示す既設の補給水系配管※に接続して注水を行う。水源とし

ては、ＨＴＴＲ機械棟の共用水槽及び夏海湖の貯水を利用する。また、必要に

応じて大洗研究所内にある水源となるものも利用する。 

種類 数量 仕様 

消防自動車 1 台 

・ポンプが動力消防ポンプの技術上の規

格を定める省令における B-2 級以上 

・高低差 6.5m以上を揚水できること。 

・1.0m3以上の水槽を装備していること。 

緊急注水

用ホース 

媒 介 金

具 
1 個 

・消防用ホースに使用する差込式の結合

金具の技術上の規格を定める省令に

適合した媒介金具（65A→40A）である

こと。 

消防用 

ホース 
2 本 

・長さが合計で 40m（20m×2 本）以上で

呼称 40A であること。 

・消防用ホースの技術上の規格を定める

省令に適合した消防用ホースである

こと。 

ネ ジ 込

み 式 フ
1 個 ・呼び径が 1B(25A)であること。 

消防自動車・ホース、

可搬型計器・可搬型発

電機等の設計仕様は、

設置変更許可書の記載

内容と整合している。 



 

添
6
 
－

 
1
 －

 
7
0 

設置変更許可申請書（本文） 設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 

それがある場合に建家の気密を改善

して影響緩和を図るため、気密の低

下した開口部の目張り等を行うため

の資機材を用意する。 

 

c.使用済燃料貯蔵プールへ注水する

ための資機材 

使用済燃料貯蔵プールの冷却機能

が喪失する事象が発生し、使用済燃

料の破損のおそれがある場合に使用

済燃料の冷却を目的として、使用済

燃料貯蔵プールに注水するための消

防自動車及び仮設ホース等を配備す

る。水源としては、ＨＴＴＲ機械棟

の共用水槽及び夏海湖の貯水等を利

用する。 

d.可搬型発電機 

全交流電源喪失時に直流電源設備

の蓄電池枯渇以降の原子炉を監視す

るため、原子炉停止機能の喪失に電

源喪失が重畳した場合に中性子束を

連続的に監視するため及び原子炉停

止機能の喪失に電源喪失が重畳した

場合に後備停止系駆動装置を直接駆

動するために必要な可搬型発電機 3

台 2組を用意する。 

原子炉を監視するための可搬型発

電機（温度、圧力及び中性子束監視

用可搬型発電機）は、温度、圧力及

び中性子束を監視する計器等へ電源

を供給するために必要な容量 2 kVA/

基以上のもの 1 台 2組を用意する。

中性子束を連続的に監視するための

可搬型発電機（中性子束監視用可搬

型発電機）は、1.5 kVA/基以上のも

の 1台 2 組を用意し、温度、圧力及

び中性子束監視用可搬型発電機を活

用して、可搬型発電機の燃料補給時

においても中性子束を連続的に監視

できるようにする。後備停止系駆動

装置を直接駆動するための可搬型発

電機（後備停止系駆動装置駆動用可

搬型発電機）は、1.8 kVA/基以上の

もの 1台 2組を用意する。 

可搬型発電機は、多重性を考慮し

て 3台 2 組をそれぞれ原子炉建家以

外の独立した場所に保管する。 

可搬型発電機は、直流電源設備の蓄

 

 

 

 

 

(3) 使用済燃料貯蔵プールへ注水するための資機材 

使用済燃料貯蔵プールの冷却機能が喪失する事象が発生し、使用済燃料の破損

のおそれがある場合に使用済燃料の冷却を目的として、使用済燃料貯蔵プールに注

水するための消防自動車及び仮設ホース等を配備する。水源としては、ＨＴＴＲ機械棟

の共用水槽及び夏海湖の貯水等を利用する。 

 

 

 

 

 

 

(4) 可搬型発電機 

全交流電源喪失時に直流電源設備の蓄電池枯渇以降の原子炉を監視するため、

原子炉停止機能の喪失に電源喪失が重畳した場合に中性子束を連続的に監視する

ため及び原子炉停止機能の喪失に電源喪失が重畳した場合に後備停止系駆動装置

を直接駆動するために必要な可搬型発電機3台2組を用意する。 

原子炉を監視するための可搬型発電機（温度、圧力及び中性子束監視用可搬型発

電機）は、温度、圧力及び中性子束を監視する計器等へ電源を供給するために必要

な容量2 kVA/基以上のもの1台2組を用意する。中性子束を連続的に監視するための

可搬型発電機（中性子束監視用可搬型発電機）は、1.5 kVA/基以上のもの1台2組を

用意し、温度、圧力及び中性子束監視用可搬型発電機を活用して、可搬型発電機の

燃料補給時においても中性子束を連続的に監視できるようにする。後備停止系駆動装

置を直接駆動するための可搬型発電機（後備停止系駆動装置駆動用可搬型発電機）

は、1.8 kVA/基以上のもの1台2組を用意する。 

温度、圧力及び中性子束監視用可搬型発電機は無給油で10時間以上、後備停止

系駆動装置駆動用可搬型発電機は無給油で5時間（後備停止系16基の駆動に要する

時間）以上運転可能とし、その燃料は7日分の監視に必要な量を原子炉施設敷地内の

油脂倉庫に備蓄する。可搬型発電機は、多重性を考慮して3台2組をそれぞれ原子炉

建家以外の独立した場所に保管する。 

これらの可搬型発電機は、原子炉建家内及び屋外それぞれ2箇所に設置ができる

設計とするとともに、使用する事象の発生時における環境条件を考慮した設計とする。 

なお、可搬型発電機を原子炉建家内に設置する場合は、可搬型発電機の給気量を

考慮し、十分に容積のある区画に設置し外気取入れの対策を行うとともに、排気は排

気ダクト等により屋外に排出する設計とする。 

可搬型発電機を使用する事象発生時には、常駐運転員により可搬型発電機を設置

場所まで運搬し、設置場所から監視対象の温度、圧力及び中性子束の計装盤付近ま

でケーブルを敷設し、計器等（記録計及び信号変換器）及び中性子束計装盤に接続

し、電力を給電できる設計とする。 

本資機材等の仕様を第17.1表に示す。 

なお、可搬型発電機のうち温度、圧力及び中性子束監視用は、全交流動力電源喪

失時に用いる可搬型発電機と共用する。多量の放射性物質等を放出するおそれのあ

る事故時において、原子炉の状態を把握するために監視するパラメータは、次のとおり

である。 

ランジ 

消防用吸管 1 本 

・長さが 10m以上であること。 

・消防用吸管の技術上の規格を定める省

令に適合した消防用吸管であること。 

※：4 安（原規）第 312号（平成 4 年 9月 30 日）認可 

 

(2) 可搬型計器・可搬型発電機等 

保管場所を第 3.2図から第 3.5図に示す。また、本申請の範囲を第 3.6図に

示す。可搬型計器・可搬型発電機等を第 3.6 図に示す既設の計装盤等※に接続

して監視を行う。 

可搬型計器は原子炉建家内の 2箇所に各 1 式を分散して保管し、可搬型発電

機は原子炉建家以外の 2箇所に各 1 式を分散して保管するものとする。 

種類 数量 仕様 

ディストリ

ビュータ 

（信号ケーブ

ルを含む。） 

4 台 

（2台 2式） 

・入力電圧 AC 100V 

・DC 24V の伝送器に対応 

・出力 DC 1～5V 

・信号ケーブル DC 4〜20mA 用×2本 

記録計 

（信号ケーブ

ルを含む。） 

2 台 

（1台 2式） 

・入力電圧 AC 100V 

・入力点数が 3 点以上 

・Kタイプ熱電対入力に対応 

・DC 1～5V入力に対応 

・信号ケーブル 

熱電対用×１本、DC 1〜5V用×2 本 

キャリブレ

ータ 

2 台 

（1台 2式） 

・ループ電源機能付で DC 24V の伝送器

に対応 

・電源供給をしながら DC 4～20mA を測

定可能 

温度、圧力及

び中性子束

監視用可搬

型発電機 

2 基 

（1基 2式） 

・ディーゼルエンジン発電機（可搬型） 

・定格電圧 100V 

・定格出力 3.1 kVA 

・定格周波数 50Hz 

・定格力率 1.0 

・相数 単相 

・燃料 軽油 

・燃料タンク容量 15L 

・10.8時間（定格負荷時）、25.4時間（1/4

負荷時） 

・使用場所 原子炉建家扉付近の屋外又

は屋内 

・電源ケーブル（65m以上）×1 本 

・電源ケーブル（62m以上）×1 本 

・排気ダクト（5ｍ以上）×1本 

中性子束監

視用可搬型

発電機 

2 基 

（1基 2式） 

・ディーゼルエンジン発電機（可搬型） 

・定格電圧 100V 

・定格出力 3.1 kVA 

・定格周波数 50Hz 

・定格力率 1.0 
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電池枯渇前にまでに、原子炉建家の設

置場所へ搬入して接続し電源を供給で

きるようにする。 

補助冷却器出口ヘリウム圧力 

原子炉格納容器内圧力 

原子炉圧力容器上鏡温度 

中性子束 

使用済燃料貯蔵プール水位 

 

 

第17.1表 多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止のための資機材等の仕

様 

 

消防自動車  

台  数 1台 

放水圧力 0.7 MPa  

放水量 1.0 m3/min以上 

水槽容量 1.0 m3以上 

温度、圧力及び中性子束監視用可搬型

発電機 

 

型  式 単相交流発電機 

容  量 2 kVA以上/基 

電  圧 100 V 

基  数 2基（1台2組） 

燃  料  軽油 

中性子束監視用可搬型発電機  

型  式 単相交流発電機 

容  量 1.5 kVA以上/基 

電  圧 100 V 

基  数 2基（1台2組） 

燃  料  軽油 

後備停止系駆動装置の駆動用可搬型

発電機 

 

型  式 三相交流発電機 

容  量 1.8 kVA以上/基 

電  圧 200 V 

基  数 2基（1台2組） 

燃  料  軽油 

 

 

 

 

 

・相数 単相 

・燃料 軽油 

・燃料タンク容量 15L 

・10.8時間（定格負荷時）、25.4時間（1/4

負荷時） 

・使用場所 原子炉建家扉付近の屋外又

は屋内 

・電源ケーブル（72m以上）×1 本 

・排気ダクト（5ｍ以上）×1本 

後備停止系

駆動装置の

駆動用可搬

型発電機 

2 基 

（1基 2式） 

・ディーゼルエンジン発電機（可搬型） 

・定格電圧 200V 

・定格出力 4.7 kVA 

・定格周波数 50Hz 

・定格力率 0.8 

・相数 三相 

・燃料 軽油 

・燃料タンク容量 15.5L 

・1.6L/h（定格負荷時） 

・使用場所 原子炉建家扉付近の屋外又

は屋内 

・電源ケーブル（72m以上）×1 本 

・排気ダクト（5ｍ以上）×1本 

※：4 安（原規）第 312号（平成 4 年 9月 30 日）認可 

 

以下の項目について、可搬型計器・可搬型発電機等を用いて測定する。 

 

 原子炉圧力容器上鏡温度 

 補助冷却器出口ヘリウム圧力 

 原子炉格納容器内圧力 

 貯蔵プール水位 

 中性子束 

 

(3) その他資機材 

種類 数量 

目張り用資機材 目張り用テープ 20m 

防護資機材 
チャコールフィルタ付き全面マスク 8 個 

防護服 8 枚 

瓦礫撤去用工具 ハンマー・ツルハシ・シャベル 各 1本 2 式 
 

 3. 原子炉及び炉心 

3.2 機械設計 

3.2.5 反応度制御設備 

3.2.5.2 設計方針 

(5) 後備停止系は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故に対して、

基準地震動が発生した際であっても、作動できるようにする。このため、後備停

止系の作動に係る、現場盤、原子炉格納容器貫通部、スタンドパイプ、ホッパ、

駆動軸、ガイド管、電動機等の機器及び制御棒案内ブロック等の炉内構造物は基

【第4編 その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち多量の放射性物質等を放

出する事故の拡大の防止対策機器(消防自動車・ホース、可搬型計器・可搬型発

電機等)】 

3.1 設計条件 

(4) 既設の設備、機器等 

多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時にも機能を期待する以下

の設備、機器等は、基準地震動による地震力に対して耐震余裕を有するものとす

る。このうち、機器・配管系は許容応力状態ⅣAS で耐震余裕を有する設計とする。 

既設の設備、機器等の

設計条件、評価条件は、

設置変更許可書の記載

内容と整合している。 
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準地震動による地震力に対して十分な耐震性を有する設計とする。 

【設置変更許可申請書（添付書類十）】 

4. 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故 

4.2 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定 

4.2.1 原子炉に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定 

(1) 原子炉停止機能の喪失 

（中略） 

c. 制御棒が挿入できない場合、後備停止系の作動操作を行う。非常用発電機が

機能喪失している場合、可搬型発電機により、原子炉の状態を継続的に監視す

るとともに、後備停止系を操作し、原子炉の停止に努める。 

なお、万一すべての停止機能が喪失した場合は、原子炉停止にかかる自主対

策設備を用いて原子炉の停止に努める。本監視に必要な盤については、基準地

震動による地震力に対して十分な耐震性を有する設計とする。 

 

(2) 炉心冷却機能の喪失 

（中略） 

c. 非常用発電機が機能喪失している場合、可搬型発電機により、原子炉の状態

を継続的に監視する。 

本監視に必要な盤については、基準地震動による地震力に対して十分な耐震

性を有する設計とする。 

 

(2) 炉心冷却機能の喪失 

（中略） 

c. 非常用発電機が機能喪失している場合、可搬型発電機により、原子炉の状態

を継続的に監視する。 

本監視に必要な盤については、基準地震動による地震力に対して十分な耐震

性を有する設計とする。 

 

4.2.2 使用済燃料貯蔵設備に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある

事故の想定 

(2) 使用済燃料貯蔵建家使用済燃料貯蔵セル 

（中略） 

なお、使用済燃料貯蔵設備は、耐震重要度を添付書類八「1.4.2 耐震設計上

の重要度分類」に基づき Bクラス及び Cクラスと分類している。しかし、使用済

燃料貯蔵設備に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の想定に

おいては、上記の使用済燃料貯蔵ラックの温度解析における前提条件を成立させ

ること及び遮蔽機能を喪失しないこと並びに未臨界性の確保が必要であること

から、使用済燃料貯蔵建家躯体及び貯蔵ラック等は、基準地震動による地震力に

対して十分な耐震性を有する設計とする。 

 

4.3 多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の拡大の防止 

4.3.1 原子炉に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故の拡大の

防止策 

（中略） 

a. 中央制御室にて、原子炉の状態(止める、冷やす、閉じ込める機能を有する

機器の作動状況等)及び放射線量を把握するとともに、事象の収束まで継続的

に監視する。中央制御室の計器類が機能喪失しており、原子炉の状態が把握で

きない場合は、可搬型計器を計装盤に設置し、可搬型発電機を可搬型計器に接

 

 

設備、機器等 評価対象 

使用済燃料貯蔵建家 使用済燃料貯蔵建家 

後備停止系 
現場盤、原子炉格納容器貫通部、後備停止系

駆動装置 

プール水冷却浄化設備 現場盤、計器スタンション、補給水系配管 

使用済燃料貯蔵設備 
原子炉建家内及び使用済燃料貯蔵建家内の

使用済燃料貯蔵設備貯蔵ラック 

その他監視に必要な

盤、計器 

補助冷却器出口ヘリウム圧力、原子炉格納容

器内圧力、原子炉圧力容器上鏡温度、中性子

束、使用済燃料貯蔵プール水位の監視に必要

な盤、計器 

 

3.3 評価条件 

多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故時にも機能を期待する「3.1 

設計条件 (4)」に記す設備、機器等は、基準地震動による地震力に対して耐震余

裕を有していることを評価により確認する。このうち、機器・配管系は許容応力

状態ⅣASで耐震余裕を有していることを評価により確認する。 
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続することにより、原子炉の状態を把握するとともに、原子炉の状態を継続的

に監視する。本監視に必要な盤については、基準地震動による地震力に対して

十分な耐震性を有する設計とする。 

 

4.3.2 使用済燃料貯蔵設備に係る多量の放射性物質等を放出するおそれのある

事故の拡大の防止策 

(1) 原子炉建家使用済燃料貯蔵プール 

（中略） 

e. 可搬型計器等により水位を確認する。本監視に必要な盤については、基準地

震動による地震力に対して十分な耐震性を有する設計とする。 

 

 
 



 
 

 

 

 

6-2．大洗研究所原子炉施設等品質マネジメント計画

書に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構大洗研究所(北地区)原子炉設置変更許可

申請書」との整合性に関する説明書 
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 大洗研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書に係る「国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構大洗研究所(北地区)原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

九 試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

 

試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項につ

いて、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は、次の品質管理体制の計

画（以下「品質管理計画」という。）に定める要求事項に従って、保安活動の計画、実施、評価及び改

善を行う。 

 

【品質管理計画】 

 

1. 目的 

機構は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和 2

年原子力規制委員会規則第 2 号）に基づき、原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な

体制を品質マネジメントシステムとして構築し、原子力の安全を確保することを目的とする。 

 

 

 

2. 適用範囲 

本品質管理計画の第 4章から第 8章までは、原子炉施設において実施する保安活動に適用する。 

 

 

 

 

3. 定義 

本品質管理計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関す

る規則の解釈に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洗研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書（QS-P12） 

 

 

 

 

1. 目的 

本品質マネジメント計画書は、大洗研究所（以下「研究所」という。）の原子炉施設及び核燃料物質

使用施設等（以下「原子炉施設等」という。）における保安活動に関して、原子力施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和 2年原子力規制委員会規則第 2号）及び原

子炉施設等の保安規定に基づき、原子炉施設等の安全の確保・維持・向上を図るための保安活動に係る

品質マネジメントシステムを構築し、実施し、評価確認し、継続的に改善することを目的として定める。 

 

2. 適用範囲 

本品質マネジメント計画書の第 4章から第 8章までは、建設段階、運転段階及び廃止段階の原子炉施

設等において実施する保安活動に適用する。 

第 9章は、使用施設等（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。）について適用

する。 

 

3. 定義 

本品質マネジメント計画書における用語の定義は、次の事項、原子力施設の保安のための業務に係る

品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の基準に関する規則の解釈並びに JIS Q 9000：2015 品質マネジメントシステム－基本及び用語

に従うものとする。 

(1) 保安活動 

原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 

(2) 不適合 

要求事項に適合していないことをいう。 

(3) プロセス 

意図した結果を生み出すための相互に関連し、又は作用する一連の活動及び手順をいう。 

(4) 品質マネジメントシステム 

保安活動の計画、実施、評価及び改善に関し、原子力事業者等が自らの組織の管理監督を行うた

めの仕組みをいう。 

(5) 原子力の安全のためのリーダーシップ 

 

 

 

 

 

原子炉設置変

更許可申請書

(共通編本文)

に記載した品

質管理計画を

受け、「原子力

施設の保安の

ための業務に

係る品質管理

に必要な体制

の基準に関す

る規則」に適合

するように策

定した「大洗研

究所原子炉施

設等品質マネ

ジメント計画

書(QS-P12)」に

より設計及び

工事の品質管

理を行うため

整合している。 
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原子力の安全を確保することの重要性を認識し、組織の品質方針及び品質目標を定めて要員がこ

れらを達成すること並びに組織の安全文化のあるべき姿を定めて要員が健全な安全文化を育成し、

及び維持することに主体的に取り組むことができるよう先導的な役割を果たす能力をいう。 

(6) 是正処置 

不適合その他の事象の原因を除去し、その再発を防止するために講ずる措置をいう（「その他の事

象」には、不適合には至らない劣化傾向、不整合等の保安活動又は原子力施設に悪影響を及ぼす可

能性がある事象を含む。以下同じ。）。 

(7) 未然防止処置 

原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を踏まえて、自らの組織

で起こりうる不適合の発生を防止するために講ずる措置をいう。 

(8) 一般産業用工業品 

原子力施設の安全機能に係る機器及びその部品、構造物並びにシステム（以下「機器等」という。）

であって、専ら原子力施設において用いるために設計開発されたもの以外のものをいう。 

(9) 妥当性確認 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に関して、機器等又は保安活動を構成する業務（以

下「個別業務」という。）及びプロセスが実際の使用環境又は活動において要求事項に適合している

ことを確認することをいう。 

(10) 原子力施設 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32年法律第 166号)第 2条第 7項に

規定する原子力施設をいう｡ 

(11) 原子炉施設等 

大洗研究所の原子炉施設及び核燃料物質使用施設等を構成する構築物、系統、機器等の総称をい

う。 

(12) 本部 

機構の本部組織（以下「本部」という。）は、理事長、統括監査の職、安全・核セキュリティ統括

部長、契約部長をいう。 

(13) 研究所担当理事 

大洗研究所担当理事をいう。 

(14) 原子炉主任技術者 

高速実験炉「常陽」、材料試験炉及び高温工学試験研究炉の原子炉主任技術者をいう。 

(15) 所長 

大洗研究所長をいう。 

(16) 品質担当副所長 

研究所の品質マネジメントを担当する副所長をいう。 

(17) 核燃料取扱主務者 

研究所における北地区核燃料取扱主務者及び南地区核燃料取扱主務者をいう。 

(18) 廃止措置主任者 

研究所における廃止措置主任者をいう。 
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4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る組織は、本品質管理計画に従い、保安活動に係る品質マネジメントシステムを確立し、

実施するととともに、その有効性を維持するために、継続的に改善する。 

 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、運用する。

その際、次の事項を考慮し、品質マネジメントシステムの要求事項の適用の程度についてグレード

分けを行う。 

(a) 原子炉施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

(b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすおそれ

のあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

(c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しく

は実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る組織は、原子炉施設に適用される関係法令及び規制要求事項を明確にし、品質マネジ

メントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用を明

確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。 

 

(a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にする。 

(b) プロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確にする。 

 

 

(c) プロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために、必要な保安活動

の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活動指標」という。）並びに当該指

標に係る判断基準を明確にする。 

(19) センター長 

研究所に属するセンター長をいう。 

(20) 部長 

研究所に属する原子炉施設等に関わる部長及び原子力施設検査室長をいう。 

(21) 課長 

研究所に属する原子炉施設等に関わる室長及び課長をいう。 

(22) 従業員等 

職員等（役員、職員、囑託（非常勤を除く。）、常勤職員、常用用員、臨時用員等の日本原子力研

究開発機構（以下「機構」という。）と雇用関係にある者並びに外来研究員、協力研究員及び客員研

究員）及び機構との契約に基づき研究所内に常駐して業務を行っている者をいう。 

(23) 業務 

保安活動を構成する個々のプロセスの実施をいう。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質マネジメント計画書に従い、保安活動に係る品質マネジメントシ

ステムを構築し、文書化し、実施し、維持するとともに、その有効性を評価し、継続的に改善す

る。 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、運用す

る。その際、次の事項を考慮し、品質マネジメントシステムの要求事項の適用の程度についてグ

レード分けを行う。 

(a) 原子炉施設等、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

(b) 原子炉施設等若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼすお

それのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

(c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若し

くは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、原子炉施設等に適用される関係法令及び規制要求事項を明確にし、品質

マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織への適用

を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。 

図 4.1に基本プロセスと各組織への適用に関する「品質マネジメントシステム体系図」を示す。 

(a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を明確にする。 

(b) これらのプロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確にす

る。 

図 4.2に本品質マネジメント計画書の「品質マネジメントシステムプロセス関連図」を示す。 

(c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために、必要

な保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活動指標」という。）

並びに判断基準を明確にする（「5.4.1品質目標」、「7.1業務の計画」、「8.2.3プロセスの監視及
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(d) プロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任

及び権限の明確化を含む。）。 

(e) プロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難な場合は、

この限りでない。 

(f) プロセスについて、業務の計画どおりの結果を得るため、かつ、有効性を維持するために必要

な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

(g) プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

(h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるように適切に

解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに与える潜在的な影響

を特定し、解決することを含む。 

 

(i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に係る要求事項への適合に影響を与える保安活動のプロセ

スを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を明確にし、管理する。 

 

(6) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、次の文書体

系の下に管理する。 

び測定」、「8.2.4検査及び試験」参照）。 

(d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保

する（責任及び権限の明確化を含む。）。（「8.2.3プロセスの監視及び測定」参照） 

(e) これらのプロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及び測定すること

が困難な場合は、この限りでない。 

(f) これらのプロセスについて、「7.1 業務の計画」どおりの結果を得るため、かつ、有効性を維

持するために必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

(g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

(h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるように適切

に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに与える潜在的な

影響を特定し、解決することを含む（「7.2.2業務・原子炉施設等に対する要求事項のレビュー」、

「7.5.2個別業務に関するプロセスの妥当性確認」参照）。 

(i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。これは、技術的、人的及び組織

的な要因の相互作用を適切に考慮して、効果的な取組を通じて、次の状態を目指していること

をいう。 

・原子力の安全及び安全文化の理解が組織全体で共通のものとなっている。 

・風通しの良い組織文化が形成されている。 

・要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持

っている。 

・全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。 

・要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒

めている。 

・原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処

され、その結果が関係する要員に共有されている。 

・安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するた

めの基礎としている。 

・原子力の安全には、セキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要なコミ

ュニケーションを取っている。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・原子炉施設等に係る要求事項への適合に影響を与える保安活動の

プロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を「7.4調達」に従って明

確にし、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う（「6.資源の運用管

理」参照）。 

 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、品質マ

ネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、次の文書体系の下に管
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(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 品質マニュアル 

 

(3) 規則が要求する手順 

 

(4) プロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために必要と判断した指示書、図面等

を含む文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 品質マニュアル 

理事長は、本品質管理計画に基づき、品質マニュアルとして、次の事項を含む品質マネジメント計

画を策定し、維持する。 

(1) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

(2) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

(3) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

(4) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、不適切な使用又は

変更を防止する。 

 

 

 

 

理する。 

また、表 4.2.1に原子炉施設等に係る品質マネジメントシステム文書体系を示す。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 一次文書 

本品質マネジメント計画書 

(3) 二次文書 

この計画書が要求する手順及び組織が必要と判断した規則等の文書及び記録 

(4) 三次文書 

組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、二次文書以外に組織

が必要と判断した指示書、図面等を含む文書及び記録 

 

 

 

品質マネジメントシステム文書体系図 

 

4.2.2 品質マネジメント計画書 

理事長は、次の事項を含む本品質マネジメント計画書を策定し、必要に応じ見直し、維持する。 

(a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

(b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

(c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

(d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

 

4.2.3 文書管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課長は、品質マネ

ジメントシステムで必要とされる文書を管理し、次の事項を含め、不適切な使用又は変更を防止

する。 

ただし、記録となる文書は、「4.2.4記録の管理」に規定する要求事項に従って管理する。 

(a) 文書の組織外への流出等の防止 

(b) 品質マネジメント文書の発行及び改訂に係る審査の結果、当該審査の結果に基づき講じた措

置並びに当該発行及び改訂を承認した者に関する情報の維持 

 

一次文書 

二次文書 

三次文書 

記  録 

 

→品質マネジメント計画書 

 

 

 

→本部要領、研究所規則・要

領、各部要領 

 

 

→作業マニュアル、手順

書、手引書 

 

→記録 
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(2) 保安に係る組織は、適切な品質マネジメント文書が利用できるよう、次に掲げる管理の方法を定

めた手順を作成する。これには、文書改訂時等の必要な時に当該文書作成時に使用した根拠等の情

報が確認できることを含む。 

(a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

(b) 文書は定期的に改訂の必要性についてレビューする。また、改訂する場合は、文書作成時と同

様の手続で承認する。 

(c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参加させる。 

(d) 文書の変更内容の識別及び最新の改訂版の識別を確実にする。 

(e) 該当する文書の最新の改訂版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態

にあることを確実にする。 

(f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

(g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明

確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

(h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、

適切に識別し、管理する。 

 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 保安に係る組織は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示す

ために作成する記録の対象を明確にし、管理する。また、記録は、読みやすく、容易に識別可能か

つ検索可能とする。 

(2) 保安に係る組織は、記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理の方

法を定めた手順を作成する。 

 

 

 

 

5. 経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステ

ムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次の事項を行う。 

(1) 品質方針を設定する。 

(2) 品質目標が設定されていることを確実にする。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

(4) マネジメントレビューを実施する。 

(5) 資源が使用できることを確実にする。 

(6) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、組織内に

周知する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の「文書及び記録管理要領」を定め、所長は大洗研究

所の「大洗研究所文書及び記録の管理要領」を定め、研究所の部長は、各部の文書及び記録の管

理要領を定め、次に掲げる業務に必要な管理の手順を規定する。 

(a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

(b) 文書は定期的に改訂の必要性についてレビューする。また、改訂する場合は、文書作成時と

同様の手続で承認する。 

(c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参加させる。 

(d) 文書の変更内容の識別及び最新の改訂版の識別を確実にする。 

(e) 該当する文書の最新の改訂版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状

態にあることを確実にする。 

(f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

(g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を

明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

(h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合に

は、適切に識別し、管理する。 

(i) 文書の改訂時等の必要な時に文書作成時に使用した根拠等が確認できるようにする。 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課長は、要求事項

への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために作成する記録の対象を

明確にし、管理する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の｢文書及び記録管理要領｣を定め、所長は、大洗研究

所の「大洗研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、各部の文書及び記録の管理要領を

定め、次に掲げる管理の手順を規定する。 

(a) 記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理を行う。 

(b) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

 

5．経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステム

の構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次の事項を行う。 

(1) 品質方針を設定する（「5.3品質方針」参照）。 

(2) 品質目標が設定されていることを確実にする（「5.4.1品質目標」参照）。 

(3) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

(4) マネジメントレビューを実施する（「5.6マネジメントレビュー」参照）。 

(5) 資源が使用できることを確実にする（「6.資源の運用管理」参照）。 

(6) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、組織内

に周知する。 
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(7) 保安活動に関して、担当する業務について理解し遂行する責任を持つことを要員に認識させる。 

 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する責任を考慮

して確実に行われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・原子炉施設

に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由によって損なわれないようにするこ

とを確実にする。 

 

 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす品質方針を設定する。これには、安全文化を育成し維持するこ

とに関するものを含む。 

 

 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責任を持って

関与することを含む。 

(3) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

(4) 組織全体に伝達され、理解される。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、保安に係る組織において、毎年度、品質目標（業務・原子炉施設に対する要求事項を

満たすために必要な目標を含む。）が設定されていることを確実にする。また、保安活動の重要度に

応じて、品質目標を達成するための計画が作成されることを確実にする。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(7) 保安活動に関して、担当する業務について理解し、遂行する責任を持つことを要員に認識させ

る。 

(8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する責任を考

慮して確実に行われるようにする。 

 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・原子炉施設等

に対する要求事項（「7.2.1業務・原子炉施設等に対する要求事項の明確化」及び「8.2.1組織の外部の

者の意見」参照）に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由によって損なわれないようにすること

を確実にする。 

 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす「原子力安全に係る品質方針」を設定する。これには、安全文化

を育成し維持することに関するもの（技術的、人的及び組織的要因並びにそれらの間の相互作用が原子

力の安全に対して影響を及ぼすものであることを考慮し、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して

設定していること。）及び施設管理に関する方針を含む。 

(1) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

(2) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責任を持っ

て関与することを含む。 

(3) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

(4) 組織全体に伝達され、理解される。 

(5) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長に、

毎年度、品質目標（業務・原子炉施設等に対する要求事項を満たすために必要な目標（「7.1 業務

の計画」（4）（b）参照」を含む。）が設定されていることを確実にする。 

また、保安活動の重要度に応じて、次の事項を含む品質目標を達成するための計画（「7.1 業務

の計画」（4）参照）が作成されることを確実にする。 

(a) 実施事項 

(b) 必要な資源 

(c) 責任者 

(d) 実施事項の完了時期 

(e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にする。 

 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 



 

 

 

添
6

 －
 
2

 －
 
9

 

 

   

設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

(1) 理事長は、4.1項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの実施に当たっ

ての計画を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施する

場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全体の体系に対して矛盾

なく、整合性が取れていることをレビューすることにより確実にする。この場合において、保安活

動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

(a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要な処置を

含む。） 

(b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

(c) 資源の利用可能性 

(d) 責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、保安に係る組織の責任及び権限を明確にする。また、保安活動に係る業務のプロセスに

関する手順となる文書を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 理事長は、「4.1 一般要求事項」に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステ

ムの構築と維持について、本品質マネジメント計画書を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施す

る場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全体の体系に対して

矛盾なく、整合性が取れていることをレビューすることにより確実にする。この場合において、

保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

(a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要な処置

を含む。） 

(b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

(c) 資源の利用可能性 

(d) 責任及び権限の割当て 

 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、原子炉施設等保安規定に定める保安管理体制に基づき、保安に係る組織を図 5.5.1 保安

管理組織図（1）から（4）に、各組織の責任と権限を次のとおり定め、各組織を通じて全体に周知し、

保安活動に関係する要員が理解することを確実にする。 

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書（「4.2.1 一般」参照）を定めさせ、

保安に係る各組織の要員が自らの職務の範囲において、その保安活動の内容について説明する責任を持

って業務を遂行するようにする。 

(1) 理事長 

理事長は、原子炉施設等の保安に係る業務を総理する。 

(2) 統括監査の職 

統括監査の職は、原子炉施設等の品質マネジメント活動に関する内部監査に係る業務を行う。 

(3) 管理責任者 

管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセスを除く。）においては

安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては研究所担当理事とする。各管理責任者は、品質

マネジメントシステムに必要なプロセスを管理し、維持すること等を確実にする責任と権限を有す

る（「5.5.2管理責任者」参照）。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長 

安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設等の本部における品質マネジメント活動に係る業

務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並びに中央安全審査・品質保証委員

会の庶務に関する業務を行う。 

(5) 契約部長 

契約部長は、原子炉施設等の調達管理に関する本部契約に係る業務を行う。 

(6) 研究所担当理事 

研究所担当理事は、理事長を補佐し、原子炉施設等の保安に係る業務を統理する。 

(7) 原子炉主任技術者 



 

 

 

添
6

 －
 
2

 －
 
1

0
 

 

   

設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉主任技術者は、所掌する原子炉施設の運転に関する保安の監督を行う。 

(8) 所長 

所長は、原子炉施設等の保安に係る業務を統括する。 

(9) 品質担当副所長 

品質担当副所長は、原子炉施設等品質マネジメント計画に基づく活動を推進する。 

(10) 核燃料取扱主務者 

核燃料取扱主務者は、所掌する使用施設等に関する保安の監督を行う。 

(11) 廃止措置主任者 

廃止措置主任者は、研究所における原子炉施設の廃止措置に関する保安の監督を行う。 

(12) センター長 

高速炉サイクル研究開発センター長、高温ガス炉研究開発センター長及び環境技術開発センター

長をいい、それぞれ次の職務を実施する。 

(a) 高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおけ

る原子炉施設及び使用施設等に関する保安活動の統括に係る業務を補佐する。また、高速炉サ

イクル研究開発センターにおける原子炉施設の年間運転計画及び使用施設等の年間使用計画に

係る業務を統括する。 

(b) 高温ガス炉研究開発センター長は、所長が行う高温ガス炉研究開発センターにおける原子炉

施設及び使用施設等に関する保安活動の統括に係る業務を補佐する。また高温ガス炉研究開発

センターにおける原子炉施設の年間運転計画及び使用施設等の年間使用計画に係る業務を統括

する。 

(c) 環境技術開発センター長（以下「環境センター長」という。）は、所長が行う環境技術開発セ

ンターにおける原子炉施設及び使用施設等に関する保安活動の統括に係る業務を補佐する。ま

た、原子炉施設の年間運転計画及びＤＣＡの年間管理計画に係る業務を統括する。 

(13) 部長 

部長は、所掌する部署における品質マネジメント活動を統括するとともに、推進する。 

(14) 課長 

課長は、所掌する課及び室における品質マネジメント活動を行う。 

(15) 中央安全審査・品質保証委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために安全・核セキュリティ統括部長は、「中央安全審査・品質

保証委員会の運営について」を定める。 

(a) 中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問に応じ、品質保証活動の基本事項等につい

て審議し、答申する。 

(16) 原子炉施設等安全審査委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「原子炉施設等安全審査委員会規則」を定める。 

(a) 原子炉施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、原子炉施設の安全性の評価、設計

内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(17) 使用施設等安全審査委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「使用施設等安全審査委員会規則」を定める。 



 

 

 

添
6

 －
 
2

 －
 
1
1

 

 

   

設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 管理責任者 

(1) 理事長は保安活動の実施部門の長、監査プロセスの長を管理責任者として、また本部（監査プロ

セスを除く。）は管理者の中から管理責任者を任命する。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に示す責任及

び権限をもつ。 

(a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

(b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に報告する。 

(c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確保するため

の認識を高めることを確実にする。 

(d) 関係法令を遵守する。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任及び権限を与えることを確実にする。 

 

(a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

(b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高める。 

(c) 成果を含む業務の実施状況について評価する。 

 

(d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

(e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、

次に掲げる事項を確実に実施する。 

(a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視測定する。 

 

(b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行える

ようにする。 

(a) 使用施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、使用施設等の安全性の評価、設計内

容等の妥当性を審議し、答申する。 

(18) 品質保証推進委員会 

次の活動に必要な管理を規定するために所長は、「品質保証推進委員会規則」を定める。 

(a) 品質保証推進委員会は、研究所における品質マネジメント活動の推進、安全文化の育成及び

維持並びに法令等の遵守活動、所長からの諮問事項について審議する。 

(19) 品質保証技術検討会等 

保安管理部、放射線管理部、材料試験炉部及び環境保全部に品質保証技術検討会、高速実験炉部

及び燃料材料開発部に安全技術検討会、高温工学試験研究炉部に品質保証委員会及び管理部に品質

保証推進委員会（以下、これらの会議体を「品質保証技術検討会等」という。）を置く。品質保証技

術検討会等は、それぞれの運営要領又は規約に従い審議・検討等を行う。 

 

5.5.2 管理責任者 

 

 

管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に示す責任及び権

限をもつ。 

(1) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

(2) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に報告する。 

(3) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確保するため

の認識を高めることを確実にする。 

(4) 関係法令を遵守する。 

 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、「5.5.1 責任及び権限」に定める管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任及

び権限を与えることを確実にする。 

(a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

(b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設等に対する要求事項についての認識を高める。 

(c) 成果を含む業務の実施状況について評価する（「5.4.1 品質目標」及び「8.2.3 プロセスの監

視及び測定」参照）。 

(d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

(e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項に規定する責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシッ

プを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

(a) 品質目標（「5.4.1 品質目標」参照）を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の

実施状況を監視測定する。 

(b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極的に行え

るようにする。 
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(c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する。 

(d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積極的に原子

炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

(e) 要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の機会を捉え

るため、年 1回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安全文化について強化すべき分野等に

係るものを含む。）を実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

理事長は、保安に係る組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にする。また、マ

ネジメントレビューを通じて、原子炉施設の品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換が

行われることを確実にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効であることを確実

にするために、年１回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施する。 

 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を含む品質マネ

ジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

管理責任者は、マネジメントレビューへのインプット情報として、次の事項を含め報告する。 

(1) 内部監査の結果 

(2) 組織の外部の者からの意見 

(3) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

(4) 使用前事業者検査及び定期事業者検査（以下「使用前事業者検査等」という。）並びに自主検査等

の結果 

(5) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化すべき分野等に係る

自己評価の結果を含む。） 

(c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達する。 

(d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積極的に原

子炉施設等の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

(e) 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の機会を捉

えるため、年 1 回以上（年度末及び必要に応じて）自己評価（安全文化について強化すべき分野

等に係るものを含む。）を実施する。 

 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 理事長は、組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にするため、機構に中央

安全審査・品質保証委員会を置くとともに安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約

部長、研究所担当理事、所長、センター長、部長及び課長に必要な会議、連絡書等を利用して保

安に係る情報交換を行わせる。また、マネジメントレビューを通じて、原子炉施設等の品質マネ

ジメントシステムの有効性に関する情報交換が行われることを確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、「中央安全審査・品質保証委員会の運営について」を定め、

所長及びセンター長は、所内のコミュニケーションについては、原子炉施設等安全審査委員会規

則、使用施設等安全審査委員会規則及び品質保証推進委員会規則を定め、保安活動及び品質マネ

ジメント活動の円滑な運営及び推進を図る。 

(3) 部長は、部内の品質保証審査機関についての要領を定め、品質マネジメント活動の円滑な運営

及び推進を図る。 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが引き続き適切で、妥当で、かつ有効であることを確実

にするために、「マネジメントレビュー実施要領」に基づき、年１回以上（年度末及び必要に応じ

て）マネジメントレビューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を含む品質マ

ネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

(1) マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むものとする。 

(a) 内部監査の結果 

(b) 組織の外部の者からの意見 

(c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

(d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検査等」という。）

並びに自主検査等の結果 

(e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化すべき分野等に

係る自己評価の結果を含む。） 
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(6) 関係法令の遵守状況 

(7) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

 

(8) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

(9) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

(10) 改善のための提案 

(11) 資源の妥当性 

(12) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含め、

管理責任者に必要な改善を指示する。 

(a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

(b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

(c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

(d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

(e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

 

 

 

6. 資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

保安に係る組織は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任におい

て確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

 

(f) 関係法令の遵守状況 

(g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況（組織の内外で得られた知見（技術的な進歩

により得られたものを含む。）及び不適合その他の事象から得られた教訓を含む。） 

(h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

(i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

(j) 改善のための提案 

(k) 資源の妥当性 

(l) 保安活動の改善のために実施した処置（品質方針に影響を与えるおそれのある組織の内外の

課題を明確にし、当該課題に取り組むことを含む（8.5.2(3)a）において同じ。）。）の有効性 

(2) 所長は、センター長及び各部長に指示して、所掌する業務に関して、前項に定める事項を提出

させ、その内容を整理した上で研究所の管理責任者に報告する。 

(3) 研究所の管理責任者は、前項の内容を確認・評価する。 

(4) 監査プロセスの管理責任者は、監査プロセスにおけるインプット情報を確認・評価する。 

(5) 本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者は、本部におけるインプット情報を確認・評価する。 

(6) 各管理責任者は、マネジメントレビューの会議を通して理事長にインプット情報を報告する。 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び処置を含め、

管理責任者に必要な改善を指示する。 

(a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

(b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

(c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

(d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

(e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(3) 管理責任者は、（1）項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

(4) 理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者を通じて、上記(1)の指示に対する処置

状況を確認する。 

 

6．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、研究所担当理事、所長及び部長は、保安活動に

必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任において確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 
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6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要とする要員を明確にし、保安に

係る組織体制を確保する。 

 

(2) 保安に係る組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠として、力量

のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を明確にするこ

とを確実にする。 

 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 保安に係る組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次の事項を着実

に実施する。 

(a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

(b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

(c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

(d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び原子力の安全

に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にする。 

(e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等について業務に

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、研究所担当理事、所長、

部長及び課長は、原子力の安全を確実なものにするために必要とする要員を明確にし、保安に係

る組織体制を確保する。 

(2) 保安に係る各組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠として、

力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を明確にする

ことを確実にする（「7.1業務の計画」、「7.4.2調達要求事項」及び「7.5.2個別業務に関するプロ

セスの妥当性確認」参照）。 

 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 所長及び部長は、要員の力量を確保するために、教育・訓練に関する管理要領を定め、保安活

動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

(a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

(b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

(c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

(d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び原子力の安

全に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にする。 

(e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する（「4.2.4 記

録の管理」参照）。 

(2) 理事長は、監査員の力量について、「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(3) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部における原子力の安全に影響を及ぼす業務のプロセス

を明確にし、(1)項の(a)から(e)に準じた管理を行う。 

 

6.3 インフラストラクチャ 

所長、部長及び課長は、インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系を

いう。）を「7.1業務の計画」にて明確にし、これを維持管理する。 

 

6.4 作業環境 

所長、部長及び課長は、保安のために業務に必要な作業環境を「7.1業務の計画」にて明確にし、運

営管理する。 

なお、この作業環境には、作業場所の放射線量、温度、照度及び狭隘の程度など作業に影響を及ぼす

可能性がある事項を含む。 

 

7．業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 所長、センター長及び部長は、原子炉施設等ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等
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必要なプロセスの計画を策定する。 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、個別業務の計画と、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事

項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(3) 保安に係る組織は、業務の計画の策定及び変更に当たっては、次の事項のうち該当するものにつ

いて個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

 

(a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の

程度及び必要な処置を含む。） 

(b) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項 

(c) 業務・原子炉施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の必要性 

(d) 業務・原子炉施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測定並びにこれ

らの合否判定基準 

(e) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証するために必

要な記録 

(4) 保安に係る組織は、業務の計画を、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

 

 

 

 

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

保安に係る組織は、次に掲げる事項を要求事項として明確にする。 

(1) 業務・原子炉施設に関連する法令・規制要求事項 

(2) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設に必要な要求事項 

(3) 組織が必要と判断する追加要求事項 

 

7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビューは、その

要求事項を適用する前に実施する。 

(2) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューでは、次の事項について確認

する。 

(a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

(b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて

解決されている。 

(c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

（保安規定に基づく保安活動）について業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）を表

4.2.1のとおり策定する。 

(2) 部長及び課長は、業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）に基づき、個別業務に必

要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順等）を作成して、業務を実施する。 

(3) 上記(1)､(2)の業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合

性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(4) 所長、センター長、部長及び課長は、業務の計画の策定及び変更（プロセス及び組織の変更（累

積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）に当たっては、次の事

項のうち該当するものについて個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

(a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響

の程度及び必要な処置を含む。） 

(b) 業務・原子炉施設等に対する品質目標及び要求事項 

(c) 業務・原子炉施設等に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の必要性 

(d) 業務・原子炉施設等のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測定並びに

これらの合否判定基準 

(e) 業務・原子炉施設等のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証するため

に必要な記録（「4.2.4記録の管理」参照） 

(5) 業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長は、本部において原子炉施設等の保安活動を支援す

るその他業務がある場合、該当する業務のプロセスを明確にし、上記(1)から(5)項までに準じて

業務の計画を策定し、管理する。 

 

7.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設等に対する要求事項の明確化 

所長、部長及び課長は、次の事項を「7.1業務の計画」において明確にする。 

(1) 業務・原子炉施設等に関連する法令・規制要求事項 

(2) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設等に必要な要求事項 

(3) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 

 

7.2.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項のレビュー 

(1) 所長、部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項についてレビューする。このレ

ビューは、その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは、次の事項について確認する。 

 

(a) 業務・原子炉施設等に対する要求事項が定められている。 

(b) 業務・原子炉施設等に対する要求事項が、以前に提示されたものと異なる場合には、それに

ついて解決されている｡ 

(c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている｡ 
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(3) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューの結果の記録及びそのレビュ

ーを受けてとられた処置の記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(4) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には、関連する文書を

改訂する。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

保安に係る組織は、原子力の安全に関して組織の外部の者と適切なコミュニケーションを図るため、

効果的な方法を明確にし、これを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 設計・開発 

 

 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の設計・開発の計画を策定し、管理する。この設計・開発には、

設備、施設、ソフトウェア及び原子力の安全のために重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

(a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

(b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

(c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

(d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 保安に係る組織は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを確実にするた

めに、設計・開発に関与する関係者(他部署を含む。)間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 保安に係る組織は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を作成し、管

理する（4.2.4参照）。インプットには次の事項を含める。 

 

(a) 機能及び性能に関する要求事項 

(3) このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を作成し、管理する

（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項が変更された場合には、関連す

る文書を改訂する。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されていることを確実にする。 

 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

所長、センター長、部長及び課長は、原子力の安全に関して、規制当局との面談、原子力規制検査等

を通じて監督官庁並びに地方自治体との適切なコミュニケーションを図るため、効果的な方法を明確に

し、これを実施する。これには、次の事項を含む。 

(1) 組織の外部の者と効果的に連絡し、適切に情報を通知する方法 

(2) 予期せぬ事態における組織の外部の者との時宜を得た効果的な連絡方法 

(3) 原子力の安全に関連する必要な情報を組織の外部の者に確実に提供する方法 

(4) 原子力の安全に関連する組織の外部の者の懸念や期待を把握し、意思決定において適切に考慮

する方法 

 

7.3 設計･開発 

所長又は部長は、原子炉施設等の改造、更新等に関する設計・開発を適切に実施するため、設計・開

発に関する管理要領を定め、次の事項を管理する。 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設等の設計・開発の計画（不適合及び予期せぬ事

象の発生等を未然に防止するための活動（4.1(2)（c）の事項を考慮して行うものを含む。）を行

うことを含む。）を策定し、管理する。この設計・開発には、設備、施設、ソフトウェア及び原子

力の安全のために重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

(2) 担当部長又は課長は、設計･開発の計画において次の事項を明確にする。 

(a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

(b) 設計･開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

(c) 設計･開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

(d) 設計・開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 担当部長又は課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを確実にす

るため、設計・開発に関与する関係者（他部署を含む。）間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計･開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

 

7.3.2 設計･開発へのインプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設等の要求事項に関連するインプットを明確にし、

記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

インプットには次の事項を含める。 

(a) 機能及び性能に関する要求事項 
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(b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

(c) 適用される法令・規制要求事項 

(d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 保安に係る組織は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認する。要求事項

は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕様等）は、設計・開発へのイン

プットと対比した検証を行うのに適した形式により管理する。また、次の段階に進める前に、承認

をする。 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状態とする。 

(a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

(b) 調達、業務の実施及び原子炉施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

(c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

(d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画されたとお

りに体系的なレビューを行う。 

(a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

(b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部署を代表す

る者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成

し、管理する。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットとして与えら

れている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたとおりに検証を実施する。 

 

(2) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

 

 

 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成し、

管理する。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

(c) 適用される法令・規制要求事項 

(d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 担当部長又は課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認する。要求

事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計･開発からのアウトプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕様等）は、設

計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式により管理する。また、次の段階

に進める前に、承認をする。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状態とする。 

(a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

(b) 調達、業務の実施及び原子炉施設等の使用に対して適切な情報を提供する。 

(c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

(d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設等の特性を明確にする。 

 

7.3.4 設計･開発のレビュー 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、

計画されたとおり（「7.3.1設計・開発の計画」参照）に体系的なレビューを行う。 

(a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

(b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部署を代表

する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその記録を

作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプ

ットとして与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたとおり

(「7.3.1設計・開発の計画」参照)に検証を実施する。 

(2) 設計・開発の検証は、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 設計・開発を外部委託した場合には、担当部長又は課長は、引合仕様書で与えている要求事項

を満たしていることを確実にするために、引合仕様書と受注者が実施した設計・開発の結果（受

注者から提出される承認図書類）とを対比して検証を実施する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作成

し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 
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(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果として得られる原子炉施設又は個別業務が、規定された性

能、指定された用途又は意図された用途に係る要求事項を満たし得ることを確実にするために、計

画した方法に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該原子炉施設の設置の後で

なければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該原子炉施設の使用を開始する前に、設計・

開発の妥当性確認を行う。 

(2) 保安に係る組織は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設を使用又は個別業務を実施するに当

たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録を作

成し、管理する。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別するとともに、その記録を

作成し、管理する。 

(2) 保安に係る組織は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、その変更を実

施する前に承認する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該原子炉施設を構成

する要素（材料又は部品）及び関連する原子炉施設に及ぼす影響の評価を行う。 

(4) 保安に係る組織は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があれば

その記録を作成し、管理する。 

 

7.4 調達 

 

 

 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 保安に係る組織は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）が規定された調達要求

事項に適合することを確実にする。 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理の方式と程

度を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給者等から必要な情報を入手し、

当該一般産業用工業品が要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を含め

る。 

 

(3) 保安に係る組織は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として、

供給者を評価し、選定する。また、必要な場合には再評価する。 

 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準を定める。 

 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の結果として得られる原子炉施設等又は個別業

務が、規定された性能、指定された用途又は意図された用途に係る要求事項を満たし得ることを

確実にするために、計画した方法（「7.3.1 設計・開発の計画」参照）に従って、設計・開発の妥

当性確認を実施する。ただし、当該原子炉施設等の設置の後でなければ妥当性確認を行うことが

できない場合は、当該原子炉施設等の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

(2) 担当部長又は課長は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設等を使用又は個別業務を実施す

るに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればその記録

を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別するとと

もに、その記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(2) 担当部長又は課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、その変更

を実施する前に承認する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該原子炉施設等

を構成する要素（材料又は部品）及び関連する原子炉施設等に及ぼす影響の評価を行う。 

(4) 担当部長又は課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があ

ればその記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.4 調達 

所長は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）の調達を適切に実施するため、調達

に関する管理要領「大洗研究所調達管理要領」を定め、次の事項を管理する。 

また、契約部長は、供給先の評価・選定に関する要領を定め、本部契約に関する業務を実施する。 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合することを確実にする。 

 

(2) 部長及び課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理の方式と程

度（力量を有する者を組織の外部から確保する際に、外部への業務委託の範囲を品質マネジメン

ト文書に明確に定めることを含む。）を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合は、

供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が要求事項に適合していることを確認

できるよう管理の方法及び程度を含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根拠として、

技術的能力や品質管理体制等に関する情報を入手して供給者を評価し、選定する。また、供給者

に関する情報の更新等により必要な場合には再評価する。 

(4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、研究所の調達に関する管理要領「大洗

研究所調達管理要領」及び本部の供給先の評価・選定に関する要領に定める。 
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(5) 保安に係る組織は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があればその

記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、適切な調達の実施に必要な事項（調達製品等の調達後における、維持又は運

用に必要な保安に係る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の原子炉設置者と共有する場

合に必要な処置に関する方法を含む。）を定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要な場合には、次の

事項のうち該当する事項を含める。 

(a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

(c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

(d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

(e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

(f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

(g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 保安に係る組織は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等において使用前

事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに関

することを含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達要求事項が

妥当であることを確実にする。 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調達要求事項

への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするため

に、必要な検査又はその他の活動を定めて検証を実施する。 

 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領及び調達製

品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項の中で明確にする。 

 

 

7.5 業務の実施 

 

 

(5) 部長及び課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があればその

記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(6) 所長又は部長は、調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を

調達先から取得するための方法及びそれらを他の原子炉設置者及び使用者等と共有する場合に必

要な処置に関する方法を調達に関する管理要領「大洗研究所調達管理要領」に定める。 

 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 部長及び課長は、調達製品等に関する要求事項を引合仕様書にて明確にし、必要な場合には、

次の事項のうち該当する事項を含める。 

(a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

(b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

(c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

(d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

(e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

(f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

(g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 部長及び課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等において使用前

事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りに

関することを含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達要求事項が

妥当であることを確実にする。 

(4) 部長及び課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調達要求事項

への適合状況を記録した文書を提出させる。 

 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実にするため

に、必要な検査又はその他の活動を引合仕様書に定めて、次の事項のうち該当する方法で検証を

実施する。 

(a) 受入検査（記録確認を含む。） 

(b) 立会検査（供給者先、現地） 

(c) その他（書類審査、受注者監査） 

(2) 部長及び課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領及び調達製

品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項（「7.4.2 調達要求事項」参照）の中で明確に

する。 

 

7.5 業務の実施 

所長、部長及び課長は、業務の計画（「7.1業務の計画」参照）に従って、次の事項を実施する。 
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7.5.1 個別業務の管理 

保安に係る組織は、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。管理された状態に

は、次の事項のうち該当するものを含む。 

 

(1) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

 

 

(2) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

(3) 適切な設備を使用している。 

(4) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

(5) 監視及び測定が実施されている。 

(6) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測

定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。これら

のプロセスには、業務が実施されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。 

 

(2) 保安に係る組織は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを

実証する。 

(3) 保安に係る組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する。 

 

(4) 保安に係る組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ管理の方

法を明確にする。 

(a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

(b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

(c) 妥当性確認の方法 

(d) 記録に関する要求事項 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 保安に係る組織は、業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉施設の状態

を識別し、管理する。 

(2) 保安に係る組織は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・原子炉施設につ

いて固有の識別をし、その記録を管理する。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

保安に係る組織は、組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす可能性のあるものについて、

当該機器等に対する識別や保護など取扱いに注意を払い、必要に応じて記録を作成し、管理する。 

7.5.1 個別業務の管理 

所長、センター長、部長及び課長は、原子炉施設等の運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等の保

安活動について、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。 

管理された状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

(1) 原子力施設の保安のために、次の事項を含む必要な情報が利用できる。 

・保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性 

・当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果 

(2) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

(3) 適切な設備を使用している。 

(4) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

(5) 監視及び測定が実施されている（「8.2.3プロセスの監視及び測定」参照）。 

(6) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 部長及び課長は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の監視又は測

定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロセスの妥当性確認を行う。これ

らのプロセスには、業務が実施されてからでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれ

る。 

(2) 部長及び課長は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出せることを

実証する。 

(3) 部長及び課長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する(「4.2.4 記

録の管理」参照)。 

(4) 部長及び課長は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含んだ管理の方

法を個別業務の計画の中で明確にする。 

(a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

(b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

(c) 妥当性確認の方法（所定の方法及び手順を変更した場合の再確認を含む。） 

(d) 記録に関する要求事項 

 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 部長及び課長は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要求事項に関連して

適切な手段で業務・原子炉施設等を識別し、管理する。 

(2) 部長及び課長は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・原子炉施設等に

ついて固有の識別をし、その記録を管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 部長及び課長は、管理下にある組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす可能性のあ

るものについて、当該機器等に対する紛失、損傷等を防ぐためリスト化し、識別や保護など取扱
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7.5.5 調達製品の保存 

保安に係る組織は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、調達製品を要求事項

への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を

含める。 

なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために、実施すべ

き監視及び測定を明確にする。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。 

 

(2) 保安に係る組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施

できることを確実にする。 

(3) 保安に係る組織は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関し、次の

事項を満たすようにする。 

(a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校

正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録し、

管理する（4.2.4参照）。 

(b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

(c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

(d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

(e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 保安に係る組織は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機

器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する。また、その機器及び影響を受けた業務・

原子炉施設に対して、適切な処置を行う。 

(5) 保安に係る組織は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理する。 

 

(6) 保安に係る組織は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場

合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視及び測定ができるこ

とを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2監視及び測定」

から「8.5改善」に従って計画し、実施する。 

いに注意を払い、紛失、損傷した場合は記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(2) 部長及び課長は、前項の組織外の所有物について、それが管理下にある間は、原子力の安全に

影響を及ぼさないように適切に取り扱う。 

 

7.5.5 調達製品の保存 

部長及び課長は、調達製品の検収後、受入れから据付け、使用されるまでの間、調達製品を要求事項

への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含

める。 

なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項への適合性を実証するために、実施す

べき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にする。また、そのために必要な監視機器及び測

定機器を明確にする。 

(2) 部長及び課長は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測定が実施

できることを確実にする。 

(3) 部長及び課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関し、次の

事項を満たすようにする。 

(a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして

校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録

し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

(c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

(d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

(e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 部長及び課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機

器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する（「4.2.4記録の管理」参照）。また、そ

の機器及び影響を受けた業務・原子炉施設等に対して、適切な処置を行う。 

(5) 部長及び課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理する

（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(6) 部長及び課長は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場

合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視及び測定ができる

ことを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長

は、次の事項のために必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2監視及び測定」
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なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等について検

討するプロセスを含む。 

 

 

 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1組織の外部の者の意見 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、原子

力の安全を達成しているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめているかについて

の情報を外部コミュニケーションにより入手し、監視する。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項で得られた情報を分析し、マネジメントレビュー等による改善のための

情報に反映する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認するため、毎年

度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、監査プロセスの長に内部監査を実施さ

せる。 

(a) 本品質管理計画の要求事項 

(b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以下「領域」

という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定するととも

に、内部監査に関する基本計画を策定し、実施させることにより、内部監査の実効性を維持する。

また、監査プロセスの長は、前述の基本計画を受けて実施計画を策定し内部監査を行う。 

(4) 監査プロセスの長は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の

実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 監査プロセスの長は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査

をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録の作成及び管理に

ついて、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を明確にした手順を定める。 

(7) 監査プロセスの長は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された領域に責任

を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適合が発見され

た場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講ずるとともに、当該措置の検

から「8.5改善」に従って計画し、実施する。 

なお、改善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等について

検討するプロセスを含む。 

(a) 業務に対する要求事項への適合性を実証する｡ 

(b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする｡ 

(c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長

は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、原子力の安全を確保

しているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめているかについての情報を外部

コミュニケーション（「7.2.3外部とのコミュニケーション」参照）により入手し、監視する。 

(2) この情報は、分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報に反映する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認するため、毎

年度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、統括監査の職に内部監査を実施さ

せる。 

(a) 本品質マネジメント計画書の要求事項 

(b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以下「領域」

という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定するととも

に、内部監査に関する基本計画を策定し、実施させることにより、内部監査の実効性を維持する。

また、統括監査の職は、前述の基本計画を受けて実施計画を策定し内部監査を行う。 

 

(4) 統括監査の職は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実

施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 統括監査の職は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する内部監査を

させない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録の作成及び管理

について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(7) 統括監査の職は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された領域に責任を

有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適合が発見さ

れた場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じるとともに、当該措置
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証を行い、それらの結果を監査プロセスの長に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を行う。 

 

 

この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化すべき分野等に関す

る情報を含める。また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

(a) 監視及び測定の時期 

(b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安

活動指標を用いる。 

(3) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の方法により、プロセスが計画どおりの結果を達成

する能力があることを実証するものとする。 

(4) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、その結果に応じて、

保安活動の改善のために必要な処置を行う。 

(5) 保安に係る組織は、計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、

当該プロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

 

8.2.4 検査及び試験 

 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために、個別業務の

計画に従って、適切な段階で使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

 

(2) 保安に係る組織は、検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等又は

自主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人が特定できるよう記録を

作成し、管理する。 

(4) 保安に係る組織は、個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該機器

等や原子炉施設を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個別業務の計画に定める手

順により承認する場合は、この限りでない。 

 

(5) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損な

われないよう検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査等の検査及び試験要員の独立性に

ついては、これを準用する。 

 

8.3 不適合管理 

 

の検証を行い、それらの結果を統括監査の職に報告する。 

 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長

及び課長は、表 8.2.3（1）から（4）までのプロセスの監視及び測定を基本として、品質マネジメ

ントシステムのプロセスの監視及び測定を行う。 

この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化すべき分野等に

関する情報を含める。また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

(a) 監視及び測定の時期 

(b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) これらの実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 

 

(3) これらの方法は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するものとす

る。 

(4) 所長、センター長、部長及び課長は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、

その結果に応じて、保安活動の改善のために必要な処置を行う。 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、当該プロセスの問

題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

 

8.2.4 検査及び試験 

自主検査及び試験を行う部長は、検査・試験の管理要領を定め、次の事項を管理する。 

(1) 部長及び課長は、原子炉施設等の要求事項が満たされていることを検証するために、個別業務

の計画（「7.1 業務の計画」参照）に従って、適切な段階で使用前事業者検査等又は自主検査等を

実施する。 

(2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等又は自主検査等の結果

に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

(3) 記録には、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を明記する。 

 

(4) 個別業務の計画（「7.1 業務の計画」参照）で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、

当該機器等や原子炉施設等を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個別業務の計

画に定める手順により承認する場合は、この限りでない。 

 

(5) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性

が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査及び試験を行う部長及び

課長は、自主検査等の検査及び試験要員について、これを準用する。 

 

8.3 不適合管理 

安全・核セキュリティ統括部長、所長、センター長又は部長は、不適合の処理に関する管理（不適合
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(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置され、運用され

ることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

 

(2) 保安に係る組織は、不適合の処理に関する管理の手順及びそれに関する責任と権限を定め、これ

を管理する。 

(3) 保安に係る組織は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

(a) 不適合を除去するための処置を行う。 

(b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評価し、当該

業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、リリース(次工程へ

の引渡し)又は合格と判定することを正式に許可する。 

(c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

(d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合による影響又

は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 保安に係る組織は、不適合を除去するために修正を施した場合は、要求事項への適合性を実証す

るための検証を行う。 

(5) 保安に係る組織は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録

を作成し、管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質

マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、適切なデータを明確に

し、それらのデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測定の結果から得られたデータ及

びそれ以外の関連情報源からのデータを含める。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改

善のための情報を得る。 

(a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見 

 

を関連する管理者に報告することを含む。）の手順及びそれに関する責任と権限を、本部は「不適合管

理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防

止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長

は、業務・原子炉施設等に対する要求事項に適合しない状況が放置され、運用されることを防ぐ

ために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長

は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

 

(a) 不適合を除去するための処置を行う。 

(b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評価し、当

該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、リリース（次

工程への引渡し）又は合格と判定することを正式に許可する。 

(c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

(d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合による影響

又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(3) 不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実証するための検証を行

う。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、不適合の

性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を作成し、管理する（「4.2.4

記録の管理」参照）。 

(5) 所長は、原子炉施設等の保安の向上を図る観点から、事故故障を含む不適合をその内容に応じ

て「大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領」に定める不適合の公開の基準

に従い、情報の公開を行う。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長は、前項の情報の公開を受け、不適合に関する情報をホームペ

ージに公開する。 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、部長及び課長

は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質マネジメントシ

ステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、表 8.4 品質マネジメントシステムの

分析データに示すデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測定（「8.2 監視及び測定」

参照）の結果から得られたデータ及びそれ以外の不適合管理（「8.3 不適合管理」参照）等の情報

源からのデータを含める。 

(2) 前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改善のための情報を

得る。 

(a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見（「8.2.1 組織の外部

の者の意見」参照） 
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(b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性 

 

(c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設の特性及び傾向 

 

(d) 供給者の能力 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

保安に係る組織は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、未然防止処置及び

マネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上させるために継続的に改

善する。 

 

 

 

8.5.2 是正処置等 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の再発防止

のため、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する是正処置を行う。 

 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

(a) 不適合等のレビュー及び分析 

 

(b) 不適合等の原因の特定 

(c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

(d) 必要な処置の決定及び実施 

(e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

(a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

(b) 品質マネジメントシステムの変更 

(b) 業務・原子炉施設等に対する要求事項への適合性（「8.2.3 プロセスの監視及び測定」及び

「8.2.4検査及び試験」参照） 

(c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設等の特性及び傾向（「8.2.3 プロ

セスの監視及び測定」及び「8.2.4検査及び試験」参照） 

(d) 供給者の能力（「7.4調達」参照） 

(3) 部長及び課長は、データ分析の情報及びその結果を整理し、所長を通じて研究所の管理責任者

に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映する。また、安全・核セキュリティ統括部長、

契約部長及び統括監査の職は、それぞれの管理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善

に反映する。 

(4) 管理責任者は、報告のあった情報をマネジメントレビューへのインプット（「5.6.2 マネジメン

トレビューへのインプット」参照）に反映する。 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

理事長、管理責任者、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、センター長、

部長及び課長は、品質方針（「5.3品質方針」参照）、品質目標（「5.4.1品質目標」参照）、監査結果（「8.2.2

内部監査」参照）、データの分析（「8.4データの分析及び評価」参照）、是正処置（「8.5.2是正処置等」

参照）、未然防止処置（「8.5.3未然防止処置」参照）及びマネジメントレビュー（「5.6マネジメントレ

ビュー」参照）を通じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上させるために継続的に改善する。 

 

8.5.2 是正処置等 

安全・核セキュリティ統括部長、所長、センター長及び部長は、不適合等の是正処置の手順（根本的

な原因を究明するための分析に関する手順を含む。）に関して、本部は「不適合管理並びに是正及び未

然防止処置要領」に、研究所は｢大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領｣に定め、

次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、センター長、部長及び課長

は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の再発防止のため、原子力

の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

(a) 不適合等のレビュー及び分析（情報を収集及び整理すること並びに技術的、人的、組織的側

面等を考慮することを含む。） 

(b) 不適合等の原因（関連する要因を含む。）の特定 

(c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

(d) 必要な処置の決定及び実施 

(e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

(a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

(b) 品質マネジメントシステムの変更 



 

 

 

添
6

 －
 
2

 －
 
2

6
 

 

   

設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関して根本的な原因を究明するための分析の手順を

確立し、実施する。 

 

 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、前項までの不適合等の是正処置の手順（根本的な原因を究明するための分析

に関する手順を含む。）を定め、これを管理する。 

(7) 保安に係る組織は、前項の手順に基づき、複数の不適合等の情報について、必要により類似する

事象を抽出し、分析を行い、その結果から類似事象に共通する原因が認められた場合、適切な処置

を行う。 

 

8.5.3 未然防止処置 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見を収集し、起こり得る不適

合の重要度に応じて、次に掲げる手順により適切な未然防止処置を行う。 

 

 

 

(a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

(b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

(c) 必要な処置の決定及び実施 

(d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、前項までの未然防止処置の手順を定め、これを管理する。 

 

 

 

 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合（単独の事象では原子力の安全に及ぼす影響の程度

は小さいが、同様の事象が繰り返し発生することにより、原子力の安全に及ぼす影響の程度が増

大するおそれのあるものを含む。）に関しては、根本的な原因を究明するための分析の手順に従い、

分析を実施する。 

(5) 全ての是正処置の結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4 記録の管理」参照）。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、複数の不

適合等の情報について、必要により類似する事象を抽出し、分析を行い、その結果から共通する

原因が認められた場合、適切な処置を行う。 

 

 

 

8.5.3 未然防止処置 

安全・核セキュリティ統括部長、所長、センター長及び部長は、他の原子力施設及びその他の施設

から得られた知見を保安活動に反映するために未然防止処置の手順に関して、本部は「不適合管理並

びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢大洗研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処

置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、原子力施

設及びその他の施設の運転経験等の知見（核燃料物質の使用等に係る技術情報を含む。）を収集し、

起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げる手順により、未然防止処置を行う。 

この活用には、得られた知見や技術情報を他の原子炉設置者及び使用者等と共有することも含

む。 

(a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

(b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

(c) 必要な処置の決定及び実施 

(d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（「4.2.4記録の管理」参照）。 

 

 

9. 令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制 

(1) 理事長は、所長、部長及び課長に、令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等

（非該当施設）の保安のための業務に係る品質管理に関して、次に掲げる事項について実施させ、

原子力の安全を確保することを確実にする。 

保安に係る組織を図 9.1に示す。 

(a) 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価する。 

(b) 個別業務に関する実施及び評価の結果に係る記録を作成し、これを管理する。 

(2) 所長、部長及び課長は、前項の実施に当たり、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、

個別業務に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由により損なわれないよ

うにすることを確実にする。 
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燃
材

-Q
AM
-

施
-0
3）

 

・
総
則
（

HT
TR
-Q
AM
-0
1）
 

 

・
総
則
（

JM
TR
-Q
AM
-0
1）
 

・
重

要
度

分
類

要
領

（
JM
TR

-Q
AM
-0
2）

 

・
総
則
（
環
境

-Q
AM
-0
1）
 

・
重
要
度
分
類
要
領
（
環

境
-Q
AM
-0
2）

 

4.
2.
3 
文
書
管
理
 

4.
2.
4 
記
録
の
管
理
 

・
文
書
及
び
記
録
管
理
要

領
（
QS
-A
01
）
 

・
大
洗
研
究
所
文
書
及
び
記
録
の
管

理
要
領
（
大
洗

QA
M-
01
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

  
―
 

  
―
 

  
―
 

5.
1 
経
営
者
の
関
与
 

・
安
全
文
化
の
育
成
及
び

維
持

並
び

に
関
係

法
令

等
の

遵
守

活
動
に

係
る

実
施
要
領
（
QS
-A
09
）
 

・
安
全
文
化
の
育
成
及
び
維
持
並
び

に
関
係
法

令
等
の
遵

守
活
動

規
則

（
大
洗

QA
M-
23
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

  
―
 

  
―
 

  
―
 

5.
4.
1 
品
質
目
標
 

・
品
質
目
標
の
設
定
管
理

要
領
（
QS
-A
11
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

5.
5.
4 

内
部

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

・
中
央
安
全
審
査
・
品
質

保
証

委
員

会
の
運

営
に

つ
い
て
（
QS
-A
04
）
 

・
原
子
炉
施
設
等
安
全
審
査
委
員
会

規
則
（
大
洗

QA
M-

12
）
 

・
使
用
施
設
等
安
全
審
査
委
員
会
規

則
（
大
洗

QA
M-
13
）
 

・
品
質
保
証
推
進
委
員
会
規
則
（
大

洗
QA
M-
11
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

  
―
 

  
―
 

  
―
 

5.
6 

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ
ュ
ー
 

・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
実
施
要
領
（
QS
-P
02
） 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

6.
2.
2 
力
量
、
教
育
・

訓
練
及
び
認
識
 

・
教
育
訓
練
管
理
要
領（

Q

S-
A0
7）

 

・
大
洗
研
究
所
教
育
・
訓
練
管
理
要

領
（
大
洗

QA
M-
07
）

 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

7.
1 
業
務
の
計
画
 

・
業
務
の
計
画
及
び
実
施

管
理
要
領
（
QS
-A
12
）
 

・
事
故
対
策
規
則
（
大
洗

QA
M-
21
） 

・
大
洗
研
究
所
（
北
地
区
）
放
射
線

安
全
取
扱
手
引
（
大
洗

QA
M-
62
）
 

・
大
洗
研
究
所
（
南
地
区
）
放
射
線

安
全
取
扱
要
領
（
大
洗

QA
M-
63
）
 

・
大
洗
研
究
所
内
放
射
性
物
質
等
運

搬
規
則
（
大
洗

QA
M-
22
）
 

・
大
洗
研
究
所
放
射
性
廃
棄
物
管
理

要
領
（
大
洗

QA
M-

81
）
 

・
大
洗
研
究
所
Ｐ
Ｉ
設
定
評
価
要
領

（
大
洗

QA
M-
24
）
 

・
業
務
の
管
理
要
領
（
大

検
-Q
AM
-0
8）

 

・
運
転
及
び
保
守
の
管
理

要
領
（
保
安

-Q
AM
-0
9）

 

・
運
転
及
び
保
守
の
管
理

要
領

（
放

管
部

-Q
AM

-0

9）
 

 
―
 

・
業
務
の
管
理
要
領
（

JO

YO
-Q
AM
-0
9）

 

・
運
転
、
保
守
等
の
管
理

要
領
（
燃
材

-Q
AM
-施

-0

9）
 

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（

HT

TR
-Q
AM
-0
7）

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（

JM

TR
-Q
AM
-0
8）

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（
廃

止
措
置
計
画
）（

JM
TR
-Q

AM
-0
9）

 

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（
環

境
-Q
AM
-0
9）

 

 

7.
2.
3
外
部
と
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
 

 
―
 

・
大
洗
研
究
所
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
対

応
要
領
（
大
洗

QA
M-
25
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

7.
3 
設
計
・
開
発
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
保
安

QA
M-

05
）
 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
放
管
部

QA
M-
05
）
 

 
―
 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
JO
YO
-Q
AM
-0
5）

 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
燃
材

-Q
AM
-施

-0
5）

 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
HT
TR
-Q
AM
-0
4）

 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
JM
TR

-Q
AM
-0
5）

 

・
設
計
・
開
発
管
理
要
領

（
環
境
-Q
AM
-0
5）

 

7.
4 
調
達
 

・
調
達
先
の
評
価
・
選
定

管
理
要
領
（
QS
-G
01
）
 

・
大
洗
研
究
所
調
達
管
理
要
領
（
大

洗
QA
M-
02
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 

 
―
 

 

 
―
 

 

7.
5 
業
務
の
実
施
 

 
―
 

 

 
―
 

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（
大

検
-Q
AM
-0
8）

 

・
運
転
及
び
保
守
の
管
理

要
領
（
保
安

-Q
AM
-0
9）

 

 

・
運
転
及
び
保
守
の
管
理

要
領

（
放

管
部

-Q
AM

-0

9）
 

 
―
 

・
業
務
の
管
理
要
領
（

JO

YO
-Q
AM
-0
9）

 

・
製
作
及
び
据
付
の
管
理

要
領
（
燃
材

-Q
AM
-施

-0

7）
 

・
運
転
、
保
守
等
の
管
理

要
領
（
燃
材

-Q
AM
-施

-0

9）
 

・
業

務
の

管
理

要
領

（
HT
TR
-Q
AM
-0
7）

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（

JM

TR
-Q
AM
-0
8）

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（
廃

止
措
置
計
画
）（

JM
TR
-Q

AM
-0
9）

 

・
業
務
の
管
理
要
領
（
環

境
-Q
AM
-0
9）

 

 

7.
6 

監
視

機
器

及
び

測
定

機
器

の
管

理
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の

管
理

要
領

（
放

管

部
-Q
AM
-0
6）

 

 
―
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（

JO
YO
-

QA
M-

07
）
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（
燃
材

-

QA
M-
施

-0
6）

 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（

HT
TR
-

QA
M-

05
）
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（

JM
TR
-

QA
M-

06
）
 

・
監
視
機
器
及
び
測
定
機

器
の
管
理
要
領
（
環
境

-

QA
M-

07
）
 

8.
2.
2 
内
部
監
査
 

・
原
子
力
安
全
監
査
実
施

要
領
（
QS
-P
03
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

8.
2.
4 
検
査
及
び
試
験
 

 
―
 

・
大
洗
研
究
所
原
子
炉
施
設
、
核
燃

料
物
質
使

用
施
設
、

廃
棄
物

管
理

施
設

独
立

検
査

組
織

運
営

規
則

（
大
洗

QA
M-
41
）
 

・
大
洗
研
究
所
溶
接
検
査
要
領
（
大

洗
QA
M-
42
）
 

 
―
 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（
保
安

-Q
AM
-0
8）

 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領

（
放

管
部

-Q
AM

-0

8）
 

 
―
 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（
JO
YO
-Q
AM
-0
8）

 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（
燃
材

-Q
AM
-施

-0

8）
 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（
HT
TR
-Q
AM
-0
6）

 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（

JM
TR
-Q
AM
-0
7）

 

・
検
査
及
び
試
験
の
管
理

要
領
（
環
境
-Q
AM
-0
8）

 

8.
3 
不
適
合
管
理
 

8.
5.
2 
是
正
処
置
等
 

8.
5.
3
未
然
防
止
処
置
 

・
不
適
合
管
理
並
び
に
是

正
及

び
未

然
防
止

処
置

要
領
（
QS
-A
03
）
 

・
大
洗
研
究
所
不
適
合
管
理
並
び
に

是
正
処
置

及
び
未
然

防
止
処

置
要

領
（
大
洗

QA
M-
03
）
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
 

 
―
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表8.2.3(1) 品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定〔（北地区）原子炉施設〕 

監視・測定する 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 
計画されたプロセスと結果 監視項目 評価方法と頻度 

品質マネジメント 

システム 

理事長 品質方針、品質目標の設定

及び実施状況 

品質目標の達成状況 マネジメントレビュ

ー（年度末及び必要

に応じて） 

所長 品質目標の設定及び実施状

況 

所長承認 

四半期ごと 

部長 部長承認 

四半期ごと 

課長 部長へ報告 

四半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

運転管理 
材料試験炉部長 

高温工学試験研究炉部長 

年間運転計画の作成及び実

施 

施設の運転状況 センター長承認 

年度ごと 

保守管理 

廃棄物管理課長 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第 2課長 

HTTR運転管理課長 

HTTR技術課長 

原子炉課長 

照射課長 

施設管理実施計画等の策定

及び実施 

施設管理の実施状況 部長承認（材料試験

炉部長、高温工学試

験研究炉部長、環境

保全部長、放射線管

理部長） 

年度ごと 

核燃料物質の

管理 

内運搬担当課長 運搬計画の作成及び実施 核燃料物質等の運搬、管理

の実施状況 

運搬担当部長承認 

運搬の都度 

外運搬担当課長 所長承認 

運搬の都度 

放射性廃棄物

の管理 

気体廃棄物の管理者 

液体廃棄物の管理者 

・放射性廃棄物の廃棄及び

管理 

・放射性廃棄物の廃棄及び

管理状況 

部長へ報告 

四半期ごと 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第 2課長 

・放射性液体廃棄物の年間

の放出管理目標値に係る

放出管理の実施 

・放射性液体廃棄物の年間

の放出管理目標値に係る

放出状況 

課長へ通知 

四半期ごと 

放射線管理第 2課長 ・放射性気体廃棄物の放出

管理基準値に係る放出管

理の実施 

・放射性気体廃棄物の放出

管理基準値に係る放出状

況 

課長へ通知 

四半期ごと 

放射線管理 

管理区域管理者 

課長 

環境監視線量計測課長 

放射線業務従事者の線量限

度の管理 

放射線業務従事者の被ばく

状況 

所長へ報告 

年度ごと 

四半期ごと 

非常の場合に

講ずべき処置 

施設管理者 

課長 

危機管理課長 

総合的な訓練の計画 総合的な訓練の実施状況 所長へ報告 

年１回以上 

改善のプロセス 理事長 品質マネジメント計画の適

合性の確保、有効性の改善 

品質マネジメント活動の実

施状況 

原子力安全監査 

毎年度１回以上又は

必要に応じて 

不適合管理状況 マネジメントレビュ

ー（年度末及び必要

に応じて） 

全ての管理者 品質マネジメントシステム

の有効性評価 

自己評価の実施状況 管理責任者へ報告 

年１回以上（年度末

及び必要に応じて） 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表8.2.3(2) 品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定〔（南地区）原子炉施設〕 

監視・測定する 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 

計画されたプロセスと 

結果 
監視項目 評価方法と頻度 

品質マネジメント

システム 

理事長 品質方針、品質目標の設

定及び実施状況 

品質目標の達成状況 マネジメントレビ

ュー（年度末及び

必要に応じて） 

所長 品質目標の設定及び実

施状況 

所長承認 

四半期ごと 

部長 部長承認 

四半期ごと 

課長 部長へ報告 

四半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

運転管理 

高速炉技術課長 

 

環境技術課長 

年間運転計画の作成及

び実施 

年間管理計画の作成及

び実施 

運転計画の実施状況 

 

年間管理計画の実施状

況 

センター長承認 

年度ごと 

センター長確認 

年度ごと 

保守管理 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第１課長 

高速炉第１課長 

高速炉第２課長 

環境技術課長 

施設管理実施計画等の

策定及び実施 

施設管理実施計画等の

実施状況 

部長承認（放射線

管理部長、高速実

験炉部長、環境保

全部長） 

年度ごと 

核燃料物質

の管理 

内運搬担当課長 核燃料物質等の運搬計

画の作成及び実施 

核燃料物質等の運搬の

実施状況 

部長承認 

運搬の都度 

外運搬担当課長 所長承認 

運搬の都度 

放射性廃棄

物の管理 

管理区域管理者 ・放射性廃棄物等の管理 ・放射性廃棄物の管理の

状況 

部長へ報告 

四半期ごと 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第１課長 

 

・放射性液体廃棄物の年

間の放出管理目標値

に係る放出管理の実

施 

・放射性液体廃棄物の放

出状況 

 

課長承認 

放出のつど 

 

放射線管理第１課長 ・放射性気体廃棄物の放

出管理基準値に係る

放出管理の実施 

・放射性気体廃棄物の放

出状況 

管理区域管理者報

告 

部長へ報告 

月ごと 

放射線管理 

環境監視線量計測課長 放射線業務従事者の線

量限度の管理 

放射線業務従事者の被

ばく状況 

所長へ報告 

年度ごと 

四半期ごと 

非常の場合

に講ずべき

処置 

施設管理統括者 

危機管理課長 

総合的な訓練の計画 総合的な訓練の実施状

況 

所長へ報告 

年１回以上 

改善のプロセス 理事長 品質マネジメント計画

の適合性の確保、有効性

の改善 

品質マネジメント活動

の実施状況 

原子力安全監査 

毎年度１回以上又

は必要に応じて 

不適合管理状況 マネジメントレビ

ュー（年度末及び

必要に応じて） 

全ての管理者 品質マネジメントシス

テムの有効性評価 

自己評価の実施状況 管理責任者へ報告 

年１回以上（年度

末及び必要に応じ

て） 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表8.2.3(3) 品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定〔（北地区）核燃料物質使用施設等〕 

監視・測定する 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 

計画されたプロセスと 

結果 
監視項目 評価方法と頻度 

品質マネジメント 

システム 

理事長 品質方針、品質目標の設定

及び実施状況 

品質目標の達成状況 マネジメントレビュ

ー（年度末及び必要

に応じて） 

所長 品質目標の設定及び実施状

況 

所長承認 

四半期ごと 

部長 部長承認 

四半期ごと 

課長 部長へ報告 

四半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

使用の管理 

材料試験炉部長 

高温工学試験研究炉部長 

燃料材料開発部長 

年間使用計画の作成及び実

施 

使用施設の状況 

 

センター長承認 

年度ごと 

 

保守管理 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第 2課長 

燃料研究施設保全課長 

原子炉課長 

照射課長 

ホットラボ課長 

廃棄物管理課長 

HTTR運転管理課長 

HTTR技術課長 

施設管理実施計画の策定及

び実施 

施設管理の実施状況 施設管理統括者承認 

年度ごと 

核燃料物質の

管理 

内運搬担当課長 運搬計画の策定及び実施 核燃料物質等の運搬、管理

の実施状況 

運搬担当部長承認 

運搬の都度 

外運搬担当課長 所長承認 

運搬の都度 

放射性廃棄物

の管理 

気体廃棄物の管理者 

液体廃棄物の管理者 

管理区域管理者 

・放射性廃棄物等廃棄及び

管理 

 

・放射性廃棄物の廃棄及び

管理の状況 

 

部長へ報告 

四半期ごと 

 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第 2課長 

・放射性液体廃棄物の年間

の放出管理目標値に係る

放出管理の実施 

・放射性液体廃棄物の年間

の放出管理目標値に係る

放出状況 

課長へ通知 

四半期ごと 

放射線管理第 2課長 ・放射性気体廃棄物の放出

管理基準値に係る放出管

理の実施 

・放射性気体廃棄物の放出

管理基準値に係る放出状

況 

課長へ通知 

四半期ごと 

放射線管理 

管理区域管理者 

課長 

環境監視線量計測課長 

放射線業務従事者の線量限

度の管理 

放射線業務従事者の被ばく

状況 

所長へ報告 

年度ごと 

四半期ごと 

非常の場合に

講ずべき処置 

課長 

危機管理課長 

総合的な訓練の計画 総合的な訓練の実施状況 所長へ報告 

年 1回以上 

改善のプロセス 理事長 品質マネジメント計画の適

合性の確保、有効性の改善 

品質マネジメント活動の実

施状況 

原子力安全監査 

毎年度１回以上又は

必要に応じて 

不適合管理状況 マネジメントレビュ

ー（年度末及び必要

に応じて） 

全ての管理者 品質マネジメントシステム

の有効性評価 

自己評価の実施状況 管理責任者へ報告 

年１回以上（年度末

及び必要に応じて） 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表8.2.3(4) 品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定〔（南地区）核燃料物質使用施設等〕 

監視・測定する 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 
計画されたプロセスと結果 監視項目 評価方法と頻度 

品質マネジメント 

システム 

理事長 品質方針、品質目標の設定

及び実施状況 

品質目標の達成状況 マネジメントレビュ

ー（年度末及び必要

に応じて） 

所長 品質目標の設定及び実施状

況 

所長承認 

四半期ごと 

部長 部長承認 

四半期ごと 

課長 部長へ報告 

四半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

運転管理 

集合体試験課長 

燃料試験課長 

材料試験課長 

高速炉技術課長 

高速炉照射課長 

核燃料物質の取扱計画の策

定及び実施 

核燃料物質の取扱の実施状

況 

施設管理統括者へ報

告 

年度ごと 

四半期ごと 

保守管理 

集合体試験課長 

燃料試験課長 

材料試験課長 

高速炉第２課長 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第１課長 

施設管理実施計画等の策定

及び実施 

施設管理の実施状況 施設管理統括者、放

射線管理部長承認 

年度ごと 

核燃料物質の

管理 

内運搬担当課長 核燃料物質等の運搬、管理

の実施 

核燃料物質等の運搬、管理

の実施状況 

部長承認 

運搬の都度 

外運搬担当課長 所長承認 

運搬の都度 

放射性廃棄物

の管理 

管理区域管理者 ・放射性廃棄物等の管理 ・放射性廃棄物の管理の状

況 

部長へ報告 

四半期ごと 

環境監視線量計測課長 

放射線管理第１課長 

・放射性液体廃棄物の年間

の放出管理目標値に係る

放出管理の実施 

・放射性液体廃棄物の放出

状況 

 

課長承認 

放出のつど 

放射線管理第１課長 ・放射性気体廃棄物の放出

管理基準値に係る放出管

理の実施 

・放射性気体廃棄物の放出

状況 

施設管理統括者報告 

部長へ報告 

月ごと 

放射線管理 

管理区域管理者 

課長 

環境監視線量計測課長 

放射線業務従事者の線量限

度の管理 

放射線業務従事者の被ばく

状況 

所長へ報告 

年度ごと 

四半期ごと 

非常の場合に

講ずべき処置 

課長 

危機管理課長 

施設管理者 

総合的な訓練の計画 総合的な訓練の実施状況 所長へ報告 

年１回以上 

改善のプロセス 理事長 品質マネジメント計画の適

合性の確保、有効性の改善 

品質マネジメント活動の実

施状況 

原子力安全監査 

毎年度１回以上又は

必要に応じて 

不適合管理状況 マネジメントレビュ

ー（年度末及び必要

に応じて） 

全ての管理者 品質マネジメントシステム

の有効性評価 

自己評価の実施状況 

 

管理責任者へ報告 

年１回以上（年度末

及び必要に応じて） 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表 8.4(1) 品質マネジメントシステムの分析データ 

〔（北地区）原子炉施設〕 

データ 関連する文書 8.4データの分析及び評価(2)との関連＊ 

施設設備等の運転状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・廃棄物管理施設等運転手引（廃管

-QAM-11） 

・監視機器及び測定機器の管理要領

（環境-QAM-07） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

核燃料物質等の管理状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所放射性物質等運搬規則

（大洗 QAM-22） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・廃棄物管理施設等運転手引(廃管

-QAM-11) 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

放射性廃棄物（固体、気体、

液体）の管理状況 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・廃棄物管理施設等運転手引(廃管

-QAM-11) 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

放射線業務従事者の被ばく状

況 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

保守管理の有効性評価 

 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・監視機器及び測定機器の管理要領

(放管部-QAM-06) 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・廃棄物管理施設等運転手引(廃管

-QAM-11) 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

非常の場合に講ずべき処置に

ついての総合的な訓練の実施

状況 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

原子力規制検査指摘等事項 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

官庁検査、事業者検査での不

適合 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

不適合 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

調達先の監査実施状況 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(d)供給者の能力「7.4調達」 

* 8.4データの分析及び評価に係る改善のための情報の評価は、8.4データの分析及び評価(2)の(a),(b),(c)を参照 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表 8.4（2） 品質マネジメントシステムの分析データ 

〔（南地区）原子炉施設〕 

データ 関連する文書 8.4データの分析及び評価(2)との関連＊ 

施設設備等の運転状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

・監視機器及び測定機器の管理要領

（環境-QAM-07） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

核燃料物質等の管理状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所放射性物質等運搬規則

（大洗 QAM-22） 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3」プロセスの監視及び測定 

放射性廃棄物（固体、気体、

液体）の管理状況 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所放射性廃棄物管理要領

（大洗 QAM-31） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

放射線業務従事者の被ばく状

況 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

保守管理の有効性評価 

 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所（南地区）放射線安全取

扱要領（大洗 QAM-63） 

・監視機器及び測定機器の管理要領

(放管部-QAM-06) 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

非常の場合に講ずべき処置に

ついての総合的な訓練の実施

状況 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

原子力規制検査指摘等事項 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

官庁検査、事業者検査での不

適合 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・検査及び試験の管理要領（環境

-QAM-08） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

不適合 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

調達先の監査実施状況 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(d)供給者の能力「7.4調達」 

* 8.4データの分析及び評価に係る改善のための情報の評価は、8.4データの分析及び評価(2)の(a),(b),(c)を参照 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表 8.4（3） 品質マネジメントシステムの分析データ 

〔（北地区）核燃料物質使用施設等〕 

データ 関連する文書 8.4データの分析及び評価(2)との関連＊ 

施設設備等の運転状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・運転、保守等の管理要領（燃材-QAM-

施-09） 

・廃棄物管理施設等運転手引(廃管

-QAM-11) 

・監視機器及び測定機器の管理要領

（環境-QAM-07） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

核燃料物質等の管理状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所放射性物質等運搬規則

（大洗 QAM-22） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・廃棄物管理施設等運転手引(廃管

-QAM-11) 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

放射性廃棄物（固体、気体、

液体）の管理状況 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

 

放射線業務従事者の被ばく状

況 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

保守管理の有効性評価 

 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 
・監視機器及び測定機器の管理要領
(放管部-QAM-06) 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（HTTR-QAM-07） 

・運転・保守の管理要領（燃材-QAM-

施-09） 

・検査及び試験の管理要領（燃材-QAM-

施-08） 

・廃棄物管理施設等運転手引(廃管

-QAM-11) 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

非常の場合に講ずべき処置に

ついての総合的な訓練の実施

状況 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

原子力規制検査指摘等事項 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処 (a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
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 置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

官庁検査、定期事業者検査で

の不適合 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・検査及び試験の管理要領（環境

-QAM-08） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

不適合 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

調達先の監査実施状況 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(d)供給者の能力「7.4調達」 

* 8.4データの分析及び評価に係る改善のための情報の評価は、8.4データの分析及び評価(2)の(a),(b),(c)を参照 
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設置変更許可申請書（共通編本文） 設計及び工事の計画申請書 整合性 

 

表 8.4（4） 品質マネジメントシステムの分析データ 

〔（南地区）核燃料物質使用施設等〕 

データ 関連する文書 8.4データの分析及び評価(2)との関連＊ 

施設設備等の運転状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・運転、保守等の管理要領（燃材-QAM-

施-09） 

・燃料材料試験施設（南地区）安全作

業要領 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

・監視機器及び測定機器の管理要領

（環境-QAM-07） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

核燃料物質等の管理状況 ・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所放射性物質等運搬規則

（大洗 QAM-22） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3」プロセスの監視及び測定 

放射性廃棄物（固体、気体、

液体）の管理状況 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・大洗研究所放射性廃棄物管理要領

（大洗 QAM-31） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・燃料材料試験施設（南地区）安全作

業要領 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

放射線業務従事者の被ばく状

況 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

保守管理の有効性評価 

 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・監視機器及び測定機器の管理要領

(放管部-QAM-06) 

・運転及び保守の管理要領（放管部

-QAM-09） 

・運転・保守の管理要領（燃材-QAM-

施-09） 

・検査及び試験の管理要領（燃材-QAM-

施-08） 

・業務の管理要領（JOYO-QAM-09） 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

非常の場合に講ずべき処置に

ついての総合的な訓練の実施

状況 

・事故対策規則（大洗 QAM-21） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(b)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
http://133.188.131.18/safetydiv/hinshitu_H170930/buhin/fukunen/QAM-s-08.pdf
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原子力規制検査指摘等事項 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

官庁検査、定期事業者検査で

の不適合 

 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

・検査及び試験の管理要領（環境

-QAM-08） 

 

(a)「8.2.1組織の外部の者の意見」 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」 

不適合 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(c)「8.2.3プロセスの監視及び測定」、 

「8.2.4検査及び試験」 

調達先の監査実施状況 

 

・調達先の評価・選定管理要領

（QS-G01） 

・大洗研究所調達管理要領（大洗

QAM-02） 

・大洗研究所不適合管理並びに是正処

置及び未然防止処置要領（大洗

QAM-03） 

(d)供給者の能力「7.4調達」 

* 8.4データの分析及び評価に係る改善のための情報の評価は、8.4データの分析及び評価(2)の(a),(b),(c)を参照 
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改訂来歴 

 

改訂 

番号 
改訂年月日 改 訂 の 内 容 承認 確認 作成 備考 

１ 2017年 

12月 1日 

材料試験炉部及び高温工学試験研

究炉部の組織改正に伴う組織図の見

直し（保安規定との整合） 

 

 

 

児玉 

藤田 

 

小嶋 

 

神永 

石川  

２ 2018年 

1月 31日 

・「大洗研究開発センター原子炉施設

の設計及び工事に係る品質保証計

画書（QS-P15）」を統合 

・統合に伴い、構成を共通編、原子

炉施設編、使用施設等編の三編に変

更 

・原子炉施設について技術基準規則

の要求事項との整合 

・使用施設等について、技術基準規

則の要求を除いた原子炉施設編と

の整合 

・ＪＥＡＣを参考とした記載の見直

し 

・表記の適正化 

 

   

３ 2018年 

4月 1日 

・組織改正に伴う見直し及び本文書

名の見直し 

・担当理事を研究所の管理責任者と

したことに伴う見直し 

・その他所要の見直し（記載の適正

化等） 

 

   

４ 2018年 

 6月 20日 

大洗研究所北地区及び南地区核燃

料物質使用施設等保安規定改正に伴

う予防処置の管理手順の追加 

 

  
 

 

奥田 

小嶋 

青砥 

石川 児玉 

藤田 

小嶋 

神永 

石川 児玉 

藤田 

小嶋 

神永 

石川 児玉 
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５ 2018年 

７月３日 

・大洗研究所北地区及び南地区核燃

料物質使用施設等保安規定改正を

受けた原子炉施設編予防処置の管

理手順の追加 

・燃料研究棟の法令報告で示した再

発防止対策に係る関連文書（核燃料

物質の取扱いに関する管理基準）の

使用施設等編への追加 

・その他所要の見直し（記載の適正

化等） 

 

  

 

 

６ 2020年 

4月 1日 

・2020年 4月 1日施行の「原子炉等

規制法」改正に伴い、新たな技術基

準として施行される「品質管理基準

規則」の要求事項との整合を図っ

た。 

 

 

   

７ 2021年 

1月 1日 

保安規定変更認可申請及び補正申

請に係る規制庁との面談の結果を受

けて、機構の品質マネジメント計画

書（ひな形）に解釈の趣旨を追加す

る改訂を行った。また、保安規定と

の整合確認による見直しを行った。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

奥田 

小嶋 

青砥 

塩月 児玉 

奥田 

小嶋 

青砥 

石川 児玉 


